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第16回原産年次大会プ幽グラム

基調テーマ：原子力産業一成熟化への課題と展望

　　　　　　　　〈総括プ鱒グラム〉

第　　1　　日 第　　2　　日 第　　3　　日

3月23日　（水） 3月24日《木） 3月25日　（金）

開会セッション セッション2 セッシ畿ン4

午 （9：30～10：40） （9：00～12：00） （9：30～12：30）

大会準備委貝長挨拶 「高速増殖炉の開発戦略』 「原茅力安全の方向と目標」

前 原産会長所信表明

原子力委員長所感 〔パネル討論〕 〔パネル討論〕

@　　　　一
セッション1 午餐会 セッション5

（前半10：45～12：20） （12：20～14：15） （14：00～17：00）

（後半14：00～17：00） 通商産業大臣所感 「軽水炉成熟時代の原峯力産業』

「皿ネルギー政策と原子力開発の 〔特別講演〕於ホテル・オークラ

進路」 －一一一π一躍一唖山一π一r齢凹醒一回”一層一．．一w一一一一一胴一一一冒一一h一齢一国一L．＿一一一 〔パネル討論〕

午
〔講　　　演〕 原四丁関係映画上映

（13：00～14：10）

於・　ニッショー・ホール

セッシ圏ン3

（14：30～18：00）

後
「新しい團際秩序の確立へ向けて」

〔パネル討論〕

@　　　　　　一一｝
レセプシ韓ン

（18：00～19130）

於　ホテル・オークラ

II



9　30

9　50

10　20

　　　　　　　　　　　　3月23日　（水）

　　　　　　　　開会セッション（9：30～10：40）

議長　　　圓城寺次郎1雑礫螺畠，弓長
　大会準備委貝長挨拶　　　　大　来　佐武郎　　国際大学学長

　原産会長所信表明　　　　　有　澤　廣　巳　　B本原子力産業会議会長

　原子力委貝長所感　　　　　安　田　隆　明　　原子力委員会委員長，科学技術庁長官

セッション1　エネルギー政策と原呪力開発の進路（10：45～17：00）

　　　　議長

10　45　　「エネルギーと国際協調」

11　30 「フランスにおける電力・原子力開発戦略」

　　　　議長

14’00　　「インドの原子力開発

14　45

15　30

16　15

「日本の原子力開発と国際協カー一より積極的な方向を」

議長

「アメリカの原子力発電開発計画」

「中国のエネルギー政策と原子力開発利用」

　　四ツ柳高茂　北海道電力（株）社長

　　L，ブリンクホースト　駐日EC委員会代表

　　J，ギアモン　 フランス電力庁総裁

　く休憩　12：20～14：00＞

　　末永聡一郎　三菱重工業（株）社長

再処理・廃棄物管理を中心に」

　　H。セ　ト　ナ　　インド原子力委貝会委員長

　　向坊　隆　原子力虚貝会委員長代理

　　両角良彦　電源開発（株）総裁

　　S．ブリューワー　　アメリカエネルギー省原子力担当次官補

　　周　　　　　秩　　中国原子力工業省顧問

レセプション（18：00～19：30）

　　　　　　ホテル・オークラ別館B2　曙の問

正夏1



固唾癩（杢コ

セッシ騒ン2　高速増殖炉の開発戦略（9　00～12　00）

議長　　　　　　大　島　恵

　　〔パネル討論〕
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東京大学名誉教授

アメリカ竃力研究所理事長

動力炉・核燃料開発事業団理事長

東京電力（株）副社長

イギリス中央電力庁総裁

フランス原子力庁産業技術開発研究所（IRDI）理事長

西ドイツ研究技術省エネルギー研究技術局長

午餐会（12：20～14：15）

　　　　　　　〈ホテルオークラ本館1F‘

　　通商産業大臣所感

　　〔特別講演〕

　　　　当面の内外金融経済情勢について

平安の間〉

前川春雄屏本銀行総裁

原乎力映画上映（13：00～14：10）

　　　　　　　　　　〈島ツシ闘一ボー・ル＞

1「もんじゅへの道」（動力炉・核燃料開発事業団製作，日本語27分）

2「明EIへの町づくり一地域振興と原子力発電所一」

　　　　　　　　　　（日本立地センター製作，日本語24分）

セッシ蜀ン3　新しい国際秩序の確立へ向けて（1430～1800）

議畏　　　　　　松井

　　〔パネル討論〕
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日本原子力文化振興財団理事長
日本原子力産業会議副会長

マレーシア原子力研究所長

韓国電力公社副社長

インド原子力委員会委塾長

国際原子力機関事務局次長

原チ力委貝会委貝

エジプト科学研究技術アカデミー総裁

フランヌ、原子力庁国際局日本担当

アメリカ国務省核不拡散間題担当無任所大使特別顧問

西ドイツ研究技術省エネルギー研歩ヒ技術局長



3月25圏　（金）

セッション4　原子力安全の方向と目標（9　30～12　30）

長

〕論寸ル
・
不ぐノ〔

議 内　田　秀　雄　　原子力安全委員会委貝

H．デントン
A，ビルクホーファー

村　主　　　進

中　村　政雄

アメリカ原子力規制委貝会原予炉規制局長

西ドイツ原子炉安全協会理事長

原子力工学試験センター理事・原子力安全解析所所長

読売新聞社解説部次長

セッション5　軽水炉成熟時代の原子力産業（1400～1700）

長

コ論討ル
・
不ぐノ〔

議 向坂正男　国際エネルギー政策フォーラム議長

L．アブダラム

R．ケイロン

西　　　政　隆

浜　口　俊　一

林　　　政義

T．プライス

W．ブラウン

松　田　　　泰

D．ライアンズ

フラマトム社事業本部長

ベルゴニュークリア社会長

日本電機工業会原子力対策委貝長，
（株）日立製作所常務取締役

関西電力（株）専務取締役

中部電力（株）副社長

ウラン協会事務局長

西ドイツクラフトベルクウニオン社副社長

通産省資源エネルギー庁長官官房審議官

アメリカ原子力産業会議副会長，
コンパッション・エンジニアリング社副社長

V



開会セッシ慧ン

議長圓城寺次郎民灘禦灘絵長）
・大会準備委員長挨拶

　　　大　来　佐武郎　民　（国臥大学学ま’）

・原塵会畏所信嚢明

　　　有　　ゴ｛藻　　鷹　　巳　　民　　（目本原子力産業会議玄三（）

・原畢力委員長所感

　　　安園隆明氏轍臨謝）



　　　　　　　　　　　　圓城寺議長　現在，世界

　　　　　　　　　　　の了油市場は大きな混乱に

　　　　　　　　　　　直面しておりますが，それ

　　　　　　　　　　　が幸い石油価格の低落と石
　　　　　　　　　鶴蠕給の緩和の二二囎

　　　　　　　　　　　されたとしても，無資源国

　　　　　　　　　　　に等しいわが国にとって，

　　　　　　　　　　　エネルギ…をめぐる国際情

勢は，依然として極めて厳しいものがあります。

　しかも低経済成長という時代的条件の変化により

エネルギーは供給の安定に加えて，より低廉なもの

が追及されるところがら，その要請にこたえうる経

済的で有効なエネルギーの供給源として，原子力の

役割はいよいよ大きなものとなっております。

　このような重大な時期に当たり，国内外の多くの

方々の参加を得て，広く意見の交換や討論等が行な

われますことは，この大会の意義を一層忌めるもの

であり，皆様とともにご同慶にたえない次第であり

ます。

　今大会では「原子力産業　　成熟化への課題と展

望」を基調とし，21世紀へ向けての各国の原予力開

発戦略，新しい国際秩序と国際協力，原子力安全の

方向と目標，さらに軽水炉成熟時代の原子力産業を

重点的にとりあげ，当面する課題と長期的な問題点

を明らかにして，打開策を検討し，これからの国内

ならびに国際的なコンセンサスの確立に資したいと

考えております。その意味で本日から3日間にわた

るこの大会の成末が大いに期待される次第でありま

す。

大会準備委員長挨拶
国際大学

学　同

大　来　佐武郎

鮮

　御臨席の皆様，第16回原

産年次大会準備委員会委員

長として本大会の開会に当

たりご挨拶する機会を得ま

したことは，私の大きな喜

びであります。

　本日は，光栄にも安田隆

明国務大臣・科学技術庁長

官，セトナ・インド原子力委員会委員長，ギアモン・

フランス電力庁総裁，マーシャル・イギリス中央電

力庁総裁をはじめとして中国，エジプトなど新たに

参加された国を含めて国内外の著名な原子力関係者

多数のご臨席を仰ぎまして，大会を開催する運びと

なりました。

　ここに第16回鎌屋年次大会準備委員会を代表し

て，大会における議長，スピーカーを愉快諾いただ

きました関係各位に厚くお礼を申し上げるととも

に，本大会に参加された方々，とりわけはるばる海

外から参加されました方々に深く感謝の意を表します。

　準備委員会は，本大会のプログラムの編成に当た

って基調テーマを「原子力産業　　一成熟化への課題

と展望」と定めました。ご高承のごとく，わが国の

原子力産業は，軽水炉システムを改良することによ

り，これを信頼性の高いシステムとして定着させ，

十分な安全確保に留意しつつ原子力発電の建設，運

転経験を積んでまいりました。原子力発電は年々，

電力供給のシェアを拡大し，石油代替エネルギー源

の中核として，その役判を増しております。わが国

では24基，1，700万kWを超える商業用原子力発電

所が高い稼働率で運転中の今日，すでに軽水炉技術

そのものは成熟の域に達したとみることができます

が，将来にわたって原子力発電が電力需要の拡大に

対処していくためには，発電コストの低減や大規模

開発に備えた軽水炉技術の高度化が要請されます。

また原子力発竜の社会的受け入れの見地からは，故

障，トラブルのない十分な安全の確保や核燃料サイ

クル・バックエンド，とりわけ放射性廃棄物処理処

分対策の進展が要請されております。準備委員会は，

わが国の原子力1．業の趨勢をこのような認識のもと

にとらえ，大会の基調テーマを定めた次第であります。

　本大会は，この開会セッションの後，3日間の会

期に5つのセッションのもとで，わが国および国際
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社会における原子力開発上の重要な問題について論

議を展開することにしております。セッションの順

を追って，それぞれのテーマ内容にふれたいと思い

ます。

　セッション1の「エネルギー政策と原子力開発の

進路」では，EC委員会をはじめアメリカ，中国を含

む5力国の代表から，それぞれのエネルギー情勢へ

の対応と原子力開発への戦略について見解を伺いま

す。

　最近の原油価格の値下げは世界のエネルギー情勢

に新たな波紋を投げかけております。変動為替制度

と並んで国際経済の見通しを不確かなものにしてい

る原油価格が下落基調に転じたことは，石油輸入諸

国の経済成長率の引き下げに寄与し，世界的不況か

らの回復のきっかけにもなり得るなどのプラス効果

が考えられる半面，下落があまり急激な場合には一

部産油国等の金融事情を圧迫し，代替エネルギー開

発に水をさし，世界経済を混乱に導く導火線ともな

りかねないマイナス効果も予測されております。私

は，いずれにせよ先進工業国，産油国，さらには非

産油途上国が相互依存と連帯の精神のもとに政治的

努力を重ね，世界経済再活性化への道を切り開いて

いくべきだと考えます。各代表からは長期的な視野

から，脱石油の主役たる原子力の進め方に関して，

具体的な見解が伺えるものと考えます。

　次に「高速増殖炉の開発戦略」については，日米

欧の高速増殖炉開発の現況と今後の対応が紹介され

ます。昨年，日本の原子力委員会において改定され

た「原子力開発利用長期計画」は，わが国における

商業用高速炉の実用化の時期を2010年目目標とす

る方針を打ち出しましたが，わが国に限らず高速炉

計画を進める各国のプロジェクトとも，このところ

スローダウンが目立っております。その背景には建

設費の高騰が挙げられますが，このような情勢から

各国が互いに協力して実証炉建設を推進しようとの

考え方も出てまいりました。パネル討論で実用化へ

向けてどうアプローチするかを含めて活発な討論が
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展開されるものと期待いたします。

　「新しい国際秩序の確立へ向けて」のセッション

では，核不拡散体制下での先進国から途上国への技

術移転をめぐって，9人の代表により討論が行なわ

れます。途上国の原子力利用への意欲が近年急速に

高まってまいりましたが，一面では軍事転用を防止

する観点から原子力技徳，資材の移転には様々な制

約があります。先進国，途上国の代表をまじえたこ

のパネル討論では，核不拡散の枠組みの中で新しい

国際秩序，協力関係の確立をめぐって様々な見解の

発表や提言があるものと期待いたします。

　次に「原子力安全の方向と目標」に関しては，し

ばしば論議の的となる安全の基準をめぐって日本，

アメリカ，西ドイツの代表が論議を展開いたします。

事故を確率論的にとらえた安全の評価手法が果して

一般の人たちに分りやすく「どこまでなら十分安全

か」の考え方を伝えるにはどうすべきなのか，など

をめぐって，それぞれの国情に応じた見解が示され，

意見の交換が行なわれると思います。

　最後のセッションの「軽水炉成熟時代の原子力産

業」は，日米欧の軽水炉メーカ，ユーザーなど9人

の代表が討論を行います。軽水炉技術がすでに成熟

の時代に入っていることは先ほど申し上げた通りで

すが，原子力が石油火力と比べた発電コストの経済

的優位を将来にわたって維持していくためには，標

準化の推進をはじめとする建設費低減対策や許認可

手続き，定期検査等の合理化の推進が必要となって

まいります。このセッションでは当面の原子力発電

の主流となる軽水炉の技術改良，高度化をめぐって

討論が行なわれまるほか，核燃料サイクル各部門の

実用化を含めて原子力産業が抱える当面の課題につ

いて十分野意見の交換が行なわれると考えます。

　最後に，本大会は原油値下げという一つの歴史の

節目に開かれる大会となりましたが，参加者各位が

活発に討論に参加され，不確実なエネルギー情勢下

における原子力開発について新たな方向を見出され

るよう期待しております。



原産会長所信表明
日本原子力産業会議

会　二

二　澤　廣　臼

護
上
県
鷺

　第16回原産年次大会の

開会に当り，私の所信を申

し述べたいと思います。

　三年のこの大会で，私は

原子力平和利用を推進する

者の立場から核兵器の廃絶

の訴えを行ない，原産の総

会の決議をもって，昨年6

月の国連軍縮総会に核軍縮に関するメッセージを送

りました。その後核軍縮は世界の大きな世論になり

つつありますが，先頃のアメリカの有力者による米

ソの核大幅削減提案は，私どものメッセージと同じ

く，核兵器を解体して，それを平和利用の燃料に向

けることを提案している点でとくに注目されます。

核拡散防止条約は，適切な保障措置のもとでの非核

兵器国の原子力平和利用を保障する一方で，核兵器

国による核削減の努力を義務づけております。原子

力平和利用における国際秩序の維持のためにも，核

兵器の削減，廃絶への努力が実るよう期待したいと

思います。

　さて，1973年の第一一次石油ショック以来，苦難の

道を歩んできた世界経済は，10年目の今日，産油国

による値下げ措置により，新たな変動期を迎えてお

ります。2度にわたる石油ショックは，各国の経済

成長を鈍らせ，構造的な同時不況を産み出しました。

わが国でもかってない低成長時代を経験し，この傾

向はまだ続く見通しにあります。石油ショック以降，

原油価格の高騰に伴って，各国は競って省エネルギ

ーの徹底と代替エネルギー源の開発に努めました。

そして，その効果が近年ようやく定着しかけており

ます。その矢先の原油値下げは，対応の難しさはあ

るものの，全般的には世界の経済活動に好ましい影

響を及ぼすと思われます。

　経済的な代替エネルギーとして，また準国産エネ

ルギー源として，原子力発電の役割は年々重要度を

ましております。わが国は脱石油の旗頭として原子

力発電を積極的に進めてまいりました。昨年も，四

国電力の伊方2号機，菓京電力の福島第2発電所1

号機が運転を始めたことにより，わが国の原子力発

電設備容量は1，700万kWを超え，それによる年間

の発電電力量は1037億kWhに達し，わが国の総
発電電力量の2割を超えるに至っております。

　かつて，故障やトラブルのため50％前後を低迷し

ていた原子力発電の設備利用率は，ここ数年来向上

し，昨年には70．2％に達しました。わが国では依然

として年間90日程度の定期検査期間を必要とする

ことを考えれば，実質的には95％近くの利用状況に

あったということができましょう。軽水炉発電はい

まや定着したと言って良いと思います。

　この高い利用率は，世界的にも誇れる数字である

と思います。それは，事故防止対策の推進等稼働率

向上への関係者の努力のあらわれであり，一面では

晶質保証をはじめとして，世界の第一線にあるわが

国原子力産業の技術レベルを反映したものと言えま

しょう。

　原産が昨年12月にまとめた1981年度を対象とす

る実態調査から，わが国の鉱工業の原子力関係総売

上高は1兆円（約42億ドル）の大台を超えたことが

明らかになっておりますが，このことはわが国の原

子力関連企業の約300社が，技術面のみならず，経

済面からも成熟段階を迎えつつあることを示す一つ

の指標となると思います。経済の低成長時代を迎え

た今日，原子力発電の役割は，エネルギー安全保障

上の役割もさることながら，エネルギーコスト低減

への役割に一層比重がかかってまいります。通産省

が昨年10月にまとめた竃源別発電コストの比較で

は，原子力はkWh当り約12円で．石油火力の約20

「1］というコストの6割程度になっており，今のとこ

ろ最も安い電源の地位を確保しております。

　しかしながら，われわれは原子力発電が安いから

と言ってそれに安住することはできません。発電コ

ストに占める燃料費の割合は，石油火力が約80％で

あるのに対し，原子力は約20％で，固定費とちょう

どその逆という関係になります。原子力発電は建設費
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がおよそ70％を占めておりますが，ここ数年，建設

費の上昇が著しく，せっかくのコストメリットを圧

縮する傾向がみられます。最近の原油値下げもまだ

まだ原子力発電の経済的優位性を覆すほどのもので

はありませんが，石油火力とのコスト差を縮める要

因になっております。もともと最近のような経済の

低成長下にあっては，どの産業も厳しいコスト計算

に徹底しなければなりません。コスト上昇を価格上

昇に転嫁するような甘い考えは許されません。こと

に産業と民生に広く利用されるエネルギーの場合に

は，この要請が一層厳しくなることを覚悟しなけれ

ばなりません。

　わが国の原子力発電コストは一部の国々に比べて

割高だとみられております。一般の産業同様，原子

力産業においても，より厳密にコスト計算を行い，

コストダウンに努めるべきであります。これまでの

傾向が続くと，エネルギーコスト低減の牽引車たる

べき，また経済再活性化への先導約たるべき原子力

発電の役割が，将来十分果たせなくなることも考え

られます。

　この見地から今日達成された軽水炉の高い安全

性，信頼【生を前提にしり機器製造の標準化，プラン

ト建設の計画化等による経済性の一層の向上ならび

に軽水炉技術高度化の推進は，極めて璽要な意味合

いをもってまいります。私は，このような努力はお

よそ20％のコストダウンを目標に進められるべき

だと思います。このような努力をつづけることによ

ってはじめて，老朽火力発電設備を休廃止し，順次，

原子力発電に切り換えて，その拡大，継続を図るこ

とができると考えます。

　産業用エネルギーの使用形態にも近年変化がみら

れます。産業構造の主体が，エネルギー多消費型の

重化学，基礎素材産業からファインメカニックスに

移る状況下で，産業用エネルギーの弾性値が1以上

になることは，もはや見込めそうにありません。し

たがって電力需要は民生用が拡大できるよう民生用

の料金を安くして電力のシェア拡大に努めるべきだ

と思います。また，そのことが福祉の向上につなが

ると考えます。いずれにせよ，エネルギー需要につ

いては根本的に考え直すべき時期にきていると思い

ます。

　原子力発電の必要性は，今日，国民の大多数の人々

に認識されていると考えます。また経済的な電力供

給源であることについての理解も徐々に広がりつつ

あると思います。しかしながら安全性に関しては，
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いぜん不安を抱く人々の多いことも事実です。原子

力の安全性に対して…般の人々が示す判断は，しば

しば主観的，心理的要素の強いものであります。ア

メリカの原子力規制委員会では，「どこまで安全なら

十分安全か」という安全性の問題にたいして，客観

的な「ものさし」を与える意味で「安全目標」の考

え方を試験的に導入することを決めました。この「も

のさし．1によって原子力の高い安全性が客観的に表

現され，また一層の安全性向上のポイントが明らか

になると期待されるのでありますが，わが国では国

情も違い，産業化社会のリスクベネフィットについ

てのコンセンサスが確立されていないため，この概

念をわが国に導入した場合，合理的な安全評価手法

として受け入れられるものかどうか疑問視する見方

があります。しかし，こうした考え方の導入につい

ては，すでにかなりの運転経験に基づくデータの蓄

積がある今日，その可能性を検討する時期にきてい

るのではないかと考えます。

　さて，原子力委員会は昨年6月，原子力開発利用

長期計画を4学ぶりに改定致しました。委員会はこ

の中で，国が中心となって進められてきた新型動力

炉の開発，ウラン濃縮，使用済み燃料の再処理など

の自主開発技術が，商業化への「実用化移行段階」

にあるとして，宮民協力のもとで計画的な推進をも

とめております。民間としてもできる限り，これら

自主技術の実用化を図り，エネルギー安全保障の確

立に寄与すべきだと考えますが，10年間に投入する

研究開発費5兆4千億円のうち，民間は1兆6千億

円という巨額のR＆D資金を調達しなければなら

ず，実用化に向けての技術的，経済的リスクはいぜ

ん大きなものがあります。

　私は，エネルギーをはじめとして国際情勢が不安

定な中で自主技術の実用化を着実に進めていくに

は，民間の活力と動燃事業団の技術，そして政府の

一般会計，多様化勘定とが力強く生かされていくよ

うな組織，計画的かつ柔軟に実用化を進めうる組織

を作るべきではないかと考えます。そのためどうい

う進め方が最も効率的かを，従来の体制にこだわら

ないで，抜本的に検討を加える必要があると考えま

す。従来，動燃事業団は自主技術開発の中核として，

立派な成果をあげてまいりましたが，今後の実用化

の段階においては，単に動燃と学問との分担方法を

工夫するだけで果して高速炉などの大型技術の実用

化を確実に成功させることができるでしょうか。わ

れわれは，政府，民間の貴重な資源を有効に利用し



て経済低成長下での実用化を図らなければならない

のであり，開発努力の経済的効率性に最も意を用い

なければならないのであります。

　放射性廃棄物の処理・処分の問題は，原子力発電

の安全性の問題と並んで，しばしば論議の的となっ

てまいりました。昨年，原子力委員会は，放射性廃

棄物の処理・処分に関して，従来の試験的海洋処分，

陸地処分のほかに，新たに施設貯蔵の方法を取り入

れ，これらを並行して進める方針を打ち出しており

ます。先月，ロンドンで開催された海洋投棄規制条

約第7回締約国会議では，わが国が太平洋海域で試

験的実施を予定しているような低レベル放射性廃棄

物の海洋投棄の安全性についての懸念や反対が，科

学的根拠があるかを検討し，それが終わるまで一時

停止しようという決議が通りました。この一時停止

決議は法的拘束力がないとはいえ見通しを不確実な

ものにしており，この安全性についての国際的コン

センサスの達成にねばり強い努力が必要と考えられ

ますが，これと併行して陸地処分，施設貯蔵の方針

を固め，計画の具体化を積極的に進め，中・低レベ

ル放射性廃棄物の増加に対処していくべきだと思い

ます。

　原子力開発は様々な局面で国際協力を必要として

おります。高速増殖炉の実用化をめざす日米欧の問

で，協力の可能性を検討しようという機運のあるこ

とはご承知のとおりであります。大型プロジェクト

の国際協力は実際には難しい問題が内在いたします

が，本大会では，この問題について各国の担当者の

方々から，その実現可能性について示唆が得られる

ものと思います。

　…・方，開発途上国の原子力開発に寄せる期待は，

国清や技術レベルの違いはあるものの，年々高まり

をみせております。原子力先進諸国は，これら途⊥

国のニーズに適切に対処すべきであり，わが国は地

理的な特質から東南アジア諸国への原子力技術協力

を中心に，その役割を果たすべきだと考えます。こ

の技術協力は人材の交流，情報の交換など多岐にわ

たりますが，わが国では開発途上諸国の様々なニー

ズに一元的に対応していくため原産内に原子力技術

協力センターのような機構を新年度より設け，効果

的な協力活動を展開していくことにしております。

この機構へのご支援をお願したいと思います。

　最後に，今大会での論議から今後の原子力開発に

有益な指針が得られるよう祈念しております。本大

会にご参加いただきました内外参加者各位に対して

心からお礼を申し上げまして，私の所信表明を終ら

せていただきます。
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原子力委員長所感
原乎力委員会委員長

科学技術庁長官

安　田　隆　旧

藩
繋
準
・
馨
豊
工
事

　本日，ここに内外から多

数の原子力関係者をお迎え

して，第16回日本原子力産

業会議年次大会が，かくも

盛大に開催される運びとな

りましたことは誠に慶i賀に

たえません。有澤会長，大

来大会準備委員長をはじ

め，今大会の開催にご尽力された皆様方に心からお

祝いを申し上げますとともに，各国，各機関におい

て原子力分野で指導的役割を果たされている参加者

の皆様方に対し，心から歓迎の意を表する次第であ

ります。

　今回の年次大会は，「原子力産業一一成熟化への

課題と展望」という基調テーマのもとで，各種の討

論が行なわれると聞いております。世界では既に約

280基，1億8000万kWの原子力発電所が運転中で

あり，その規模の拡大に伴い，原子力を経済的かつ

安定したエネルギー供給源として成熟させることが

強く求められており，本大会における討論は誠に時

宣を得たものであり，実り多いものになるであろう

ことを信じております。

　さて，ご高承のとおり，わが国は，エネルギー供

給に占める輸入石油依存度の高さに象徴されますよ

うに脆弱なエネルギー供給構造を有しております。

現在，世界の石油需給は緩和状況にありますが，中・

長期的には不安材料が少なくなく，こうした時期に

こそ，わが国のエネルギー供給の構造を改善し，そ

の基盤の強化を図っていく必要があると認識してお

ります。このためには，省エネルギーに努めるとと

もに，原子力をはじめとする石油代替エネルギーの

開発を積極的に推進していく必要があります。

　原子力委員会は，昨年の6月に21世紀を展望し，

今後10年間における原子力開発利用に関する重点

施策の大綱と，その推進策を明らかにする新たな長

期計画を策定いたしましたが，最近の電力需要の伸

びの停滞あるいは国際的な石油事情にかかわらず，

本計画の基本は変わるものではありません。私とい

たしましては，本長期計画に従い，以下の方針で，

わが国の原子力開発利用を積極的に進めていく所存

であります。

　その第一は，原子力発電の推進についてでありま

す。

　原子力発電については，供給安定性，経済性にお

いて他の発電方式に比して優位性が確立しており，

最近では極めて良好な稼働実績を示し，昨年の発電

電力量の約20％を供給しております。今後とも原子

力発電は，二丁代替エネルギ…の中核を担うものと

して期待されておりますが，このような期待に応え

ていくためには，原子力が国民に広く受容されるこ

とが重要であり，具体的には，原子力に対する国民

の信頼と協力を得て，円滑に立地を進めていかなけ

ればなりません。そのためには，今後とも安全の確

保に万全を期し，安全運転の実績を積み上げていく

ことが最も重要でありますが，加えて関係行政機関，

電気事業者は広報活動の充実に努め，必要な情報の

提供を行ない，公聴会，公開ヒアリング等を通じ，

国民，とりわけ地元住民との意志疏通を図り，関係

者二三の信頼関係を築いていくことが重要でありま

す。

　また同時に，原子力施設の立地が地域の社会的経

済発展につながるよう国および地方自治体は今後と

も立地地域の実情を踏まえ，地域振興策を講じ，立

地の円滑化を図っていくこととしております。

　さらに，原子力発電推進上の基盤整備として，低

レベル放射性廃棄物の処分対策および原子炉の廃止

措置対策を強力に推進する必要があると考えます。

低レベル放射性廃棄物の処分については，海洋処分

と陸地処分を併せて行なうこととしつ着実に準備を

進めております。特に海洋処分については，技術的

に安全に実施できる段階であり，国内法令の整備，

国際条約への加盟等，所要の実施準備が進められて

きました。今後とも，先般行われたロンドン条約締

約国協議会議において設置されることとなった科学
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的見地の場に積極的に参加協力するなどにより，内

外の関係者の理解を得ることに努め，できる限り早

期に試験的処分を行ない，その結果を踏まえて本格

的海洋処分が行なわれることを期待しております。

また，陸地処分についても試験研究の成果を踏まえ，

安全評価手法の整備を図り，試験的な処分を実施し

た後，本格的な処分に移行することとしております。

さらに，原子力発電所の敷地外に低レベル廃棄物を

集中して貯蔵することも現実的な対応策と考えられ

ており，現在その具体化を進めております。

　原子炉の廃止措置については，その問題が具体化

するまでには，なお時間があることでありますが，

基本的には，わが国の国土が狭隆なことを考慮し，

原子力発電所の跡地は積極的に活用されるべきであ

り，その意味から安全かつ経済的な原子炉の解体撤

去の技術を確立するため，所要の技術開発を着実に

推進してまいりたいと考えております。

　…方，原子力発電のコストに関して申せば，今後

電力供給に占める原子力発電の役割が増大するにつ

れて，電気料金への影響等，国民経済に与える影響

も大きいものになることに鑑み，今後は原子力発電

自身のコスト低減に…層努力し，低廉iな電力を供給

することが重要であります。

　第二に，核燃料サイクルの確立と四型戦略につい

ては，原子力発電の供給安定性を一層高めるため，

自主的な核燃料サイクルの確立を図るとともに，国

産エネルギー資源として扱うことができるプルトニ

ウムを有効に利用できる二型を開発していくことが

重要であります。

　わが国は，軽水炉から高速増殖炉へという轡型戦

略を基本としておりますが，高速増殖炉の実用化は

21世紀初頭になることを考慮して，天然ウランの入

手先および入手方法の多様化，ウラン濃縮の国内事

業化推進等により，軽水炉の燃料の安定確保を図っ

ていく必要があります。同時に，使用済み燃料に含

まれるプルトニウムを早期に利用するため，新型転

換炉および軽水炉によるプルトニウム利用技術の開

発を進め，／990年代中頃までには，その実証を終了

し，実用化を目指すこととしております。

　第三に，今後の原子力研究開発プロジェクトの進

め方についてでございますが，現在最も重要な問題

は，すでに実用化を目前にしているプロジェクト，

例えばウラン濃縮，再処理，新型転換炉等をいかに

して実用化するかという問題であります。

　現状に即．して申し上げますと，ウラン濃縮につい

ては，永年の技術開発努力の結果，動力炉・核燃料

開発事業団のパイロットプラントが昨年3月から全

面運転を開始し，今後は民間の積極的な参加のもと

に，同事業団が年間200トンSWU程度の原型プラ

ントを早急に建設・運転することとしております。

これに引き続き1980年代末までに民間において商

業プラントの運転を開始し，順次プラント能力の増

大をはかり，ウラン濃縮の国内事業化を進めていく

考えでおります。

　再処理については，動力炉・核燃料開発事業団東

海再処理工場で現在までに，再処理工場の建設・運

転に関する貴重な経験が積み重ねられております。

昨年6月には，同事業団と民間再処理工場の建設・

運転を行う日本原野サービス株式会社との間で技術

協力に関する基本協定が締結され，円滑に技術を移

転するための基礎が固められたところであり，昭和

65年度頃に同工場の運転が開始されるよう，国は技

術面，資金面で適切な支援を行なうつもりでおりま

す。

　新型転換炉は，核燃料の有効利用が図られるなど

の優れた特性を有し，プルトニウムの早期利用を目

指し，わが国が独自に開発を進めてきた炉であり，

すでに原型炉が順調に運転されてきております。そ

れに続く実証炉計画については，関係者間で検討が

進められた結果，昨年8月，電源開発株式会社が建

設・運転の主：体となり，1990年代初め頃の運転開始

を自標に，官民が協力して推進するとの基本方針が

決定いたしました。

　さらに本年2月，電源開発株式会社はこれまで新

型転換炉の開発を中心となって進めてきた動力炉・

核燃料開発事業団の間で技術協力に関する基本協定

が締結されたところであり，今後，電源開発株式会

社は同事業団から技術開発成果を継承し，実証炉の

建設を進めることとしております。これに対し国は，

必要な支援を積極的に行なうとともに，新型転換炉

の信頼性・経済性の向上，より一層の大容量化に向

けた技術開発に努め，その実用化を推進してまいる

つもりです。

　これら実用化移行段階のプロジェクトの推進につ

いては，今後は国も適切に支援していく考えでおり

ますが，民部が，中心となって進めていくべきもの

でありますので，原子力産業界一致の協力を願うと

ころであります。

　また，高速増殖炉，高温ガス炉，原子力船，核融

合等につきましても，それぞれ新たな研究開発段階
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を迎えております。特に高速増殖炉については，原

型炉「もんじゅ」の建設について，昨年5月に地元

の同意が得られ，それを踏まえ建設についての閣議

了解がなされ，原子力安全委員会による安全審査お

よび建設準備工事が始まるなど，「もんじゅ」の立地

計画が策定されて以来：10年ぶりに建設に向けて大

きなステップを踏み出すこととなり潤した。それに

続く実証炉計画については，官民の懇談がもたれて

おり，私といたしましては，民間協力を得つつ，高

速増殖炉実用化に向けて開発の円滑な推進に努力し

てまいりたいと思っております。

　高温ガス炉，原子力船，核融合につきましては，

いずれも2／世紀に向けての研究開発プロジェクト

であり，しかも研究開発の進展に伴う規模の拡大等

もあり，その推進に当っては，多額の資金および多

数の人材が必要とされております。今後の国の行財

政をめぐる情勢には厳しいものがありますが，研究

開発を効率的，重点的に進めるとともに，実用化に

向けて民間の協力を得ていきたいと思っておりま
す。

　最後に原子力開発利用をめぐる国際問題について

申し上げたいと思います。

　まず，核不拡散問題についてですが，わが国は，

原子力基本法のもとに原子力利用を厳に平和目的に

限って進めてきましたが，原子力の平和利用の推進

に当っては，国際的に核の拡散防止についての方策

を講じていくことが必要であります。原子力発電の

規模の拡大および核燃料サイクル事業の進展に伴っ

て，核不拡散問題についても，わが国が先導的役割

を果たすことが期待されており，わが国の核不拡散

への努力は世界的にも極めて重要な影響を持つよう

になってきております。また，わが国における技術

水準の向上と原子力産業の成長に伴って，原子力資

材・技術の海外への移転を検討すべき時期になって

おります。

　わが国としては，核燃料供給国との2国間協議に

ついて，自らの原子力開発に支障をきたさないよう

適切に対応し，また保障措置および核物質防護に関

する国内体制を国際的要請に十分応え得るものとす

ると同時に，IAEAを中心に進められている核不拡
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散に関する新しい国際枠組作りに積極的に貢献して

いくなど，国際的視野に立った核不拡散政策を従来

にも増して積極的に展開していく考えであります。

　次に，開発利用に関する国際協力についてであり

ますが，原子力分懸の技術開発は高速増殖炉，核融

合等長期にわたり巨額の費用を要するプロジェクト

が多く，その効率的推進を図っていくうえで，国際

協力の必要性が高まってきております。また原子力

発電について，より一層の安全性を確保していくう

えでも，各国の安全研究の成果の交流を図るなど，

国際協力を推進していく必要があります。

　今や原子力先進国の一員となったわが国は，自主

開発プロジェクトとの整合をとりつつ，積極的に国

際協力に資していくべきであります。

　国際協力のもう…つの新しい展開は，開発途上国

との協力であります。わが国は，かつて諸外国から

の技術導入によって原子力開発利用を進め，今日の

進展をみております。こうした認識のもとに，わが

国としては，国際的責任を果たす観点からも原子力

分野で開発途上国から寄せられている国際協力の期

待に積極的に応えていぐべきであります。わが国は

近年，放射線利用分野を中心に協力を進めておりま

すが，その他の分野においても順次可能な協力を進

めていく考えでおります。

　以上，最近のわが国の原子力開発をめぐる諸問題

についての所感の一端を申し述べましたが，先ほど

申し上げましたように，原子力開発利用の推進に当

たっては，民間の果たすべき役割はますます大きく

なってきており，その積極的な活動が期待されると

ころであります。原子力委員会といたしましても，

民間の皆様方のご協力のもとに原子力をめぐる諸課

題に適切に対応し，わが国の原子力開発利用の円滑

な進展を図るべく全力をあげて努力してまいりたい

と存じますので，宜しくご支援を下さいますようお

願い致します。

　最後に本大会におきましては，多数ご参加の有識

者，専門家の方々の問で活発な意児交換，忌門のな

い提言がなされ，本大会が多くの成果を挙げられん

ことを祈念いたしまして，私のご挨拶とさせていた

だきます。
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　圓城寺議長　ただ今，有澤会長と安田大臣からそ

れぞれ所信と所感を伺いました。まず有澤会長は，

経済の低成長下，経済的な代替エネルギーとして，

また準国産エネルギー源としての原子力発電の役割

が年々増大するに対し，今や成熟段階を迎えた軽水

炉においては，今後高い利用率と安全性を基盤とし

て機器の標準化，プラント建設の計画化等によって

20％のコストダウンを目標に努力し，原子力発電の

石油火力に対する経済的な優位性を維持し，経済再

活性化のために強力な牽引車になる必要があると力

説されました。さらに新型動力炉，ウラン濃縮，使

用済み燃料の再処理など自主開発の実用化のために

は，開発努力の経済効率性に配慮して，従来の体制

にこだわらない組織作りについて抜本的な検討が必

要であることを指摘されました。そして最後に放射

性廃棄物の処理・処分，高速炉，核融合等原子力開

発の様々な局面での緊密の国際強力とともに，わが

国は開発途上国とくに東南アジア諸国への原子力技

術協力に関し，これら諸国のニーズに一元的に対応

していくため原産内に新年度より原子力技術協力セ

ンターのような機構を設けることを披露されまし

た。

　次に安田大臣は，最近電力需要の伸びの停滞，国

際石油情勢の変動にかかわらず，わが国は昨年度原

子力委員会のまとめた長期計画の基本方針がいささ

かも変わらないことをまず宣明されました。原子力

発電の推進については，その基盤となる安全確保，

放射性廃棄物対策の推進，原子炉の廃止措置等の課

題について，国の基本的な考え方ととるべき方策を

明らかにされました。また新型動力炉や核燃料サイ

クルの研究開発プロジェクトの実用化についてわが

国としての具体的な進め方と目標時期等を明確に紹

介されました。さらに国際協力では，IAEAを中心

とする核不拡散の新しい国際的枠組み作りに積極的

に貢献すること，また開発途上国に対する’協力にも，

わが国の国際的責務として，力点をおいて応えてい

くことを強調されました。先き程の有澤会長のお話

しとまさに軌を一にするもので，今後わが国はこの

ような共通認識に基づいて，官民一致の努力を活発

に進めるべきこと’が明らかになった点，まことに意

義深いものがあます。
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通りです。本セッションでは，

ギー情勢に重大な影響と役割りを持つ国々の中か

ら，先進国および発展途上国の代表の方から，それ

　四ッ柳議長　世界的な経

済の低迷の中で，原子力発

電の推進は，経済再活性化

への有力なアプローチとし

て，原子力発電国はもとよ

り非発電国においても，そ

の開発への期待が高まって

いることは，皆様ご承知の

　　　世界の今後のエネル

それのエネルギーならびに原子力開発戦略につい

て，ご披露していただき，新しい時代に即応した原

子力政策の国際的展望に役立てたいと考える次第で

す。

　本セッションでは，最初に「エネルギーと国際協

力」と題して，EC委員会エネルギー総局長のオード

ランドさんから講演を伺うことになっていました

が，止むを得ない急の事情で来日できませんでした

ので，代わって駐日EC委員会代表のローレンス・ブ

リンクホーストさんから，ご講演を賜わりたいと存

じます。

エネルギーと国際協調
駐日E℃委員会

代　表

し。ブリンクホースト

　私は，この大会で，「エネ

ルギーと国際協力」という

テーマの下に，お話しでき

ることをうれしく思いま
す。

　EC（欧州共同体）委員会

は，この有意義な機会に参

加し，われわれの見解を説

明するとともに，ほかの方々の意見に耳を傾けたい

と考えております。

　ここ数日，オードランド氏は，やむを得ない事情

でブリュッセルを離れられず，この場に出席できな

いことを残念に思っております。彼に代わって，私

が御挨拶申し上げます。

　最初に，大会準備委員の方々が，「原子力産業一成

熟化への課題と展望iという基本テーマを設定した

ことを讃えたいと思います。このテーマは，特に，

平和目的のための原子力開発の現状を，的確に表現

しています。多くの国で，原子力は，技術的，工業

的，経済的に，また安全性の点で，高度な成熟期に

達しています。OECD全体としては，1980年には，

電力供給の12％を原子力が賄っております。

　これはいくつかの大事な意味をもっています。

　第一に，われわれは，原子力の平和利用に向けて

第1歩を踏み出してから30年後に，成熟点に到達し

ました。過度な石油への依存を軽減し得る新しいエ

ネルギー正徳の依存性を論ずる時には，この点を銘

記すべきです。新技術を開発し，実証し，完全に商

業化するまでには，時間と，往々にして相当な財源

を必要とします。したがって，原子力のように現在，

手元にある技術を最大限に活用し，また，今世紀末

までには，エネルギー供給の多様化を促すために，

新しいエネルギーを開発する必要性を自覚しなけれ

ばなりません。

　第二に，原子力の到達した成熟度とは，原子力発

電を導入もしくはしようとする国々が，信頼性と完

全性に対する自信をもち，広範な実績に基づき，そ

の意図を実現できるということであります。

　第三に，自信とは，経済面についても言えます。

大抵の場合，原子力は発電に対する競争的供給源と

なります。エネルギーの必要性において，原子力が

エネルギー，ニーズのかなりのシェアを占める国で

は，この事実は，産業競争力，インフレ，国際収支

ならびに全体的な経済成長力の点で，経済全般に，

プラスの影響力を及ぼすと考えます。

　第四に，成熟とは，挑戦すべき目標がないという

ことではありません。原子力は，エネルギー確保と

いう長期的展望を強化しなければなりません。また，

政府と産業界は，原子力が，公衆の安全と環境保全

という目標に常に合致することを保証していかなけ
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ればなりません。

　最後に，平和國的の原子力開発を妨げることなく，

核兵器拡散防止体制を改善していく必要がありま
す。

　以上の序論を踏まえた上で，まず，エネルギー全

般における国際協力に触れ，次に原子力の果たす役

割を中心としてEC域内のエネルギー政策へのアプ

ローチを説明し，最後に，今後の原子力開発と国際

協力の課題を，やや詳しく取りあげてみたいと思い

ます。

　エネルギー部門における国際二二

　エネルギー部門における国際協力が大きく前進し

たのは，特に石油供給に係わる危機においてです。

これはよく理解できることで，危機に直面する時，

新エネルギー開発に要する総コストと時間を共同し

て削減しようという努力の利点は，さらに納得でき

るし，結束の必要性もより認識されます。

　スエズ危機の余波が残る25年前の1958年に，欧

州原子力共同体（EURATOM）が設立されたことを

思いおこしてみますと，当時，原子力は，石油に代

わる主要エネルギーと広く見なされていました。し

かし，他の新エネルギーの開発や省エネルギーに対

する関心は希薄でした。この時期にIAEAおよび

NEAが創設されたという事実は，そうした考え方

の現われであります。

　1973，74年の第一次石油危機後，世界の主な石油

消費量は，OECDの枠内でパリにIAEAを創設し
ました。その目的は，特に，石油供給緊急事態を切

り抜け，省エネルギーおよび代替資源の開発への協

力を推進していくことで，石油への過度な依存性に

対処することにありました。この目的を掲げて，工

業国におけるエネルギー供給の多様化を目指す広範

な戦略に向けて，貴重な一歩が印されたのでありま

す。

　エネルギーの国際協力にさらに拍車をかけたの

は，1979，80年の第二次石油危機でした。過剰な石

油輸入に対するわれわれの経済の弱点は，1979年の

東京世界経済サミットの基本テーマとして取りあげ

られ，この席上，1985年までの石油輸入量の国別シ

ーリング目標設定に合意が得られました。翌年のベ

ニスサミットでは，80年代の広範なエネルギー戦略

に関する取決めが交わされました。総エネルギー消

費に占める膚油の割合（1990年までに40％に削減す

る）に関する国別の指標が設定され，省エネルギー
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や原子力，石炭を含めた，代替エネルギーの役割が

確認されました。

　また，国際社会は発展途上国の抱えている問題や

必要性に注目するようになり，1981年にナイロビで

開催された国連会議では，新エネルギーおよび再生

エネルギーについて検討されました。

　以上の事実から，エネルギーに関する国際協力が，

増大する供給責務のニーズに応じて重要性を増し，

範囲を拡大してきたと確信致します。この全体的構

図の中で，原子力は，重要な役割を担い続けていま

すが，今や，エネルギー源を多様化し，石油への過

度な依存から脱して，われわれの経済を再建すると

いう大規模な努力の一部を成しています。

　今日，石油供給の短期的展望からは，以前程強い

懸念は感じられません。価格の高騰傾向は，すくな

くとも一時的には打破されています。プラス面は成

長率，雇用，インフレ，国際収支など経済成長の見

通しが明るさをとり戻していることです。一方，マ

イナス面では，諸国が「緊急事態解除」と判断して，

将来起こり得る石油価格ショックに対して，経済の

安定を図る努力を重視しないリスクがあります。ま

た，石油代替資源の開発を目指す国際共同事業も壁

に直面すると思われます。こうした予想が現実化し

た場合，それは，先見の明がなかったということに

なります。

　現在の石油市場の軟調を考えれば，エネルギー部

門の国際協力が強調されるよりもむしろ，既に合意

した目標の強化，追求に重点をおくべきであります。

　この点は，ECにとっても日本にとっても，特に重

要です。いずれも，経済的に開発できるエネルギ～

資源に乏しく，その一方で，大規模なエネルギー一利

用者であります。われわれの経済は，定義上，石油

を中心として，あらゆる天然資源の世界最大の輸入

国と言えます。

　したがって，長期的なエネルギ～確保に対する両

者の基本的概念は同じものといえます。このことは，

大部分が輸入されるエネルギーの利用における経済

効率の促進と，代替エネルギー開発への投資の促進

とを意味しています。

　ECは，本質的に，以上の点に関する協力を快く受

け入れるものであり，OECDやIEAを，エネルギー

の安定を強化する合同分析および措置のための，特

に有益なフォーラムと見なしています。



　εCのエネルギー戦略と原子力の役割

　第二次石油危機後，ECおよびその加盟国のエネ

ルギー政策作成の指針として，ECのエネルギー戦

略を明確に打ちたてる必要が生じました。

　1980年のベニスサミットに先駆けて，ECは，

1990年の国別エネルギー政策目標の一部に合意し

ていました。それらの目標は，以下の通りであります。

　1）総エネルギー消費に占める石油の割合を40

　　％までに削減すること。

　2）電力の70～75％は，固体燃料および原子力に

　　よって発電すること。

　3）エネルギーと経済成長との比率0．7を達成す

　　ること。

　第二次石油危機後，以．しの目標を実現するために

設定された戦略は，次の五つの優先事項から成りま

す。

　第…の優先事項は，アメリカや日本と比較して低

いエネルギー投資レベルを引き上げることでありま

す。これは意思決定が連続的に行なわれるようにし，

投資に対する不必要な障壁や抑制要因を除去してい

くことを意味します。たいていの国で最大規模の投

資が行なわれている電力部門では，電力需要の低成

長またはゼロ成長が，公共事業への財政的圧力とな

っています。その結果，新しい非石油能力への転換

や建設計画の規模が縮小されます。新しいプラント

が空費されるのを好む人はいませんが，経済成長率

が上昇した時に，電力需要に対応できる十分な非石

油能力がないと分れば，大きな打撃となります。

　第二の優先事項は，エネルギー価格と課税であり

ます。貿易の歪みを回避するために，合理的な価格

決定政策の実施を希望します。われわれはエネルギ

ー価格の透明性等の改善を通じて，この方向への進

展を驚視する措置を講じました。

　第三の点は，研究開発（R＆D）です。エネルギー

のR＆Dは，ECの技術的基盤を新たにし，競争力を

強化する上で，重要な要素であります。われわれは，

広大な開発前線に従事し，新しいエネルギー源の主

要分野を対象とし，また，省エネルギーの可能性を

調査しなければなりません。ただ，R＆Dだけでは十

分とは言えません。新技術の導入と商業化を促進す

るためには，その域を越えて，デモンストレーショ

ンの段階にまで進まなくてはなりません。ECのデ

モンストレーションプログラムは，最も重要な新技

術，すなわち省エネルギー，太陽熱，地熱，バイオ

マス，石炭ガス化，石炭液化を対象としています。

エネルギーのR＆Dやデモンストレーションにおけ

るECの努力は，第一次石油危機後，かなり拡大され

ています。現在，ECのR＆D支出は年間5億9，000

万米ドルに上り，そのうちの約3分の2に相当する

3億7600万ドルがエネルギー部門に割りあてられ

ています。本年度のデモンストレーションプログラ

ムには，1億2，000万ドルが準備されています。

　第四の優先事項は，より調整された対外関係です。

EC全体では，エネルギー供給のほぼ50％を，第三世

界に依存しており，この傾向は，80年代を通じて，

続くものと思われます。石油の輸入量の伸びは止ま

っていますが，天然ガスと石炭の輸入量は，実質的

に伸びると見込まれます。石油，石炭，ガスおよび

核燃料に関しては，EC加盟国は安定で経済：的な供

給を保証する対外関係の枠組みの中で，対処できる

かどうかが求められています。こうした対応は，EC

レベルでの共同歩調によって，より効果的に達成す

ることができます。

　発展途上国のエネルギー部門での協力と援助の調

整も，ECにとって大きな関心事であります。近年，

エネルギー援助は，加盟国の全体的援助活動の一部

として，ますます重要になりっつあり，すでに，EC

レベルでの援助プログラムの三重三面となっていま

す。しかし為すべきことは沢山あります。より密接

に協力しあうことで，資金を有効に利用し，われわ

れのR＆D政策におけるように，重複を避けること

ができるのです。

　最後に，第五の優先事項は，石油市場を安定化さ

せることであります。すでに，ECおよびIEAには，

大規模な石油供給の途絶に対処するメカニズムをも

っております。しかしながら，石油供給の減少が石

油価格の高騰をもたらした1979，80年の経験は二度

と繰り返したくないと思います。

　われわれの隠標は，着実に実現されつつあります。

1973年の最高点から，総エネルギー消費に占める石

油の割合は，61％（日本は68％）から1981年の50

％（同63％）へと減少しています。同様に，発電に

おける固体燃料と原子力の割合は，1973年の50％

（同／4％）から1981年には67％（同30％）へと伸

びています。また，輸入品への依存度も，1973年の

64％（同88％）から1981年の48％（同84％）へと，

かなり改善されています。

　EC加盟国の予測によれば，1990年の展望として，

合意目標は到達可能圏にあります。総エネルギー消

費に占める石油の割合は，40％までに縮減し，発電
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における固体燃料と原子力の比率は80％にのぼる

と見られます。

　εCにおける原子力の役割

　では，ECの総合エネルギ…戦略の中で原子力が

担う役割について，詳しく述べてみたいと思います。

　ユートラム条約によって，ECは，加盟国内の原子

力産業の急速成長に適した条件を創造するという基

本的任務を与えられています。この任務には，以下

の責務が含まれます。

　⑳研究の振興

　⑳EC内の基本的，統一的な安全基準による健康

　　の保護

　⑳原子力への投資の促進

　⑳EC内の核燃料の規則的かつ公平な供給確保

　⑳核物質の秘密利用に対する保障措置

　⑳原子力共同市場

　⑱原子力部門における対外関係

　以上の自標に照らし，また以上の方策を援用して，

EC閣僚理事会は，昨年，　ECにおける原子力の今後

の役割を検討し次の結論に達しました。

　現在の経済状況において，必要規模での石油から

の多様化は，かなりの範囲で石炭と原子力の貢献度

の増大に依存しています。

　実際，80年代には，原子力は，ECにとって，主

な多様化源となります。加盟国は，1980年から1990

年を，以下のごとく，予測しています。

　㊨原子力は，3倍以上に増大する（43Mtoeから

　　137Mtoe，または25mbd以上）。

　㊥固体燃料および天然ガスの消費は，各々24％ず

　　つ増加する（各々，223Mtoeから276Mtoe，

　　169Mtoeから210Mtoe）。

　㈱新エネルギー・再生エネルギ～は，倍増する

　　（14Mtoeから27Mtoeまで）。

　㈱石油消費は，11％減少する（494Mtoeから

　　441Mtoeまで）。

　したがって，総エネルギー需要に占める原子力の

割合は，現在の約7％から，1990年には13％までに

伸びると見込まれます。

　電力部門では，EC全体で，原子力は，現在燃料需

要の約20％（日本は17％）を占めていますが，1990

年中でには，36％（日本は30％）程度に伸びると見

込まれます。このことは，発電能力が現在の4億5

千万kWから，1990年には10億5千万kWに増大
することを意味します。
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　こうした原子力の大幅な伸びは，EC域内を通じ

て，均等に分布することはなく，またわれわれの戦

略も，そうなることを要求していません。フランス

では，原子力発電が全体の40％近くを占めている一

方で，デンマーク，アイルランド，、ギリシャおよび

ルクセンブルグでは，原子力計画がありません。た

だし，ECの方針としては，同等の努力をうたってい

ます。つまり，原子力を選択していない国は，石炭

の利用に力を入れなければならないということで

す。この方針は，実際に，デンマークやア・イルラン

ドで実施されています。

　明らかに，原子力発電は，様々な状況下で，石炭

火力発電に比べて，安価である時にのみ，発展する

と言えます。EC内では，コストの開きは30～90％

と，原子力の方が有利です。すなわち，原子力に基

づく安価な電力を利用する国の方が，実質的に，工

業競争力に勝っています。

　したがって，経済面から見れば，原子力の役割強

化という戦略的目標は，明白であります。しかし，

それを実現する上で，いかなる課題に直面し，また，

その課題にどう対処すべきなのでしょうか？基本的

に，私は，以下の3つの課題を指摘したいと思いま

す。

　a。原子力の長期的展望

　ECにも（日本にも），現在の原子力計画を続行す

るのに必要なウラン資源は埋蔵されていません。つ

まり，輸入に対する依存度が高く，ECの場合には，

実際に，必要量の80％を輸入に頼っています。長期

的には，21世紀初頭には，原子力計画の実施が，資

源の入手可能性に応じで，抑制され得ます。したが

って，原子力によって，安定供給が保証されるなら

ば，われわれは使用済み核燃料を再処理して，利用

できるウランを補給する必要があります。それによ

って，貴重なウランやプルトニウム燃料を取り出し，

さらに，放射性廃棄物の処分方法も改善すると考え

られます。

　再処理燃料は，現在の原子炉による発電にも，ま

た，より効率的に，高速増殖炉による燃料利用にも，

適用することができます。

　EC内では，再処理工程も，高速増殖炉も十分開発

が進み，いずれの選択肢もとれます。まもなく，フ

ランスで商業用デモンストレーションが予定されて

いる高速増殖炉は，域内の重要な産業協力を通じて，

建設が進んでおります。

　長期的には，核融合によって豊富なエネルギーを



供給できる可能性は高くECでは，その開発が精力

的に進められています。この分野では，EC規模で開

発が行なわれています。加盟国はそれぞれの関心事

項が密接な協力作業を通じて一番うまく役立てられ

るよう具現化してきました。事実，核融合エネルギ

ーのR＆D活動はECレベルで調整されています。

これはECの計画にとってかなりのウエイトを与え

ております。カラム（イギリス）に建設中の合同欧

州トーラス（JET）は，この分野の協力についての

ECのアプローチを三体化したものです。

　さらに，核融合エネルギーの研究は，より広範な

国際協力に適していると考えます。事実，日本と米

国との協力の調査は，EC熱核融合研究計画を採択

した閣僚理事会の基本的決定の一一部を成していまし

た。実り．ある協力の一例として，IEAの枠内で，日

本，アメリカおよび欧州が合同して遂行した大型コ

イルプロジェクトである核融合装置用の超電導磁石

の開発をあげることができます。

　b。安全性への取組み

　第二の大きな課題として原子力がその工業開発を

通じて，公衆の安全と環境保全の目標に適合させる

という問題が残されています。多くの国々で，原子

力は，政治問題に発展しつつあります。反原発の気

運が抑えられている国でさえ，その動きがあるとい

うこと自体が当局をして新しい原子炉や他の原子力

施設を丹念に調査せざるを得なくしています。例え

ばアメリカでは，最近まで，原子カプラントの第一

次設計から全面操業までに，10～12年を要していま

した。こうした状況下では，投資家が長期的に継続

していく意欲を失ったとしても不思議ではありませ

ん。ECや日本の人口の密集している地域では，安全

性への配慮が特に重要で，原子力に対する一般大衆

の態度を大幅に決定づけることになります。われわ

れは，EC域内で原子力発電所の認可に進展をみた

ことに勇気づけられましたが，原子力発電に係わる

リスクに対して，より調和のとれたアプローチが進

んでいるように思われます。

　原子力の安全性は，他の三業活動とは比較しがた

いレベルにありますが，われわれは，調査を通じて，

安全性に関連した現象に関する知識を絶えず増進し

ていく必要があります。これは，主として，原子炉

の安全性，廃棄物の管理，放射線防護に関連してお

ります。この分野において，ECの果たす役割は非常

に重大であります。核分裂の研究の大半（1億3千

万米ドルに相当する）が，こうした目的に向けられ

ており，ECの研究計画は，直接的，間接的に，加盟

国の総支出の約25％をカバーしております。放射線

防護部門では，この比率は80％に達します。

　この分野でも，国際協力の利点を認めることがで

きます。経費のかさむ作業の重複を避け，より早く，

より多くの成果を実現することが可能となります。

原子力の安全性に関する強固な国際的コンセンサス

が得られれば，この種のエネルギーに対する一般の

懸念を晴らすことができると信じます。

　c．不拡散体制

　第三の課題は，核不拡散体制の強化にあります。

結局，原子力の供給者は，提供する核原料物質や設

備が軍事的に利用されないという信念を抱かなけれ

ばなりません。国際核燃料サイクル評価（INFCE）

計画の…つの結論として原子力発電が，核不拡散の

目的に合致しているだけでなく，世界レベルでのエ

ネルギーの平和利用も将来，高まる国際協力の枠組

の中でのみ，期待される点を導きだしています。

　核不拡散は，文明国全ての基本的な願いでありま

す。ECは，幸いにも，世界で屈指の保障措置制度を

備えています。わが地域のユーラトム保障措置制度

は，個別の検証協定を通じて，IAEAの保障措置制

度に連結しています。

　核燃料の供給保証に関するIAEAの活動（EC委

員会が援助している）のように，地域的および世界

的レベルでの協力の場を全面的に活用しなければな

りません。特に，同委員会は，再処理分野における

多国間協力の必要性を強調しております。経済的な

視点から見ても，原子力計画を実施している国が，

燃料サイクル役務への対処を確かなものとするた

め，再処理を含む独自の燃料サイクルを，国ごとに

開発しなければならないとすれば，それは非常に，

非効率的なことであります。濃縮分野では，多国間

協力がEC内の原則となっていますが，再処理分野

の多国間事業は，もっと真剣に検討して然るべきだ

と考えます。

　十分な信頼性を維持するために保障措置技術を原

子力施設の開発に適用し，改善していかなければな

りません。ECは，この意義を認め，　IAEA内の保

障措置技術開発への援助とは別に，核物質保障措置

の大規模なR＆D（年間600万米ドル以上）を進めて

います。

　保障措置の分野でも，共通なアプローチを採用す

る意味は大きく，これはすでに遠心分離濃縮工場の

場合に実践されています。遠心分離工場はH本と
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ECで他の当事者の協力を得て順調に進んでおりま

す。核燃料サイクルにおける機微な核物質の利用を

めぐって，特に懸念する声が聞かれます。われわれ

は，可能な限り大きな基盤の上で，これらの物質を

国際的に監視する適切な制度を確立すべく，努力す

べきだと考えます。

　結論

　20世紀最後の25年間において，最も目立った現

象の／つとして，各国の利己主義と伝統的な論争に

もかかわらず，国々が，いかにして減少していく資

源から，より多くの人間に富を享受させようという

共通の努力を通じて，拡大する相互関連性を立証す

るかを知ることです。今日，国際的なエネルギー協

力は，その1つの現われであり，原子力は，特に比

重の高い分野となっています。日本とECは，この分

野において，大きな責任を分担しています。われわ

れの着実な協力の枠組みの中で，今ここに，再び，

手をつながなければなりません。

　ECは，積極的に，こうした協力に貢献していくつ

もりであります。国家的に独立した経済を経済的，

政治的に統合した経験をもって，また世界の共同体

の他の国々がもたらす経験に支えられて，ECは，以

上の国際的課題に直面しています。世界全体の利益

のために，その経験を活用し，課題に対処してまい

ります。
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フランスにおける電力・原子力開発戦略

フランス電力庁

総　裁

」。ギ　ア　モ　ン

　1973年と1979年の石油

ショックは多くの工業先進

国にさまざまな影響を与え

ました。なかでも，日本と

フランスは，他国に比べて

自国のエネルギー供給を輸

入石油に大きく依存してい

るために，その影響も甚大

でした。

　とはいえ，強力な工業力を持つ自由主義諸国の中

では，日本とフランスのみがエネルギー問題への取

組みに成功しています。

　石油ショック以後，この二国だけが，それ以前の

10年間に定着した，石油輸出国への依存が増すにつ

れて危険も増大するといった傾向から脱するため

に，必要な手段を取ってきたのです。

　決断を持って原子力政策を進めることによって，

日本とフランスは石油輸出国への依存度増大の傾向

を変えるのに成功しっっありますが，他方では，他

の工業先進国では国益に反する地域運動や果てしな

い不毛の論争が原子力の開発を遅らせてきました。

　フランス政府が行なっているフランス電力庁

（EDF）の原子力開発戦略を，この国際的機会に理

解していただく必要があります。そのために，本論

文の第一部として，この10年間にフランスが原子力

産業を確立し，石油輸出諸圏の攻勢からの解放を意

味する原子力発電容量を獲得することができた過程

を述べたいと思います。

　しかし，今では，それらの過程はすべて過去のこ

ととなりました。すなわち時宜を得た決断が行なわ

れ，われわれは予想通りの利益を手に入れつつあり

ます。

　今日，われわれは他の難関に立ち向かわなければ

なりません。すなわち，原子力開発を急ぎ過ぎたあ

まり，原子力産業が過大産業となり，最終的に国家

資金の浪費という結果を招く恐れがあることです。

電力需要の増加と，二度の石油ショックからの経済

回復力については，見通しが楽観的に過ぎた面があ

りました。この長い世界的経済危機の後遺症に対し

て適切な案を施すことができず，しかもそれがいつ

終わるのか予測できないのが現状です。

　本論文の第二部では，このような新しい複雑な情

勢を分析します。

　電力産業界にとっては都合の悪いこのような情勢

は，適切な処置を取らなければ，フランスの原子力

産業の存続を危うくさせることにもなりかねませ
ん。

　この悪化する状態を阻止できるのは，他のエネル

ギー形態を電力の形に転換して利用する手段だけで

す。また，電力として利用することは，輸入エネル

ギー源を国産のエネルギー形態で置き換えることを

も意味し，強いては，わが国の輸出入の帳尻を改善

することにもなります。これが，電力の生産ととも

に配電も行なうEDFが採択した戦略の基本的考え

であり，本論文の第三部では，この新しく採択され

た戦略について述べます。

過査10年間の進歩

　まず過去を手短かに振り返ってみたいと思いま

す。1973年におけるフランスの石油消費量は1億

1，700万トンに達し，これはフランスの消費エネル

ギー総量1億7，800万トン（石油換算）の66％を占

める量でした。しかもこの石油の98％が輸入による

ものでした。そのため，わが国における輸入エネル

ギーの占める割合は，1960年には約40％であったの

が，1973年には75％以上にまで増えています。です

から石油危機は，わが国のエネルギー供給の破綻を

意味するものでした。

　第一次石油ショックの初期にみられる日本のエネ

ルギー事情は，フランスによく似ていて，およそ3

億トン（石油換算）の総エネルギー消費量の大部分

は石油であり，その量は2億1，500万トン，すなわ

ち総エネルギー消費量の72％に相当しました。

　フランスと日本は，同じ様にエネルギー供給機構
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が脆弱であるため，多くの努力を払ってきました。

しかし，両国ともエネルギー市場の激変に対して，

まったく同じように理性的対応を示してきました。

すなわち，資源が貧困であるため，代替エネルギー

源に活路を求めなければなりませんでした。代替エ

ネルギー源の中では，原子力発電は，供給依存度，

妥当なコスト，需要に対する適合性など，総合的な

面から有利でした。ある場合には，価格上昇をつづ

ける石油と，いずれは主流となるとみられた原子力

との中間的手段として，石炭が利用され誤した。そ

して，石炭はフランスの電力生産に名誉ある復帰を

したのです。すなわち1973年から1981年の間に，

｝5の石油火力発電所（総出力340万kW）が石炭火

力に転換され，この期間の石炭による電力生産量は

300億kWhから510億kWhにまで増加しました。

　しかも，今や経済面でも評価されている省エネル

ギーは，いわゆる「新」エネルギーと同様に，需給

のバランスを保つのに相当の貢．献をしていますが，

両者ともに石油から原子力へのギャップを埋めるこ

とは不可能です。国民1人当たりのエネルギー消費

量が3トン（石油換算）のフランスは，先進工業国

の中でもエネルギー浪費国とはいえません。しかも，

石油価格が高騰し続けるため，太陽エネルギーおよ

び風力のように分散した形態のエネルギーを回収す

るための高価な施設を設ける余裕は，ほとんどあり

ません。そして，これらの新エネルギーにはまだな

お，相当の研究開発の余地があり，今世紀末までに

利用可能となるという保証もないのです。

　それに比べて原子力は，すでに成熟した産業の域

に達しています。フランスでも他の国々でも，必要

な実験結果が集められ，フランスでは197！年にはす

でに大規模な計画が発足しました。これは1974年に

再編成され，1974年から1981年まで毎年，およそ

500万kWの原子力発電所の建設を進めることとな

りました。

　計画を進めるには，関係あるすべての組織（産業

界，所有者，運転者）を動員すること，および労働

組合をも含めて，政治的，経済的グループなど関連

あるすべての党派から「司意を得ることの双方が必要

でしたが，これらの条件も整いました。

　当然のことながら，EDFは，同じような事業に携

わる他の所有者と同様な難問に直面しなければなり

ませんでした。すなわち，プロジェクトを設計する

エンジニアリング能力，それを実現できる工業力，

でき上がったものを運転するチームの三つを集める
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必要がありました。

　この点について，われわれには二つの利点があり

ました。まず統合性ですが，これはEDFの性質とし

て，発電所の所有者，工業技術者，運転者を同時に

兼ね備えているので，問題はありません。もう一つ

は計画を継続して行なえる点です。

　われわれは，アメリカおよびヨーロッパ諸国で得

られた経験に基づいて加圧水型炉を選び，ショーズ

（32万kW）とチアンジュ（87万kW）の原子力発

電所でベルギーと共同研究を行ないました。

　あらゆる分野での最適化の研究の結果，われわれ

はユニットの標準化を行ない，第一段階として90万

kW原：子炉34基を3期に分けて建設し，第二段階と

して，130万kW原子炉18基を再び3期に分けて建

設する計画に着手しました。

　ここで，標準化の利点を特に強調することをお許

しいただきたいと思います。なぜなら標準化こそが，

われわれの計画を支障なく進行させ，技術的成功を

もたらすのに決定的要因となったと考えられるから

です。一つのモデルから，サイトによってそれに適

応させるための多少の違いを除いて，象ったく同型

のコピーをいくつか作ることで，多くの利点が得ら

れます。

　一　まず第一一に，原子炉1基当たりのコストが相

　　当程度低くなり濠す。原子力発電容：量について

　　も例外なく，同じものを多く作れば作るほど，

　　1基当たりのコストが低くなります。

　一　第二に，契約や建設の段階における必要な許

　　認可手続きが迅速化されます。

　一　最後に，標準化によって，運転者から設計者

　　へのフィードバックの価値が高くなります。一

　　つのシリーズから他のシリーズへと安全性の観

　　点から，あるいは運転経験から改良されるべき

　　だと判断されて，多少の変更が加えられるにし

　　ても，経験の価値はサンプルが多いほど高くな

　　るからです。

　もちろん，あるシリ…ズで，同じタイプの「．故障」

が二，三ヵ月中に引き続いて起こったとすれば，そ

の部分について得た解決手段は，そのシリーズ全体

に適用することができます。最近では，後でもう一

度触れますが，ガイドチューブ固定ピンの問題が，

その好例だといえます。その上，部品の互換i生があ

れば，運転開始段階および運転段階における融通性

が大きくなります。

　得られた経験の大部分はEDFにフィードバック



されて，現在進行中の建設計画の中に，運転中の原

子炉の「アフターサービス」として組み込まれます。

　標準化は技術面と同時に生産面でも行なれていま

す。EDFは8基から12基の同型炉を対象とする一

括契約を主な契約相手と結び，年間5ないし6基の

割合で供給し，現在ではすべて運転中であります。

すなわち1980年には90万kW原子炉7基，1981年

には8基，すなわち2ヵ月毎に1基以上が電力網に

組み込まれてきました。

　原子力産業の成長に伴い，フランス原子力産業界

も自立の手段を探求してきました。当初ライセンス

に基づいて始まり，遂行してきた事業は2年前に終

了し，現在，新しい130万kW級原子炉として，フ

ランスは独自の加圧水型炉を開発中です。

　同時に，フランス原子力庁の努力によって，フラ

ンスは燃料サイクルを完成する一連の施設を建設し

ました。これは，高速増殖炉の分野での技術的リー

ドをも意味するものです。

　このようにして，過去10年間に原子力発電は現実

のものとなり，現在，2，390万kWの原子炉が稼働中

で，さらに11基が建設中です。

　18基の130万kW標準型原子炉計画は順調にス

タートし，第1号機は今年末には電力網に組み入れ

られる予定になっています。

　ここで簡単にまとめると，次のようになります。

○　今後は実際の建設期間短縮を目標とする：1981

　年および1982年に運転開始の原子力発電所は着

　工してから配電網に組み入れられるまでに60ヵ

　月かかっていますが，今日では新シリーズや特別

　な問題が起こることが予測される場合でも，90万

　kWの発電所で5年間，130万kWの発電所で6
　年間の建設期間でスケジュールを組むことができ

　ます。

　　同じく，燃料初装荷から商業運転開始までの運

　転準備期間も，平均して10ヵ月間から6ヵ月間に

　短縮されています。

○　最初の2，3年間の運転状態からみて，われわ

　れの機器は他の発電施設の機器に十分対抗できま

　す。

　　とはいうものの，1982年のEDFの原子力発電

　所の負荷率は，期待した62％に対して，58．5％に

　すぎませんでした。これは多くの因子が絡み合っ

　て影響したためです。すなわち，

　一一　まず第一に，90万コ口規摸の第2シリーズ

　　　（CP2）の開始が円滑にいかなかったために，機

　器の在来の部分が影響を受けたことが挙げられ

　　ます。

…　第二に，フランス政府の法律によって，運転

　開始後18ヵ月目に7種類の完成検査をわずか

　　1年間で行なうことが要求されたのですが，こ

　　の各検査はそれぞれ4ヵ月もかかるものでし

　　た。

一　最後に，制御棒ガ・イドチューブ固定ピンに腐

　食が発見されたことです。

　　　この種の腐食は日本で最初に発見され，固定

　　ピンの故障につながるヒビ割れを発生させま

　　す。腐食はアメリカでも発見され，2，3ヵ月

　後にはフランスの90万以下原子炉の5基で発

　見されました。

　　　この件については，日本へ送った調査団が情

　報を集めてきて，5基のうち3丁目ついては早

　　急に修理をすることができました。これは，原

　　子力発電所の運転における国際協力の重要性を

　　良く示すものです。この件に関して，日本の専

　　門家の皆さんが示して下さった協力の精神と，

　　その能力に対して，心から感謝申し上げたいと

　　思います。

○　最後に，原子力発電は十分に競合できるという

　ことを評価したいと思います。

　　ごく最近，安全性や放射線防護に関する規制が

非常に厳しくなっているようですが，それを考慮

　に入れても，フランスにおける原子力発電設備の

kW当たりのコストは，最近のUNIPEDEの研究

　に示されている諸外国のコストに十分競争できる

　レベルに安定してきているようです。

　　フランスの状況下では，原子力発電のkWh基

　底負荷の運転コストは，石油火力発電の半分以下

　であり，石炭火力に比べると約3分の2となって

　います。このことは，原子力発電の運転時間が年

　間3，000時間以下であっても，なお石炭火力発電

　よりも経済的であることを意味しています。

　　ig62年にはほとんど重要視されなかったフラ

　ンスの原子力発電は，1972年には10倍に成長し，

　さらに1982年には1，000億kWhを超えました。

　これは，フランスの1965年度の総発電電力量で

　す。

　　以上が1970年代のEDFの原子力発電戦略の
　成果でした。
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1990年代への憂慮

　ここで，将来について述べたいと思います。

　1990年にはPWR発電所だけで5，000万kWと
なり，3，000億kWhをフランス全土に供給すること

が可能となる予定です。これに水力発電（700億

kWh），国内塵石炭による火力発電（約200億
kWh），および輸入石炭と石油の火力発電による約

300億kWhを加えると，国内に供給可能な電力は

4，200億kWhとなり，そのうち95％は国内資源に

よって生産される電力です。

　しかし，1990年の需要はどのくらいになるでしょ

うか？（現在は2，700億麹Wh／年）

　1970年些末には需要増加率は目立って低くなり，

！980年代には経済成長の低下とともに，電力消費の

伸び率も年問2～3％と低くなっています。

　このような傾向はフランスだけにみられるのでは

なく，多少の差はあれ，たいていの工業先進国で同

様な低下が認められます。

　経済回復を促すために国内に相当の資金を投入し

ながら，短期的および中期的経済情勢によって，わ

れわれは原子力発電計画を放i棄しなければならない

のでしょうか？

　今日の情勢がわれわれに最悪の事態を予想させる

のでしょうか。もし，われわれが努力を怠り，景気

回復のための新しい戦略に着手しなければ，1990年

のフランスの電力需要は3，600億kWh以下にとど

まるかもしれません。とはいえ，このレベルでも回

復の兆しは見えていると言うべきかもしもません。

　実際に，もし1982年の消費量が実際より35％多

かったとしたら，1990年のフランスの電力消費は，

1982年の消費量最高日の電力消費量が，一日平均消

費量となるでしょう。

　このような事態になると，何が起こるかを予測す

るのは難しくはありません。原子力と水力で需要の

すべてを賄えることは確実でしょうが，季節または

日によって変動があるので，実際には次の処置が取

られることになるでしょう。

　一　大出力の原子力発電所は年間の需要ピーク期

　　聞以外は活発に稼働させない。

　一　　（輸入，国内産を問わず）石炭火力発電は，

　　ほとんど電力生産をしない。

　EDFは電力の生産のための資源を適切に運用し

なけれぼならないので，このような予想を正しいも

のとして受け入れることはできません。

　また，このような状況のもとで，従来通り130万
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kWの発電所を年聞3墓のペースで原子力発電を拡

大し続けるのは合理的でしょうか？

　また，わが国の原子力産業を危険に曝すことなく，

原子力発電の伸び率を短期間で大幅に減らすことは

可能でしょうか？

　原子力産業は，今日では高度に完成された技術で

あり，国際的に関連し合っています。わが国で直接

あるいは間接的に雇用されている人員は20万人に

達し，この人達がわが国の科学技術の一端を将来担

うわけです。最後に，これが最も重要な点ですが，

原子力産業はわが國のエネルギーの完全かつ永続的

自立の中心的役割を担っています。もし産業界の活

動レベルに過度の変動が与えられると，健全な成長

ができなくなります。

　フランスはしばらくの間，いずれ好機が訪れると

いう希望のもとに，原子力産業を「スタンバイ」の

状態にしておいた方が良い，という考えを強調する

人もいます。すなわち，計画を延期し，発注を減ら

し，建設作業の間隔をあけることによって，次第に

発電容量を減少させようという考えですが，しかし，

この方法ではkW当たりの原子力発電コストが急

速に上昇するのは確実です。予測されるさまざまな

臨時コストや経費は，全体として国家が負担し，早

くフランス産業全体の競争力を持たせるようにする

のが良いと思います。

　われわれは，このような予測を深刻に受け止めて

いるわけではなく，原子力産業の活動を適切なレベ

ルで継続していくつもりです。なぜなら，現在問題

になっていることは，安全保障関係の雇用と技術的

財産が短期的に過剰になっているに過ぎないと信じ

ているからです。われわれとしては，この際，さら

に炉の改良を進めていこうと決心しています。

　このような観点から，われわれは，フランスおよ

び諸外国の原子力発電所からの経験をフィードバッ

クしながら，安全性も信頼性も最高レベルの原子炉

シリーズを開発する努力を続けています。

　そこで，われわれは130万kW炉の新シリーズと

してN、シリーズに着手しており，この第1号機の

建設は，1983年計画の中で開始される予定です。こ

の新シリーズは，出力の増大によるコスト減と，あ

る種のコンポーネントの最適化の改良を目的とする

と同時に，エレクトロニクス，データ処理，ロボッ

ト化などを特に利用して，マンマシンインターフェ

ースや作業員の放射線被曝防護を改善し，進歩させ

ることを目的としています。



　また，われわれとしては，20年以上前から開発を

進めてきた高速増殖炉の実証計画も続行していま

す。ここでもう一度申し．上げますが，フランスと日

本は，まったく同じような道を歩んできたわけです。

　高速増殖炉の研究成果に基づき，フランスは今で

は最初の商業用規模実証炉スーパーフェニックスを

完成しつつあります。

　われわれの目的とするところは現在，次の二つに

分けられます。

　一　スーパーフェニックスから直接導かれ，約20

　　％出力の大きい原子炉の建設を行なうことで，

　　許認可手続きは1985～86年に開始される予定

　　です。

　一　1990年に向けて，もう1基の原子炉に着手

　　し，これに今後10年間の技術的進歩の成果を採

　　り入れることです。

　われわれの考えでは，上記のどちらも，それに対

応する再処理施設がなくては実現しません。高速増

殖炉の核燃料サイクルは1969年に完結しました（こ

の年，ラプソディの燃料の再処理が始められまし

た）。そして，その後ラプソディの燃料を10トン以

上再処理し，さらにフェニックス燃料の再処理も行

ないました。

　このようにフランス原子力庁，原子力産業界，

EDFとの緊密な協力によって，わが国は将来のエネ

ルギー供給の長期計画の基礎を築いたのです。フラ

ンスは，エネルギー自立の主要な手段として，電力

に依存してきました。今や電力は，家庭消費用と同

時に産業用として，重要な役割を果たしています。

　わが国の生産資源を最高に利用するために，われ

われは電力利用を促進しなければなりません。電力

生魔促進から電力消費促進へと移行していくこと，

これがわが国の原子力計画の基本です。

皿ネルギー形態を電力に転換

　2年間で，実際には明日にも，石油はフランスの

電力生産からほぼ完全に排除されることになるでし

ょう。

　EDFは電力生産者として，輸入石油への依存から

の脱出と生産コストの著しい低減によって，大きな

目標に到達しつつあります。

　電力供給者としてのEDFは，困難な問題に直面

しています。それは輸入エネルギー源，特に石油を，

可能な限り国内で利用するエネルギーとして，唯一一

の形態である電力に転換することです。

　　われわれの持つ利点は何でしょうか？

　一　われわれは，大規摸のエネルギー供給を確実

　　に行なうことができます。

　一　EDFの電力価格は，市場の変動に左右されま

　　せん。なぜなら，原子力発電には莫大な資本が

　　必要ですが，kWh当たりの発電コストはウラ

　　ン価格の影響をほとんど受けないからです。ウ

　　ラン価格はkWh当たりコストの10％を占める

　　に過ぎないので，価格の高騰によって電力価格

　　が驚くほど上昇することはありません。

　ここで指摘したいのですが，石油価格は1973年以

来，実質4倍以上に値上りしましたが，高電圧電力

の価格は29％上昇し，低電圧電力の価格は少し下が

っています。

　何が難しい問題なのでしょうか？

　一　もちろん，経済的，技術的な障害があります。

　　消費者に消費様式を急に変えてくれるように頼

　　むことはできません。率直に言って最近の情勢

　　は，われわれにとって不利であると言えるでし

　　よう。他の分野でも同様ですが，産業界では

　　1960年代に大きな変化を導いたような経済成

　　長は，残念ながら今日では見られません。さら

　　には，われわれは，エネルギーの欠乏は資金の

　　欠乏につながるという時代に生きています。し

　　かしながら，エネルギーの価値と競争力を信じ

　　れば，後で述べるような活発な経済活動と一連

　　の刺激策によって，不況や困難な障害を克服で

　　きるはずです。

　一　しかし，最も重要なことは，心理的な障害が

　　存在することです。これは現在では宰いにして

　　支配的ではなくなりましたが，1973年以来，大

　　きな高まりを見せていました。

　相次ぐ石油ショックに直面して，次のように考え

る人がありました。すなわち，’人類は突如として黒

い黄金を失い，やがてあらゆるエネルギー源が無く

なってしまうであろう。そして，生き残った者は一一

次エネルギーを節約するために最も厳しい方針で当

たらなくてはならないであろう，と。

　ですから，どんなにコストがかかろうとも，その

形態を問わず，とにかく地下に蓄積された貴重な資

源を，できるだけ長期間保存することが，まず第…・

に必要だとする考えでした。これは，価格や，外貨

準備の節約などといった諸要因よりも，「保存」がす

べてに優先されなければならないことを意味しま

す。もはや価格を調整する余地はありません。絶対
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的優先権が，枯渇に向かっている…次エネルギーの

節約という唯一の基準に与えられなければならない

のです。

　このような考えは，二つの点で誤っていると考え

られます。すなわち，

　一　第一に，世界の一次エネルギーは欠乏してい

　　ません。欠乏しているのは資源ではなく，エネ

　　ルギーを利用可能な形態に変換する手段です。

　一　第二に，もらうん変換過程の改良によって効

　　率を上げることはできますが，それが常に経済

　　的であるとは限りません。

　最終消費者にとっては，供給された電力にいくら

支払えばよいのか，ということだけが関心事なので

す。国際収支に関心を有する国家のレベルでは，エ

ネルギー形態によってもたらされる外貨の節約が考

慮されるでしょう。

　所与の利用形態で電力と化石燃料を比較して，も

し1kWhの電力を最終的に化石燃料2，500Kcai以

下に置き換えたとすると，エネルギーの浪費をして

いることになります。

　これは，電力！kWhを生産するのに必要な燃料

のおおよその量です。

　この考え方は，1973年のように，わが国の電力の

約半分が石油によって生産された場合に，証明され

ました。電力で家庭暖房を行なうと，一次エネルギ

ーと外貨の両方を浪費することになったのです。し

かし今日では，．そうではありません。われわれは，

一次エネルギーの基準は外貨節約に基く基準や，現

在では競争可能な利用形態である電力に有利な基準

で置き換られるべきであると考えます。

　電力の利用範囲を可能な限り広げるために，われ

われは，電力の利用効率を増す手段の開発に努力し

ています。たとえば，発熱方法，高温ヒートポンプ，

蒸気の機械的再圧縮などの研究を支援しています。

　家庭消費については，ヒートポンプの年間設置数

を早急に10万個にまで増やすように，設置促進キャ

ンペーンに乗り出しました。

　また近年，ツーエネルギーシステムという新しい

考え方も導入されました。

　まず第一に指摘しなければならない点は，電力に

よる暖房が増えるに従って，電力の最大消費期が冬

となり，この傾向は今後もずっと続く見込みである

ことです。ツーエネルギーの考え方は，工業用およ

び家庭用として，夏期，中間期，それに最も電力消

費量の増える厳冬期の各期に，それぞれ適切な季節
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料金を適用するというものです。

　簡単な投資を望む多くの消費者にとっては，一年

のうち6～9カ月間は電力を使用し，電力需要が非

常に大きくなる期間はエネルギー形態を元の形一一普

通は石油であるが一一に戻して使うことが利益になる

のではないかと思います。

　われわれの戦略としては，もはや最も効率の良い

電力利用形態を推進するだけではなく，消費者にと

って適当に経済性の認められる解決方法があれば，

それを提案していく方針です。ただし，ここで，そ

の解決方法が電力供給側にも適切であり（それによ

って料金が決まるので），また国にとっても外貨節約

という意味で適切であることに配慮しなければなり

ません。

　実際にはどのような手段を取るべきでしょうか？

　まず，電力変換の経費を少なくする特別の手段を

考える必要があります。

　新しい工場を建設中の企業が電力の利用設備を備

えるのは簡単ですが，エネルギー変換に投資するよ

う消費者を説得するのは，とりわけ経済危機の最中

には，困難です。

　第二に，ここでこそEDFが重要な役割を果すの

ですが，国が原子力計画に投入した巨額の資本から

消費者が利益を受けるような料金体系を作らなけれ

ばなりません。

　これは，特に魔業用電力消費者に当てはまります。

　新料金は，電力生産コストが季節によって大きく

変動する点を重視し，安定した戦略によって，公共

の利益をより多くするよう，コズトをはっきりと反

映して，定められます。

　第三に，必ずしも一次エネルギ門の節約に役立た

ないシステムも含めて，国家に利益をもたらす全エ

ネルギーシステムを促進することです。これは特に

ツーエネルギーシステムの場合であって，この場合

にはしばしば化石燃料蒸気発生器と連結して，抵抗

加熱を用います。

　最後に，大規模の研究開発計画を進めていくこと

で，産業用として，水の電気分解，溶鉱炉の電化，

プラズマ利用などの実例を挙げることができます。

　簡単に申し上げて，これがEDFの新しい戦略で
す。

　全体として，困難な経済情勢の中で，必要な開発

計画が順調に始められたと思います。1973年から

1981年までの間，フランスのエネルギー消費量に占

める電力の割合は22％から31％に増加しました。



EDFとしては，この割合を1990年代には40％以上

にまで増大させたいと考えます。

結論

　フランスの原子力発電計画は，輸入エネルギーへ

の依存を減少させるために発足しました。電力生産

については，近いうちに輸入化石燃料から自立でき

るので，計画の第一段階は今，完了の段階であると

言えます。

　そこで，われわれは現在，第二段階に進みつつあ

ります。原子力発電計画はもちろん消費量の自然増

に適応するように進められていますが，世界的な経

済危機のため，電力消費の伸びは著しく減少してい

ます。

　ですから，EDFとしては，消費者が輸入化石燃料

の代りに電力を使用するのを援助するため，特別の

努力を払わなければなりません。石油市場にみられ

る短期的あるいは中期的変動とは関係なく，可能な

限り石油資源への依存を少なくするのがフランスに

とって絶対必要であると考えますし，また，発展途

上国のために可能な限り多くの石油を残しておくた

めにも，原子力発電の開発を推進するのは二■業先進

国の義務であるという点を強調しておきたいと思い

ます。
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　四ツ柳議長　フランスは，すでに電力の40％以上

を原子力によって供給していることでも明らかなよ

うに，またFBRのスーパーフェニックスのような

施設を建設しているように，これまで原子力開発利

用の分野において，すばらしい実績を挙げています。

まずもって，これに対して深く敬意を表したいと思

います。

　その開発過程で起こった腐蝕問題について，すで

にこの問題に直面して対策を講じていた日本の経験

がフランスの役に立ったとのお話がありましたが，

これなどは原子力発電の安定した進歩のために国際

的な情報交換がいかに有意義であるかを如実に示し

た好例ではないかと考えます。

　また，フランスの原子力発電の標準化努力がフラ

ンスの原子力産業の独立，確立につながり，そこに

20万人以上の雇用が確保されているとの状況で，フ

ランスでは原子力は独自の立派な成果を挙げている

と言えます。今後も国際市場に影響を受けない国産

の信頼できるエネルギーの供給を保障していかなけ

ればならないわけですが，そのためには電力需要の

拡大，電力利用を奨励する料金体系，あるいは電力

を利用する種々のシステム，ヒートポンプ等につい

ての研究開発を進めなければならないということ

で，今後フランスが進むべき戦略について，ギアモ

ン総裁が述べられたEDFの政策は，われわれにと

っても大いに示唆に富んでおり，大変有意義なもの

として，感銘を深めた次第です。
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インドの原子力開発一再処理・廃棄物管理を中心に

インド原乎力委員会
委員長

H。セ　　ト　ナ

ぎ「　　、

ブランケットとしてウラン238またはトリウムを使

用し，第…段階炉から生ずるプルトニウムを用いた

高速増殖炉の設置を目指し，最終的には，ウラン233

一トリウムサイクルに基づく原子炉システムを目標

にしています。この戦略では，核燃料サイクルの不

可欠な段階として，使用済み燃料の群処理方法の開

発が必須のものとなっています。環境に与える影響

という点で，放射性廃棄物管理の重要性もまた初期

段階で認識され，適切な処理方法および安全な処分

方法の開発作業が，原子力発電計画よりずっと先ん

じて開始されました。この結果，発電所および燃料

再処理施設の運転を含む核燃料サイクルの全段階か

ら生ずる放射性廃棄物に関して，効果的な管理体制

が得られました。

　この論文では，インドにおける使用済み燃料の再

処理および放射性廃棄物管理に関する技術開発に触

れます。原子力発電計画の簡単な概観も含まれてい

ます。

鑑離

　　インドは世界でも最大級

　のトリウム埋蔵量を有して

　いるが，ウラン資源は，幾

　分少なめです。したがって，

　わが国の原子力発電開発戦

　略は，第一段階として，子忌　然ウラン炉の設置をもくろ

・・み，次の第二段階としては，

原子力発電計画

　インドは，1969年のタラプール原子力発電所の運

転開始によって，原子力発電計画に着手しました。

この発電所は，それぞれ21万kWの沸騰水型原子

炉2基から成ります。この発電所は，主として原子

力発電の経済的能力を証明するためと，原子力発電

所の運転および維持に関する経験を得るために，タ

ーンキーベースで建設されました。

　しかしながら，主目的は，第…段階における天然

ウラン燃料加圧重水炉（PHWR）の開発を追求する

ことでした。この団的は，国産資源を燃料とするこ

とができ，しかも主要構成部分を国内で製造できる

ようなシステムを選択することでした。さらに，重

水炉には核分裂物質を最も効率的に利用できるとい

う利点もあります。このような次第で，それぞれ22

万kWのPHWR　2基から成る第二の原子力発電
所が，ラジャスタンで建設開始されました。この発

電所の第1号炉は1972年に運転開始され，第2号炉

は1980年に運転を開始しました。2基の23．5万

kWI）HWRを有する第三番目の原子力発電所の建

設作業が，南インドのマドラス近郊のカルパカムに

おいて，ほぼ完成し，北部のナロラにおける第四番

目の発電所が建設中です。西インドのグジャラトの

カクラパールにおいて，第五番目の原子力発電所の

建設作業も開始されてい属す。出力50万kWの大

型炉の設計作業も進行中です。現在のところ，今世

紀宋までに，合計1，000万kWの発電所を建設する

計画です。

　原子力発電開発計画の第二段階は，高速増殖炉の

領域となる予定であり，熱中性子炉で生成されるプ

ルトニウムを利用することになります。熱出力5万

kWの実験用高速増殖炉が，カルパカムで建設中で

す。1990年代半ばに建設される予定の出力50万

kWの高速増殖炉原型炉の設計に関しても，研究が

進行中です。

　インドは，世界でも最大のトリウム埋蔵国の一つ

です。かなり確かな値として，ThO2で約319，000ト

ンの埋蔵量であると報告されています。したがって，

原子力発電計画の開発では，この莫大な資源を，ウ

ラン233一トリウムサイクルにおいてゴ最大限に利

用することを考慮に入れるのは当然のことです。

：再処理

　原子力発電の開発および発展を閑的とするこの戦

略では，使用済み燃料の再処理の役割が明確になり

ます。再処理計画は，1964年にトロンベイにおける

最初の実証プラントの建設と共に開始されました。
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これは，熱出力4万kWの研究炉用のアルミニウム

被覆天然ウラン燃料を再処理するように設計された

ものです。タラプールおよびラジャスタンの原子炉

用の酸化物燃料を再処理するために，タラプールに

別の再処理プラントが建設されました。カルパカム

における第三番目の原子力発電所および試験用高速

増殖炉の再処理需要に応えるため，マドラス近郊カ

ルパカムに建設される予定の再処理プラントの設計

作業が行なわれています。トリウムを利用するため

の前段階として，いくつかのアルミニウム被覆トリ

ウムおよびトリア制御棒が，実験ベースで照射され，

照射済み燃料は，ウラン233を分離するため，トロ

ンベイのパイロットプラントで再処理が行なわれま

した。

　トロンベイ再処理工場

　この再処理工：場を建設するという決定は，1958年

に行なわれ，準備的設計は1961年1月までに完了し

ました。このプラントでは，ピューレックスフロー

シートを採用し，溶媒として30％トリブチルフォス

フェイトを用いた機械的パルス溶媒抽出カラムを利

用しています。パルス貫通プレートカラムを用いた

実験が，設計データを得るために，行なわれました。

　この後，工程および装置設計の仕上げ，工程セル

での配管や装置の組立ておよび設置，並びに関連シ

ステムの組立てと設置が行なわれました。このプラ

ントは，1964年に運転を開始し，熱出力4万kWの

研究炉CIRUSからの使用済み燃料の再処理を行な

いました。長さ3．4mの金属燃料要素は，アルミニ

ウム被覆された天然ウランでした。末端処理には，

化学的脱被覆が採用され，続いて燃料を四硝酸に溶

解させました。溶媒抽出フローシートは，ウランと

プルトニウムの純化のための混合浄化サイクル，分

離サイクル，および二つの個別の平行サイクルから

成っています。分離段階で用いられた還元剤は，硝

酸媒体中の硫酸第一鉄溶液でした。

　硝酸プルトニウム溶液の最終精製は，イオン交換

によるものでした。このプラントに関しては，直接

メインテナンス方式が採用されましたが，これは非

常に有効でした。というのは，運転中でも，プラン

トの多くの部分に汚染除去後接近でき，また必要に

応じて，運転条件に合うよう修正を加えることがで

きるからです。高放射線領域によるメインテナンス

の困難さに鑑みて，溶液移送用機械ポンプの使用は

最低限にとどめ，メーター測定を必要とする流れに

のみ限定しました。他のすべての場合は，移送はス

チーム・ジェット・サイホンによって行なわれるよ

うにしました。工程計装用には，密度および水位測

定のために，空気追い出しを採用した圧縮空気式計

器が用いられました。カラム相内制御は，隔壁制御

バルブで水流フローを調整することによって，達成

されました。

　このプラントは，将来のプラントに備えて，特別

訓練コースを通して，熟練した人材や専門的知識が

得られるという点において有効であるばかりでな

く，再処理の様々な側面に関して，今後の研究や開

発が待たれる分野を明確化するのにも役立ちまし

た。具体的には，これらの分野として，溶媒二二，

さらに高い発電出力を達成するための装置やシステ

ムの開発および性能改善の実現，試料サンプリング

と分析，オンライン計装およびユンピューター化さ

れたデータ取得システム（DAS）を用いた工程管理

と動力学的材料計算が挙げられます。

　このプラントは，多年にわたり成功裡に運転を行

なった後，廃止され，プラントの寿命を延長させ，

能力を増大させるために，装置が交換されました。

このプラントは，近々，再び運転を開始することに

なっています。廃止措置に関しては，この論文の後

半で，いくらか詳細に述べます。

　タラプール再処理工場

　発電用原子炉の出現に伴い，タラプールおよびラ

ジャスタンの両原子力発電所から出される，ジルカ

ロイ被覆酸化物燃料の再処理工場を建設する必要が

生じました。この再処理工場は，タラプール原子力

発電所に近接して建てられており，公称，再処理能

力は，…日当たり0．5トンHMです。

　このプラントで用いられた基本的な工程フローシ

ート（図1）は，トロンベイ工場と同一ですが，こ

のプラントに関しては，トロンベイ工場の運転経験

に基づき，また燃料の性質を考慮に入れた，いくつ

かの特徴が盛り込まれています。ヘッドエンド処理

には，チョップリーチ法が採用されています。この

工場では，機械的パルスではなく，空気的パルス溶

媒抽出カラムが用いられており，今までの経験では，

良好にいっています。ヒドラジンで安定化された硝

酸ウランが，プルトニウム分離の還元剤として用い

られます。

　この］二三の，他の工学的特徴としては，放射性工

程の溶液測定装置としてのエアリフトの導入，サイ
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クル内生成物の蒸発用に熱サイフォン蒸発器の利

用，希釈スプレイカラムによる水流からの混入溶媒

の除去，エアリフト原理に基づきカラムからの水性

フローを調整することによる溶媒抽出カラムにおけ

る相間制御があります。プルトニウムの酸化物への

転換は，連続exa｝ate沈殿，続いて連続三三によっ

て行なわれます。ホルムアルデヒドを用いた放射

性液体廃棄物の脱硝酸が，廃棄カラムを減少させる

ため，採用されています。末端処理段階については，

セル内装置の遠隔設備があるが，これ以外のプラン

ト部分については，直接メインテナンス概念が採用

されています。プラント内フローシート条件として

は，ウラン精製段階からネプツニウムを回収できる

ような条件が選ばれています。

　カルパカム再処理：エ場

　マドラス原子力発電所からの使用済み燃料を再処

理するため，第三番目の再処理工場が設計されてい

ますが，これは発電所近くに建設される予定であり，

公称能力は0．5tHM／dayです。再処理工場の設計で

は，一組の隣接工程セルの建設がもくろまれており，

プラントの寿命を，発電所の予想寿命に匹敵するま

で延長することができるようになっています。この

工場は，適切な時期に，高速増殖炉試験炉（FBTR）

からの使用済み燃料を受け入れるための設備も備え

ています。FBTR燃料の再処理用に具体化された遠

隔メインテナンス概念を実現するために，カルパカ

ムの燃料再処理開発研究所で，開発作業が進行中で

す。滞在時間の短い請負業者についての研究もまた，

この研究所で行なわれています。

　照射トリウムの再処理

　先に述べたように，発電用にトリウムを利用する

ことが，インドの原子力発電計画の重要な目標の一

つです。これを達成するための準備段階として，ア

ルミニウム被覆トリウム金属およびトリア燃料棒

が，研究炉CIRUS内で実験ベースで照射され，照射

された燃料は，十分に長い冷却期間をおいた後，ウ

ラン233を分離するため，トロンベイのパイロット

プラント施設で再処理が行なわれました。運転工程

は，まず熱サイホン型バッチ溶解装置中で化学的に

脱被覆し，次にフッ素イオン溶存の硝酸中で燃料を

溶解させるというものです。溶媒抽出は，ソーレッ

クスフローシートに従って，グローブ・ボックス内

に収められたガラスミキサー・セトラー中で行なわ

26

回目した。二相の混合は，真空カラム空気圧力パル

スによって達成されました。

　この技術的研究が成功裡に完了したことによって

得られた経験は，必要に応じて，照射トリウムの工

業規模の再処理工場を建設する際に役立っでしょ
う。

　ヂ罰ミッショ篇ングの経験

　原子力施設のデコミッショニングは，現在，多く

の国で関心が高まってきている問題です。インドで

は，トロンベイ再処理工場のデコミッショニングに

よって，この分野での貴重な経験が得られました。

この再処理工場を長年運転した後，工場の寿命を延

ばすための交換を行なうために，プラントのデコミ

ッショニングを行なうのが望ましいと考えられまし

た。この機会はまた，既存の原子炉CIRUSと並んで

トロンベイに建設されている熱出力10万kWの新

研究炉の完成による再処理需要の増大に見合うよう

に，プラント能力を増加させるためにも利用されま

した。

　デコミッショニング計画全体は，抽出カラム，蒸

発装置，凝縮器，イオン交換カラム，配管付き貯蔵

容器等のような様々な装置の解体を必要とするもの

であり，関連する作業の種類に応じて人員を訓練す

ることにより，また適切な工具および装置を工夫す

ることによって，ICRP制限三内に人体の放射線被

曝を保つように，細心に計画されました。発生した

廃棄物の制御および管理には特別の注意が払われま

した。

　デコミッショニング作業は，いくつかの連続した

段階から成るものでした。装置および配管の内部汚

染除去は，多数の汚染除去法を用いることにより，

また発生する液体放射性廃棄物の量を低く抑えるた

め，最大限の数の装置をひとつの方法でカバーする

ことにより，達成されました。装置の内部汚染除去

に引き続いて，装置および配管の外部表面およびセ

ルの内部表面の汚染除去作業が，放射線量が低くて

人が入ることができる時に，保護ギアを使って行な

われました。装置および配管を解体撤去して廃棄し

た後，汚染を除去するため，あるいはセル表面のホ

ットスポットを遮蔽するために高圧噴射水，蒸気，

化学薬品，空気チッパーおよびコンクリートが用い

られました。デコミッショニング作業の成功は，最

終的に達成された放射場のバックグラウンドレベル

が極めて低いことや，人員の被曝線量がICRP限度



内にとどまっていることによって，評価できました。

完全なデコミッショニングおよび廃物回収作業に

は，約3年間にわたり，およそ2，000マンレムの放

射線量を伴います。この作業で得られた経験から，

設計段階においてデコミッショ弟ングの準備をして

おくことの重要性が強調されました。

　使用済み燃料の貯蔵と輸送

　インドで計画されている原子力発電の増加に伴

い，また国内各地に発電所を配置しようとする戦略

に伴って，使用済み燃料の内部貯蔵および輸送の必

要性が，より大きな重要性を持つことになります。

再処理工場におけるのと同様，原子炉サイトにおい

ても，使用済み燃料，金属および酸化物燃料の貯蔵

に関して，相当の経験が得られています。対応する

IAEA規制に従って，国内で設計，製造された重量

70トンまでのキャスクを用いて，使用済み酸化物燃

料の道路や鉄道による長距離輸送に関しても，限ら

れたものではあるが，経験が得られた。

　技術的一経済的側面

　既に述べたように，提案された原子力発電計画で

は，今世紀末までに約1，000万kWの能力の発電：所

を設置する予定になっています。これは，最初に23

万5千kWの能力の発電所を建設し，次に国内各地

に50万kWの発電所を建てることによって，達成

を目指しています。

　上記の原子力発電計画に見合うような再処理工場

の規模および立地に関する戦略は，原子力発電所サ

イトに位置する，現在あるような年間100～200トン

能力の小規模プラントから，今後予定されているよ

うに，多くの発電所用の処理を行なう独立サイトの

大規模産業用プラントへと広がってきています。工

業国では，大規模な集中再処理プラントが，規模の

経済を達成するため，およびその他の配慮から好ま

れているが，再処理工場の最適能力は，本質的には

プラントが設置されている国に特有の変数の関数で

あることが，経験から明らかになっています。

　それら変数の中でも特に重要なのは，既設の原子

力発電所から生ずる使用済み燃料の増加，プラント

の使用できる寿命期間にわたって達成できる平均設

備利用率，輸送問題のようなインフラストラクチャ

ー上の制約，および環境上の問題です。

　再処理工場の規模を検討する際に関連するもう一一

つの要素は，技術改善がなされる速度です。これを

考慮に入れなければ，大規模プラントが時代遅れの

ものになることもあり得ます。規模の経済は，最適

に利用できる条件の下で適用されるべきですが，イ

ンドの原子力発電の建設能力の増大を考慮に入れ，

また輸送条件を考慮にいれてみると，年間再処理能

力100～200トンの小規模プラントが，少なくとも今

後しばらくの間は最適であると考えられてきまし

た。このような小規模プラントの場合も，資本費や

再処理単価は，他所の大規模プラントについて報告

されているコストに匹敵します。これは，建設費や

人件費が安ぐ，工学的費用や運転開始費用が低いた

めであり，また政府融資にもよります。

　コストの概念を与えるために，トロンベイ再処理

工場についてみると，1964年に運転開始されたもの

で，3，500万ルピー（350万米ドルに相当）かかりま

した。この工場をデコミッショニングした後，能力

を拡大して一新させる費用は，5，000万ルピー（500

万ドル）でした。タラプール再処理工場は，1970年

代に建設されたもので，約1億2，000万ルピー
（1，200万ドル）かかりました。カルパカム再処理工

場の費用は，10億ルピー（1億ドル）と見積もられ

ています。

　資本費の6．5％の固定費を含み，定額減価償却（プ

ラント構成部材の寿命を10年～20年とする）を行

なった後の年間運転費は，約1，500万ドルと予想さ

れます。したがって，再処理の単価は，80％の設備

利用率で，燃料輸送および廃棄物管理の費用を除外

すると，重金属1kg当たり約190ドルとなるでし

ょう。．もちろん，タラプール工場の再処理費用は，

これよりも低いものです。これは，年間設計能力300

トンの再処理工場に関して報告されている再処理費

用，1kg当たり314～763ドル（1977年物価基準）

と比較し得る値です。

　廃棄物管理

　原子力発電に対する執ような批判の一つは，原子

力産業は，核燃料サイクルで生成する高レベル放射

性廃棄物を人間の環境から安全に隔離する能力を，

今だに実証していない，というものです。関心を持

たれている主な廃棄物の流れは，再処理工場からの

ピューレックス工程の一次サイクルラフィネートで

す。量は少ないけれど（500～8001／再処理された

燃料のTe＞，特定の放射線が高い（約3500Ci／Dも

のです。現在のところ，すべての国における一般的

な方法は，高レベル放射性廃棄物を液体の形で完全
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性の高いステンレス鋼タンクに入れ，地下のコンク

リート貯蔵所に置いて貯蔵するというものです。し

かしながら，液体での貯蔵は，せいぜい一時的な方

法になり得るだけです。これを可能な贈り速やかに

適当な固体の形態に転換することが，取り扱い，輸

送，貯蔵および最終的廃棄に明らかな利点をもたら

します。さらに，監視の度合いやモニタリングの必

要性を最小限に抑えることにもなります。

　現在受け入れられている管理概念は，廃棄物を望

ましい特性を備えた固体形態へ固化し，それをコン

テナに収納し，崩壊熱の相当部分を制御された方法

で工学的格納容器内で発散させ，最終的には地層深

部に設けられた貯蔵庫内に廃棄するというもので

す。　インドを含む多くの国で，現在盛んに研究さ

れている工業規模までの廃棄物形体で，かつ実在の

廃棄物の一つは，高レベル廃棄物をガラスマトリッ

クス中に混入することによって得られるガラス状固

体であり，これは作業の担当部分をアルカリーボロ

ンシリケイト系に基づいて行なうものです。このマ

トリックスは，廃棄物内に存在する多種の要素を収

容するという柔軟性があります。約25％まで，廃棄

物酸化物をマトリックス中に，特性に悪影響を及ぼ

すことなく収容することができます。このガラスは，

次のような典型的特性を有しています。

　　　注入温度　：　1，050～1，100℃

　　　密度：2．5～3gm／c㎡
　　　熱伝導率　：　1．2～1．5w／mOC

　　　（500。C未満）

　　　動力学的予告法による浸出速度：10－6gm／cm2

　　　－day

　タラプール廃棄物固化プラント

　壷焼，処理容器内での溶融および貯蔵容器内で

のガラスの成形から成る半連続ポットガラス法が開

発され，タラプール廃棄物固化プラントで併用され

ています。予め濃縮された廃棄物溶液とスラリー形

状のガラス形成添加剤が，別々に測られて，マルチ

ゾーン誘導炉内に位置する処理容器中に入れられま

す。工程を単純化した図が，図2に示されています。

処理容器は，外径325mm，長さ1．8mで，インコネ

ル690でできており，炉の独立ゾーンで加熱される

凍結バルブパイプ部分を備えています。注入溶液は

中央の外径25mm管部分に沿って分配されるが，この

管部はまた，容器の長さ方向に沿ったいくつかの点

での中心線温度を測定するサーモウェルとしての役
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割も果たし蒙す。

　炉の温度は，初めは600℃に保たれています。注入

が続けられると，処理容器内の液体は濃縮され，最

終的には蝦焼固体へと変化します。容器がか焼物

で約75％ほど満たされたら，注入を停止します。こ

の段階で炉温を約1，1000Cから1，200℃へと上昇さ

せ，kW焼生成物を溶解させます。均一性を達成す

るため，約4～6時間，ガラスを溶融状態に保ちま

す。

　次に，凍結バルブ部を作動させることによって，

溶融ガラスを貯蔵容器内に入れます。貯蔵容器は，

生成物の温度に基づいて冷却速度を調節するように

設定された焼き鈍し炉内に置かれ，生成物を徐々に

冷却し，完全性および均一一性が完全に達成されるよ

うにします。貯蔵容器は，この後，遠隔溶接によっ

て密閉され，除染されます。貯蔵容器は直径325

mm，長さ0．75　mで，ステンレス鋼AISI304　Lタイ

プで造られています。容器中のガラス総重量は約

125kgであり，熱放出は約1．75kWです。2基の炉

が，交互運転サイクルで，運転されています。プラ

ントの公称能力は1時間当たり25リットルで，各炉

の定格は1時間当たりガテス4kgの生成量です。

　このようなプラントを設計する際に，留意する必

要のある重要な問題は，以下の通りです。

i）蒸発およびか焼段階において，ルテニウムやセ

　シウム等のように半蒸発性となる放射性核種の蒸

　発は，問題を起こすことがあります。これは，酸

　性度，揮発成分の濃縮やそのリサイクル等のよう

　な工程条件を管理することによって，取り組むこ

　とができます。

ii）ガラスの均一性の管理および貯蔵容器へのガラ

　ス注入成形が均質な性質を保つようにすること

　が，非常に重要です。これは，適切なガラス成分

　を選択し，工程への注入流を制御し，溶解段階に

　おいて十分な浸漬時間を与えることによって，達

　成されます。このガラスは，貯蔵容器内へ注がれ

　た後，プログラムできる焼き鈍し炉を用いて，予

　め決定された速度で冷却されます。

iii）工程は半連続的で，多くの機械的操作を含んで

　います。廃棄物移送システム，遠隔処理およびメ

　インテナンスシステムが，非常に高い信頼i生を有

　することが不可欠です。放射性液体の移送には，

　多数の移送形態があります。注入量の制御には，

　一次的機構として，2段階エアリフト移動が採用

　されています。遠隔頭部二重ダイアフラムポンプ



　もまた，制御されたメーター測定式移送のために

　用いられています。遠隔操作とメインテナンスを

　可能にするため，動力マニピュレーター，マスタ

　ースレイブ・マニピュレーターおよびセル内クレ

　ーンのような遠隔操作装置や，遮蔽眼鏡，CCTV

　および潜望鏡等のような遠隔展望装置が，セル内

　に設置されています。

　工程装置の遠隔操作と保全を達成するため，この

ような装置は機能ベースでひとまとめにされ，管状

構成三内に収納され，測定基準としての役割を果た

したり，それ自体の工程役割や計装等を備えたりし

ています。モジュール間配管接続装置および管穿孔

機で，マニピュレーターや衝撃レンチで操作できる

ものが備えられています。オンライン計器，ヒータ

ー，フィルター，測定ポンプの遠隔端部等のように，

交換を必要とする装置は，簡単に取りはずしと交換

ができるように，モジュール上の一面に設置されて

います。

　ルーチンベースで多くの操作が行なわれる，最も

臨界的なモジュールの一つは，炉モジュールです。

炉自身は，トロリー上に取り付けられており，工程

容器の除去と交換が容易にできるようになっていま

すが，このような除去は20～25サイクルごとに一一度

起こるものと考えられます。

　貯蔵容器の溶接は，特別に開発された溶接ユニッ

トを用いて行なわれ，パルプTIG溶接に基づいてい

ます。携帯用溶接ヘッドが，容器のふたの上に取り

付けられており，ふたに非常に近い許容差で開けら

れた穴と対をなすように，位置決定ピンによって正

確に位置を定められています。溶接ヘッド内に組み

込まれている電圧モーターによって，トーチはふた

の周囲を回ることができます。すべての溶接作業は，

溶接電流の自動的プログラミング，アーク点火，電

流脈動および外部的制御の継続をそなえた電力供給

システムによって，自動的に行なわれています。

　タラプール廃棄物固化プラントは，現在のところ

運転開始に向けて試運転中であり，今年末までには

活発な運転状態に入るはずです。

　内部的固体貯蔵

　高レベル廃棄物を調整するためには，廃棄に先立

って，地表近くの施設で工学的に貯蔵することが必

要であると，認識されています。先に述べたように，

最終的貯蔵庫の熱負荷が最適になるように，廃棄物

形体での熱負荷を減少させることが，このためにと

りわけ必要です。これはまた，廃棄物形体に対する

悪い熱的影響を最小限にくいとめることにもなりま

す。内部固体貯蔵に関しては，多くの概念を利用す

ることができます。それら概念とは，使用済み燃料

貯蔵技術の延長である水プール，強制あるいは自然

対流式冷却による空冷式貯蔵庫，および地表で貯蔵

されている密閉たる等があります。マルクールの

AVMプラントは強制空気循環システムを採用して

おり，インドのタラプールプラントは，対流式循環

システムによる空冷式貯蔵庫を採網することになっ

ています。この施設を図に表わしたものが，図3に

示されています。

　この施設は，連続的冷却，監視およびモニタリン

グの設備を有しており，約20年間にわたって生成す

る廃棄物容器を貯蔵するように設計されています。

この容器は，外径が約324mln，長さ770mmであり，

451の廃棄物を収容し，予想熱発生量は約1．75kW

です。この容器2個が，二次容器内に収められ，こ

の上にふたを遠隔溶接して全体が密閉され，‘一つの

貯蔵ユニットができ上がります。

　貯蔵ユニットは，825×825mmの三角形の定位置

上に垂直に置かれます。

　冷却空気はフィルターを通して空気取り入れ口へ

入り，うまく設計された管を通して，各区分へと分

配されます。冷却システムは，貯蔵庫内で空気を動

かす駆動力を得るために，崩壊熱および適切に設計

された煙突を利用しています。貯蔵庫の設計は，適

切な換気，煙突の高さ，空気取り入れ口の変数，貯

蔵ユニットの配置およびユニットを置くパターンに

関して，すべてに対応する変数のバランスを取るよ

うになされています。このシステムは自己調整式で，

熱負荷および気象条件の変化を補足することができ

るようになっています。

　最終的廃棄

　多くの国で，地層への廃棄方法の開発に向けて，

多大な努力がなされています。鉱山トンネル貯蔵庫，

深い穴の貯蔵庫等を含む多くの概念が評価されてい

ます。岩塩，泥岩板，粘度，花嵩岩等の種々の母岩

および他の硬質岩が，貯蔵所の立地に適切かどうか

を評価するため，調査が行なわれています。現在の

技術をもってすれば，これらのうちの多くは可能性

があるように思われます。われわれは，現在のとこ

ろ，適当な母岩の位置を定め，最終的貯蔵所の位置

決定，貯蔵所設計および安全分析を行なうことに主
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として努力を集中しています。

　廃棄物管理コスト

　再処理の場合のように，使用済み燃料の再処理か

ら生ずる廃棄物管理のコストは，その国の技術的，

経済的状態に依存することになります。インドでは，

現在のところ，廃棄の予想コストは，再処理される

重金属1kg当たり約720ルピー（72米ドル）です。

コスト分析にはまた，資本に対する6．5％の利子と

プラントの平均寿命約20年を想定しています。また

資本投資の2％に相当する研究開発費も，含んでい

ます。

　上記コストから，燃料がBWRかPHWRから生
じたとすると，発生電力kWh当たり約0．5～1．4パ

イサ（0．5～1．4ミル）の値が得られます。これは，

廃棄物管理が電力発電のコストに及ぼす影響は，ほ

んのわずかでしかないということを示しています。

　結論

　結論として，照射核燃料の再処理および高レベル

放射性廃棄物の管理に関する技術的基盤は，インド

においてはしっかりと確立されており，原子力発電

計画は成功裡に遂行されているということができま

す。研究開発作業は，これらを強化する方向で，着

実な努力が続けられています。特別な訓練を受けた

人材の必要性が，非常に初期において認識され，運

転要員の養成のため強力な訓練コースが組織運営さ

れてきています。
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日本の原子力開発と国際協カーより積極的な方向を

原子力委員会

委員長代理

向　坂　　　隆

騰
　ご承知のように原子力委

員会は，大体，5年ごとに

原子力開発利用の長期計画

を改定していますが，最近，

国際，国内情勢ともに少し

早く変わっているというこ

とで，昨年度に1年早く長

期計画の見直しをしまし
た。

　原子力の長期計画では，将来の電力の発電規模と

かタイミングについては，その見直しの初めのころ

に決定した政府のエネルギー長期需給見通しを一応

採用して，それに従って計画を立てております。

　その後，日本ならびに国際的な経済状況等も変わ

ってきましたし，ことに最近はOPEC諸国により石

油の値下げも行なわれたので，恐らく日本としては，

再度エネルギーの需給見通しのやり直しをせざるを

得ないと思われます。実際に通産省が中心になって，

見直し作業が近く開始されるように承っておりま
す。

　したがって，原子力長期計画に関しても，量的な

目標あるいはタイムスケジュール等は，若干，政府

の決定次第で変わってくる可能性があります。

　しかし，長計に盛られている基本的な原子力開発

政策は，ほとんど変わることはないだろうと，私ど

もは思っています。量とスケジュールに関する見通

しは，やはり社会の変化に従って，恐らく比較的短

期間ごとに見直しが行なわれるでしょうし，原子力

もそれによって若干の影響を受けることはあるかと

思います。

　日本の原子力開発の基本線は，皆様もよくご承知

の通りでして，比較的単純で，非常にはっきりした

基本線を持っています。

　第一は，わが国では原子力の利用を平和目的に厳

格に限定しているという点です。

　第二は，平和利用を進めていくことが，国際的に

ますます重要になってくる原子力開発の発展に伴う

核拡散の防止の努力と矛盾しない，という考え方で

す。これは，INFCEという場で国際的にも認め
られている立場です。

　第三の点は，原子力は石油を置き換える目的で開

発が進められていますが，それに必要なウランは，

わが国では極めて少量しか産出しないので，ほとん

ど輸入に頼っていますから，やはり原子力をやるに

しても，基本線としてウランの効率的な利用はぜひ

図っていかなければなりません。

　したがって，現在行なわれている軽水炉を主とし

た発電設備の使用済み燃料は，再処理してプルトニ

ウムを回収し，そのプルトニウムを核燃料として使

用するという線も，基本線にあるわけです。

　昨日，イギリスの方々からお話を伺ったわけです

が，この点はイギリスもまったく日本と同じ方針を

持ち，非常にはっきりしているようでした。

　その次は，プルトニウムを燃料として燃やすのに

は高速増殖炉が最適であると，これはかなり前から

の検討の結果，日本として判断を下しているわけで

す。しかし高速増殖炉は，ご承知のように実験炉が

うまくいったということで，次の段階にこれから入

ろうとしているわけで，実用化にはまだ相当の研究

開発をしなければなりませんので，それまで回収さ

れたプルトニウムをただ貯めておくのではなく，で

きるだけこれを熱中性子炉で燃やしていくという方

針があるわけです。

　その熱中性子炉で燃やすために，二つの研究開発

が進められております。一つは，新型転換炉（ATR）

で，これはご承知のように発電炉までの試験炉はで

きていますが，実用化まで持っていくのに，いま…

段の努力をしょうとしているところです。

　プルトニウムは，燃料体を作るところまではでき

ているようですが，これを熱中性子炉で燃やす技術

を実用化までもっていくことが，これからの一つの

課題です。

　この二つの方向で，できるだけ高速増殖炉が実用

化するまでプルトニウムを燃やしていくという方針
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です。

　最後に，ウランから始まってプルトニウムに至る

燃料サイクルを，国内で完結しようということです。

ウランを酸化物の形で輸入してから，プルトニウム

を利用し，廃棄物をきちんと環境から隔離して処理

する。そこまで含めた全体の燃料サイクルを国内と

して完結することは，容易なことではありませんが，

その方向に向かって努力をする。大ざっぱに述べて，

この五つの方針に従って長期計画が組まれているわ

けですQ

　今まで二十数年にわたり国を挙げての努力が行な

われた結果，先ほど有澤先生や大臣からお話があり

ましたように，ある程度実用の域まで発展してきま

したが，基本線をきちんとやり抜くまでには，まだ

まだ大変な仕事が残っているわけです。

　そういう困難を乗り越えて，なお原子力をやらな

ければならないということについては，これはやは

り一般的にエネルギー需給の将来に不安定な要素が

あるからだと言われていますが，この点はいつも原

子力の役割をはっきり見つめていく必要があると思

っています。

　どこにその不安定要素があるかというと，これは

第一には，産油国の政策は，われわれにはどうにも

できないところがあるわけです。そこに一つの不安

定な要素があるということは，現にあるわけです。

　第二には，社会の発展とエネルギー消費との関係

です。これははっきりしているようで，いまだには

っきりしていないのでありまして，いわゆる石油危

機の起こる前と石油危機後の各国の努力の結果とを

比べてみると，経済成長とエネルギー消費量との関

係は，非常に大きな様変わりをしているわけです。

消費の節約，利用効率の向上の努力が，不景気と重

なり，エネルギーの消費量が非常に落ち込んでいる

わけですが，そこを契機にして，従来とは経済成長

とエネルギー消費との関係が変わってしまったわけ

です。将来どうなるか，なかなか予想できないファ

クターになっているわけです。

　エネルギーの多消費国，工業先進国では，これか

らこの問題を一つの大きな課題として，詰めていく

必要があると思います。

　もう…つ，発展とエネルギー消費との関係で非常

に大きな問題は，発展途上国と呼ばれている，非常

に多くの人が住んでいる国での問題でして，それら

の諸国は，日本を含めたごく一つまみの国々に比べ

て，エネルギーの消費量が非常に少ないわけです。
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そして，それらの国は発展に向かって，いま非常な

努力をしているし，また先進工：業国もその発展を助

け，協力する方向に努力しているわけです。

　その結果，エネルギー消費との間にどういう関係

を持つかというのが，不安定野州の非常に大きな問

題になっているわけです。量的には非常に大きいわ

けです。その発展の速度，それから発展とエネルギ

ー消費との関連が非常に不透明とよく呼ばれます

が，はっきり量的に把握しにくいところがあり，こ

れが将来の不安定要素になっています。

　こういう幾つかの不安定要素を抱えていることは

事実ですので，将来のエネルギーの供給を安定に確

保するためには，原子力がそれなりの役割を果たさ

ざるを得ないと考えます。

　そこで，先ほどお話があったように，原子力は現

在，日本の電力の20％程度も賄うようになったし，

経済陸も，石油や石炭火力よりも有利なぐらいまで

発展してきました。

　それなら，これをどんどん進めていけば，需給に

不安定なところがあっても心配ないかと申します

と，なかなかそう簡単にはいかないわけです。

　第一に，原子力施設では安全性を守ることが一番

大事なことでして，幸いに日本で原子力発電に関連

して，周辺の方々に放射線の障害を与えるような事

故は起きていません。けれども，それだからといっ

て，原子力施設の安全性について信頼が確立してい

るかと申しますと，これは必ずしもそうは言えませ

ん。

　昨年の総理府アンケートで，国民の相当多数，過

半数が，日本のエネルギー需給の安定化のために，

原子力をやることは必要だという回答をしておりな

がら，やはり過半数の人たちが，自分の家のそばに

原子炉ができるのは困ると答えています。

　ということは，やはりその必要性については理解

が進んだけれども，信頼性はまだ確立していないと

言わざるを得ないわけです。そのことが原子力開発

を進めていく上には，立地の困難さという点で大き

な影響を持っているわけです。

　最近，施設の稼働率が上がってきました。このこ

とが長く続けば信頼性の確立につながり非常に喜ば

しい状況ですが，やはりそれには時聞がかかるわけ

でして，原子力開発の速度を制限する一つのファク

ターではまだあるわけです。

　第二の問題は，先ほど基本方針のところで燃料サ

イクルを確立する方向で努力していると申しました



が，このサイクルの完結は，まだ日本ではできてい

るとは言えないわけです。原子炉で核燃料を燃やし

て発電するまでは，実用の域に到達しましたが，そ

れから先の燃料サイクルのバックエンド分野は，研

究開発の域を出ておりません。

　これが実用の域まで発展しない限り，サイクル全

体として完結して実用化に入ったとは言えないわけ

で，これが原子力開発を制限していると言わざるを

得ません。

　プルトニウムの利用もそうです。これを燃やす努

力をどんどん続けているわけですが，実用の域に達

したとは言えないのであります。

　第三の点は，経済性の問題でして，最近，経済性

が大変良くなったと雷われてますが，一方で建設費

がどんどん高くなっており，建設費を下げる努力を

これからしない限り，原子力の石油や石炭に対する

有利性が失われるかもしれないという心配があるわ

けです。この安全を守りながら経済性を向上してい

くための技術開発がない限り，むやみに大きくする

ことはできないだろうと思います。

　技術については，最近の原子力発電所は，ほとん

どが国内の自主技術でできていると言われています

し，非常に進歩しています。しかし，日本はほかの

分野でもそうでして，エレクトロニクスのように代

表的に進んでいる分野でも，ハードな面は非常に進

歩したけれども，ソフトな面では，まだアメリカそ

の他に比べて日本は遅れていると言われているわけ

です。

　そのことが原子力技術の面でもないかどうか，よ

く検討してみる必要があります。特に新しい大きな

設備でも作ろうというときに，全体のシステムを仕

上げる力ができているかどうか，これはちょっと疑

わしいと思われるわけです。

　そういうソフト面にまだ弱いということは，一こ

口は，まだ日本が技術的に十分進歩していないとい

う後進性を表わすものでもあるかと思いますし，一

方では，ハードな面が非常に進んできたために，ソ

フトの面での弱さが，それから以後の発展の一つの

バリヤーになってきたという見方もできるかと思い

ます。いずれにしても，この方面にこれから力を入

れていかない限り，進めていくのは必ずしも容易で

はないと思います。

　これに関連して，最近，一部の⊥学者の問に，メ

ンテナンス学というのが必要だという声が出ており

まして，メンテナンス研究会とかメンテナンス学会

とかいうものを作っていく必要があると言っている

人が大分います。これは内容がまだ十分，その人た

ち自身も詰めているかどうか分かりませんが，原子

力に限らず，大きなシステムの場合に，せっかく作

ったものをメンテナンスしていくことが，その施設

の実用上で非常に重要な状況になってきたというこ

とですQ

　これもやはりソフトな面が多いかと思うのです

が，これも原子力の技術でも考えていく必要がある

のではないかと思います。

　原子力施設の設計段階で，厳重な安全審査が行な

われることはご承知のとおりです。安全を守ること

は第一に大事ですけれども，安全性に係わらなくて

も，また安全性に係わる手前でも，何か事故が起こ

って装置が止まるようでは困るわけです。広い意味

でもメンテナンスが非常に重要な問題になってお

り，これはシステムの問題であると同時に人間の問

題でもあります。人間とシステムとの係わり合う一

つの境界領域の大きなものではないかという動きが

出ていまして，これが「学」と言えるまで近いうち

に整うか分かりませんが，これからの日本の一つの

課題として気がつきましたので，申し上げた次第で

す。

　さて，日本が原子力を進めていく上で，まだいろ

いろ大きな課題を抱えており，それに挑戦し，解決

していく過程で国際協力の必要性が，これから今ま

でよりも一層強くなってくると思います。

　原子力委員会でも，この点に注目して，最近，国

際協力についての非公式な懇談会を設けて，関連の

方々にお集まりいただき，いろいろ意見を承ってお

ります。もう少しすると，きちんとした組織として，

国際協力の進め方を打ち出していくことになると思

いますが，現在，勉強している段階です。

　一方では日本の開発を進める上から必要な国際協

力が，いろいろ考えられると剛寺に，最近，外国か

ら，日本と協力しようという申し出もどんどん増え

ているわけです。

　それは，口本はまだ国際協力の体制が必ずしも十

分に整っていませんから，いろいろなところに断片

的に話がいったりしてまして，こちらは十分にそれ

に対応する体制ができていないところもあるわけで

す。

　そういう勉強過程での話として，この国際協力の

問題を聞いていただきたいと思うのです。

　わが国は島国であることもありまして，原子力に
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限らず，国際協力の下手な国であり，また体制が整

っていない国であると思われる節が多いのでありま

す。

　非常に一般的な言い方をすると，国際協力は，だ

んだん改善されていますが，消極的なことが多かっ

た。消極的という意味は，先進国との間では，最近

まで技術導入に非常に熱心で，進んだ知識や技術の

導入によって発展していく道をとってきたわけで
す。

　この協力は，協力とは言えないかもしれないので

すが，消極的な協力と書って良いかと思います。受

け身の立場での協力であったと思うのです。

　開発途上国との協力は年々重要な問題になってき

ていますが，これも日本は非常に受け身の立場が多

く，二国間あるいは国際機関を通じての多国間の問

題として日本に協力の要求がきて，その要求に応ず

る形で，今まで協力してきたと思います。従って，

これは受け身，消極的な協力と言わざるを得ないの

です。

　これからは，なかなかそれでは済まなくなってき

ています。日本の技術の進んだ面もいろいろと出て

きています。そうなると，技術を簡単にお金で買う

ことは必ずしもできなくなって，ギブ・アンド・テ

イクの協力が増えてくるというようなことがありま

す。

　原子力もそうであり，今までの発展の過程では，

大部分を外国の進んだ国から教えていただいて，そ

れを改善する方向で努力が行なわれてきたと思うの

ですが，これから新しい原子炉を作っていく，新し

いものに進んでいくとなると，そういう形での協力

はもう限度があるわけです。もっと積極的な態度で

協力に臨まなければならなくなってくると思いま

す。それにはいろいろな協力の課題があると思いま

すが，第一にくるのは，共通の課題への取り組みだ

と思います。軽水炉が一応実用化し，定着したと雷

われますが，一層安全性を向上させ，経済性を向上

させていくためには，まだまだ改善の余地があると

日本でも外国でも思っているわけです。

　そういう問題になると，いわゆるイコール・プッ

ディングでの協力によって進めていく可能性は十分

にあります。

　それから，日本は立ち遅れていますが，外国でも

必ずしも実用化までいっていない分野はいくつかあ

るわけでして，バックエンドの再処理から廃棄物処

理に至る過程も，どこの国でもまだ実用化の段階と
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は言えないと思います。研究開発がどの程度進んで

いるかという状況で，これもやはり共通の課題とし

て共同で取り組んで，一向に差し支えない分野だし，

適当な分野だと思います。

　次に，核拡散防止の努力は，原子力開発規模の拡

大につれて深刻になってくるわけですが，それに伴

ってセーフガードのシステムをより良い，合理的な

ものにしていく余地がまだ十分にあるわけでして，

これはやはり国際間に共通の課題として取り組んで

いくべきであると思います。そういった共通の課題

について，国際協力を積極的に進めていくことが一

つの大きな分野であります。

　第二は，まだ必ずしも世界で広く共通とは言えな

いけれども，いくつかの国で共通に開発を進めてお

り，かつそれが非常に巨大なものであるために，資

金とかマンパワーとか，そういった資源を分担し合

っていく，あるいは非常に巨大なものですので，失

敗の場合の危険も分担していこうということで，巨

大プロジェクトを国際協力で進めよういう分野がい

くつかあります。典型的なものが高速増殖炉，核融

合，あるいは大型の再処理施設だと思います。

　これらは国際協力をすればいいと簡単に申しまし

ても，ものが非常に大きく，長期的な協力になりま

すし，非常に慎重にやらざるを得ないわけです。一

つできたら，次をまたやるかもしれないし，そこで

変わるかもしれないという性質のもので，たくさん，

次々と作って改良を進めるタイプの協力ではないこ

とになります。

　それは二国間で進めるのがいいのか，多数国で協

力した方がいいのか，協力の進め方はどういうのが

いいのか，これもいろいろあります。非常に見込み

がはっきりしているタイプに，資金だけ協力して情

報を得るという協力が一番つまらない協力ですが，

そういう道もあるわけです。

　また，あるプロジェクトを部分的に引き受けると

いう協力もあるわけです。さらに進んで，デザイン

の段階から全体について全痴的に協力する形もある

わけです。それはどういう協力をすれば相手が得ら

れるかがありますし，わが国にとってどういう協力

が望ましいかという判断も重要でありまして，慎重

にやらざるを得ないわけです。

　簡単に言えば，日本はできるだけ全面的な協力を

して，その後の次ぐらいは全部自分でできるように

なる，というのが一…つの理想的な形かもしれません

が，相手のあることですから，そういった形の協力



が実現できるかどうか，分からないわけです。そう

いったことをひとつ慎重に時間もかけて詰めていこ

うというのが，先ほど申しました国際協力の委員会

の一つの課題であるわけです。

　第三に，日本よりも遅れて原子力に興味を示して

きた国もたくさんあるわけでして，多くは開発途上

国といわれているグループに属するわけですが，そ

ういう国々との協力をどう進めていくかという問題

であります。

　わが国は，国際原子力機関にいろいろな面でよく

協力してきた国の一つと思いますが，その国際原子

力機関が実施しているRCAという地域協力計画が

ありますが，これには日本はいままでもそうですし，

これからも十分協力していくつもりでおります。こ

の協力の相手国の事情はいろいろあるわけでして，

その相手国の事情によっては，RCAという計画を

通して協力した方を好む国と，それとは別個に二国

間協力を望む国とがあるわけですから，相手国の事

情とよくマッチして形での協力を，いままでのよう

に要求がきてから，それに応ずるというのではなく，

積極的に進めていく必要があると思います。

　これは原子力に限らず，ほかの科学技術の協力の

場合に，いつも問題になることですが，いくつか開

発途上国との協力でのポイントがあると思います。

　第一には，原子力だけを切り離して協力を考えて

いいかどうかから，まず考えるべきであって，相手

国のエネルギーの事情の中で，原子力に力を入れる

のが本当にいいかどうかを，相手国と…緒に検討し

た上で．協力すべきだと思います。

　それから，相手国の自然環境，社会環境。社会環

境というのは，宗教問題とか人種問題とか政治体制

とか，いろいろなものがありますが，そういう社会

環境と自然環境一　地理，気候，天然産物，そういう

ものを全部合わせ考えて，一緒になって最もいい協

力の形を考えなければならないわけです。原子力の

協力も，そういった形でこれから積極的に進めてい

く必要があるのではないかと思っているわけです。

　昨年，ウィーンで原子力発電経験会議がありまし

て，出席する機会がありましたが，そのときに非常

に多くの国が参加して，協力の議論をされましたが，

本当の協力の議論になっていたかどうかというの

は，ああいう大きな会議では非常に疑問であります。

やはりそれぞれの国が本当に意味のある協力は侮で

あるかを真剣に考える必要があるのではないでしょ

うか。

　日本はこれから原子力開発を進めていく上で，非

常に広い範囲での国際協力が必要になってくるの

で，それをこれからひとつ慎重に，また積極的に，

政府も民間も考える必要があるのではないかという

のが，本日の私の趣旨です。
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　宋永乱訴　ただ今，向坊

先生からは，わが国の原子

力開発状況ならびに今後一

層推進するための課題につ

いて，明快に分析され，軽

水炉の改良，核燃料サイク

ルのバックエンド，高速増

殖炉の開発ならびに発展途

上国への寄与等の諸々の国際的共通課題について，

国際協力をより積極的な方向で推進することの重要

さを力説されましたことに原子力産業に携わる一員

として多大の感銘をおぼえました。向坊先生も強調

された通り，これら国際協力を推進するに当り，ま

ず必要なことは，原子力を全人類の福祉のために利

用する目的を貫ぬくことであり，原子力の利用を厳

しく平和目的に限定するという基本姿勢が至上の命

題であると考えます。国際協力問題については，明

日からの各セッションで様々な角度から討論が展開

されることになっていますので，実りある議論が展

開されることを期待いたします。
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アメリカの原子：力発電開発計画

アメリカエネルギー省

原子力担当次官補

S。ブリューワー
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彰
饗

　　　　序文

／〆 @　われわれは等しく，共通

興　　の問題の解決を求めている

　　　ので，この機会に皆様方の

　艦討議に参加し，また意見の

　　　交換ができることを感謝す

　　　る次第です。

　　　　アメリカにおける原子力

開発の歴史は，これまで国際協力関係の一つでした。

1954年に始まった「アトムズ・フォー・ピース」（平

和のための原子力）計画は，国際原子力機関
（IAEA），核拡散防止条約（NI）T）および平和的国

際原子力交流の全体構造に流れる概念を形作ってき

ました。このようなアプローーチの基本的理念は，ア

メリカが，諸外国が核兵器を保有しようとしたり，

その開発を企てることをしないという保証と交換

に，諸外国に原子力計画の技術情報一医学における

アイソトープの利用から，動力炉における核燃料の、

挙動まで一一を提供しようというものです。原子力発

電の開発の当初から，わが国は核燃料サイクルおよ

び関連技術の進歩一濃縮，再処理，廃棄物管理，使

用済み燃料の取り扱い，原子炉の安全性，保障惜置

や新型増殖炉一について，常に最前線の重要な位置

を占めてきました。アメリカは，これらの分野にお

ける開発の多くを，技術移転協定を通じて，友好国

や同盟国と共有してきました。わが国の公共機関や

研究施設において，世界中から集まった数千の原子

力科学者が，これまで訓練を受けてきました。

　われわれは，原子力技術の世界的な導入にアメリ

カが貢献したことを誇りに思い，また，他の国が成

し遂げた重要な貢献をよく認識し，評価しています。

二国間協定や国際組織を通じてアメリカの行なった

技術共同研究のため，他の国々が経済的，社会的に

長足の進歩を遂げることが可能になりました。レー

ガン政権は，原子力の平和利用についての国際的公

約を強く支持しており，また，それを継続し，補強

するための国家エネルギー政策を確立しました。

　アメリカエネルギー省（DOE）のドナルド・ホー

デル長官は，1982年12月1日に開かれたアメリカ

議会上院での指命承認公聴会において，国際エネル

ギー共同体の理念に対するアメリカの公約を明確に

表明しました。彼は次のように述べました。「目的の

あるエネルギー政策が，わが国にとっても世界のそ

の他の国々にとっても，重要です。議会や政府がエ

ネルギーについて行なうことは，世界的な係わり合

いを持ちます。というのは，われわれがアメリカ国

内で行なうことが，単にアメリカ社会のエネルギー

の浜辺にさざ波を起こす程度のことであっても，世

界の他の国々，特に発展途上国の浜辺に高波をもた

らす原因となります。DOEは，国務長官や国家安全

保障会議と緊密な共同作業を行ないながら，広範囲

にわたる国際エネルギー政策の問題について，重要

なエネルギーの輸出入団と緊密な協力関係を形成す

る努力を続けていくことが，私の意図していること

です。」

　アメリカや他の国々は，賢明なエネルギー政策の

確立と有望な技術の開発と展開を通じて，エネルギ

ーの安全保障を追求していますが，原子力よりも重

要な役割を果たし得る他のエネルギーは見当たりま

せん。

アメリカにおける原子力発電の現状

　わが国の全電力供給量の中に占める原子力発電の

比率は12％を超えており，地域によってはそれより

もかなり高い比率となっています。原子力発電は，

30万人以上の労働者を雇用していますが，そのうち

の大部分は技術訓練を受けた高い技能を有していま

す。1990年までには建設中の発電所が運転を開始す

るので，原子力発竜の比率は全体の20％を越えるで

しょう。この成長がわが国経済に与える影響は重要

です。1980年代末までの，原子力発電所建設投資額

は約750億ドルとなり，また原子力発電所のサービ

スおよび燃料供給に関連して発生する市場は別に

400～600億ドルの規模になると推定されています。

36



　！970年代にわたって，原子力発電は，厳しい気候

の際にも，労働争議の際にも，そして最も重要なこ

とには，石油供給の停止の際にも，常に安定した電

力の供給を行なってきました。このような立派な実

績を挙げてきたにもかかわらず，1978年以来新たな

原子力発電所が発注されておらず，しかも契約済み

の発電所のキャンセルが増加しているというのが，

わが国の国内原子力市場の状況です。わが国の原子

力産業は，1970年代初めに繁栄し，拡大しましたが，

現在は勢いを失っています。国際的な原子力の同盟

関係が崩れ，一般公衆の原子力に対する不安が高ま

っています。権威あるエネルギーに関する調査によ

ると，原子力は石炭と共に二つの重要な燃料供給源

であり，拡大するアメリカのエネルギー需要を賄い，

輸入石油への依存度を低下させることが可能と考え

られます。しかし豊富なエネルギー源である原子力

の当面の展望や将来の可能性は，大きく脅かされて

います。

　この停滞の原因は，技術的なものではなく，むし

ろ制度的なものです。原子力発電は，燃料サイクル

コストで言うと，他のエネルギー源に比べて，はる

かに有利な状況にあります。原子力は，あまり好ま

れないとしても，建設費，燃料費，運転費およびメ

インテナンス費用を含む送電端コストで言えば，最

も競争力があります。それにもかかわらず，過去数

年間にわたって，原子力投資は電力会社役員にとっ

て魅力的な見通しを与えるものではありませんでし

た。過度の，冗長な干渉を許す許認可手続きのため，

市場の不確定性が増幅されてきました。設計，許認

可および建設までのリードタイムが，ばかげた程長

くなってしまっています。許認可乎続きだけが原因

で．はありませんが，原子力発電所は現在，立地，設

計，許認可，建設に全体として10～14年かかります。

この年次大会に参加している国を含めて，いくつか

の国々では，現在でも妥当な期間で，安全で，かっ

信頼できる発電所を建設することができます。アメ

リカの電力会社，あるいはむしろその投資家たちが，

リードタイムに10～14年もかかる発電所に投資す

ることをためらうのは理解できます。

　原子力について，過去数年間に作られた不必要な

規則上及び二度上の障害が減じられつつあります。

これは，燃料サイクルのある工程，たとえば高レベ

ル廃棄物処理やウラン濃縮について責任を果すこと

や，国にとっては好都合であるが，私企業の能力の

限界を越えるような，コストの高い，高いリスクを

伴う研究開発を行なうことによってなされます。し

かしながら究極的には，拡大・発展のための市場面

での決断は企業の責任で行なうことになります。

　1981年10月8日に，レーガン大統領は修正アメ

リカ原子力政策を発表しましたが，これはわが国に

おける原子力の潜在的可能性と，その十分な利用を

妨げている現在の種々の障害を指摘したものでし

た。わが国においては，原子力発電所の建設と運転

は民間企業が担当していますが，連邦政府も原子力

産業を形作ることに重要な役割を果たしており，ま

た原子力産業や電力会社が現在直面している問題の

いくつかについては，責任があります。これらの問

題について注意を喚起し，原子力が市場で競争力が

あり，制約のないものにするために，いくつかの重

要な政府政策が発案されました。それには，次のこ

とが含まれます。

　○　原子力の許認可乎続きの改善と電力会社の全

　　体的な制度的および財政的環境の改善

　○　廃棄物の処分能力の迅速な確立

　○　クリンチ・リバー増殖炉の迅速な完成を含む

　　増殖炉技術の実証

　○　商業再処理を促進するための安定した長期政

　　策

　これらの4項目は，原子力の開拓者たちが一世紀

前に核分裂エネルギーのすべての潜在的可能性を達

成するのに必要と考えた戦略的要素に対応するもの

です。これらがどの程度成功するかによって，アメ

リカのエネルギー安全保障に，将来，原子力がどれ

くらい大きく貢献するかが決まるでしょう。

　1981年初めに，レーガン大統領はアメリカの核拡

散防止活動を規定する政策を発表しました。彼は，

核拡散の危険を減ずるために欠くことのできない道

輿として，「強力かつ信頼できるアメリカ，力強い同

盟国および諸外国との改善された関係，並びに安定

した世界秩序のために欠くことのできない任務に専

心すること」を取り．ヒげています。さらに，大統領

は，国際的原子力問題に関するアメリカの指導的地

位を取り戻すことを最重点に考えることを誓約しま

した。大統領は次のように述べています。「アメリカ

は，原子力の平和利用について諸外国と協力してい

くつもりであり，これには適切な保障措置および管

理の体制の下で，それぞれの国のエネルギー安全保

障の要求を満たすための民間原子力計画が含まれま

す。アメリカの多くの友好国や同盟国は，原子力発

電に強い関心を持っていますが，最近数年間はアメ
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リカがそれらの国々の要求をよく理解する能力を失

ってしまったのではないかという不安感を持ってい

ます。われわれは，適当な保障措置の下で，平和利

用原子力協力を行なうために必要な，予測可能で，

かつ信頼できるパートナーとしてのアメリカの地位

を再確立しなければなりません。これは，われわれ

の核不拡散の目標には必須のことである。もし，わ

れわれが，そのようなパートナーでないならば，諸

外国はそれぞれわが道を行き，そしてわれわれの影

響力は消滅してしまいます。これは，核拡散問題を

処理する際に必要となる支持を得る上で，アメリカ

の影響力を減ずることになるでしょう。

　この論文の残りの部分で，これらの政策変更を履

行するためにアメリカが取った措置について述べ，

さらにしなければならない残っている問題は何かを

明らかにします。われわれの国内戦略は，国際協力

を支えるものであるという点についても議論しま
す。

規制および許認可の改革

　すでに述べたように，アメリカの原子力発電所の

現行の許認可手続きは，もはや公衆および規制当局

や産業界の要求に合致していません。原子力発電所

の許認可手続きは，まだ技術が開発段階にあり，ま

た許認可申請がまれな時のものですから，現行の方

法は時代遅れであり，わが閾の主要エネルギー源を

調整するのに不都合になっています。さらに，過去

数年にわたって特別に規定され，また法律で決めら

れた規制要件全体が本当に原子力発電所の運転の安

全性向上に役立ったかどうかが明らかでありませ

ん。多くの人が，まったく反対のことを言っていま

す。繁雑さ，および発生する確率は低いが想定され

る出来事に過度の注意を払うことによって，逆に，

実際には安全性の低下した発電所になってしまう傾

向があると。

　産業界，規制当局，電力会社，科学者団体・学会，

連邦・州政府，民間の関係団体から広範囲に意見を

聴取した後，エネルギー省は規制および許認可手続

きを改革し，無駄を省くための一連の勧告案を得ま

した。これらの目的のいくつかは，アメリカ原子力

規制委員会の行政手続きの変更により成し遂げられ

るものと信じています。それ以外については法律化

が必要ですが，ちょうどこの3月18日に，われわれ

は議会に包括的な法案を送付したところです。

　これらの対策は，一般公衆，電力会社および機器
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供給野業や規制当局により多くの便宜を与えること

になると信じています。これらの改革が履行されれ

ば，2つの発電所グループに重大な影響を及ぼすこ

とになるでしょう。2つのグループとは，一つは現

在運転中のものであり，もう…つは建設中のもの，

あるいは将来必要となる新規の発電所です。

　まず第一に，われわれはバックフィッティングの

ためのよい規律があり，一一貫性のある方法一・バッ

クフィットが必要であるかどうか，すなわち費用の

点で効果的であるかどうかを決めるより厳しい判定

基準を勧告しています。第二に，われわれは一段階

の許認可手続きを勧告しています。この手続きによ

れば，発電所設計を早く完成することができますし，

また原子力規制委員会が建設と運転の両方の許可証

を発行することができますので，建設期間を大幅に

短縮することが可能になります。立地と設計の事前

承認が，一穀階許認可制に自然と付随してくるもの

と，われわれは信じています。このことにより，電

力会社が標準化された原子炉設計および事前承認さ

れた立地点の中から選択を行ない，また調整するこ

とができます。最後に，われわれは公聴会手続きの

大幅な変更を提案しています。われわれの改革は，

公聴会を最終的な許認可決定に最も重要となるよう

な問題点および重要な論争点の検討の場とする方向

にもっていこうというものです。許認可手続きは，

原子力発電に対する雑多で根拠のない批判の場とな

ってはならないのであり，公衆衛生および公衆安全

に関係した特定の問題についての論争を解決する手

続きにならなければなりません。

　発電所の立地，設計および建設に関する想定でき

る判定基準，並びに発電所の認可，建設および運転

に関する想定できるスケジュールを示す規制手続き

があれば，発電所資本費の大幅な節約が可能になり

ます。このことは，新規原子力発電所の発注の復活

につながり，消費者の電気料金の低減にもなり，国

家的観点からすればエネルギー供給の多様化に役立

つことになります。

廃棄物管理の解決

　アメリカの原子力発電に活気をよみがえらせるた

めに絶対必要なもう一つの分野は，廃棄物処理問題

の解決です。これは，恐らくアメリカの一般学会が

原子力について最も懸念している唯…の問題でしょ

う。電力会社もこの問題を懸念しています。という

のも，現在電力会社は，発電所サイト内のプーづレに



使用済み燃料を貯蔵しつつあり，いくつかの電力会

社では数年後に廃棄物貯蔵能力が満杯になる見通し

にあるからです。使用可能な貯蔵空間を拡大しよう

とする努力はなされていますが，永久解決の方法を

展開する必要があります。

　最近，わが国は廃棄物処理問題の解決に向かって

非常に大きな前進を成し遂げました。1月7日にレ

ーガン大統領は，「1982年放射性廃棄物政策法」に署

名し濠した。この法律の条項には，一貫目た廃棄物

管理システムにとって決定的に重要であると大統領

が前から述べていたものすべてが含まれています。

特に，

　1）原子力発電のコストを受益者が全部負担。廃

　　棄物業務を資金的に裏付けるため，電力会社が

　　料金を支払うシステム

　2）廃棄物施設の立地への州の広範な参加のため

　　の方法および州の反対を解決する手段

　3）困難な短期貯蔵問題に直面した電力会社を援

　　回するための，限定的かつ一時的な連邦政府の

　　貯蔵プログラム

　4）廃棄物問題の究極的な解決方法としての永久

　　地層処分に対する強力な参画

　5）永久処分への中間段階として，監視付きの回

　　収可能な貯蔵方法の研究

　6）民間廃棄物と軍事用廃棄物の取り扱いの明確

　　な区別

　この画期的な法案が通過したことは，アメリカに

おける廃棄物管理活動が従来の研究段階を脱し，強

制的かつ法律で決められたスケジュールに基づい

て，現在は，実際の運営システムを具体的にどう展

開していくかについて努力を集中している事実を示

す明白な証拠です。われわれの現在の計面予定によ

れば，最初の貯蔵所を建設するために，近々5カ所

の候補地の選定が行なわれることになっています。

環境評価が作成された後で，詳細な特性調査を行な

うことが義務付けられています。広範な評価の後で，

最初の貯蔵所サイトの最終選択が行なわれ，これが

1987年に原子力規制委員会に提出されることにな

るでしょう。貯蔵所の運転は1998年までに開始され

る予定です。第二番目の貯蔵所および試験評価施設

の建設スケジュールも確定しています。この法案の

成立により，わが国の廃棄物処分システム確立の努

力が大幅に強化されたものと信じています。

商業嗣：再処理

　レーガン大統領が発表した第三の発案は，使用済

み核燃料の商業再処理の再制度化です。原子力開発

の初期から，ウラン資源の節約の願望および経済性

や廃棄物管理の観点から，使用済み燃料の再処理が

専心的に検討されてきました。アメリカの三つの商

業再処理事業が失敗に終りましたが，このうちの二

つは連邦政府の不安定な規制および開発政策の影響

を受けたものです。このため大統領はエネルギー省

に命じ，他の政府機関および産業界と協議して，民

間部門が再処理事業を行なうことができるような安

定した環境を醸成するための対策を取るよう指示し

ました。国益の観点からすると，再処理は明らかに

有利ですが，今日までの経験からすると，民間部門

が再処理に今まで以上参画することに乗り気になら

ないのは十分理解できることです。

　大統領の指示に従って，エネルギー省の担当チー

ムはまず，民間が再処理に興味を持つことを減じて

いる三つの主要な妨げが何であるかを明らかにしま

した。まず第一は，世に広く知れわたっている規制’

の不確実性を産業界が憂慮していることです。大統

領は現在商業再処理の再開を要求していますが，再

処理施設の許認可および運転規制に関して，ともに

不確実性が残っており，これは解決しなければなり

ません。第二のそして第一と同様に重要な障害は，

連邦政府の政策の安定性に対する産業界の不信感で

す。1977年の再処理延期の決定は，商業再処理事業

の投資家に数百万ドルにも上る多額の負債を残す結

果となりました。今にも投資することを考えている

投資家が，このような多額の損害を受ける事態が再

度起こるのではないかと心配するのは無理のないこ

とです。第三の不確実の問題点は再処理の経済性に

あります。再処理役務の短期市場動向，回収ウラン

やプルトニウムの価格，放射性再：処理廃棄物の取り

扱い，および廃棄にかかる費用，並びに再処理工場

そのものの建設費と運転費のすべてが再処理への参

画時期を決定することになるでしょう。

　このような不確実性が軽減されるまでは，商業再

処理会社は，わが国には現われないでしょう。

積極的な増殖炉開発

　われわれの原子力政策の第四の要素は，継続的な

増殖炉システムの開発および実証を行なうことで

す。1960年代初めの電力会社の軽水炉発注の大きな

うねりは，わが国の開発業者を第一世代の技術は成
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熟の域に達したから，第二世代の技術である増殖炉

に開発の重点を移行させるべきという考えに導きま

した。数種類の増殖炉技術の調査および評価の結果，

液体金属高速増殖炉（LMFBR）技術が，長期にわた

って安全かつ経済的，しかも無限にエネルギーを供

給できるという点で，最も優れたものであるとの結

論に至りました。当時の開発戦略によれば，将来は

LMFBRが事実上支配的な原子炉システムとなり，

また電力会社が事業化できるようにするために，政

府が漸次，より大型でより技術的に高度な一連の実

証プラントの建設を中心に据えた研究開発計画を実

施していくことが予想されました。

　増殖炉の迅速な開発には議論もありましたが，こ

れを押し通して進めてきたにもかかわらず，アメリ

カの増殖炉開発の道は平坦ではありませんでした。

技術の黎明期には，われわれのエネルギー問題のす

べてを解決するものとして歓呼して迎えられました

が，その後増殖炉については1970年代中葉に反核世

論の反動的局面が生じたのです。増殖炉，特に37．5

万kWのクリンチ・リバー増殖炉（CRBR）実証計

画が，その焦点となりました。政治的論争が続き，

論争は増殖炉の実証を延期し，CRBR建設の取り消

しを行なった1977年のカーター大統領の決定の際

に最高潮となりました。そして計画は重大な影響を

受けることになりました。その結果，建設計画は延

期され，費用は増加することになりました。

　レーガン大統領の当選により，増殖炉の運命の潮

はもう一度転換することとなりました。技術の確信

に加えて，新政策は，増殖炉がアメリカのエネルギ

ー安全保障にとって長期にわたって有益であると考

えられること，および産業界が一貫して高い開発費

用と初期の技術開発リスクを単独で負担することが

できないという考えに立って，増殖炉開発における

連邦政府の役割を明確化しました。そこで，増殖炉

開発の方向は，経済性の要因から商業的増殖炉の導

入が必要となった時にすぐに間に合う技術を持つこ

とができるように設計された積極的な実施計画に向

けられることとなりました。

　われわれの努力の主要な矛先は，CRBR計画の方

向転換と簡素化です。その結果，建設計画を2年短

縮しました。現在，CRBR計画の設計は90％が完了

し，主要機器および部品の70％以上が調達または発

注済みであり，許認可業務は予定通り進捗しており，

敷地準備の進行状況も良好です。今月，電力会社の

プロジェクトチームは，CRBR計画に対する民間の
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資金援助を増やすための可能な方法について，議会

に報告を行ないました。そして，このプロジェクト

チームは，この計画が十分市場価値があり，生産さ

れる電力はこの計画の研究開発に要した費用以上の

ものを生み出すと結論しています。

　われわれは，1989年までにクリンチ・リバー増殖

炉を運転開始まで持っていく計画です。その目的は，

中規模プラントで運転の可能なことを証明し，本格

的商業プラントにスケールアップするための研究開

発を可能にすることです。CRBRの次の段階は，商

業規模プラントの運転および経済性に関する特定の

情報を得ることができる大型の増殖炉原型炉になり

衷す。原子力関連分野のすべての関係者；政府，電

力会社および産業界が原型炉プラントの設計，開発

に協力することになります。建設資金の大部分は民

間部門から調達されることが期待されています。

　再処理および増殖炉開発の分野に対する活発かつ

積極的な参加によって得られる報酬は，私がこれか

ら述べる第四番目の，すなわち最終の大統領の指示

一一 C外に対する原子力サービスの信頼できる提

供者としてのアメリカの地位を再確立すること一

一に深い係わりを持っています。

原子力サービスの信頼できる供給者としてのアメリ

カの地位の再確立

　現政府は，わが国の核拡散防止目標や，核兵器保

有計画を拒否する国々に対して技術的援助を与える

というわが国の当然の意向や，原子力発電開発の世

界的リーダーの地位を保ちたいというわが国の希望

を首尾よく成就するためには，わが国の対外原子力

政策を再検討する必要があると認識しています。こ

れらの目標は互いに矛盾することなく，また互いに

支え合うものと信じています。核兵器の拡散を抑制

するというわが国の公約は，依然として不変です。

わが国は核拡散防止の強力な主唱者であり，必要が

あれば全範囲にわたる保障措置を適用することを強

く支持するものです。この枠の内ではありますが，

アメリカの信頼できる供給者としての地位を再確立

する上で役立つようないくつかの政策変更を行なう

余地があると見ています。

　まず第一に，前述の通り，強力な国内の原子力計

画こそ，二国間あるいは国際的な原子力技術の交換

を実施していくための力を養成する上でぜひ必要な

ことであり，したがって，それは最終目標である核

拡散防止の達成にとっても必須のことです。このこ



とから，わが国は増殖炉とそれを支える燃料サイク

ルの開発を積極的に行なう方向に舞い戻りつつある

のです。われわれはまた，商業再処理へ転換するこ

とも積極的に進めています。わが国が先進的原子力

発電技術開発活動に再進出することは，わが国の技

術開発における国際的権威という立場を強化するこ

とになるでしょう一そういう立場に立つことによっ

て，わが国は保障措置や核兵器拡散防止に関する世

界的決定により多くの影響を与えることができま

す。

　第二に，安全かつ信頼性のある経済的な原子力発

電の開発を目標に原子力技術の研究開発を行なって

いる諸外国とわが国は協力していくことを求めてい

ます。信頼できる核不拡散の信条を有する国々との

問に，良きパートナーーシップを復活させることは，

アメリカにとって優先して達成すべき目標です。

　最後に，わが国の輸出政策をより予測可能で，信

頼できるようにする意図をわれわれは持っていま

す。たとえば，前政権の時の一方的政策変更や，輸

出条件の変更の事例は，アメリカの貿易目標にとっ

て望ましくない結果を生むものでした。このような

政府変更をしょうとする場合には，原子力発電一多

数の人々の日常活動に影響を及ぼす高度な技術開発

一が商業ベースに乗ったのは，わずか数十年の間で

あるという事実を念頭に置いておく必要がありま

す。政策変更がスムーズに，問題なく行なわれると

期待することは，まったく非現実なことでしょう。

わが国の原子力政策を過去30年間にわたって振り

返ってみると，相対的には不変性を有する全体的パ

ターンが浮かび上ってきます。

　レーガン政権の政策は，お互いに容認できる核拡

散防止対策の枠組みの中で，顧客諸国に対してわが

国が実施している燃料サイクルサービスをより強力

なものにする方法について探究しようというもので

す。確実な燃料供給および公正で競争力のある財政

協定は，顧客諸国の正当な期待です。ウラン濃縮の

分野においては，市場強化のカギは遠心分離のよう

な先端技術を十分に開発し，利朋することにあると

信じます。そのため，わが国は，現在使用されてい

るガス拡散プラントよりもずっと効率的かつ経済的

にウランを濃縮することのできる遠心分離プラント

を建設中です。新しい遠心分離法の開発や，それ以

上に進歩した同位体分離は，アメリカの濃縮能力に

さらに優れた効率と経済性をもたらすはずです。

アメリカにおける将来の原子：力発電、見通しに関する

要約

　レーガン政権の政策が遂行されれば，将来，原子

力の拡大利用についての見通しは大幅に改善される

でしょう。経済の回復とそれに伴うエネルギー需要

の増加，および発電所建設のためのリードタイムが

より現実的かつ効率的になること等によって，電力

会社の原子力投資がやがて到来するものと考えるの

は当然です。その他の投資の動機となるものとして

は，その枠組みがちょうどできたばかりの廃棄物処

理に関する新たな国家システムがあります。諸外国

からの新しい原子力発電所や原子力サービスの発注

の可能性が高いことを認識して，輸出政策をより予

測可能かつ確実なものにするという政府の公約は，

アメリカの貿易面の利益と核拡散防止目標をかなり

の程度強化するはずです。そして，積極的かつ協力

的な先進原子力技術の開発は，国内において，また

海外において，アメリカが原子力について長期の公

約を保持していることを具体的に示すことになりま

す。

　賢明かつ時宜を得た原子力開発により，世界中の

民間・原子力共同体は，世界的なエネルギー供給や，

経済の健全な発展や人類の進歩に重要な貢献を果た

す好機を有するζとになったのです。アメリカは，

この世界的な事業のパートナーとなるよう準備して

います。
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中国のエネルギー政策と原峯力開発利用

中国原子力工業四

顧　間

周　　　　　秩

禽　　、鐸～吟・　　　中国原子力発謡所計画管
外噛　　　　譲無1瞬峯理代表団は日本原子力産業

　　　　　　　　　　　ました。ここに謹んで有澤

　　　　　　　　　　　廣田会長および皆様方に感

謝の意を表するとともに年次大会の成功をお祝い申

し上げます。

　中国の社会主義近代化建設は，すでに一つの新し

い段階に入ろうとしています。1981年から今世紀末

までの20年間の経済建設全体の目標は，経済効果が

絶えず向上していくという前提のもとに，全国の農

工業の年間総生産額を4倍にしょうとするものであ

り，すなわち1980年の7100億元から2000年には2

兆8000億元前後まで増加させ，都市，農村人民の物

質文化生活が小康を保てる水準にしょうというもの

です。

　エネルギーは経済発展の重要な要素です。．ヒ記の

偉大な戦略目標を実現し，国民経済を一定の速度で

前進発展させることを保証するためには，必ずエネ

ルギー問題を解決しなければなりません。われわれ

の基本方針は開発と節約を並行して重んじることで

す。すなわち一方でエネルギー開発を強化するとと

もに，他の方面では大いにエネルギーの消費を節約

するということです。

　1980年にわが国が生産した各種のエネルギーは，

標準炭換算で6億3千万トン（TCE）に相当します。

今世紀宋は初歩的な予想では，エネルギー生産量は

だいたい2倍になり，12億（TCE）に達するものと

思われます。これには在来のエネルギー関連工業に

対して技術改良を行なう必要があると同時に，多数

の大型の炭鉱，油田，水力発電所，火力発電所を建

設し，さらに原子力発電所の建設に着手する必要が

あります。これに即応して，さらに交通運輸の技術

改良を行ない，新しい鉄道，港湾の建設を行なう必

要があります。

　2倍になったエネルギーを用いて農工業の総生産

額を4倍にしようするためのキーポイントは，省エ

ネルギーを効果的に達成することです。そのために

は，ぜひ正確な政策を策定し，必要な改革を行ない，

各方面における省エネルギー努力を積極的に発揚さ

せ，エネルギーの潜在力を充分に掘り起こさなけれ

ばなりません。エネルギーの管理を強化し，エネル

ギーの合理的な利用を重視し，技術改良と技術の進

歩に依存し，エネルギーの消費を大幅に減少させ，

それによって比較的少ないエネルギーでさらに多く

の社会的な富を作り出し，4倍にするという要求を

実現させなければなりません。

　原子力は現代における重要なエネルギーです。原

子力がエネルギーの仕組の中で益々重要な地位を占

めてきており，原子力発電量は総発電量の中でます

ます大きな比重を占めています。この歴史の趨勢は，

中国においても例外ではありません。

　中国のエネルギー資源は：豊富ですが，分布が均一

ではりません。石炭資源は多くのものが華北地区に

あり（その60％が華北の山西と内蒙地区に集中して

います），水力資源は多くのものが西部にあります

（その71％が西南，11％が西北に集中しています）。

そして工業と人口が比較的集中している華東，華南

および東北地区はエネルギーが不足しており，たと

えば江南6省および上海市ではわずかに全国石炭保

有埋蔵量の1，6％，開発可能な水力資源の5％しか

持っておらず，原子力発℃開発はさらに切実であり，

さらに必要であります。

　中国は原子力発電を開発するための各種の基本条

件を備えています。現在，すでに発見されている採

掘可能なウランの埋蔵量は1，500万kW分の原子

力発電所を30年間運転させるための必要な量を満

足させることができるということが判明していま

す。原子力工業は20余年の経験を経て，科学研究設

計，設備の製造，建築据付け，運転呂理等の方面に

おいて，すでに一定の基礎を具備しています。原子
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力発電所を建設する前段階の準備作業もすでに長年

行なってまいりました。同時に国際的に比較的成熟

している経験が，われわれの参考となり，手本とな

っています。それ故にわが国において原子力発電を

開発するということは，すでに切実に必要なもので

あり，また現実に可能なものであり，必ず行なわな

ければならないことです。

　中野の原子力発電の開発計画は現在検討作成中で

す。初歩的な考え方として，2000年目至るまでの20

年のうちに，原子力発電所の建設規模は（完成した

ものと建設中のも0）を含めて）1，000万kW前後と

しており，もし条件が有利であり，資金的に可能で

あれば，できるだけ時期を繰り上げるとともに，そ

れ以上の開発規模にしたいと思っています。現在，

すでに確定しているものと確定されようとしている

建設計画には，発電設備容量を30万kWとする漸

江省割干原子力発電所1基90万kWの広東原子力

発電所2基および12万5000kW（熱出力は45万
kW）2基の上海金山石油化学⊥場用の原子力六二

給発電所があります。

　秦山原子力発電所の建設準備作業は，すでに全面

的に展開されています。科学研究項目は約70％完成

しており，設計は詳細設計の段階に入っており，10

数項目の主要な設備の試作が現在，進行中であり，

外国からまず導入および購入する少数の設備と材料

は現在折衝中であり，また建設現場もすでに施工す

る前の準備作業を開始しています。これはわが国が

自ら設計して建設する第一番目の原子力発電所であ

り，晶質の確保，完成後の安全で安定した稼働が要

求されており，7年くらいの期間で完成する予定に

なっています。この原子力発電所の設計建設によっ

て得られる経験と人員の訓練は，今後の開発のため

の基礎を打ち立てるという作用があります。

　広東原子力発電所の建設プロジェクトはすでに確

定しており，香港に近い広東省の境界線内に建設さ

れる予定であり，広東省と香港中華電力公社との共

1司経営になる予定で，発電設備容量90万kW　2基

です。現在，外国のメーカー，商社と建設価格，借

款条件，技術譲渡と共同製作の条件および同町の工

業の参画比率等の問題について検討中であり，技術

と貿易を結合させる方法で，商談を通じ，技術と経

済を対比させて，しかる後良いものを選んで決定す

ることになっています。

　金山原子力熱併給発電所は，主に原子力をもって

石油に代えようというもので，石油の消費を節約す

るために一つの新しい路を切り開いたものです。現

在，わが国の大・中規模化学工業，化学繊維企業は，

石油を燃やし熱を供給するボイラーのために，毎年

大量の重油を燃やしています。もし別な方法で熱源

を提供することができて，しかもこれらの石油を製

品として高度に加工することができれば，さらに大

きな経済効果をあげることができます。一部の企業

はかつて石炭をもって石油に代えることを考えまし

たが，問題が少なくなく，たとえば石炭の供給難が

あったり，輸送難，環境汚染等を解決するのが容易

ではありません。そのため小型の原子力熱併給発電

所を建設し，石油火力発電所と代えることを考え，

各方面の専門家や関係者を組織し，何回も論証を行

なった上で，この案でいけると認めたもので，現在

設計している金山原子力熱併給発電所の発電設備容

：量は12万5000kWが2基（熱出力は45万kW×
2）ということで，認可申請の手続き中であり，国

家が承認次第ただちに建設の準備作業に集中的に力

を注ぐことになっています。

　中国と日本は一衣帯水の友好的な隣国であり，両

国人民の共同の願望は世世代代友好を保つことで

す。平和友好，平等互恵，長期安定の原則にもとづ

いて，中日友好協力関係を絶えず発展させることで

す。中日両国の原子力平和利用分野における協力と

して日本原子力産業会議と中国第こ機械工業省（現

原子力工業省）との間で締結した「原子力平和利用

分野における協力覚書」およびそれに基づいて取り

決めたそれぞれの交流項目については，現在有効的

に実行することができています。日本は，原子力発

電所の建設についてはすでに20余年の歴史があり，

相当豊富な経験を有しており，多くのことがわれわ

れの手本に値します。われわれは中日双方の共同の

努力により，今後この方面の協力がさらに有効に成

果をあげ，さらに幅広い発展が遂げられるよう心か

ら希望します。
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　両角議畏　エネルギーの

「開発と節約を並行して重

んじる」という中国のエネ

ルギー開発についての基本

　　方針を伺うことができて，爆　　　　、
ありが『とうございました。

　エネルギー資源の豊富な

中国においてもエネルギー

不足の地域があり，自国産のウラン資源をもとに，

原子力発電を開発することにより，この問題を解決

するとともに，洒暦2000年までに1，000万kW前

後の原子力発電開発を計画していること，ならびに

当面は自主開発によるもの，海外からの導入による

ものと並行して意欲的に進められていることについ

て感服する次第であり象す。また原子力の熱利用に

ついても研究開発されているとのこ開陳があり，興

味深く拝聴しました。

　周秩さんも，最後に述べられました通り，中国の1

原子力工業省と日本原子力産業会議との間で締結し

た「原子力平和利用分野における協力覚書」に基づ

く日中双方の交流も進展しておりまして，私も原子

力産業界の一員として，今後この協力が一層の成果

をあげますように努力したいと存じます。
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パネル討論

　大島議長　ご承知のよう

に，各国のFBR計画は，今

大きな曲がり角にきていの

ではないかと思う次第で

す。FBR計画それ自体は，

世界的にみて，国によって

それぞれテンポの違いがあ

りますが，ほぼ技術的な段

階が終わり，経済性の実証，経済システムの確立の

段階へ各国とも移りっっあると言えると思います。

その結果，FBRの実証，実用化あるいは実用化に向

けてのステップについて，私たちは，かなり具体的

に考えられるところまできているのではないかと考

えます。

　ところが一方では，FBR開発をめぐる情勢が大

変大きな変化をきたしていると言えます。まず第一

に，世界的な景気の後退などを背景にして，各国の

原子力発電計画が以前の予想をかなり下回って進ん

でいるということがあります。このためウランの需

給が逼迫すると思われる時期が，かなり大幅に遠の

いておりますし，またウラン価格も，1970年代初め

の最高の頃に比べて，現在は約半分になっています。

　一方，軽水炉に関しても技術が定着してきました

し，稼働率も大変向上しています。そのため，軽水

炉の経済性は非常に高まっていますし，また軽水炉

が経済的に電力を供給する時期は，かなり長い先ま

で続くとみられています。その意味で，FBR開発の

緊急性は，当初その計画が開始された時に予想され

た時期よりも，かなり先に延びているのではないか

と百えます。

　さらに，もう一つの問題は，各国のFBR計画がそ

ろそろ実証炉の段階に近づいてくるにつれて，かな

りその開発資金および計画に要する時間が当初予測

したよりも大きくなり，また長くなっていることで

、、

す。すなわち，現在，各国の財政が苦しくなってき

ている時に，FBR実用化計画が予想よりも相当に

困難であることが次第に分かってきました。

　そのような情勢の中で，一方，FBRそれ自体は，

今さら言うまでもなく，増殖炉という意味で技術的

には天然ウランをほぼ完全に燃焼させることができ

るので，現在の熱中性子炉，軽水炉などに対してウ

ランの利用率が数十倍に高まるわけですし，いわば

われわれにとって核分裂炉としては究極的な炉であ

るという意味でその重要性は，いささかも変わって

いないわけです。そのような諸情勢を考えると，今

後，現在の情勢の下でFBR開発を成功させる，ある

いは着実に推進するためには，今までの計画を・再点

検または再構築する必要があるのではないかと考え

ます。これについては，各国において，いろいろ議

論されているところです。

　本セッションのパネリストは，それぞれFBR計

画を推進している国の最高の専門家でもあります

し，また直接に開発計画の中心にあって重要な役割

を果たしておられます。このような方々が．一堂に会

して，各国のFBR開発の問題点，今後の開発戦略，

時に国際協力のあり方について討論していただくわ

けですが，世界の最高の専門家が集まったという意

味でも，また各国で問題がそれぞれ議論されている

という意味でも，．これは今後のわが国のFBR開発

計画に対してのみならず，、世界のFBR計画の将来

に対して，大変重要な貢献をするのではないかと思

う次第です。

　パネルの進め方としては，まず最初にマーシャル

さんから，世界の現状と問題点について，全般的な

お話をしていただきます。その後，他のパネリスト

から各困の現状と問題点さらに国際協力のあり方に

ついて発言していただいて，討論に移りたいと存じ

ます。
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　マーシャル卿　本セッシ

ョンでは，われわれはFBR

による電力生産の見通しに

ついて議論しようとしてい

ます。多くの人は，この炉

が21世紀における最も効

果的なエネルギー源として

約束されたものではある

が，商用化に関する当面の見通しとなると控え目で

あることをほとんど認識しております。したがって，

われわれはFBR商用化の促進を図り，必要となっ

た時に，技術が発展可能な状態で，かつ商取引の形

態で，確実に入手し得るようにするためには，いか

なる政策を採用すべきかを考える必要があります。

　われわれは，過去において学んだことを確認する

ことにより，将来の問題を検討することができます。

したがって，高速炉の歴史を振り賜えるために少し

時間をいただきたいと思います。この歴史は，多く

のいろいろな国々から貢献のあった国際的な物語で

す。しかし，私はもちろん，自分の国のFBR計画の

歴史にはずっと詳しいわけで，もしイギリスの立場

から歴史を眺めるようなことがあったら，許してい

ただきたいと思います。

　多くの年月を振り返ってみると，FBRについて

最初の記述が残されたのは1946年7月2日で，場所

はハーウェルであったことが分りました。歴史的意

義があるので，その日ハーウェル研究所で開かれた

動力委員会（Power　Committee）の議事録からの抜

粋を読ませていただきます。

　「動力用に設計された原子炉では，各原子炉が自

立するためには，びがどんな小さな値でもよいから

正であることが重要である。そのような原子炉の場

合，トリウム（あるいはウラン238）を燃料，核分裂

物質を触媒と見なしてもよいかもしれない。時々必

要とされるもう一つの型の原子炉は，いわゆるFBR

で，その目的は核分裂物質を利用し得るまで増加さ

せることにある。そのような原子炉では，δは0よ

りかなり大きいことが必要なことは明らかである。

そうでなければ全体の運転は高価なものになってし

まう。」

　アメリカにおいては，もっと早い時期からFBR

に対する書及があったことは確かですし，フランス

においても1946年にそのアイデアに対する言及が

多分あったと思います。したがって，われわれは国

際的かつ約37年の歴史を持つ問題を取り扱ってい
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ることになります。

　比較的初期の頃は，多くの国々の科学者は，FBR

は中性子の減速材を必要としないし，経済的には核

分裂性物質を集中させた燃料の：方が好ましいので，

液体ナトリウム冷却の必要な高出力密度を持った

FBRを目指すのが最も良い，と決めていました。代

りの冷却材，すなわちヘリウム，炭酸ガス，蒸気そ

して軽水さえも検討されました。しかし世界中の努

力は，圧倒的にナトリウム冷却FBRに集中されま

した。

　この考えは，当然，劣化ウラン238から成るブラ

ンケットにより囲まれた，プルトニウム燃料炉心を

有した小型炉心の概念へと進展しました。金属燃料

を使用することについての最初の考えは，酸化物燃

料を使用することに変わりました。

　私は本日，FBRの技術について，詳しく論ずる考

えはありません。私は皆さんに，技術についての考

えが，どんな国においても合意や同意によって推進

されてきたことを示しただけの，ごく短い説明をし

ました。まったくのところ，今日専門家の見解が分

かれる技術上のポイントは，ループ型とプール型の

設計のどちらが最終的には良いのだろうか，という

ところだけです。そのため，実際には，：専門家の間

に技術の点に関する不一致は，まったくありません。

また，ある科学者はFBRの経済性について，極めて

楽観的に論じ，他の科学蕎は大変悲観的に論じます

が，われわれは皆，FBRが来世紀の初めのある時期

には相当量：必要になるということについては同意見

なので，この人たちにしても，実際はそれほど異な

った意見を持っているわけではありません。

　しかしながら，技術および経済性に関する科学者

間のこの一致にもかかわらず，FBRの展望につい

ては，国によって異なっているようにみえます。多

分，制度一ヒの問題か，政策上の問題か，あるいは歴

史のいたずらに由来するのかもしれません。私は，

私が今日理解していることに従い，われわれがある

種の国際協力を必要としているという結論を導くこ

とにします。それも，商業上の利益，エネルギーの

自立，あるいは国家の威信といったような点からで

はなく，ただ単に，極めて重要な技術の順調な発展

に対して邪魔になっている制度上，その他の障害を

打破するためには，相互に助け合う必要があるとい

う点から，導くことにします。

　最初から始めましょう。

　世界的にみて，原子力の初期の開拓者，ジョン・



コッククロフト卿およびイギリスのチームが簡単な

方法でFBRの必要1生を分析しました。彼らは，ウ

ランはウラン235とウラン238の二つの同位元素の

混合物から成り，いかなる熱中性子炉も二つの同位

元素を含んだ燃料で運転しなければならないことを

指摘しました。ウラン235は核分裂生成物を発生し，

ウラン238は中性子を吸収してプルトニウムになり

ます。それ．故，彼らは，単純，率直な厳しい態度で，

「原子力による電力生産は自動的に，廃棄物である

放射性核分裂生成物とプルトニウムの生産を意味し

ている」と述べました。プルトニウムがFBRに利用

されるならば，プルトニウムは価値ある副産物にな

りますし，そうでなければ廃棄物であると定義され

ました。ジョン・コッククロフト卿は，プルトニウ

ムを廃棄物とすることは受け入れ難い，「したがって

FBR燃料として利用する研究を開始することが重

要である」と述べました。

　このことから，初期の頃でさえも，科学者は，FBR

を用いることが原子力を持つことの当然の帰結であ

ることを認識していたことが分かります。そして，

われわれは，熱中性子炉でプルトニウムを燃やす利

点の可能性をもちろん認識していますが，基本的か

つ単純なこの議論は正しいと思います。

　しかしながら，初期の開拓者の考えに戻ると，彼

らは，ウランは稀少価値のある鉱物であると考えて

いました。それ故，熱中性子炉は世界中のウラン235

資源を急速に燃焼させてしまうだろうと推測しまし

た。したがって，彼らは，プルトニウムを燃焼させ，

それ以上のプルトニウムを生産するFBRを志向す

ることの緊急性を認識していました。実際，彼らは

熱中性子炉を，FBRが電力生産において支配的と

なる前のほんの数十年聞しか続かない単なる序幕で

あると考えました。こう考えられたので，最初の頃

はFBRの増殖特性が強調されました。当時の考え

方によれば，電力産業を拡張するためには，FBRで

大量のプルトニウムを生産することが必要でした。

　後で考えると，この考え方は正しくないことが分

かりました。ウランは，初期の人たちが考えていた

程，稀少なものではありません。われわれは，もっ

とずっと長い間，熱中性子炉を利用することができ

ます。さらに，FBR技術のある面は，われわれが考

えていたよりも難しいことが分かりましたし，こ「 ﾌ
ため経済的な立場からFBRを導入するという見通

しは後退しました。しかしながら，FBRの真の必要

性は以前と同様，今日でも変わりありません。現在

の見積もりによれば，約107tと見積もられる世界

のウラン資源は，熱中性子炉で4×1021ジュールの

熱を発生する能力を持っています。FBRは，この熱

量を，石炭，石油，天然ガスなどの化石資源すべて

を合わせたものよりも多い，2×1023ジューールに増

加させます。それ故，FBRは2！世紀の主要エネル

ギー源であるべきだということは，依然としてその

通りです。では，何がFBRの進歩をはばんできたの

でしょうか？

　アメリカでは，この問題は，まったく制度的，政

治的であり，かつアメリカの豊富なウラン資源によ

っても影響されているように思われます6アメリカ

は，いかなる国々のFBRに関するR＆D計画より

も大きい計画を持っていますが，クリンチリバー計

画の承認が中途半端なため，R＆D作業の焦点が定

まっていません。医学用語を用いるならば，「それは

生命維持装置の上に」あります。その状態は，FBR

のために働くアメリカの科学者の自信を助けること

にもなっていませんし，アメリカに続く他の国々の

政府にとっても良い手本になっていません。アメリ

カにおいては，軽水炉の初期の成功が，アメリカの

同胞をして核燃料サイクルのバックエンドを無視さ

せ，そのため，現在，FBRの核燃料サイクルの展望

が解決の困難な制度上の諸問題およびパブリックア

クセプタンスの問題に直面している，と私には思わ

れます。

　熱中性子炉リサイクルにプルトニウムを用いると

いう初期のアメリカの計画がありましたが，フォ…

ド大統領やカーター大統領の拒否により，アメリカ

の商用炉にプルトニウムを使用する良いきっかけに

はなりませんでした。この技術を推進するという問

題は，ワシントンにおける一連の再編成によって複

雑になりましたαわれわれは，原子力委員会（AEC）

がエネルギー研究開発庁（ERDA）に，そしてエネ

ルギー省（DOE）に変遷したことを見てきました。

そして現在，多分他の何かに変わるでしょう（ある

いはそうでないかもしれませんが）。このことが将来

に対する注意深い考察を一層困難にしていることは

間違いありません。

　これらのことに，TMI事．故およびアメリカの規

制プロセスの性格によって生じた公衆との関係を合

わせて考えると，われわれは，なぜアメリカでは

FBRの進歩が遅いのかを理解できると思います。こ

の問題は，他の国の多くの人々にとっても大きな関

心事です。アメリカが，これらの問題をすり抜ける
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道を見出して，できるだけ成功して欲しいと，アメ

リカの同胞に望みます。

　フランスの立場は，これとほとんど正反対です。

彼らは早いうちから，FBRに確固とした肩入れを

してきました。われわれは，スーパーフェニックス

炉の早期運転を期待しています。そしてわれわれは

皆，FBRプラント増設に関するフランスの発表を，

ある程度予期しながら，待っているところです。フ

ランスの計画に対して私が抱いている賞賛の念をい

くら強調しても足りませんが，いずれにしても，フ

ランスは充分に成功しました。彼らは，少なくとも

国際的な関係から，FBRが実際に必要とされる時

期よりも若干早めに，優れた技術開発に成功したの

です。

　西ドイツの立場は，長い間，カルカール炉の将来

に係わる政治的な議論により，混乱していました。

しかし，これらの問題は現在，解決済みのようにみ

えます。われわれは，のちほど，西ドイツの進歩に

ついて話を聴けるものと期待しています。イタリア

は，フランスに建設中のスーパーフェニックス炉で

活発な役割を演じつつあります。そして将来，多分，

次の西ドイツの炉においても，同様の活躍をするで

しょう。イタリアが将来のいつの日にか，自らの

FBRを建設することには疑問の余地はありません。

　日本においては，熱出力7万5千kWの現在運転

中の実験炉「常陽」を用いて；FBR開発に関する活

発な動きが増大しつつあります。30万kWの原型炉

「もんじゅ」の計画が大きく進展しています。

　インド，ソ連および他の国々も皆，前向きのFBR

計画を持っていますが，本日はこれらについて話を

する時問はありません。

　さて，イギリスの立場について，いくつか話をさ

せて下さい。

　イギリスは，初期の頃から，積極的に原子力に参

画していました。そして他の国々が研究段階として

のみ原子力を捉えていた時代に，ガス冷却マグノッ

クス炉を導入しました。イギリス国内にも豊富な石

炭が存在していますが，大変高価につくため，この

ようにしました。イギリスは，石油もガスも持って

いませんでした。地質学者が自信を持ってそう語っ

ていたので，われわれは，沖合あるいは陸上の石油

またはガスを北海地方で大量に発見することは期待

薄であることを知っていました。しかしながら，当

時の地質学者は間違っていました。そして現在，北

海の沖合には大量の天然ガスや石油があることが判
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明しています。そのため，イギリスは思いもかけず，

化石燃料資源に富んだ国になりました。

　このことは，全体として国に対する大きな恵みで

あることは間違いないのですが，原子力については，

われわれが数十年前に考えていた程の緊急さでは必

要としていないことを意味しています。それにもか

かわらず，歴代のイギリス政府は，原子力に対して

確固たる参画をしてきました。現政府は，わが国の

伝統であったガス冷却熱中性子炉と並行して，

PWRの建設計画に乗り出しました。

　イギリス政府はまた，FBR政策に注意深い考慮

を払ってきました。この講演の前の方で私は，原子

力に関するすべての計画は最終的にはFBRに到達

しなければならないと説明しました。そしてイギリ

ス政府は，それがイギリスの見解であると明確に断

菩しました。

　しかしイギリス政府は，現時点ではFBRを急、を

要する事柄とは見なしていません。われわれの事情

では，それは理にかなった結論だと思います。それ

故，イギリス政府は，イギリスにおけるFBRの研

究，開発および実証に関する計画を継続する必要性

に対して，はっきりコミットしました。そして，こ

の技術を国際協力の好例として見ていると宣言しま

した。われわれは，来世紀の最初の方で，商用FBR

計画に乗り出すのに重要と思われる経験を得るため

に，近い将来，イギリスに大型実証炉を建設する必

要があると考えていますが，この計画のタイミング

については神経質に考えています。

　各国の立場に関する私の簡単な説明で，国際．協力

の大切さについては自ずと明らかです。私は，本日，

他の講演者による，FBRをどのように見ているか，

および国際協力の展望にどのような見解を持ってい

るかについて，他のパネリストの論評を期待してい

ます。

　この問題について，国際協力をすべきであるとい

う幅広いコンセンサスがあると仮定すると，何が協

力の対象となる部分を形成する要素でしょうか？私

の個人的意見は次の通りです。

　FBRの安全性は，燃料の並べ換えが即発臨界反応

につながるので，熱中性子炉のそれと定量的に異な

っているとのコメントから始めなければなりませ

ん。FBRにおけるべ一テ・タイト事故の見通しは，

FBRの安全性に関する多くの初期の研究の注意を

喚起しましたが，最近のドーンレイにおけるFBR

原型炉，フランスのフェニックス炉，アメリカの



FFTFでの実験などにより，われわれの多くは，

FBRの安全性について大きな自信を得ています。多

くの研究が行なわれる必要があり，多くの議論が安

全性および許認可の権威についてなされなければな

りません。しかし私見では，FBRの安全性に関する

議論は大変着実であると思います。この技術につい

て安全目標および安全基準に関する国際協定を結ぶ

ことは，大きな利益をもたらすでしょう。そしてこ

のことは，加盟国すべての研究所および許認可機関

の問の緊密な協力を必要とするでしょう。

　すべてのナトリウ．ム冷却FBRでは，蒸気を発生

させるためにナトリウムから水に熱を伝えることが

重要です。このナトリウム…水・蒸気発生器は，私

見では，将来の研究によって開発されるべき最も重

要な機器です。多くの専門家の問で，この機器の最

適設計について，多くの異論があります。われわれ

は，可能な限り最良の選択が行なわれるように，本

問題についてのすべてのアイデアを鼓舞する必要が

あります。この大変重要な技術的ポイントが決定さ

れるまで，いかなる国々も商用FBRを大規模に使

用する確固とした計画を策定することはでぎませ
ん。

　FBRは本来，それを支える核燃料サイクルに非常

に大きく依存しています。人々が熱中性子炉の技術

になじんでいるため，時々忘れられるこの点の重要

性は，私がいくら強調しても，強調し過ぎることは

ないでしょう。熱中性子炉の場合，原子炉の運転と

核燃料サイクルの間の関係は，ずっと小さいのです。

FBRの核燃料サイクルには，いくつかの非常に重要

なステップがあります。

　最初のステップはプルトニウム燃料の組み立てで

す。次のステップは，ウラン238を含むブランケッ

ト燃料の組み立てです。原子炉の運転後，燃料は原

子炉から取り出され，約1年間冷却されて，その後

核分裂生成物，残存ウラン，燃えていないプルトニ

ウムを分離するために再処理しなければなりませ

ん。ウランやプルトニウムは，新しい劣化ウランと

一緒に組み立て工場に戻されます。

　FBRの核燃料サイクルが効率的に，緯済的に，か

つ信頼1生を持って運転されることは，極めて重要で

す。そうでなければFBRを放棄せざるを忌ません。

あるいは金のかかる運転をしなくてはなりません。

高照射されたFBR燃料の再処理および新装荷燃料

としてプルトニウムを組み立てることは，ドーンレ

イとフランスで成功裡に実施されました。しかし，

われわれが自信を持って前進する前に，経済的に成

り立つ十分な大きさの商用炉は，既存の原型炉と同

じ効率および信頼性を持っていることを確認する必

要があります。

　FBRとFBR用燃料プラントの比率がどの位で
あるべきかは，私にははっきり分かりません。それ

は将来の経験によって決められるものです。しかし，

現在，最も良い比率は，5基の原子炉に対して1基

の核燃料サイクルプラントであると推定していま

す。これは，ただちに一つの問題を提起します。核

燃料サイクルプラントは非常に高価なため，経済的

に成り立つFBRを1基だけ所有するということは

できません。経済的運転の前提として，約5基の原

子炉を持つ必要があります。ここに国際協力への挑

戦があるのです。

　来世紀にFBRの使用を計画しているすべての国

は，大型実証炉を建設する必要があります。この過

程の最初のステップとして，核燃料サイクルのサイ

トに資源を一括貯蔵しなければならないことは常識

です。たとえば，われわれは，ある一国に一一つの核

燃料サイクルプラントを建設することによって，五

つの国に建設される合計5基の原子炉を所有するこ

とができるのです。これは最も経済的なアプローチ

ですが，可能な限り独立を保ちたいという多くの

国々の国家的プライドや希望が，そのような緊密な

形態での国際協力の確立を不可能にするかもしれま

せん。私の意見では，FBR用核燃料サイクルに対す

るこの共同のアプローチは，将来のFBR開発にと

って，最も関心を呼ぶ，挑戦的な制度上の制限を加

えることになるでしょう。この重大な問題に立ち向

かうための常識ある路線が発見できるように，われ

われ全員で期待しようではありませんか。

　もう一つの最も重要な制度上の問題があると私は

思います。すなわち，いろいろな国の，FBRを運転

する電力会社相互間での資本投資という問題です。

たとえば，理想を言えば，イギリスの電力会社はフ

ランス，アメリカ，日本などのFBRシステムに投資

し，これらの国々の三三会社はイギリスのFBRシ

ステムに投資すべきです。この形態の参画および参

加がR＆D計画の合理化，機器開発，核燃料サイクル

に対する安全規則と経済1生の調和に関する最も有効

なやり方であると思います。もちろん，この種の相

互投資は，政府の同意と認可を必要とします。原則

として，われわれは，この考え方を真剣に掘り下げ

るべきです。私は，当然のことながらフランスのス
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一パーフェニックス炉計画が，主として西ドイツお

よびイタリアなど数ヵ国の投資を得ているので，こ

の考え方のすばらしい例であることを認めるのにや

ぶさかではあり附せん。われわれは皆，この経験か

ら学ぶべきです。

　私はFBRの核燃料サイクルの重要性について，

すでに述べましたが，特に強調したい項目がありま

す。単位発生電力当たりの核燃料サイクルのコスト

は，核燃料の高燃焼度が達成されれば，大きく減少

させることが可能であるということです。したがっ

て，FBR燃料を改良するための強力なR＆D計画

が必要です。ドーンレイ炉では，現在，核燃料のあ

るものは破損の徴候もなく，10％燃焼度に近づきつ

つあります。それ故，15％，もしくはそれ以上の燃

焼度を達成する燃料の製造と実証を行なうという目

標を設定することを提案します。

　数年前，多くの人々は，高速中性子による照射損

傷の問題が厳しく，FBR燃料の燃焼度は非常に制

限されると考えていました。今日，私が依然として

高いこの燃焼度を目標とすべしと述べることができ

るのは，ただ単に，この問題について過去10年程に

わたって行なわれた材料研究に対する賛嘆の気持ち

があるからです。

　最後に，将来の国際協力に関する政府の役割を考

えてみたいと思います。もちろん，各国政府は，実

施が決定されている事柄について全体的な承認を与

える必要はありますが，それに加えてプルトニウ

ム・サイクルを処理するのに用いられる核不拡散政

策に関する協定締結に対して，特別な貴任を負わね

ばなりません。本件に関する大変重要な論議のいく

つかは，数年前にカーター大統領の提唱したINF－

CEの議論の中にありました。そして，この議論の中

で，IAEAの重要性が強調されました。この問題に

ついて，各国が協力し合うことは大変重要であると

私は考えています。

　以上は将来のFBRについての国際協力で，議論

の必要な項瞬です。非常に簡単ではありますが，私

が話すことができたこの問題は，大変重要です。他

の人達が別の見解を持っていることは，疑いのない

ところです。それらの人達のご意見を伺いたいと思

います。われわれは可能な限り，すべての良いアイ

デアを必要としています。

　締め括りに当たり，もう一つの思想的なコメント

をさせてもらいます。過去において，二つの成功し

た国際協力がありました。一つは純粋な研究，すな
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わち商用開発の考えに拘束されることなく意見の交

換や共同研究が行なえるような，商用開発から程遠

い研究に関するものです。この例として，高エネル

ギー物理学，天体物理学および核融合研究などを挙

げることができます。また，研究成果の適用が直接

的かつ短期的な場合には，たとえば数年前の，各国

に対するアメリカからのライセンス供与のような場

合には，純粋に商業的な国際協力を樹立することが

容易です。

　しかしながら，私の知る限りでは，この二つの極

端な場合の中間的位置にあった問題について，緊密

な国際協力関係を作ることには成功していません。

それにもかかわらず，われわれがFBRについて行

なう必要があるのは，この協力関係です。技術は基

礎研究のレベルでもないし，商用化ライセンスの状

態にあるものでもありません。この重要な問題に近

づく道は，それ故，われわれ全員にとっての挑戦目

標です。

　私は，日本がこの包括的問題について重要な役割

りを果たすべきだと全面的に確信しています。

　カラー　現在の天然ウラ

ン利用度および価格を考慮

した場合，われわれは，慎

重に考慮しながらFBRを
開発する時間的余裕を与え

られているといえます。し

かし，世界中の原子力発電

所で製造されているプルト

ニウムを使用するFBRに関係した産業を最終的に

確立することの必要性は，減じておりません。

　アメリカは1950年以来，FBRを追求してきまし

たし，今後も追求し続けるでしょう。われわれのア

プローチは，信頼性の高い機器を開発すること，

CRBR，　FFTFおよび高速中性子増殖実験炉（EBR

暖1）を用いて，アメリカ国内で経験を積むこと，お

よび2000年までに競争力のあるFBRにつながる
大型原型実．証炉を開発することです。

　以下に，アメリカのFBR計画の主要な要素とそ

の状況を述べます。

　皆さんは，CRBRの設計概念，並びに，それが

DOE，コモンウェルスエジソン社，テネシー渓谷開

発公社（TVA）および約700の電力会社を代表して

いるプロジェクト管理会社の共同事業であるという

事実を，よく御存知です。

　プラント設計は，90％完了しています。それを支



回するR＆D計画は97％完了しています。搬入済み

および発注済みの機器の総額は，約7億5千万ドル

です。現在までのプロジェクトの支出は，1億4千

万ドルで，見積り総額は3億6千万ドルです。完成

すると，このプラントは，テネシー州オークリッジ

の敷地，1，364エーカーのうち，100エーカーを占め

ることになります。運転会社には，TVAがなる予定

です。ウエスチングハウス（WH）社が原子炉主契約

者，バーンズアンドロー（B＆R）社がアーキテクト

エンジニア，ストーンアンドウェブスター（S＆W）

社が建設に関する総括契約者です。

　1月31日，議会に提出された大統領の1984年度

の予算要求には，CRBR用として2億7，000万ドル

が含まれています。長期にわたる資金を確保するた

めの電力会社，政府聞の協定を作るための努力は，

現在，継続中です。

　原子力規制委員会（NRC）は，1982年6月にサイ

ト適合性報告書の改訂版を公表しました。環境報告

書についての最終補足は，1982年11月に発表され

ましたし，環境ヒアリングも終わりました。

　アメリカ議会は，1983会計年度（10月1日に終わ

る）予算として，1億9，200万ドルの資金レベルを

承認しました。なお，この資金は，主要機器の新規

発注，あるいは安全関係の恒久構造物の建設には使

用できません。この制限は，予定されている調達活

動およびサイト準備作業に重大な影響を与えるもの

とはなりませんでした。

　FBR開発に長い間携わっていた人たちによって

認められていたように，FBRを商用炉として採用

するためには，核燃料サイクルの完成と同じ経済体

系の中で，FBRと軽水炉が連結されることが必要

です。

　アメリカはいくつかの重要な分野で，緩やかでは

あるが，大きな進歩を遂げています。多分，ごく最

近の主要な進展は，第96議会の終了まちかに通過し

た廃棄物政策法です。その法律は，多くの重要な条

項を含んでおり，主な点は，シェルビー・ブリュー

ワー博士により，この大会に提出された論文中で紹

介されました。この法律には，いくつかの除外項目

があることが，よく知られています。再処理という

言葉やFBR遂行のために必要な項目は，どこにも

．述べられていません。

　しかし，燃料資源の保存を奨励し，最終的には軽

水炉燃料の再処理を奨励するいくつかの条項があり

ます。同様に，ワシントン州のハンフォードの敷地

内に，FFTFとの関連で建設されている施設を用い

た開発を奨励している条項があります。

　重要な施設は燃料・材料試験施設（FMEF）で，

FFTFのすぐそばに位置し，建設完成はまちかで

す。FMEFは，　FFTFやアメリカのFBR計画の他
の炉を直接支援しながら，核燃料サイクルに関する

活動を行ないます。最も重要な活動は二つあります。

安全自動組立（SAF）計画およびFBR再処理工学試

験（BRET）計画です。

　SAF計画は6，000kg／年（U＋Pu）の製造能力を

有した，混合『酸化物燃料用の，十分に自動・遠隔化

された組み立てラインです。SAFラインは，1986年

に運転を開始する予定です。BRET計画は，100kg／

日のFBR燃料用再処理能力を有し，新型再処理機

器およびプロセス技術開発のパイロットプラントと

して使用されます。BRET計画は，ハンフォード技

術開発研究所（HEDL）やオークリッジ国立研究所

（ORNL）も参加する共同計画です。研究は保守可

能な遠隔プロセス機器，使用済みペレットを被覆管

や集合体から除くのに用いられるヘッドエンド機

器，オフガスの放出コントロールおよびその他一般

的な問題に関する解決策を得るための技術も対象に

しています。

　同一場所に設置されたFFTF／FMEF施設の中

で，FBRの核燃料サイクルを完結させることは，液

体金属冷却増殖炉（LMFBR）技術の重要な部分の実

証になるでしょう。

　1983会計年度のDOEのFBR総予算は5億
5，000万ドルで，1984会計年度には6億300万ドル

が要求されています。これらの予算のうち，1億

9，200万ドルと2億7，000万ドルはCRBR用に，残

りの3億5，800万ドルと3億3，300万ドルは他の計

画に用いられます。

　燃料サイクルと廃棄物管理研究の費用は，別途，

確保されています。この計画は，新しい構想の設定，

その設計固有の重要な技術的問題の認識と解決，性

能予測のための計算機コードの作成，予測された挙

動を立証するためのR＆Dの実施および機器の試験

などを通じて，実行されます。

　主な作業の例は次の通りです。

　⑭　大型ヘリカルコイル型蒸気発生器の設計に基

　　づいた7万kW（熱出力）モデル蒸気発生器の

　　組み立て，完成。最終的にはETECで試験され

　　る予定。
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　⑱　プール型原子炉構想の設計

　FFTFやEBR－IIで実施された計画は，照射試
験，特別な実験およびこれらの原子炉や関連設備を

運転して得られた運転経験などにより，基本プログ

ラムの重要な部分を構成しています。FFTFは，最

初の運転サイクルと最初の燃料再装荷を完了し，現

在は設置済みの多くの実験装置を用いて，第2期運

転期間に入っています。FFTFでの原型機器のテス

トを通じ，炉心機器技術の開発が広い範囲にわたっ

て加速されています。

　⑳　FFTF炉心機器についての重大な破損は，現

　　在までのところ，発生していません。燃料ピン

　　からのガス漏れば1回あり，破損燃料の検出や

　　その個所を決定するFFTFガスタグ系（EBR－

　　IIで開発された）の高感度性を示すために具な

　　われた，実験用燃料集合体を用いた初期実験段

　　階で，そのガス漏れが検出されました。

　㊥　標準的なFFTFドライバー燃料は，本年度後

　　半のサイクルIIIの終わりに，80，000MWD／

　　MTM（ピ…ク時）の目標燃焼度レベルに達す

　　る予定です。現在，炉心に装荷されている一連

　　の第2世代プロトタイプ燃料集合体は，来年の

　　終わりまでには125，000～135，000MWD／

　　MTM（ピーク時）の目標燃焼度に達する予定

　　です。

　1964年以来，EBR－IIは，アメリカのFBRのパイ

ロットプラントであっただけでなく，燃料および材

料の定常照射に使用されてきました。FFTFは現

在，この仕事の大部分を引き継ぎ，EBR…IIをいわゆ

る運転の信頼性試験用に解放しました。このプログ

ラムは二つの幅広い区分を持っています。つまり，

（！）運転，停止の際の燃料性能試験，（2）過渡運転試験。

田本の動力炉・核燃料開発事業団とDOEは，この分

野で協力し，費用を分担する契約を結んでいます。

この作業は，1982年に始まり，ユ986年あるいは1987

年まで継続される予定です。

　㈱　この計画の重要な部分は「クラッド破損運転

　　実験」でしょう。

　⑳　他の実験は，運転中の過渡状態を模擬し，長

　　期間の燃焼を目標にした商用FBRの燃料寿命

　　中で期待されている燃料サイクルの影響を決定

　　します。

　⑳EBR－IIの敷地にあるゼロ出力原子炉
　　（ZPPR）施設は，　CRBRや大型FBRプラント

　　用として計画されている非均質型炉のゼロ出力
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　　実験研究に使用されています。ZPPRは14フ

　　ィートの台を持ち，大型FBR炉心の研究のた

　　めに，よく使用されます。

　アメリカ政府と民間企業は，制度上および財政上

の協定を確立し，大型FBRプラントの設計，建設お

よび運転を推進するための計画を発展させるために

協力しています。究極的には，他の圏々の参加も期

待されています。

　大型FBR原型炉（LSPB）開発に協力するための

DOEおよび電力研究所（EPRI）問の協定が昨年調印

されました。COMOと呼ばれている統括管理事務

所は，LSPBお．よび，その燃料サイクルを開発する

ための多くの目標に向かって，DOE，アメリカの電

力会社／EPRI，原子炉製造会社およびアーーキテク

トエンジニアリング会社の努力を結集するために設

立されました。

　COMOは二つの主要な機能を果たすことになっ

ています。つまり①LSPB計画活動の技術の集積，

②本計画に基づいて国際協力を成立させるための努

力。EPRIは，アメリカの電力会社をリードし，こ

のCOMOをシカゴ近郊のイリノイ州ネンパービル

に設置しました。

　この計画は，CRBR中規模プラントに続く次の段

階の炉として，以前，DOEによって実施された大型

ループ型炉の研究を基礎にしています。この大型プ

ラントは，総：電力コストを減らすために，設計され

ることになっています。特に建設が容易な，なるべ

く複雑でない設計概念を発展させるために，注意が

向けられています。

　㊥　現在，本計画の一部として，プール型原子炉

　　の研究が開始されてい象す。

　⑬　安全問題は早い時期に取り組む予定です。

　　NRCは，許．認可を確実なものにするために必

　　要な範囲で，これらの設計に協力します。

　⑳　燃料サイクルの開発はDOEの責任であり，

　　原子炉の設計および開発計画と調整を取りなが

　　ら，行なわれるでしょう。したがってまた，原

　　子炉主要機器およびそれに関する試験について

　　資金調達が行なわれ，DOEによって資金手当

　　てをされた継続中の基本プログラムとの調整が

　　図られます。

　DOEは，プラント設計について，契約相手である

LSPB契約各社の技術指導および監督に関する責任

を，COMOに移管しました。　COMOの役目の…つ

は，最終ユーザー（電力会社）の要求を把握して，



それをLSPBの技術開発の中にとり入れることで

す。この方向に向かっての主要段階として，COMO

に対して，要求事項や政策の方向を含む指針を与え

るために，LMFBR電力運営委員会が結成されまし

た。

　この委員会は，LMFBRに長い間，関心を抱いて

いるアメリカの電力各社の首脳部から構成されてい

ます。これらの竃力会社から派遣された技術者は，

COMOの実働スタッフの主要なメンバーの一部と

なるでしょう。

　現在，考えられている計画は三つの段階に区分さ

れます。

　1。総合フェーズ

　　　この段階では，アメリカのみならず，他の国々

　　にとっても適しているLMFBR実証炉に関し，

　　一般的な基礎となると考えられる原子炉の概念

　　設計を行ないます。このフェーズは，1985また

　　は1986年まで継続されます。

　2。詳細設計フェーズ

　　　商用規模のFBR建設についての設計を，十

　　分に完成させます。1988年までに完了の予定で

　　す。

　3。建設決定および商用規模原型炉の建設

　　　1988年～1990年に開始されます己

　いろいろな国々がFBRプラントを完成するため

に抱いている似たような目標をみると，R＆Dおよ

び実証炉の重複を減らすための，正式な協力協定を

締結することが有益であるように思えます。真に安

全かつ経済的なプラントを開発するのに必要な資

金，人材および高価な施設は莫大なものになります。

作業を分担し，成果を分かち合うように，それぞれ

の国の既存の施設や有能な人びとを活用し，協力計

画を組織化することが可能です。

　アメリカは，最初に説明した民間一政府間の国内

共同計画に基づいて，大型FBRの開発および実証

のために，他の国々との協力協定を前向きに検討し

てきました。

　われわれは，イギリスとの協議に前進をみました

し，イギリスおよびE体との協力についても話し合

いを継続しています。そして，フランスや共同会社

ヨーロッパ高速炉推進協議会（SERENA）とも，同

時に協力関係をさぐる討議を行なっています。L

MFBRの実証とその燃料サイクルに関して，相互に

受け入れることのできる協力計画を確立すること

は，アメリカの産業界の意志でもありますし，アメ

リカ政府の政策でもあります。

　堀　わが国の如く天然資

源に乏しく，狭隆な国土に

過密な人口を擁している国

は，輸入したエネルギーを

極力有効に活用し，工業力

を主体として経済的発展を

図っていかねばなりませ

ん。この意味から，わが国

におけるエネルギーの重要性は他国に比して特に大

きいと言えます。

　このような事情から，わが国電気事業としても原

子力開発を最優先課題として推進しており，1982年

12月時点で軽水炉発電能力は約1，700万kWに達

しています。今後の開発はややスローダウンの傾向

にあるとはいえ，その重要度はいささかも変わりま

せん。

　軽水炉の運転状況は絶えざる改善努力によって向

上し，1982年の年間設備利用率は70．2％，年間時間

稼働率は70．5％に達しています。軽水炉の運転に伴

って，必然的にその使用済み燃料は，わが国の所有

物として大量に蓄積していきます。これは再処理に

よって回収されるウラン，プルトニウムの優れたエ

ネルギー資源が，国内に産出されることに他なりま

せんQ

　この意味から再処理，濃縮など国産技術を中心と

して，核燃料サイクルを確立し，ウラン，プルトニ

ウム資源の有効活用を図ることが，わが国としてエ

ネルギー自立への道につながるものと確信していま

す。プルトニウムの活用方策については，プルサー

マルについても検討し，また，わが国独自で開発し

たATRの実証炉建設も開始しようとしています

が，最も有効な利用はFBRが最適であることは雷

うまでもありません。FBRは，わが国では軽水炉と

経済的に競合できるよう努力することにより，2010

年代以降にはかなりの規摸で開発されることが期待

されます。このために，現在開発中の原型炉「もん

じゅ」に続く実証炉を中心に，研究開発を促進した

いと考えています。

　わが国の電気事業はFBRが来世紀の有力電源と

なる可能性を予見して，／966年頃よりアメリカのフ

ェルミ炉計画に参加すること等を通じて人材を養成

しております。

　また東京電力では1969年より大型炉の調査研究

を開始するとともに，電力各社から実験炉，原型炉
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の開発機関である動燃事業団に技術者を派遣し，資

金的にも多大の協力をしてきました。原型炉の次の

実証炉を主対象として，1980年6月には電気事業連

合会内にFBR推進会議および準備室を設置し，電

気事業としての本格的準備に入りました。

　推進会議は電力の原子力担当役員および電気事業

連合会役員をもって構成し，FBR開発の長期ビジ

ョンおよびFBR実証炉の開発体制など，推進のた

めの基本方策を確立することとしており，準備室は

そのサポートならびに実証炉概念設計，内外関係機

関との情報交換ならびにこれ等に関連する調査研究

を行なうことを業務としています。

　電気事業における実証炉研究については，1978年

より，電力各社が共同してその概念設計研究を進め

ています。1978，1979年のフェイズ1では，ループ

型炉のプラント全体のバランスをとった設計研究お

よびプール型炉の予備的検討を行ないました。また，

1980年にはフェイズ2として，ループ型炉では運転

保守面からの見直しを，プール型炉では耐震性を中

心とする検討をそれぞれ行ないました。

　現在はフェイズ3として，1981年より3ヵ年計画

でループ型炉100万kW級を主目標とした概念設

計研究をFBRエンジニアリング会社を中心に，メ

ーカー各社の協力を得て実施中であります。これと

並行して，炉型選択にフレキシビリティを持たせる

ため，プール型炉についてもその主要部設計を行な

うとともに，電力中央研究所に依頼してプール型の

耐震性，熱型動特性などを中心にしたわが国の厳し

い条件下でのフィージビリティ・スタディを1983年

度末を目標に実施しております。

　わが国はループ型炉については実験炉・原型炉の

開発で実績を重ねてきましたが，プール型炉は配管

が短かくでき，建物の容積が縮小できるなどの利点

があるため，イギリス，フランス等で採用されてい

ます。しかし，出力が増しタンクが大きくなると，

日本のような地震国では，耐震条件が極めて厳しい

ため，プール型炉が有利に成立するかどうかを確か

める必要があります。

　ループ型とプール型は基本的には大部分が共通で

すが，プール型固有の部分について技術的見極めを

つけたうえで双方の比較・選択を行ない，実証炉と

して最適プラントを採用したいと考えています。し

たがってこの観点から，現在国際協力も活用して両

炉開の比較を行なっている西ドイツの経験も含め，

先行各国の経験を活かすことを希望しています。
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　基礎研究の実施，実験炉「常陽」の運転活用，原

型炉「もんじゅ」の建設は動燃事業団の役割であり，

電力はこれに全面的に協力していることは前述の通

りであります。

　実証炉の建設，運転については，1982年の原子力

委員会「原子力開発利用長期計画」に示されるよう

に国の方針として，国の支援の下に電気事業者が積

極的役割を果たして推進することが決定されていま

すが，建設主体をどう構成するかについては今後の

大きな課題です。FBRが2ユ世紀の電力供給の主体

となり得ることおよび100万kW級の商用発電所

の建設，運転は電力会社が受けもつべきであること

から，実証炉についても積極的役割を果たすべきで

あると考えており，動燃事業団とは今後とも密接に

連絡，協調をとりながら推進したいと考えます。

　したがってヶ電気事業としては将来のユーザーと

して動燃事業団からの円滑な技術移転を期待するも

のですが，実証炉以降FBRの商用化を図るために

は安全，信頼性はもとより実証炉の建設単価を軽水

炉の2倍程度以下を目標とし，その後もさらに大幅

にコストダウンを達成することが重要な課題であ

り，このために必要な大規模，長期にわたる技術開

発が多く残されているので，R＆Dの面で今後とも

動燃事業団の協力をお願いしたいと思います。

　従来，基礎技術については動燃事業団が各国と協

力協定を結び，これに基づいて国際協力を行ない，

成果を挙げてまいりました。

　実証炉は今までに蓄積した国内の技術力を結集し

て，国内に所要の時期までに建設することを基本と

し，これに国際協力による成果を積極的に活用する

こととしたいと思います。

　国際協力については現在，アメリカ，イギリス，

フランス等から呼びかけを受けており，また西ドイ

ツとの技術交流も有益と考えられるので，上述の方

針のもとに各国と話し合いを進め，研究開発費およ

び人材の節減，開発期間の短縮等の効果を各国と共

に享受することを期待しています。

　各国との協力方法は今後の話し合いに待つところ

が大きいわけですが，多国間．協力と二国間協力の形

があり，これらを並行して進め，たとえば安全に関

する基本的な考え方などは多国間で討議しまとめる

のがよいが，機器システムの設計概念に固有な技術，

プラント経験など問題によっては，二国間協力によ

り各国の特徴を活かした形で進めるのが望ましいと

考えます。



　国際協力に関する基本的考え方など協定を要する

事項については内外の関係者で十分時間をかけて話

し合い，合意を得てから，協定に達する必要があり

ます。また各国の電力間で実行可能な情報交換など

個別の問題はこれと並行して進めます。

　FBR開発は日本のエネルギー問題の重要な課題

であり，国と民間の総力を結集して当たらなければ

なりません。したがって，国の施策の基本に関する

事項について原子力委員会に設けられるFBR懇談

会に電力として積極的に意見反映に努めることと

し，国際協力の具体的問題に対しては，通産省，科

学技術庁，動燃事業団，篭力で構成された国際協力

協議会で話し合い，コンセンサスを得つつ進めたい

と考えているので，各界のご理解とご協力をお願い

する次第です。

　　　　　　　　　　　　レーア　第二次大戦終了

　　　　　　　　　　　後，西ドイツ政府が原子力

　　　　　　　　　　　分野でのR＆Dに支援を与

　　　　　　　　　　　えて以来，10年以上が経過

　　　　　　　　　　　しました。ある種の準備作

　　　　　　　　　　　業に続いて，1957年～1958

　　　　　　　　　　　年には最初の原子力プログ

　　　　　　　　　　　ラムが作成されました。そ

の主たる目的は，他の国々，とりわけアメリカが握

っていた科学・技術的リードに追いつき，できるだ

け短期間に効率的な原子力産業を樹立することでし

た。

　最初の原子力計画を策定した西ドイツ原子力委員

会は当時，「……ある期間を経過した後では，凛子力

発電は主としてFBRによって行なわれるだろう
　・」と考えました。

　1950年代と60年代の原子力のR＆D作業の特徴

は，その時代に最も適した原子炉技術の研究活動に

ありました。熱中性子により運転される第1世代の

原子炉に関する限り，研究の焦点はまもなく，今日

の商用軽水炉に合わされました。西ドイツで建設さ

れた世界最初の出力100万kWを超える原子力発
電所は，極めて成功したタイプの原子炉を装備され，

運転されています。このクラスの出力を持った三つ

の原子力発電所は，ビブリスB，ウンターウェザー

原子力発電所およびビブリスAで，1982年には年間

発電量で世界をリードしました。

　FBRの分野では，西ドイツは他のすべての国々と

同様，いろいろな研究と検討を行なった結果，液体

ナトリウムを冷却材として選択することを決めまし

た。ひとたびこの決定が下されると，FBRの開発と

商用化への戦略が速やかに設定されました。

　この戦略は二つの特徴を持っていました。一つは，

FBR技術のすべての分野における西ドイツの活動

は，完全なFBRシステムを確立するという見込み

のもとに設定されたことです。もう一つは，開発費

を低減し，投資額を最小にするために，強力な国際

協力や企業協力が考慮されていることです。

　技術的な難しさがあったこととアイデアの国際的

交流があったため，先進国のFBR開発は同じ技術

に絞られてきました。このため，国際協力は過去に

おいても容易でしたし，将来においても同様です。

　もちろん，商用化を目標にしたFBR開発は他の

大規模プラントの場合と同様，次第に大きなサイズ

の実験施設を用いながら，いくつかの段階を経なが

ら行なわれます。SNEAKと呼ばれた最初のゼロ出

が実験施設の運転に続いて，1973年にカールスルー

エ原子力研究所で最初のナトリウム冷却原子力発電

プラント（KNK）が運転を開始しましたが，炉心は

まだ熱中性子炉心でした。

　この原子炉の主要目的は，冷却材としてのナトリ

ウムを試験することでした。／977年には，出力2万

kWのFBR炉心が装荷されました。このKNK－II
と称された試験用動カプラントは，主として，将来

の大型プラントの燃料要素の開発に用いられていま

す。事故もなく，また長期間にわたり運転される実

績が，ナトリウム冷却FBRの運転の安全性と，約

100，000MWD／tの燃焼度を達成した燃料要素の高

品質性を示しています。

　1972年には，原型炉SNR－300原子力発電所に対

して，最初の建設許可の一部が与えられました。こ

の炉は，ループ型の動力炉で，1985年に運転を開始

する予定です。運転者はSBK（西ドィッ，ベルギー，

オランダFBR原子力発電会社）です。

　契約成立当時，SNR－300の建設予定期間は7年

でしたが，現在13年が経過しています。費用は当初

の15億ドイツマルクから65億ドイツマルクに増加

しました。この費用増加とスケジュール遅延のうち，

技術的問題に原因のあるものは少なく，主な原因は

許認可手続きにあります。

　西ドイツの許認可手続きは，実験炉や原型炉に対

して，何ら特別なルーールを制定しておりませんので，

SNR－300は，商用原子力発電所に適用されていると

同じ基準を満足しなければなりませんでした。その

ため，建設期問中であっても，しばしば許認可機関
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によって要求を追加される結果になりました。

　たとえば，契約成立後，課せられた要求には，37

万kWまでの最大暴走時におけるべ一テ・タイト事

故の影響をコントロールする能力があります。かな

りの費用増加とスケジュールの遅延は，当然の結果

でした。同じようなことが高速軍用機の衝突や，西

ドイツにおいては異常な大きさの地震力に耐えるよ

う原子炉のグレードを上げるという，建設期聞中に

課せられた要求からも生じました。それに加えて，

書類の質や量，試験，専門家の意見などに関する要

求が，建設期間中に増加しました。

　許認可手続きの流れを円滑にし，簡略化しようと

いう現在行なわれている努力は，西ドイツの許認可

手続きに関するこれらの特殊性を修正して，原型炉

発電プラントのスケジュールや計算をはっきり決め

ることが再び可能になるようにすることです。

　1982年9月，SNR－300に最終建設許可が与えら

れました。本質に係わるような要求はもう無いと思

われます。したがって，現在の費用とスケジュール

が最終のものと考えることができるでしょう。

　SNR－300は，フランスのフェニックス炉と同じよ

うに商用規模のFBRプラントの先行者です。西ド

イツのFBR開発の次のステップはSNR－2になる

でしょう。この炉は，ここ暫くの問は計画段階にあ

った炉で，130万kWの総出力を持つ予定です。

　SNR－2の概念を決定するための予備的作業が進

行中です。つまり，その作業では，SNR－300のよう

にループ型の考えを採用するか，あるいはスーパー

フェニックス炉のようにプール型の考えを採用する

かの決定が要求されるでしょう。設計作業は1984年

にスタ～トする予定で，これは80年代の終わりに建

設が開始されることを意味しています。

　西ドイツでは，電力会社がプラントの設計，建設．

および運転に責任を持ついるので，特に電力生産の

手段としてのFBRに興味を持っている電力会社

は，資金のほとんどを調達しなければならないし，

次のステップとして何をとるべきかを決定しなけれ

ばなりません。1971年に締結されたEDF，　ENEL

およびライン・ウェストファーレン電力会社
（RWE）問の協定は，　SNR－2について，　EDFおよ

びENELの49％の合同参加を決めています。

　燃料サイクルはFBR技術の重要かつ不可欠な技

術の一部です。FBRの場合，燃料サイクルコスト

は，電力コストのかなりの部分を占めています。燃

料サイクルの技術面は，主として増殖比を決定し，
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FBR商用化の初期段階から輸入核燃料に依存しな

いで済ます時までの期間を決定することにありま

す。

　軽水炉に対しては有効であることを立証したピュ

ーレックス法は，原理的にはFBRの使用済み燃料

の再処理にも使胴可能ですが，FBRと軽水炉の燃

料サイクル間の技術的な違いだけでなく，FBRの

場合は安全性と保証措置が異なっているので，：重要

な修正が要求されるでしょう。

　カールスルーエ原子力研究所では，実験室規模の

FBR燃料の再処理施設が運転されています。準工業

施設の予備設計も進行中です。現在までのところ，

いつ建設が開始されるかは決まっていません。SNR

－300やKNK　II小型実験用動カプラントの燃料要

素はフランスで再処理される予定なので，西ドイツ

のFBR燃料の再処理施設の建設は緊急を要する問

題ではありません。

　FBR開発の幅広い基礎を作り，費用を最小にする

ための努力が，初めの頃，すなわち西ドイツの研究

がヨーロッパ原子力共「下等（EURATOM）の計画に

組み込まれたig63年に，協定となって実を結びまし

た。さらに下って，1967年の西ドイツ／ベルギー／

オランダのR＆D協定，また特に，フランスと西ドイ

ツにおける2基の商用規模の実証プラントの建設に

関する1971年のFBR会議などの成果を生みまし
た。

　1976年には西ドイツ／フランス協力協定がニー

スで調印され，それに続いて関係パートナーである

ベルギー，オランダ，イタリアを加え，関心を抱い

ている西ドイツおよびフランスのすべての会社を加

えて，詳細な協定が結ばれました。これらの協定は，

合弁会社SERENAによる広範囲なR＆D協力およ
びノウハウの商業化のために，締結されました。

　この協定の下で，西ドイツ最大の電力会社RWE

は，ベルギーやオランダのパートナーとともに，フ

ランスのフェニックスへ，またEDFとENELは，

すでに述べたように，それぞれ西ドイツのSNRに

参加しています。このようにして確立された西ヨー

ロッパの強力なグループは，とくに日本の動力炉・

核燃料開発事業団やDOEと協定を結んでいます。

さらに密接な協力関係を樹立するため，イギリスと

の対話が継続中です。KNK　II実験プラントおよび

SNR－300から取り出された燃料要素は，フランスで

再処理される予定です。

　FBRの開発を行なっているすべての匡1は，最終的



に商用化される時期が予想しているより先になるだ

ろうということで，一致しています。この再評価は，

世界政治と世界経済の一般的な面および骨力技術と

電力供給産業における開発の特殊性の両・者を考えて

のことです。

　われわれは，幅広い，もっと緊密な国際’協力の確

立のために，余分に与えられた時間を有効に利用す

べきです。そのような協力は，技術および経済の点

で，FBRシステムを最適化し，そして限りある政府

の財源をもっと有効に利用するよう，われわれ皆の

助けになるでしょう。それはまた，必要な技術進歩

を達成し，より少ない数の実証炉で経験を積む助け

になるでしょう。そのため，西ドイツ政府は，フラ

ンス，ベルギー，オランダ，イタリアと西ドイツの

間に存在する緊密な協力関係を拡大，発展させ，そ

の他の国々も同様に協力関係に参加することに大き

な関心を払っています。

　しかしながら，協力は決してヨーロッパに限定し

ません。西ドイツやヨーロッパのパートナーは，日

本やアメリカとの間に現存する協力関係を強化した

いと思っています。技術や将来の問題が似ているの

で，大変，好都合です。

　FBRによる電力供給の安定性に関する本質的改

善は，原子力が電力生産の点でかなりの割合を占め

る時にのみ達成できます。それゆえ，最近の分析に

よれば，FBRの商用化の決定は，世界的にみて原子

力がどのように広まるかに依存しています。安全性

に関する高い基準，低レベルの環境汚染，先進工業

国で達成された原子力発電所の経済的運転などは，

原子力が特にベースロード用発電所として最も重要

なエネルギー源たり得ることを，われわれに信じさ

せてくれます。

　いっFBRが商用化されるかという問題は，大型

FBRおよび関連の核燃料サイクル施設の経済的運

転に関する進歩に大きく依存しています。FBRに

よって達成されるエネルギーの安定供給の利得の政

治的評価もまた，この関係に重要な役割を演じるで

しょう。

　最後に，と言っても小さな問題ではありませんが，

次の点があります。いかなる電力生産型式でも，環

境に与えるインパクトけアクセプタンスの尺度とし

て用いられます。この点では，原子力は全体として，

石炭や重油焚き火力発電所に比較して，明らかに有

利です。その結果，FBRは市場で十分成功を収める

ことが期待できるでしょう。

　国際協力は，この過程をかなり加速することがで

きます。FBRは，現在はまだ合理的な反対よりも感

情的な反対に遭遇していますが，パブリックアクセ

プタンスのための必要かつ広範囲の信頼陸を確立で

きるし，また確立するに違いありません。

　触
的な変動の点から行なうことはできません。決定は，

一貫した整合性のとれた政策を実施するために，エ

ネルギー市場の長期動向を考慮に入れて，行なわな

ければなりません。

　このことは特に，今日，世界のすべての国々に対

して，とりわけ発展途上国に対して一層厳しい打撃

を与えている現在の経済危機から回復するために，

エネルギー政策を立案しなければならないことを意

味しています。この目標を達成する．唯一の道は，経

済成長を回復することです。エネルギー節約につい

ての大型投資にもかかわらず，新しい経済成長は，

絶えずエネルギー消費を増加させます。特に現在は，

ごくわずかなエネルギーしか消費していませんが，

高い人口増加率を保っている発展途上国において

は，その通りです。これらの国々の要求に応え，石

油のようなエネルギー資源を容易に使用できるよう

に配慮すると，先進工業国の利用できる量が少なく

なるでしょう。

　また石油は，最終的には，輸送のような非常に特

殊な用途に限定されるべきでしょう。

　その結果，石炭や原子力のような他のエネルギー

にもっと注目する必要性が出てきます。

　原子力は，多くの国々，特にフランスおよび日本

のように天然資源の乏しい国々の石油に対する依存

度を減らすためには，最も良いものです。

　政治や経済における自立，さらに原子力による電

力コストの低下と支出のバランスからくる利益とい

うことを考え合わせると，なぜ多くの国々で熱中性

子炉の計画が継続され，また他の国々でも採用され

つつあるかが理解できます。

　しかしながら，これらの計画を超える次の段階と

して，FBRが準備されなければなりません。技術的

　ラパン　エネルギー政策

を選択する場合，どこの国

でも国情に合わせて，決定

後のリードタイムが10年

目達するか，あるいはそれ

を超える程の複雑な戦略と

大型投資を考えます。その

結果，これらの決定を短期

59



な点からは，FBRは，熱中性子で生産されたプルト

ニウムを用い，かつ濃縮プラントで蓄積される大量

の劣化ウランを最大限に利用し得るので，理論的に

熱中性子炉の延長と考えられます。このことは国際

エネルギー市場での自立をますます可能にするでし

ょう。

　実際，いくつかの先進国では，今日，FBRは成熟

した産業に近づきつつありますし，多くの国々では

開発途上にあります。私は，ここで特にFBR路線の

発展に対する日本の強力な貢献を強調したいと思い

ます。

　一般的に言いますと，熱中性子炉についての主要

計画を持っているすべての国々は，FBRも選択し

ました。私はここで，まずフランスの例を思い浮か

べてみたいと思います。今日のフランスにおける状

況は，過去20年にわたる筋道の通った，前向きの絶

えざる努力の成果です。それは三つの重要な里程標

によって特徴づけられます。

　最初の里程標は，1962年から1966年にかけてラ

プソディ炉が建設されたことです。それは，われわ

れの設計の考え方の正しさを証明しました。また，

非常に利用価値のある照射炉でした。たとえば，1981

年には220，000MWD／tの燃焼度が達成されまし

た。このことが，この炉を用いることによって，わ

れわれが商用男用タイプの燃料を極めて迅速に開発

できた理由です。ご存知のように，ラプソディ炉は

現在，1次系にナトリウムの小リークが発生したた

め，停止しています。われわれは，まず目標を達成

したので，修理をする価値はないと判断しました。

世界のいくつかの国々もまた，ラプソディ炉と岡じ

段階を達成しました。特に日本の「常陽」はそうで

す。

　次の段階は，1968年から1973年にかけて建設さ

れたフェニックス炉（「もんじゅ」と同等）です。こ

の炉は，FBRの利用率が動力炉のそれと比較して

遜色のないことを示しました。1982年の終わりに

は，フェニックス炉は110億kWhの電力を生産し，

最大燃焼度100，000MWD／tを達成しました。フェ

ニックス炉はまた，特に3基の中間熱交換器を次々

と交換しなければならなかった時に，プール型設計

のいろいろな利点を示しました。昨年，蒸気発生器

の3ヵ所に同じような欠陥が見つかり，運転員は，

非専門家にとっては大変恐しくみえるナトリウムー

水反応に十分対応し得ることが確認されました。こ

の小さな問題により，われわれはプラントの運転を
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改良することができました。

　第三の段階は，クレイマルビルに完成したスーパ

ーフェニックス炉です。西ドイツ，イタリアおよび

フランスの電力会社がプラントを所有し，建設には

3ヵ国の企業が参加しているため，ヨーロッパの枠

の中で建設が行なわれ円した。今までのところ，大

きな問題はありませんでした。そして現時点では，

運転開始は来年になると予想されています。建設作

業および建設スケジュールは正常なズレの範囲に収

まっておρ，原型炉としては良く的中して特筆に値

します。

　これと並行して，燃料組み立て施設と再処理施設

が開発され求した。カダラッシュの燃料枠組み立て

工場は，20t／年以上の組み立て能力を有し，完全な工

業生産条件の下で，スーパーフェニックス炉の最初

の炉心の製造を完了しました。特別なFBR燃料再

処理施設，SAP／TORは，5t／年の能力で，1984年

に運転を開始するでしょう。FBRに関する再処理

は特殊な点を含んでいますので，この施設を用いて，

ヘッドエンドについて選定された解決策の，工業段

階での利点の評価が可能になるでしょう。これ．らの

解決策は，主としてマルクールの工業原型部（In－

dustrial　Prototype　Department）により，数年間

にわたって実施されたコールド試験によって選定さ

れました。

　これらの原子炉および燃料サイクル施設に関する

工業的計画は，もちろん完全性の問題も含み，各分

野における強力なR＆Dの支援を受けて実施されま

した。たとえば後者の場合，フランスと西ドイツは，

燃料事故の研究を専門とするCABRI炉に，日本や

他のFBR開発国を招聰しました。ところで，　FBR

の安全性に関する1982年のリヨン会議で，FBRは

PWRと同程度の安全性を有することが広く認めら

れました。

　フランスでは，FBRの商用化のための産業構造

全体が，すでに設立されました。さらに，電力会社

であるEDF，原子炉蒸気供給系メーカーのノバトム

（NOVATOME）社，原子炉系以外のメーカーであ

るアルストム・アトランティック（AL＄THOM－

ATLANTIQUE）社，燃料サイクル担当のフランス

核燃料公社（COGEMA），　CEA等のような異なった

企業体間の協力関係が維持されています。

　もちろん，われわれはまだ商用化の段階にはあり

ませんし，その時期は，ウラン価格のような外的要

因および原子炉建設費や燃料サイクルコストのよう



な国内の要因に，非常に大きく依存しています。し

たがって，解決すべき問題は残されています。すで

に話したように，まず初めにコストの問題がありま

す。今日すでに，スーパーフェニックス炉のkWh当

たりの電力コストは，新鋭石炭火力発電所のそれと

ほとんど拮抗しています。しかしながら，フランス

におけるPWRのkWh当たりの電力コストより
は，特にウラン価格が低い場合は，依然としてかな

り割高です。一一つの理由はもちろん，PWRは連続

して商用化されているのに比べて，孤立した原型炉

の場合，量産効果がないことです。

　そのため，フランスの企業はコストの引き下げを

主要目標にしました。すでにクレイ・マルビルでの

建設期間中に得られた経験に基づいた新設計の特徴

は，使用する鋼材の重量を30％低減させることを通

して，大幅なコストダウンが可能になったことです。

　一方，燃料サイクル分野では，フェニックス炉の

燃料サイクルは小型施設を用いて完結されました

が，スーパーフェニックス炉の燃料サイクルは，典

型的な商用サイズの施設でもって完結することが，

現在，必要になっています。5t／年の能力を持った

SAP／TOR施設は，現在までのところ，フランスの

企業によってほとんど追求されていなかったこの線

に沿っての重要なステップです。大事なことは，十

分価値のある経験を積み，その時期が到来すれば，

指標となるコストを示すのに十分な規模の工業ユニ

ットに着手することです。

　このFBRの実用化期間の間に，フランスに存在

する原子力に好意的なパブリックアクセプタンス

を，FBRにまで拡張することが必要です。このこと

は，FBR技術を中心にした情報を知らせることに

大いに努力することによってのみ達成されるでしょ

う。この努力はすでに開始されていますし，スーパ

ーフェニックス炉に対して行なわれた最近のデモが

ほとんど成功しなかったことから判断しても，われ

われは正しい路線に沿っていると考えています。ま

だ実行されずに残されている技術開発計画および達

成されると考えられているコストダウンを考慮する

と，FBRは，2000年に入って間もなく商業段階に達

するだろうと考えられます。その際，電力コストは，‘

PWRのそれとほぼ同じになるでしょう。これはウ

ランの濃縮コストが今までのように増加を続け，か

つウランの需要が原子力分野への新規参入国や先進

匡1の計画繰り上げなどによって増力日を続けるとの仮

定に基づいています。これらの仮定のもとでは，

FBRが，ほとんど弾力性のないことで知られている

緊張したエネルギー市場とは無関係に，予想可能な

低コストで電力使用の継続拡大を保証し得る，今日

では唯一の利用可能な技術であることは明らかでし

ょう。

　時間の枠が決められと，その中ではスーパーフェ

ニックス炉に続くプラントについて，特にいくつか

の中間的決定が可能になります。手元にあるすべて

の情報によれば，CEA，　EDFおよび関係企業は，

1986年には次のステップに踏み出す立場にある政

1府のために，必要なR＆Dを実施中です。1986年を

選ぶ場合，スーパーフェニックス炉と再処理施設

SAP／TORに関する主要な経験が得られ，プロセス

を決定する際のインプットになるだろうという事実

が考慮されています。また，その決定は，スーパー

フェニックス炉で蓄積された建設技術が罪なわれる

ことを避けるために，あまり遅れてはなりません。

　今まで，フランスを中心に話をしましたが，他の

国々も同じように貢献しています。これまでにわれ

われが経験した成功は，国際協力がコストと努力を

最適なものにする最も良い方法であると，われわれ

が認めたという事実にも依っています。この考えは，

ヨーロッパのパートナ…（フランス，イタリア，．西

ドイツ，ベルギー，オランダ）問のいくつかのR＆D

や産業協定に反映されました。

　特定の協力分野についての協定は，特に管理され

ています。たとえば，R＆Dに関してできるだけ汎用

性を確保するために，核燃料，ナトリウム技術，炉

物理やコンピューターコード，・安全性，機器，設計

用の材料の評価のような，いくつかの研究分野につ

いて，ワーキンググループが結成されました。これ

らのグループでは，専門家は，’それぞれのグループ

で得られた情報を十分に交換し合うために，年に数

回打ち合わせを行ないます。全体計画の整合性は，

年に2回開かれるトップレベルの連絡委員会で確認

されます。この協力は，R＆Dを相互に補完し合うた

めのパートナー間の努力を一層よく調整することを

可能にしています。

　各クラスの機器の特性と各国の能力を考慮したも

う一つのシステムが，産業分野に関して設けられて

います。このシステムが存在しているため，スーパ

ーフェニックス炉には各国の企業が参加して，特定

の機器を製作しています。たとえば中間熱交換器は

Stein－Industrie社（フランス）とBRERA　TOSI社

（イタリア），制御棒駆動機構はNEYRPIC社と
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FIAT社，ポンプはJEUMONT　SCHNEIDER社と
FIAT社が担当しています。全体の組み立てば，スー

パーフェニックス炉の各国の分担に従って，分割担

当されました。NOVATOME社とNIRA社は，共
「慨して原子炉蒸気供給系を設置しています。プロジ

ェクトのエンジニアリングは，NIRA社を含んだチ

ームによって，NOVATOME社の下で実施されま
した。

　電力会社に関する限り，ヨー白ッパでは電力会社

間で相互に参加し合うことが，すでに普通の形態で

した。原子力分野では，フェッセンハイム，ショー

ズおよびチアンジュの各原子力発電所についての西

ドイツ，ベルギー，フランス間の関係が，これに相

当しました。

　スーパーフェニックス炉の場合，原子炉所有者が

EDF51％，　ENEL33％，　SBK16％の合弁会社である

NERSA社であるため，この関係は，さらに一歩踏

み込んだものになりました。

　この良好な協力に加えて，現在，この国際協力関

係をFBR開発に従事し，建設経験を得たすべての

国々に対して拡張する時期であると，われわれは考

えています。そうすれば，もっと野心的な目標が安

い費用で達成できるでしょう。努力を結集すれば，

原子炉や核燃料サイクル施設の新しい原型施設の建

設に関する最も資金のかかる里程標を，もっと容易

に乗り超えることができるでしょう。完成済みのプ

ラントの，建設期間中に得られた経験を活用すれば，

技術および経済の両面から，成功を一層確実なもの

にし得るでしょう。フランス国内のパートナー各社

（電力会社，エンジニアリングおよびR＆D担当会

社）は，関心を抱いているすべての国々にとって利

益のある別の協力形態について，検討を行なってい

るところです。

　最終結論として，われわれは，FBRは将来，電力

生塵の中にシェアを確保すべきであると考えていま

す。FBRは，ウラン価格の上昇，　R＆D計画の結果

による燃料サイクルコストおよび原子炉投資のコス

トダウンなどにより，経済的にますます競争力を増

すでしょう。FBRの運転は，エネルギー価格の変動

に実際上，無関係であるということもさることなが

ら，この原子炉は，従来のような国際通商の崩壊か

ら生ずる困難な問題に対する保険のように思われま

す。
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　　　　　　　　　　　　瀬川　日本における

　　　　　　　　　　　FBRの研究開発は1956年

　　　　　　　　　　　以来，燃料，炉物理，液体

　　　　　　　　　　　金属技術などの基礎的な項

　　　　　　　　　　　目について実施されていた

　　　　　　　　　　　が，1967年からはナショナ

　　　　　　　　　　　ル・プロジェクトとして動

　　　　　　　　　　　燃事業団を中心に関係各方

面の協力を結集して進めてきています。

　日本におけるFBRの開発は，商用化までのステ

ップとして，実験炉，原型炉，実用化移行段階の三

段階を考えています。プラントの開発とともに重要

な核燃料サイクルの分野，すなわちプルトニウム燃

料製造，燃料再処理，廃棄物処理などの技術開発に

ついても，動燃事業団を中心として，進めてきてい

ます。以下に，FBRの開発の現状と今後の開発方針

について紹介します。

　日本初のFBRである実験炉「常陽」は1977年の

初臨界以来，順調な運転経過をたどっています。定

格熱出力7万5千kWの第一期炉心では，1981年
12月目で積算13，000時間の運転を行ない，燃料集

合体の最大燃焼度の平均は40，000MWD／tに達し，

この間，一本の燃料破損も生じていません。また最

大熱出力から全停電時自然循環試験を行ない，炉心

崩壊熱を安全に除去できる充分な自然循環力が存在

することを確認しました。これは「常陽」の運転上

の安全性のみならず，将来の炉に対しても，貴重な

データと考えられます。この他，FBRのプラント性

能に関する多くのデータを得てきました。

　「常陽」は，昨年には照射を主目的とした第二期

炉心への改造を行ない，本年の3月12日には定格の

熱出力10万kW運転に成功しました。今後は，この

炉心を用いて燃料・材料の照射をはじめ，運転・保

守などの経験・データ等を積み重ねていく予定です。

　次に出力28万kWの原型炉「もんじゅ」について

は，長年にわたり設計および研究開発を続けてきた

が，昨年，地元の福井県および政府の建設同意が得

られ，本年1月から現地の準備工事を開始しました。

安全審査については，行政庁による審査が／981年に

終了し，現在，原子力安全委員会による審査が行な

われています。またプラントメーカーとの契約交渉

も進行中であるが，今後は「もんじゅ」を1990年頃

に臨界に至らしめるよう早急に建設を進める考えで

す。

　実験炉，原型炉の設計・建設・運転と並行して，



FBRに関する研究開発も動燃事業団の大洗工学セ

ンター，菓海事業所などを中心に行なってきていま

す。大洗工学センターには，実験炉「常陽」や蒸気

発生器の試験施設など原・子炉・プラント関係の各種

開発施設があり，1969年以来広範な研究開発試験を

続けてきています。一方，東海事業所には，プルト

ニウム燃料製造設備，FBR燃料再処理試験設備な

どの燃料サイクル関係の施設があります。これらに

よる開発成果は，設計，評価のための各種資料・コ

ード・指針，材料ハンドブックなどのデータバンク

に集約されており，また燃料製造，安全審査などの

許認可経験，プラントの運転・保守経験などは技術

的経験として蓄積されています。

　原型炉に続いて，実用化移行段階へ移るための最

初の実証炉については，原子力委員会の昨年の「原

子力開発利用長期計画」において，そのスケジュー

ル，開発の役割分担などが示されています。すなわ

ち，実証炉は原型炉の建設経験などの評価を十分に

反映しつつ／990年代初め頃に着工することを目標

とし，その建設・運転については，国の支援の下に

電気事業者が積極的役割を果たすことを期待しま

す。また，関連する研究開発については，民間の役

割を増大させながら，引き続き動燃事業団を中心と

して進めるとされています。動燃事業団はまた，蓄

積された技術的経験および施設を利用して，安全設

計基準の整備，安全審査等に必要なデ…タの提供と

ともに，運転要員の教育訓練など事業主体への技術

的協力を行なうこととされています。実証炉以降の

実用化移行段階の具体的計画はまだ決まっていない

が，実証炉の経験を踏まえつつ，2010年頃の実用化

を目標に開発を進めることとされています。

　なお，動燃事業団では，1975年以来，メーカーの

協力のもとに実証炉の設計研究を実施してきてお

り，現在はループ型／00万kWのプラントの第二次

概念設計を実施中です。また，その研究開発につい

ても…一部着手されており，ナトリウムを用いる大型

確証試験施設の建設については，仕様検討などの準

備を一進めています。

　これらの実証炉のための研究開発は，今後も電気

事業者と協力して進めていく考えです。タンク型と

ループ型の炉の比較検討も，研究開発の一環として，

行なっています。FBRの実用化達成のためには，そ

の安全性を保ちっっも建設費の低減と信頼性を確保

することが，ぜひ必要です。特に，ループ型炉につ

いて雷えば，コストダウンのためのべローズ継手な

どによる配管短縮化も，重要な開発項目の一つと考

えています。研究開発の実施に際しては，従来以上

に国と民間の連繋が重要であり，どのように國と産

業界と協力していくかについて，昨年末から原子力

委員会を中心に協議が行なわれています。

　FBRの実’証炉以降実用化までには建設費など多

額の資金を要するとみられており，その開発を効率

的に進める必要があります。このため今後，国際協

力が重要な役割を担うものと考えます。日本は現在

まで，アメリカ，イギリス，フランス，西ドイツな

ど殆んどすべてのFBR開発国と協力協定を結んで

情報交換，共同試験などの協力を行なってきました。

今後の実証炉開発においても，これらの二国間の協

力を拡大し，積極的に国際協力を進めていく考えで

す。

　また，FBRの経済「生向上のために，プラントの最

適化（オプティマイゼーション）の研究や安全設計

基準の見直し，蒸気発生器の信頼性確保などについ

ては，国際協力によって積極的にその解決を図って

いきたいと考えます。日本は蒸気発生器開発試験の

大型施設が充実しており，この分野では今後も国際

協力に貢献できると考えています。

　なお，安全設計基準の見直しなど国際的コンセン

サスが重要なものについては，多国間で意見交換，

共同作業を進めていきたいと考えています。

　昨年のベルサイユ・サミット会議で科学技術の国

際協力の方針が示され，「FBR協力」についても提案

がまとめられました。サミットでの協力提唱が示す

ように，各国ともエネルギー資源に対する立場は違

っていても，FBRを世界のエネルギー資源問題を

長期にわたって解決できる現在確認されている唯一

の方法としてみていることでは一致しています。今

後，FBR実用化という共通目的達成のために，各国

と相互に協調し，相互に競いつつ，最善の努力をし

ていく所存です。

　議長　ただ今まで各国の内容を非常に具体的にお

叩いただき，また国際協力の問題についても最初に

マーシャルさんが6項目ほど挙げられましたが，大

体，そのような内容について，それぞれ皆様からご

提案があったわけです。

　これから各パネリストに，前と同じ順になります

が，3分程度でコメントなり質問なり，ご発言をい

ただきたいと思います。

　特に，今お話を伺っていると，いずれの国も，大

体，2020年以降の実用化を目指して，今後の計画を
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実証炉集約しつつあるわけですが，いろんな意味で

多くの困難があると同時に，また，非常に共通の問

題が出ていると感じます。

　では最初に，マ～シャルさんから，お願いします。

　マーシャル卿　本日の討議を拝聴して，私は，演

壇に立ったわれわれの全員が，原子炉がどのように

迅速に開発されるべきか，また，どの程度の期間が

そのために必要かについて，ほとんど同一の見解を

持っている事実に驚かされました。時に，われわれ

は，喬わんとしていることを説明するのに異なった

表現を用い，また時に，楽観的見方を，時に悲観楽

見方を持って発書しております。しかし，私は正直

に言って，われわれのなかに深刻な大きな意見の食

い違いは見られないと思います。そして，実際にプ

ログラムを担当していないということです。なぜな

らば，もし実際にわれわれ科学者やエンジニアがプ

ログラムを担当する地位にあれば，今晩のレセプシ

ョンに出席する前に，われわれは恐らくFBRに関

する世界のプログラムについて決定を下すことがで

きるでしょうから。しかし，残念ながら，それは出

席している国々には当てはまらないことです。われ

われは全員，政府の賛同を得，また一般公衆の賛同

を得るという責任を負っております。それゆえに，

私は，先の発表で述べたように，単なる技術上の理

由からばかりでなく，国際間の協力が不可欠である

との発言を繰り返したいのです。私が申し上げたい

のは，このことが実際にその通りであるゆえに，各

国政府や一般公衆は，このような全体としての総合

的努力に確信を持てることです。国際協力は非常に

重要な努力です。わがイギリスは，フランスと同様，

再処理の開発を目指している国であり，極めて早い

時期から，再処理用増殖炉の利用を計画していまし

た。また政府は最近，この分野への関心を再確認し

ました。現在，必ずしもすべての国々が，フランス

やイギリスのような単一的見解をとっているわけで

はありません。この件に関しては，思想上の違いが

ありますが，私は，21世紀に到達する前に，あらゆ

る国が慎重に，また責任持ってプルトニウムを利用

しなければならないとの見解を持つようにならざる

を得ないと確信しています。

　カラー　マーシャル博士，われわれの共通の利益

は，現在，明らかです。またわれわれの問題は，各

国の一般公衆の姿勢，ならびに各国政府の政策に懸

っていると言えましょう。私は，マーシャル博士の

技術分野における6項目の提案事項は，十分に理解
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されたと思いますし，討議の基本的要素をカバーす

るものだと考えます。

　しかしながら，国際協力のためのより幅広い協定

を引き出すことができ，各国政府の自己利益となる

分野を指し示すことが果たして可能かどうかについ

ては，私は疑いを持っています。そのような分野は，

いくつかあると思います。その一つが，共通の利益

ですが，これは必ずしも各国にとってコストの点で

共通するような利益という意味ではありません。私

は，われわれのそれぞれが，その実行のために数学

ドルという多額の予算と30年の期間を必要とする

プログラムの安定性について，大きな関心を払って

いると思います。したがって，各国政府の第一の利

益は，できる限り自国の資源を保存することになる

ように思われます。

　すべての政府にとって共通の利益となる第二の事

項は，核拡散問題を管理する基盤の存在を確実にす

ることで，このことは，各国政府の間で十分に理解

され，IAEAを通じ，適切に実行されています。

　第三の要因一一これは博士の6項目提案のなか

の一つですが一一は，必要とされる安全性の強調で

す。この件に関して，私は，国際基準と原子炉の設

計のための必要条件が，その認可の際に，各国の特

定の実情に沿うようなマイナ…な違いを持つだけ

で，ほとんど同一のものとなるよう設定すべきだと

考えます。

　数々の討議の結果，本EI，国際協力をどのように

推し進めていくべきかについて，いくつかの提案が

なされました。堀さんは，初期の段階では特定の利

益を持つ二国間で協力関係を結び，一方で多国間の

協力を進めていくのが適切だ，と示唆されました。

基本的に，堀さんが述べたように，これはフランス

が最初から取ったアプローチで，二国間の協力があ

り，三国間の協力があり，そしてプログラムが拡大

するに従って，グループでの協力が行なわれるよう

になりました。われわれは，このような経験から恐

らく利益を得ることができるでしょうし，象た，同

様なパターンが他に拡大できるかどうか，見てみた

いと考えます。しかし，二国間，三国間の協力を結

ぶ国が増えるにつれて混乱の度合も深まり，その結

果，多国間の協定を結ぶ前に，様々な国との協議を

微妙に導くための機関が必要かもしれません。各国

政府に対し公式承認を与えることができるが，関係

する三力国の政府間の協定締結に何ら干渉する権限

を持たず，かつ，相互の比較検討が行なわれ計画が



作成される際に，そのために各國で必要な技術上の

総懸を満たすことを義務付けられるとともに，各国

政府の特定の自己利益を守るよう監督する調整グル

ープ，あるいは委員会が結成されることは，可能で

しょうか。

　さらに，恐らく一層重要なこととして最後に挙げ

られるのがマーシャル博士が提案した「各国間の投

資が適切な場合に，そのための基盤を提供する」こ

とでしょう。この点も，フランスの経験は，まさに

その通りです。私は，フランスが自国の供給業者そ

の他の中で，他国の多くの関係者にとっても藺業上，

技術上の利益となるプログラムに取り組んでいると

のうパンさんの発言に，まったく興味をそそられま

した。そこで，私は発言の最後に，政府間で公式の

協定を締結する前に，FBRを開発中の国々から成

る運営委員会を設立し，定期的に会議を持ち，二国

間協定や多国間協定を結ぶ国々のそれぞれの利益

が，迅速に達成されることを保証することを考慮す

るよう提案します。このことが実現すれば，単に協

力の交渉を開始するだけのものよりも，より効力の

ある協定が締結されるようになると思われます。

　堀　日本の立場から申し上げておきたいことは，

実証炉の開発を，われわれは原型プラントの着工と

ほとんど同時に開始するということです。つまりフ

ランスあるいはアメリカ，イギリスのいき方と少し

違うのは，スーーパー・フェニックスが来年には運転

するという事情から考えても分かるように，日本で

はこれから実証炉を設計しようという段階ですの

で，15～16年ぐらいの差ができているわけです。

　しかしながら，先ほど申しましたように，日本は

FBRの必要性においては人後に落ちないというよ

りは，…番必要とする国です。したがって，少し急

いでいるような感じは致しますが，できるだけこれ

に追いついていくためにも，先ほど申しましたよう

なスケジュールを考えたのでした。

　ただ，それにしても，「もんじゅ」が運転になるの

が1990年頃とのことですから，少なくともその「も

んじゅ」が運転に入って2～3年は，その実績をよ

く見て，そして実証炉にそれを反映したいと思いま

す。そうしますと，その年度で抑えられますので，

私ども，実証炉は，最初，1995年ごろを目標にして

ましたが，今となると，どうしても里990年代末，2000

年までは越さないように作るぐらいが精…杯かと思

います。

　しかし，そういう目標を立てておりますと，国際

協力の問題が，とりわけ日本にとっては重要だと思

います。特にスーパー・フェニックスが近く運転を

開始する状況ですので，日本の原型プラントが動く

前にすでに実証プラントが動くのですから，われわ

れとしては，これらの技術情報はぜひ欲しいという

のは当然だと思います。

　これは…つの例ですから，フランスに引き受けて

いただけるかどうか分かりませんけれども，たとえ

ばそういうことを一つの具体例として，われわれは

国際協力を始めたらどうか，情報交換を始めたらど

うかと考えている点を付け加えたいと思うのです。

　それから，先ほど私は核燃料サイクルについては

触れませんでしたけれども，これは日本の場合は当
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分，動燃事業闘が中心になって進めていただかなけ

ればならないと思いますが，イギリスとかフランス

とか非常に再処理，加工等が進んでいる国の技術は，

大いに取り入れていかなければならないし，また，

そういう設備を利用することも考えなけれぼならな

いと思います。

　また，経済性の問題は各国も皆同じように希望さ

れてますけれども，その経済性の中で一番重要だと

思うのは，先ほど来，出ている安全性の問題と思っ

ております。この問題は各国共通の問題であると同

時に，各国がそれぞれ違った基準を持つということ

は，お互いに基準のセーフティサイドの高い方へ行

く恐れもあるわけですから，したがって，ここで各

国がそれぞれ決める前に相互に意見を交換して，で

きるだけオプティマムな基準といいますか，有効で

かつ経済的な基準に持っていくような効果を狙うべ

きではないか。そういう意味で，この安全の問題は

特に国際協力の中で取り上げていったらどうかと思

うのです。

　それから，カラーさんからご提案のあった調整委

員会を作るお話とか，運営委員会という問題も非常

に有効なものと思います。そういう問題も検討はし

なければならないと思います。できれば先ほどから

申しておりますように，二国間の，しかも最初は電

力相互間ぐらいから，具体的な問題について話し合

うようなところがら始めたらいかがなものかと思い

ますが，どうでしょうか。

　レーア　私は，国際間の協力の必要1生については

強力な意見の一致を見たと思いますので，この件に

ついては，これ以上詳細に触れることは差し控えた

いと考えます。しかしながら，私は，一つ，一つの

プロジェクトの場合とは区別すべきだと思います。

と申しますのも，もしも，たとえば特別委員会のな

かで5力国以上のパートナーがいて，その全員が積

極的役割を果たそうとするならば，何らかの問題が

生じるのではないかと推測するからです。この委員

会では，私は，参加は一定比率に限られるべきだと

考えます。しかしまた，このような方式を取る場合

に，非常に多くのパートナーである国々を除外すべ

きではないと思います。また，各国間の投資の分野

については，より受動的な役割を与えるべきだと思

います。例をあげれば，「SNR300」のためのSPK，

またイギリスのECBは，1％の参加であると思い

ます。また，技術分野での研究成果について，より

良い交流を図る可能性に対して，より全般的な事項，
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すなわち技術ならびにパブリックアクセプタンスの

両分野の情報交換を促進するというように，国際間

の協調は，より総合的な方法で行なうべきだと思い

ます。ことに，堀さんの言及された安全基準は，特

にわが国ではFBRの建設にとって重要なポイント

であるパブリックアクセプタンスという事項に関

し，非常に重要な役割を果たすと考えます。

　さらに付け加えれば，この国際協力は，FBRにの

み限定するのではなく，原子力分野の他の開発事項

にも拡大するべきだと申し上げたいと思います。こ

のことと関連して，西ドイツは，FBRと並行して，

同様なサイズの30万kWの能力を持つ高温ガス炉

のためのより広範囲な性能の機種を開発したことに

触れたいと思います。私はこれも国際協力の関心を

惹くものだと考えます。われわれは，これまで，こ

のような国際協力を推し進めるに当たって，何ら妨

げとなることは存在しなかったと思います。もちろ

ん，それぞれの国は異なった利益を持っており，計

画の時間的進み具合も異なれば，政治的状況も，い

わゆる一般公衆の態勢も異なっています。しかし，

私は本日，このFBRの討議の場で示唆されたよう

な方針は，将来，成功を収めるものと確信しており

ます。

　ラパン　われわれ全員が国際協力の利益について

合意している限り，私ほζれ以上の必要性を主張す

るものではありませんdただ，この協力が，単なる

可能な目的に対してばかりでなく，実際の共同プロ

ジェクトに反映されて，初めて有効かつ達成可能な

ことを申し上げたいと思います。燃料サイクルに関

する事項を含め，実際の目的であること，すなわち

実際のプロジェクトは，現在開発中の正当性が認め

られたいくつかの種類の原子炉について，その建設，

運転を行なうこと，また再処理プラントの建設を行

なうことです。このことは，これらプラントを建設

するための敷地とその計画がどこかに存在していな

ければならないことを意味します。建設契約が結ば

れたということは，マーシャル博士が述べたように，

政府がそのことを支持し，産業界や電力会社が主導

権を取り，プロジェクトのなかで主要な役割を果た

すことです。したがって，私が主張したいのは，実

際のプロジェクトを見出し，営力国がその実際のプ

ロジェクトにおいて，努力を集中すべきだというこ

とです。

　しかし，ここで議論の領域をFBR以外にまで拡

大して，私は，FBRぽかりでなく，軽水炉ならびに



軽水炉燃料の再処理プラントについても同様に，円

滑にプロジェクトの開発を行なうための主要な条件

は，いかなる時にもプロジェクトを中止させてはな

らないことであると申し上げます。もちろん，プロ

ジェクトの進展のペースやリズムは，それぞれ異な

っていてもよいが，あるペースを持ち，それを継続

することが必要です。このようなプロジェクトの．進

展を中止させる原因は，いくつかあります。それは，

大統領自身の決定によることもあるでしょう。その

ような場合には，プロジェクトの継続は難しいと思

われます。しかし，往々にして，その要因は，強硬

な反対者の存在や経済危機，あるいは地質一ヒの問題，

思想上の問題であるようです。

　こういつた原因は，強い決意によって克服され得

るものです。そして最後に申し上げたいことは，プ

ログラムの継続が，念頭に置くべき最も重要な思想

であるということです。私は，どの国の国内政策に

ついても発言するつもりはありませんが，日本ばか

りでなく，アメリカ，イギリス，西ドイツでも，成

功はプロジェクトが最もうまく継続され，一時的な

状況，あるいはまた一時的政治状況にすら影響を受

けることなく，プロジェクト継続のための強力な計

画を持って，再処理プラントの建設を推し進めると

いう強力な決意を持つ国々において，達成されると

思います。中心となる言葉は，「継続」です。

　瀬川　二国間’協力か，あるいは多国間協力かとい

う問題はどういう種類のものが多国間の協力関係で

討議されるべきかという前提を，もう少し掘り下げ

るべきではないかと思います。

　先ほど堀さんがおっしゃったように，日本はまだ

原型炉建設の段階で，他の国に比較して若干遅れて

いるわけです。そういう日本の実情では，先ほど私

が申しましたように，安全設計基準をもう少し国際

間でコンセンサスを目指して努力すべきではないか

というような問題があるわけでして，それをどうい

う形で進めるかが問題です。

　また，私どもはFBRの建設費をなるたけ少なく

するために，先ほども触れましたように，ベローズ

利用によって配管システムをできるだけ短縮するこ

とを考えております。あるいは将来の理想的なFBR

より少しレベルダウンさせて，今後の20～30年間の

FBRとして，ある程度増殖率を下げて，建設費の低

下を狙うことも…つの方法ではないだろうかと思い

ます。つまり，ブランケット領域の厚さを削減して，

原子炉容器の縮小を図るとか，そういう具体的な問

題に私どもは取り掛りたいと思っておりますので，

そういう意味では二丁間協力で拡大強化していきた

い気持ちの方が強いわけです。

　もちろん，多国間の協力機構を私は否定するわけ

ではなくて，それはそれで結構だと思うわけですが，

要点は，私どもとしては今申し上げたように，具体

的なテーマをもう少し相互に話し合うチャンスを持

ちたいと考えています。

　カラー　最後の発言に関して，質問があります。

本日の討議のなかで持ち上がった重要な議題の一つ

が，多国間，あるいは二国間の同時研究開発の可能

性と，多国間協定の交渉に代えて当面の問，調整委

員会を設けることだと思います。ニカ国の間で，独

占的二国間協定を結ぶことができるという考え方

が，これまでの多くの議論の基盤でした。したがっ

て，より広範な傘の下で，平和的相互協定に基づく

プロジェクトあるいはプログラムの締結に移行する

ことは，十分可能なことであると思います。

　私は今日，この討議で二つの事項に気付きました。

そこで，私は，ここで意見を述べるというよりもむ

しろ，そのことを質問として提起したいと思います。

　まず第一に，われわれの間には，過去数年間にわ

たり，FBRについての活動が国内的に不安定なも

のとなり，国外からの何らかの支援が必要になるか

もしれない，という＝般的認識があったと思われま

す。そして今や，ある意味で，財政的理由から実際

にそのような相互の支援が必要であるのかもしれま

せん。もし，これが真実ならば，もう一つの事態が

起こりつつあるように思われます。

　それは，開発には長い期間と多額の資本の投入が

必要なため，情報の独占的所有という性格に対する

確執の度合いが，弱まりつつあるのではないかとい

うことです。私は，このことが果たしてその通りか

どうかについて確信は持てませんが，私が申し上げ

た二つの事象，すなわち情報の独占的所有と，長期

にわたっての必要性という考え方が次第に弱まりつ

つあるならば，委員会により調整された方法で二国

間の一連の具体的共同プロジェクトについて話し合

うことは，意義あることと考えます。したがって私

は，議長に対し，もしそのことが皆様方にとっても

妥当と思われるならば，今回の討議から生まれた一

つの成果として，FBRに関する協力の分野におけ

る調整委員会設立についての協議を今後とも継続す

ることを，敢えて提案したいと思います。

　瀬川　具体的には，私どもの二国間協力は，日本
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とアメリカとの場合もあるし，日本とフランスとの

場合もあります。そういうものを，ある程度全体を

眺めるための多国間の協力は，調整委員会という名

前が適当かどうかは別として，そういう両立は私は

結構なことだと思うわけです。

　マーシャル卿　運営グループ，あるいは運営委員

会のアイデアについて，私は，その設立に十分野意

義があると賛成します。しかし，先に述べた通り，

この討議に参加しているパネリストが自国政府によ

り世界の原子炉プログラムを決定する権限を付与さ

れているならば，カラーさんを議長に選出し，プロ

グラムについて決定し，すべての事項を解決して，

今晩，レセプションの時にそれを発表することも可

能だと確信します。しかし残念ながら，わが国の政

府は私に対し，そのような権限を与えていませんし，

アメリカ政府はそのような権限を，カラーさんに対

しても与えておりません。したがって，私の問題は

常に，われわれが演壇の上で何を行なうことを望ん

でいるかではなく，われわれ各人が自国に帰った時，

自国政府に何を説得できるかということなのです。

私は，そのことを熟慮しなければなりません。

　カラー　ラパンさんがフランスとしての立場に立

っているのか，そうではないのか分かりませんが，

もしフランスの立場に立ったものだとすれば，それ

はあなた自身の立場ゆえに困難なのであって，フラ

ンスの立場が困難なわけではないでしょう。

　ラパン　はい。私は，カラーさんが頭に描いてお

られるのは，総合的な，しかし永久的ではない，関

係主要国が往々にして討議しなければならない事項

の討議を促進するための委員会であると思います。

もちろん，そのための枠組は存在していませんが，

協議のための機会は実際にいくつも存在し，本日の

会議もそのような機会の一つです。われわれは，い

くつかのそのような機会を有しており，恐らくは，

国際会議の数は極めて多く，多分，多すぎると言っ

てよいと思います。

　したがって，われわれは1年に何回か集まりを持

つ立場にあると考えますし，カラーさんの話された

ことを念頭に，この点を討議するために，可能な限

りの機会を捉え，真剣に協議を行ない，またあらゆ

る機会に，このような新しいパネルを作りたいと思

っております。われわれは次回，恐らくは5月に，

パリで会議を持つ機会があるでしょう。ご存知の通

り，われわれは安全性に関する会議，あるいは特別

専門会議を持つ予定ですし，これに参加するすべて
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の国々，またその他の国々も，FBRの分野に関係す

る，また恐らくは，当然，安全性の問題に力を注い

でいる各国の主要団体により，強力に代表されてお

ります。この会議は，これら諸国間の調整を行なう

ための新しい機会となることでしょう。現在は3月

であり，5月はそう遠い先のことではありません。

5月の会議は，十分野機会であると私は考えますし，

またその直後にも，別の機会があるでしょう。たと

えば，次回のANSの冬季会議のような。1年に3回

の会議開催はかなりのべ…スであると，私は思いま

す。しかし，カラーさんの基本的なご意見は，良い

ご意見であると思います。

　留男は理想としては，調整委員会のようなもの

が将来持たれるということは，基本的には賛成しま

す。ただ，そこで取り上げる問題がいろいろありま

して，安全の問題などは結構だと思いますけれども，

もう少し個々の問題はそこで取り上げるのはなかな

か難しいと思います。

　それより前に日本の立場から申しますと，日本は

まず国内の調整委員会が必要だと思います。それを

確立して，対外的にもこういう調整委員会の場へ出

て何でも意見が述べられるような，そういう組織か

らまず考えなければいけないので，決して反対では

ありません。けれども，順序としては，具体的なプ

ロジェクトでもテーマでも取り上げて話し合ううち

に，だんだんそういう体制が国内的にもできてきま

す。そうすれば，国外的なそういう委員会も，大い

に喜んで参加できるようになると思います。

　議長　それでは，取りまとめを二，三，申し上げ

たいと思います。

　まず第一に，今回，パネルを始める前には，各国

の内情がなかなか難しいので，どういうことになる

かという懸念もありましたが，マーシャルさんがお

っしゃったように，問題に対しては非常にはっきり

したご意見でほぼ一致しています。すなわち，FBR

はどうしてもやらなければいけないということで
す。

　また，現在の情勢において，国際協力あるいはい

ろいろな実証炉を目指すと，安全基準の問題など非

常に具体的な問題が出てくるわけですが，…番大事

なことは，「安定性」という男舞でカラーさんがおっ

しゃいましたが，政府あるいは一般の人たちがこの

計画に対して継続的な支持を与えると申しますか，

計画そのものがその時々の情勢で大きく揺れないこ

と，これが一一番大事な点だというご指摘があったわ



けです。

　そういう意味で，私は今回のパネル討論が私ども

に非常に強い印象を与えたのではないかと思いま

す。特に堀副社長，瀬川理事長がご掲摘のように，

日本は非常に良い実績を挙げてはいますが，時間的

な観点からみると，ヨーロッパあるいはアメリカに

対しても遅れています。しかし一…方では，FBRの必

要性が非常に高いという意味で，日本の計画は世界

的な情勢に非常に左右され，他の国以上に大きな打

撃と申しますか，影響を受ける状態にあるのではな

いかと思います。その意味で，本日，各国，特にイ

ギリス，アメリカまたは西ドイツなど，新聞などで

見ると，いろいろな問題があると聞いておりました

が，非常に明快なご発言があったという点で，私ど

もに大変はっきりした指針を与えてくれたのではな

いかと思います。

　第二の点は，最後に議論がありましたが，どうや

って各国政府，あるいは各国の一般公衆の支持を継

続的に得るかということで，カラーさんから，その

意味も含めて，国際的な調整委員会というものを持

ってはどうかというお話がありました。この意見で

一番問題なのは，そういう運営委員会が本当に大き

な影響を政府に対して持ち得るかということです。

今，マーシャルさんが二度おっしゃったように，も

う具体的計画なら，このパネルのメンバニが集まっ

て，夜のレセプションまでにはちゃんと提示できる

というお話がありましたが，それを調整委員会でや

っても問題が依然残っているのではないか，という

ご意見もありました。

　また一一方，たとえば安全基準の問題については，

それはぜひ国際的な枠組が早くできることが重要で

ある，という点もご指摘がありました。さらにラパ

ンさんや瀬川理事長，堀副祉長からも，国際協力と

いうのは具体的な問題について，お互いにぜひやら

ないと，結局は議論倒れになってしまうのではない

か，という発言もあったと思います。

　しかし，いずれにせよ，こういつた問題について

は，最後にラパンさんが言われたように，結局は今

後のいろいろな機会を捉えて，われわれ原子力に携

わる者が，こういつたFBR計画を具体的な形で推

進するということが大切です。それが，今カラーさ

んがご提案になった調整委員会，運営委員会のはし

りと申しますか，そういうものがだんだん力を持っ

ていくのではないかという指摘がありましたが，ま

ったくその通りであると思います。

　大変お忙しい方々が世界中から，特にこの計画そ

のものに具体的に携わっておられる方々が一堂に会

するという機会は，なかな．か得られない貴重な機会

であったと思います。大変率直なご議論をいただき，

また，具体的なご提案をいただいたことに対して，

パネリストの皆様に心からお礼を申し上げたいと思

います。
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通商産業政務次官所感
通商産業政務次官

前　田　勲　男

　本日は第16回原産年次

大会にお招きをいただき，

内外の原子力関係者の皆様

と親しく懇談する機会を得

ましたことは，私の大きな

喜びとするものであり，心

からお礼を申し上げます。

　また，今次年次大会がこ

のように盛大に開かれることになりましたことにつ

き，心からお祝い申し上げるとともに，．この大会を

準備された有澤会長，大来準備委員長をはじめ，関

係の方々に敬意を表する次第です。

　さて，わが国を取り巻く諸情勢は世界景気低迷，

貿易摩擦等極めて厳しく，対外経済政策，産業政策，

資源・エネルギー政策，中小企業政策等幅広い行政

を担当している通商産業省としては，これらの諸困

難の克服に鋭意取り組んでいるところですが，とく

に，資源エネルギー政策は通商産業政策の一つの璽

要な柱として位置付け，その安定供給の確保に努力

しています。

　ところで，わが国のエネルギー供給構造は石油依

存度，海外依存度が高いなど極めて脆弱な構造とな

っています。わが国が安定的な経済成長を達成し，

総合的な安全保障を図っていくためには，このよう

なエネルギー問題の解決が不可欠です。このため，

石油の安定供給確保を図り，省エネルギーを推進し

ていくほか，長期的なエネルギー需給の見通しを踏

まえて石油代替エネルギーの開発および導入の一層

の促進を図っていく必要があります。この場合，そ

の中核を担うのは原子力であると考えています。

　わが国においては，現在24基，約1，700万kWの

原子力発電所が稼働中であり，1981年度の実績では

全発電設備量の約12％，電力供給量の約17％を占め

る，国民生活の中に定着したエネルギー源となって

います。

　また，昨年の原子力発電所の設備利用率は70，2％

ですが，平均3～4カ月にわたり定期検査を慎重に

行なっているわが国の実情を考慮すると，極めて良

好な成績を示しているものと’言えます。

　このように，わが国の原子力開発は比較的順調に

進んでいますが，より…層の開発推進を図るための

課題も多く残っています。第一の課題として原子力

発電所をはじめとする電源立地の一一層の推進を図っ

ていく必要があります。すなわち，最近のわが国の

原子力発電等の電源立地をめぐる厳しい情勢を踏ま

えて電源立地を進める上で，原子力発篭の必要性，

安全性等に関する国民の理解を深め，協力を得てい

くための施策のより一層の充実を図っていく所存で

す。通産省としては，電源地域の振興，地元住民の

福祉の向上に資するため，電源三法の活用等により

公共施設の整備，企業導入の促進等を推進していく

とともに，従来から行なっているPA対策の一層の

充実を進めていく所存です。また，改めて申し上げ

るまでもないことですが，原子力開発の円滑な促進

を図っていくためには，今後とも原子力発電所の安

金確保に万全を期し，国民の一層の理解と協力を得

ていくことが不可欠の前提であり，このためには，

何より，現在稼働中の原子力発電所について順調な

運転実績を挙げていくことこそが，原子力発電の安

全性に対する最も確かな実証となるものと考えてい

ます。

　第二の課題は核燃料サイクルの事業化です。原子

力発電が安定したエネルギー供給源としての役割を

果たしていくためには，核燃料の安定的供給を確保

していくことが不可欠です。また原子力発電所から

発生する使用済み燃料を国内で再処理し，そこで回

収されるウランおよびプルトニウムを再利用するこ

とは，わが国にとって資源の有効利用，エネルギー

の安全保障を図っていく上で重要かつ緊急の課題と

なってます。このため通産省としては，ウラン濃縮

の事業化，商業再処理施設の建設推進，低レベル放

射性廃棄物の施設貯蔵の推進等，自主的核燃料サイ

クルの確立に向けて積極的に諸施策を推進している

ところです。
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　また，わが国の核燃料サイクルの現状については，

事業化段階の各施設の立地が現実の課題となりつつ

あり，当省としても，核燃料サイクル施設の立地手

続き，スケジュール，立地促進策などに関し，鋭意

検討を行なっているところです。

　第三の課題は，原子力政策に関する中・長期的な

展望の確立です。わが国の原子力開発は，今後とも

当分の間は軽水炉が主体となりますが，長期的なウ

ラン資源の制約から脱却し，原子力発電を安定した

エネルギー源として拡大していくためには，使用済

み燃料を国内で再処理し，それにより回収されるウ

ランおよびプルトニウムを有効に利用していくこと

が必要です。このため，長期的には再処理により回

収されるプルトニウムを高速増殖炉にリサイクルし

ていくことが，わが国のエネルギー安全保障を図る

上からも最善であると考えられます。しかし，この

高速増殖炉が商業化するまでにはかなりの時問がか

かりますので，その間プルトニウムを軽水炉，また

は新型転換炉の燃料として利用していくこととして

います。このため，新型転換炉実証炉の建設を行な

うこととしていますが，軽水炉での利用についても

可能な限り早期に技術的実証を行なうこととしてい

ます。

　最後に，原子力分野における国際協調の推進の重

要性を強調したいと存じます。現在，原子力の技術

水準は各国の努力により著しく向上してきています

が，ますますその発展を図るため国際的な共同研究

の必要性が高まってきています。わが国としても世

界第3位の原子力発電則として，このような動きに

対応して世界の原子力開発に貢献していきたいと考

えています。

　また，わが国は，原子力開発を厳に平和利用に限

って推進しており，世界的な核不拡散の強化の動き

には積極的に対応していくことが重要であると考え

ています。このような点からも，原子力の各分野に

ついて国際協力を行なっていくことが適切であると

考えています。

　以上，わが国の原子力開発の現状と政策および課

題をかいつまんで申し上げましたが，これらの課題、

に対処していくためには，本日ご列席の産業界の皆

様および海外の原子力関係者の方々のご協力なくし

ては，いずれもなし得ないものです。

　最後になりましたが，この点につき皆様にお願い

申し上げるとともに，皆様のより一層のご発展を祈

念して，私のご挨拶といたします。
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特別講演　野面の内外金融経済情勢について
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　中央銀行総裁というの

は，大体あまり歓迎されざ

る人間です。説教をするの

が好きだと思われているわ

けですが，今日はお説教す

るつもりは毛頭ありませ

ん。各国に中央銀行の総裁

がおりますが，私どもの中

央銀行総裁の一人目同僚がかつて「中央銀行総裁と

いうのは非常に歓迎されざる人間である。パーティ

ーが始まろうとしている時に，パーティーに出てい

るパンチボールを取り下げうということを言うよう

なものだ」と言われたことがあります。そういうこ

とですが，今日は幸いにして先にご馳走をいただい

てしまいまして，そういう非難を受けないで済みま

すのは，私の非常に幸いとするところです。

　私は原子力の問題をほとんど知りません。皆様の

目からご覧になったら非常に無知な男であるとお思

いになるでしょう。しかし，私が今日これからお話

し申し上げることは，皆様には恐らく分かっていた

だけると思っております。そういうお話をこれから

申し上げたいと思います。

　先ほども通産次宮からお話がありましたが，いま

世界の経済は，去年，一一昨年ころから同時不況とい

うことで，世界中が同時に不況になったわけです。

こういうふうに同時に各国がみな不況になるという

ことは，戦後あまり例がありませんでした。今度が

初めてと言って良いくらいです。過去の例から申し

ますと，アメリカの景気が悪ければヨーロッパが良

いとか，ヨーロッパが悪ければアメリカが良いとか

というふうに，同時にはなかなか不況にならなかっ

たわけですが，今度はほとんど同時に世界中が不況

になってしまったというわけです。

　なぜそういうふうな不況になったかということに

はいろいろの説がありますが，やはりエネルギー価

格が急上昇したということが大きな要素になってい

ることは，間違いありません。しかし，このエネル

ギー価格の．ヒ昇ということの裏には，やはり世界的

なインフレというのがあったわけでして，そういう

ことがなければ，こんなにエネルギー価格が急上昇

するということもなかっただろうと思います。

　また，戦後の各国政府の政策が完全雇用を重視す

る，あるいは全体の社会福祉を重視するということ

から，財政が急膨張して，なかなか歳入と歳出との

バランスが取れなくなったということもあります。

また，ある意味では良いことですが，…般的な賃金

上昇のテンポが生産性の上昇と歩調が合わなかった

というようなこともあったと思います。

　そういうふうな同時不況から，いま少しずつ抜け

出している過程です。まだ，そう世界中の経済が回

復したという状況ではありませんが，かなり先行き

については明るさが出てきたというのが，今の状態

であろうと思います。

　エネルギー価格，主として原油価格の上昇が約8

年間に10倍以上になってしまったということが，世

界の経済に大きなインパクトを与えたことはご承知

の通りでありまして，そういうエネルギー価格の急

上昇からくる経済の困難に対して，今そういう事態

に対応する調整過程，アジャストメント・プロセス

であると考えられるわけです。一例を挙げますと，

たとえば素材産業，エネルギーをたくさん消費する

産業は，だんだん立ち行かなくなってきています。

素材産業は大体において良くありません。加工産業

のほうに，だんだん経済の構造の変化が行なわれつ

つあるわけです。ぞういう調整過程がまだ済んでい

ない，まだこれから何年かかかることでしょう。そ

ういう段階にあるわけでありまして，世界各国とも

その点では非常に悩みの多い，苦しい政策対応を迫

られているわけです。

　そういう折りから，先日，原油価格の引き下げが

ありました。行き過ぎた原油価格，エネルギー価格

の上昇を食い止め，また若干それを低める方向に働

くわけですから，世界の経済にとっては非常に良い

要素であったと思います。ただ，この成果が出てま
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いりますのはまだ若干日にちがかかるわけでありま

して，そういう中において，いま世界の経済には幾

つかの後遺症が残っているわけです。

　たとえば経済全体はまだ同時不況から完全には抜

け出しておりませんので，その不況の結果起きてい

るのが膨大な失業者で，この失業はまだ増えると言

われているわけです。この多数の失業を抱えている

ということが，各国経済の今後の回復には大きな障

害になっていることは，ご承知の通りであります。

　そういうふうな失業者が多いということからもう

一つ起こっている非常に難しい闘題は，今，世界中

を覆いつつある，いわゆる保護主義です。肉由貿易

というものが世界経済の基本であるべきですが，そ

ういう事態に対しまして，失業がこれだけ多いと，

どうしても外国からの輸入に対する拒否的な動きが

出てくるわけでして，それがこの保r護主義の流れと

して非常に憂慮すべき事態になっているのは，ご承

知の通りです。

　また，同時不況になる前に，世界各国とも非常に

インフレに悩まされました。二桁，つまり10％以上

の物価の上昇ということを経験したわけです。日本

も例外ではありません。第1次オイルショックの後，

いわゆる狂乱物価というものがありまして，20％以

上の物価．ヒ昇があったことはご記憶の通りです。日

本は割合にその後はうまくいき豪して，物価の上昇

は大きくなかったわけですが，日本以外の国のイン

フレはなかなか収まりませんでした。ようやく最近

になって10％以下，二桁を超えないシングルディジ

ットになってきたわけです。

　そういうふうなインフレがあった結果の後遺症と

しては，金利が高くなってしまったことです。高金

利はまだ続いています。まだ続いていますが，この

高金利が世界を風靡したわけでありまして，これま

たアメリカの高金利を中心として，10％以上，20％

近いような高金利になったわけです。

　また，その後遺症の一つとして出てまいりました

のが，中進国の債務累積の問題です。低開発国にも

問題はありますが，中進国の一メキシコ，ブラジ

ル，アルゼンチン，ベネズエラ，そういうような国

の債務が累積したとういうことがあります。一つは，

金利が高いために利払いがなかなかできなくなった

り，利払いが雪だるま的に債務に累積されたという

ことがあるわけです。

　また，エネルギー価格が上昇したということから，

先ほど申し上げたように，各国とも産業構造の転換
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を迫られているということがあります。素材産業が

なかなか立ち行かない。日本でもそうです。たとえ

ば鉄鋼業，世界の鉄鋼業の中で日本の鉄鋼業は非常

に効率が良い産業であるわけですが，そういう日本

の鉄鋼業でも，いま操業度はわずか60％ぐらいでし

ょう。アメリカの鉄鋼業に至っては操業度30％とい

うことが言われているわけでして，そういうふうに

素材善業のほうは，どうもあまり良くあり附せん。

加工産業のほうにだんだん移っていくというような

構造変化の過程にあるわけです。

　また，過去の完全雇用政策とか，インフレもあり

ました。そういうことからの後遺症の一つとしては，

先進国のどこでも財政の赤字が非常に増えているこ

とです。この財政の赤字をとてもこのままにしては

おけないというのが，先進國の共通の悩みです。日

本ももちろん例外ではありません。先進国の中でア

メリカの財政の赤字が大きいことはご承知の通りで

す。

　こういうふうに幾つかの後遺症を残してしまった

わけですが，そういうことがこの同時不況の後，続

いて起きているわけです。世界の経済は，いまこの

後遺症からいかにして早く抜け出すかということが

共通の政策目標になっております。しかし，その方

法は決して容易ではありません。各国とも非常に狭

い道を歩いて行かなければならないというのが現状

です。

　そうは申しますが，前途に明るさがないわけでは

ありません。その第一の口火を切ったのは，アメリ

カの経済の回復基調です。アメリカも西ドイツでも

　　ヨーロッパではやはり西ドイツの経済力が非

常に大きいわけですが，アメリカも実質成長率は，

1982年歴年ではマイナスになっていると思います。

西ドイツもやはりマイナスであったと思われます。

　日本は，暦年では，昨年の経済成長は大体実質で

3％ぐらいであったと思います。3％というのは，

日本のスタンダードから申しますとあまり高くない

わけですが，世界のスタンダードから言えばポジテ

ィブな成長をしたということで，まあまあというと

ころではないかと私どもは思っているわけです。し

かし，なかなか一般的にはそういうふうには思われ

ておりません。3％ぐらいではとうてい頼りないと

いうのが，日本の国内の一般的な考え方であろうか

と思います。

　そういう中でアメリカでは，年が明けましてから

いろいろ経済面では良い指標が出てまいりました。



一つは金利が下がってきたということもありまし

て，住宅，あるいは自動車の売れ行きとかいうもの

が目立って回復してきている事態があります。こう

いう事態は，金利が下がったということが一つのき

っかけになっていますが，経済的にみると，やはり

インフレが収まってきたということが一番大きな背

景であったと思います。

　アメリカのインフレ率　　インフレ率というの

を何で示すかというのはいろいろの指標がございま

すが，一般個人が消費する消費者物価の上昇率でみ

ると，…番最近の数字は前年比3．5％の上昇です。ご

参考までに申し上げますと，日本の消費者物価の上

昇率は，今のところは前年に比べて2．5％ぐらいの

ところでしょうか。まだ日本の上昇率よりアメリカ

は1％高いわけですが，それでもひところ二桁の上

昇を続けておりましたことを考えれば，非常に良い

パフォーマンスになってきているわけです。

　こういうふうに物価が安定してまいりますと，消

費購買力も実質的には増えてくるのは当然でありま

して，名目的な所得が同じであっても物価が安定し

てくれば，たくさんのものが買えることになるわけ

ですから，そういうことが経済全体の回復に大きな

原動力になるのであろうと思います。

　先進国どこでも失業が多いということを申し上げ

ましたが，アメリカも例外ではありません。失業率

は10％を超えているわけです。労働人口のうちの9

人に1人が失業しているということですから，決し

て低い失業率ではありません。そういう事態を背景

として，労働賃金の上がり方が非常にモデレートに

なってまいりました。アメリカでは，労働賃金がイ

ンフレ率とともに上がる，いわゆるインデクセーシ

ョンというのが通常行なわれていたわけですが，労

働力の需給は緩んできた，失業は多いということか

ら，必ずしも労賃がそういうふうに上がらなくなっ

てきました。そういうことが，いろいろの過程を通

じて，アメリカの産業の生産性の向上に非常に役立

っていると思われます。そういうことから，アメリ

カの産業の国際的な競争力が非常に強まってきてい

るということは事実であり，これからもそういう事

態がますます進んでくるであろうと思います。

　ただ，アメリカにとっていま一つ大きな問題，私

どもにとっても大きな問題は，アメリカの金利がな

かなか下がらないということです。アメリカでは金

利がどのくらいの水準かというのは，いろいろな金

利がありますから，どれをとればいいのかよく分か

りませんが，たとえば普通の企業が銀行から金を借

りる金利は，名目では10％の金利を払わなければな

りません。…流の企業ですと8，5％ぐらいで金融を

受けられるようですが，いま日本では，…流の企業

が日本の銀行から金を借りますと，名目では6％の

金利で良いということですので，非常にまだ金利の

水準がアメリカは高いということです。

　先ほど申し上げましたように，アメリカのインフ

レ率，消費者物価の上昇率が3．5％ぐらいまできて

おりますので，そういう点から申しますと，金利は

もっと安くてしかるべきだと思います。けれども，

なかなか金利が下がらないというのが，私どもにと

っても大きな障害です。

　これにはいろいろの背景がありますが，大きな要

素としては，多少専門的になりますが私どもが考え

ておりますところを申し上げますと，二つぐらいあ

ろうかと思います。一つは財政の赤字が大きいとい

うことでして，財政の赤字が大きいため，それを賄

うために，政府は相当巨額の国債を売らなければな

りません。それを市場に出しますから，どうしても

国債の金利が上がるということになるわけです。い

まアメリカでは，政府がこの赤字を賄うために国債

を出しますと，金利は大体10％を払わないと資金の

調達ができないという状態になっているわけです。

ご参考までに日本ではどのくらいかと申しますと，

国債を出しますと大体7，5から8％というところで

す。

　もう一つ，アメリカの金利が下がらない理由は，

やや専門的になりまずけれども，いわゆるマネーサ

プライが減らないこですqつまり購買力になり得る

通貨の総量がなかなか減らないということです。こ

の通貨の総量があまり大きくなると，将来インフレ

になる危険が増えるということで，通貨の総量を一

定のターゲットの中に収めるというのがアメリカの

とっている政策であり，また先進国がどこでもとっ

ている政策です。ところが，実際のマネーサプライ

の総量がこのターゲットをはみ出しているわけで

す。それより多く出ているという現象があるわけで

す。金がたくさん出れば，金利が下がりそうなもの

です。これが私どもが学校で習った経済学です。有

澤先生がここにいらっしゃいますが，そういうふう

に教わったような気がしますが，現実には，いまは

マネーサプライが増えると金利は上がるという現象

が起きております。これまたなぜだと言われると私

も困りますが，そういう現象が起きているわけでし
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て，そういうことから金利が下がらないわけです。

　あまり細かいことを申し上げているとポロが出ま

すから，この辺でやめますが，アメリカばかりでな

くヨーロッパでも同じような感じの経済状況です。

やはり不況からようやく少し良くなったかというぐ

らいのところで，ヨーロッパの国にもいろいろあり

ますが，西ドイツの経済状況は多少明るさが出てき

たかというぐらいのところです。

　西ドイツというのは非常に物価の上昇に神経過敏

なところです。センシティブではございますが，西

ドイツでも消費者物価の上昇率は，今のところ最近

の数字で3．5か3．6％というようなところです。ア

メリカとほとんど同じぐらいのところでして，西ド

イツのスタンダードから申しますと，これはやや物

価の上昇が大き過ぎるということでしょう。しかし，

これもここまで良くなってきたわけでして，そうい

う点では，先進国の中では良いパフォーマンスを示

しているわけです。先ほど申し上げたように，アメ

リカの経済が少し良くなるのではないかという見通

しが出てまいりましたために，西ドイツの経済もそ

の余波を受けて良いほうに向かうであろうというの

が，一般の人が持っている期待感です。果たしてそ

うなりますかどうか，これからの問題です。

　外国のことばかり言っているわけにはまいりませ

んので，日本の話を若干申し上げます。

　先ほど申し上げたように，日本は昨年の経済成長

率は実質で3％あったわけでして，世界の中では実

質的な成長率は高いほうです。しかし，このくらい

ではなかなか，皆さん，日本の国民はあまり景気が

好いと思っていません。実際には景気は停滞してい

ると言ってよいと思います。日本の輸出が，ここ過

去1年半ぐらいの間には，ほとんど数量的には伸び

ていません。

　昨年は日本の円が大変安くなりました。278円と

いうような安さまでいったわけですが，こういうふ

うに円安になっても，これまた前に私どもが習った

経済学によると，円が安くなれば輸出がどんどん増

えるというのが一つの言われていたことですが，円

がそれほど去年は安くなったにもかかわらず，昨年

じゅうの日本の輸出は，数量でみますと前年に比べ

てマイナスになっているわけです。円が安くなれば

輸出がどんどん増えるという状態ではありません。

先ほど申し上げたように，世界各国とも保護主義が

とられています。各国とも失業が多いために保護主

義政策がとられているということが，一つの大きな

76

背景です。

　いずれにしても，円が安くなっても輸出は増えま

せん。むしろ円が・安くなると日本のように原材料な

り，油なり燃料すべてを輸入する国にとっては，円

が安くなればそれだけ原料価格が上がる，産業とし

てのコストが上がるわけです。そういう意味で，私

どもは円が安くなることは非常に悪いことである，

日本の経済全体にとっては円が安くならないほうが

良い，円高のほうが望ましい状態であると確信して

いるわけでして，また，そういうふうな政策対応を

しているつもりです。しかし，なかなか思った通り

になりません。円がとかく安く売れるというような

事態が起きているのが現状です。

　日本の経済全体を申しますと，いま申し上げまし

たようなことから停滞傾向は続いております。しか

し，停滞傾向は続いておりまずけれども，どんどん

悪くなるという状態ではありません。どちらかと申

しますと，企業は先行きに対しては，割合にビジネ

スマインドはしっかりしていると見て良いのではな

いかと思っているわけです。そういう中で，いまわ

が国においていろいろ論議されているのは，景気対

策というものを早くやったほうが良いのではないか

ということで，政府の間でも論議されております。

　こういうふうに，日本としてはまずまずの経済成

長率ですが，こういう，どちらかというと景気が悪

いという環境のなかでは，もし悪影響がなければ，

景気にとって刺激的な政策をとることは決して悪い

ことではないと思います。ただ，いま申し上げたよ

うに，日本の物価は落ち着いており，国際収支もま

ずまずの黒字ではありますが，景気政策，その他の

施策をとった結果，財政の面で大きな赤字がまた出

てくるとか，あるいは円相場がさらに安くなるとい

うようなことは厳に避けなければならないことであ

ろうと思います。

　日本の財政の赤字というのは，世界の先進国の中

ではその規模は大きいほうです。財政の赤字をどう

やって国際的に比較するかというのはいろいろな方

法がありますが，やはり堕民総生産（GNP）との比

率をとるということが一番共通の尺度になっている

と思いますが，そういうGNPに対する赤字の比率

は，日本はアメリカより高いぐらいのところです。

　そういうわけで，財政の赤字がこのまま続くとい

うことは，やはりアメリカの場合と同様に，日本で

も長期金利がなかなか下がらない。国債の消化がだ

んだん困難になるという事態になってきているわけ



でして，どうしてもこの財政の赤字を減らさなけれ

ばいけません。財政再建が非常に強く叫ばれている

のは，そういう背景です。行革の大きな柱としてそ

ういうことがあるのも，いま申し上げたような背景

があるわけです。

　そういうことから，財政の赤字がさらに増える，

大きくなるというようなことは避けなければならな

いということになりますと，どうしても景気に対す

る刺激的な政策というものは金融政策であろうとい

うことになりがちです。もちろん，インフレが日本

では落ち着いておりますから，金利を下げられれば

下げるということが望ましいことは申すまでもない

わけですが，先ほど来，申し上げているように，海

外の金利が高い。その中で日本の金利だけを下げる

ということになりますと金利差が非常に大きくなり

ます。金利差が大きくなると，金というのは常に高

い利息を追って世界中を走り回るものですから，も

し海外の金利のほうが国内の金利より高いというこ

とになると，為替のリスクはありますが，どうして

も高い金利のほうに誘われるわけです。

　日本の国内から資本が出てまいりますと，それだ

け円が安くなるということになるわけでして，円を

何とかして円高の方向に定着させることが国民経済

にとって重要であると私どもは固く信じております

ので，そういう点から申しますと，r円安に触れがち

な政策をとる場合には，非常に慎重にならざるを得

ません。どうしても円が安くならないということの

見極めをつけてからでないと，こういう政策はとれ

ないというのが，私どものいま置かれている立場で

す。

　海外では，日本の当局は円を安いほうに誘導して

いるという非難があります。まったく私どもにとっ

てはいわれなき非難ですが，そういう政策対応は一

切しておりません。私ども政府もそうですが，円が

安くなることは臼本経済にとってマイナスです。ま

た世界の経済にとってもマイナスであろうと思いま

す。円が安くなりますと，どうしても輸出に頼りが

ちになります。輸出を増やせば貿易摩擦をさらに激

化させます。貿易摩擦が激化すれば，さらに保護主

義が強まるということですので，世界の経済にとっ

ても，円が安くなることは決して望ましいことでは

ないと確信しております。そういう意味で，これか

らも円相場は円高のほうに定着するように努力して

まいらなければならないと思います。

　日本経済にはこれから，今の行政改革あるいは政

府の経済見通し等においても言われている，一つの

大きな柱があります。それは，国際社会に対する積

極的な貢献を日本はすべきだという柱です。私ども

は，日本の経済がここまでの規模になってまいりま

した以上は，国際社会に対する積極的な貢献をする

責任が日本にはあると思っております。どういうふ

うに，何をすれば積極的な貢献ができるかというの

は，いろいろな方法があります。いろいろな場面が

ありますが，いま申し上げましたような円相場を安

定させていくということも，非常に大きな項目であ

ると思います。また，日本経済が非常に安定的な成

長を今後も続けるということが，国際社会，世界経

済にとって非常に大きな貢献であろうと思います。

　幸いにして，第1次オイルショックの後には日本

は狂乱物価というものを経験しましたが，第2次オ

イルショック以降，国民の皆さんのご協力もあって，

インフレに対しては非常に良いパフォーマンス，あ

まり物価が上がらないで済んだわけです。そういう

ことが，日本にとっては国際社会に対する大きな貢

献であったと思います。

　これからも，日本経済の安定的な発展，成長とい

うことを念頭にして，政策運営をやってまいりたい

と思います。
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パネル討論

　松井議長　さて，1973年

の石油危機が引き金とな

り，今日もなお世界的に低

成長経済が続いています。

この間，石油価格が高騰し

続けるなど経済の回復を妨

げる要因もありましたが，

今や最近のロンドンにおけ

るOPEC臨時石油相会議に見られるように，石油価

格の値下げ傾向が見え始め，世界のエネルギー情勢

は石油危機当時と異なった様相を見せています。言

い換えますと，在来エネルギー資源状況が一応落ち

つきを取り戻しつつあると言えましょう。しかしな

がら，長期的視野に立って見れば，エネルギー問題

の重要性は決して減退したわけではなく，今こそ世

界的規模で考えるべき時にきているのではないかと

思われます。石油代替エネルギーの本命として注目

を集めている原子力発電については，わが国は幸い

16年にわたる運転実績と1，734万kW（25基）の発

電設備を持つに至っております。しかしながら原子

力開発の急速な進展が国内的にも，また国際的にも

色々な問題を引き起こし，世界的に難しい状況にな

ってきているのも事実であり，ここで今一度，世界

的な現状を振り返り，今後の進め方を考えていくべ

きではないかと思います。もとより21世紀に向けて

原子力が必要不可欠であることは，いささかの変わ

りありません。また，わが国はそのような確信のも

とに原子力開発を進めてまいりましたが，平和利用

に徹し，一切の軍事利用を排し，もって諸外国との

協力を進めていきたいと思います。

　さて，原子力開発を今後円滑に進めていくために

は，原子力先進国と発展途上国における国際協力を

どのように進めていくか，その政策のあり方が特に

重要になると考えます。原子力国際協力のあり方に

ついて，今何から手始めに行なうべきか，原子力先

進国と途上国の人たちが一堂に会して，じっくりと

話し合える時期が到来したものと言えましょう。円

滑な国際協力のもとにステップ・バイ・ステップで

原子力開発を進めていくための効果的かつ建設的な

提案をパネリストの皆さんから提案していただきた

いと思います。

　　　　　　　　　　　　セミョーノブ　新しい体

制とはどんなものかを分か

り易くするために，「旧い体

制」についてより明確な定

義をし，その成功と限界に

ついて考えてみる必要があ

ります。

　原子力の平和利用のため

の国際協力の歴史を簡単に振り返ります。

　このセッションでは発展途上国との国際協力につ

いて討論されることになっているので，まずその発

展途上国を状況別に三つのグループに分けます。す

なわち，（1源子力発電を導入する段階にある国々（約

10力国），（2）発電以外の分野で原子力を利用してい

る国々（40～50力国），（3＞今までのところ原子力にあ

まり興味を持っていない国々（その他一一80力国以

上）の三つのグループです。初めの二つのグループ

の関心事について検討します。発展途上国を対象と

した原子力利用の種々の分野に関する国際協力，特

にIAEAの技術協力プログラムの重要性を強調し，

いくつかの数字を発表します。特に，第一の「原子

力発電グループ」に入ろうとしている，発展途上国

の中でも…播数の少ないグループに重点を置きたい

と思います。なぜなら，「新しい体制」とは主にその

グループのためのものだからです。

　こうした国々の原子力開発の現状と展望を検討し

ます。

　次いで，発展途上国における原子力発電の必要性

を評価し，原子力発電導入のための準備（エネルギ

ー計画，人材育成，立地，安全性，手引書，規制と

基準，訓練，技術者グループの派遣等）を援助する

際の国際協力，特にIAEAの役割について検討しま
す。

79



　さらに，発展途上国が原子力発電計画を確固たる

ものとしていくに当たっての長期的な問題を核不拡

散問題との関係から考えます。

　核不拡散条約（NPT）に加盟している非核保有国

が核不拡散義務を遵守すること。NPT第4条が示

すように，それらの国々が原子力技術の平和利用を

追求できること。この二つの事項の関係について，

特に，供給国による集合的で一方的なやり方とか国

際核燃料サイクル評価（INFCE）の検討結果を考慮

して，検討します。

　供給保証委員会（CAS）の活動に触れながら，供

給保証の分野でのIAEAの規制上の機能と実際的

な活動を見直します。

　現在順調に機能している国際協力の「旧体制」を

損なうことなく，むしろその体制に基づき，「原子力

発電グルーカに入ろうとする発展途上国の数々の

要求に応じる方向に向けて，「新しい体制」を確立す

べきだということを提案します。供給保証と核不拡

散のための必要条件との間の本質的な関係に焦点を

当てます。

　原子力輸出政策の今後の統一化の可能性について

述べます。

　核燃料サイクルのフロントエンドとバックエンド

の現状を検討し，多国籍あるいは地域別の燃料サイ

クル施設の利点について述べます。

　結論として，新しく浮かび上ってきている諸問題

を解決するには，これまで同様，今後も国際協力が

重要であるということを強調します。

　原子力の国際協力のための「新しい体制」とは何

を意味するかを十分に理解するために，現在の，あ

るいは「旧い」体制を明確に定義し，その成果と限

界について考えてみるべきだと思います。この方法

を通してのみ，新しい体制の必要性について，詳細

かつ論理的に考察できます。

　軍事的思惑が支配的だった時代，つまり原子力開

発史上の秘密主義のほぼユ0年間の後，1950年代中

頃，原子力には平和のための大きな力があるという

ことを明確に示すような原子力情報が発表され，あ

る動きが出てきました。

　1954年12月に開催された国連総会の第9セッシ

ョンで，原子力の平和利用における国際協力につい

て重要な決定がなされました。同じ1954年には，ア

メリカが「平和のための原子力」計画を始め，ソ連

が「原子力研究施設設立に際しての海外援助」計画

を発表し，多くの国々を原子力技術の広範な利用の
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開始へと導きました。もっとも当時は原子力による

発電はまだでした。

　1957年，IAEAは次のような目標を掲げて，その

活動を開始しました。

　「……世界中の平和，健康および豊かさへの原子

力の貢献を促進し，拡大することを追求する。IAEA

による援助，あるいは指示や監督，管理の下で行な

われる援助は，いかなる軍事目的を助成するような

形でなされることもないということを可能な限り保

証する。」

　原子力平和利用における国際協力は，多くの分野

でいろいろな形をとりながら，既にほぼ30年の歴史

を経てきましたが，このパネル討論のために，私は

第三世界の発展途上国に係わる部分に限って話した

いと思います。というのは，これが「国際的な原子

力協力の新しい体制」を作るための進行中の努力に

とって重要な要素だからです。

　原子力に係わる科学技術は，平和利用で可能な範

囲が広く，様々です。発電のために使用される場合，

資金は一つの原子力発電所当たり約10億ドル，ある

いはそれ以上になるでしょう。医療および農業の研

究，水資源の研究，あるいは種々の工業利用におい

て，放射線，放射性アイソトープ技術として利用さ

れる場合には，投資額は比較的少なくて済みます。

しかし，原子力科学および放射線技術の利用でさえ，

科学的なインフラストラクチャーを必要とします。

たとえば，熟練技術者や高度な設備などですが，多

くの発展途上国にはまだありません。

　話の便宜上，私は発展途上国を三つのグループに

分けたいと思います。すなわち，

　1）原子力発電を導入済みか，あるいは導入する

　　ことを決定した発展途上国

　2）原子力科学，放射線・放射性アイソトープを

　　利用している発展途上国

　3）現在のところ原子力科学技術に実用的な興味

　　をあまり示していない発展途上国

　実際に原子力発電に専念している第…のグループ

に属する国は，12力国にもなりません。そして，原

子力発電所の建設に要する費用，国内の高圧送電線

網の規模，インフラストラクチャーおよび人材の必

要性などを考慮すると，この数字が今世紀末までに

2倍以上になることはなさそうです。しかし，発展

途上国のうち，この一部のグループの利益こそが，

原子力発電技術の移転問題および供給保証問題を左

右しているのです。この問題について，もう少し後



で再び扱うことにしましよう。

　第一のグループに属する国々も含めて，第二のグ

ル…プに入れられる発展途上国は40～50山国にな

り，そのうちの25力国では小規模な研究炉が運転さ

れています。

　この第二のグループのうち，二国間および多国間

の国際協力の非常に良い例，あまり成功しなかった

例がいくつかみられます。成功した例としては，

IAEAによる技術援助プログラム，その中でも特に

アジア地域協力プログラム（RCA）が挙げられます。

1958年以来，IAEAは，ほぼ1億5千万ドル相当の

開発援助を行なってきました。IAEAの技術援助プ

ログラムの主な目的は，援助を受ける国による原子

力技術のより有効かつ安全な利用を目指した努力を

支援することです。個々のプロジェクトは，発展途

上国の自立を強化するよう意図されています。また，

多くの場合，様々な国家機関および国々での協力を

促進するよう企画されています。

　こうした目標を持って，これまでIAEAは協力的

な援助の方法をいくつか開発してきました。たとえ

ば，個人訓練，訓練コースの設置，専門家や指導員

の派遣，機器の供給などです。

　7，500人以上が，特別研究員として，原子力技術に

関連した課目を勉強しました。3，500人以上の人々

が，訓練コースと研修旅行に参加しました。2，500人

以上の専門家がアドバイザーや研修指導員として，

発展途上国に派遣されました。さらに，およそ5，500

万ドル相当の機器が，技術協力プロジェクトを通し

て利用されました。技術協力プ．ロジェクトの計画は，

普通一年単位でIAEAと発展途上国の共同で行な

われます。この5年間で約700件のプロジェクトが

終了し，500件の新たなプロジェクトが現在進行中

です。

　IAEAの技術協力計画に利用される財源は，過去

14年間に年率18％の割合で増えてきています。全部

の資金を計算すると，1982年の合計は，およそ3，000

万ドルになりました。

　原子力技術が拡まるに従って，地域規模でいくつ

かの開発上の問題に取り組むことが可能になってき

ました。多くの専門分野に情報網が作られ，種々の

産業，教育機関，研究センター等を共通の利益でつ

なぐことが可能となります。このような情報網は，

放射線・放射性アイソトープの工業利用が行なわれ

ているアジア・太平洋地域における地域的原子力協

力協定（RCA）の枠組みの中で，すでに始まってい

ます。RCAのもとでの地域協力は，現在，ラテンア

メリカでの同種の計画の実行可能なモデルとして検

討されています。

　今後，IAEAは，ますます増えていく開発計画の

主な内容が発展途上国自身によって準備されるよ

う，触媒的な役割を果たしていくことになると思い

ます。

　地域協力および長期的プロジェクトへの傾倒は，

当分の問より強くなっていくと予想されます。

IAEAのこれまでの技術協力活動と結びついて，こ

うした開発援助体制は発展途上国の原子力インフラ

ストラクチャーの一層の強化に大いに貢献すること

でしょう。

　このようなタイプの協力における技術情報および

設備の移転は，必要財源の確保の問題を除けば，何

ら特別な問題の原因とはなりません。

　第三のグループには多数の国が属しており，その

うちの20～25一国はIAEAに加盟していますが，

大半は未加盟です。このグループの国々にとっては，

原子力技術や原子力科学の移転問題でさえ，今のと

ころほとんど関心の対象ではありません。当分の間，

こうした国々に関するIAEAの責務は，それらの経

済および社会の発展が，たとえば衛生，農業，水資

源などの領域における原子力技術の導入によって促

進され得るような状況であるかどうか，常に気にか

けていることです。そして，原子力科学と原子力関

連技術の利用について，いっでも指導，訓練が可能

なようにしておくことです。

　したがって，原子力協力に関する諸問題の実態を

理解するためには，われわれは原子力発電の導入を

開始した，あるいは予定しているような発展途上国

が直面している問題に戻って考えてみるべきなので

す。

　発展途上国におけるエネルギー不足が今後の発展

や生活水準の向上の妨げとなることは，明白です。

ですから，効率的なエネルギー供給システムという

ことを考慮すれば，石油価格の変動にまどわされな

い原子力発電が，確実な解決方法だと思われるので

す。

　しかし，すでに申し上げた通り，実際には，第三

世界のうちの7力国が合計13基の現在運転中の原

子力発電炉を保有しているにすぎません（総出力

620万kW）。合計出力L600万kWの発電炉24基
が，これら7力国と他の3力国において建設されて

います。多くて4力国が建設計画の段階です。
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　とはいうものの，多くの発展途上国において，原

子力発電は有力な電力供給源として考えられつつあ

ります。特に長期的観点からはその傾向が顕著です。

もちろん世界経済やエネルギー情勢は変化してきま

した。発展途上国の原子力発電導入計画も最近変更

されました（2000年までに，INFCEの予想では1

億1，650万～2億1，100万kW。　IAEAの1983年
の計画では7，000～1億2，000万kW＊）。けれども，

原子力発電を導入しようとしている発展途上国の多

くが抱えている問題は，現に存在しており，今解決

しなければ時の経過とともにますます急を要する問

題になってくるでしょう。

　発展途上国が原子力発電を導入するに当たって，

原子力に特有な一連の考慮すべき問題を伴うことに

なります。国際協力，特にIAEAが，このような問

題の解決に大いに貢献するものと信じています。

　たとえば，原子力発電の導入に関する特殊な問題

に対して，IAEAでは最近，「原子力発電導入につい

ての案内書」を発行しました。発展途上国が原子力

発電の導入，およびその準備に当たって取り組まな

ければならない仕事がありますが，この案内書は，

その仕事の方針決定者，計画立案者，管理者，専門

的スタッフたちに対して，最新の情報と手引きを提

供するものです。

　原子力発電は，不安定な運転実績による経済的損

失だけでなく，技術的な複雑さや特有な安全性を必

要とすることから，計画開始に当たって，どうして

も質の高い人材を必要とします。より詳細な情報と

必要な人材を提供するために，IAEAは，「原子力発

電のための人材育成案内書」を発行しました。1975

年には，原子力発電計画の立案，計画の実施，そし

て発電設備の運転など，それぞれの段階での経験を

伝達するために，原子力訓練コースを開始しました。

これまでのところ約50力国の発展途上国から
1，300名以上の人々がこの訓練コースに参加しまし

た。

　IAEAの技術協力プログラムのうちで，もう一つ

の重要な部分は，進行中の原子力発電計画や関連分

野での企業内訓練のためのIAEA特別研究員制度

です。1982年には，IAEAは原子力関係分野で約

160名の特別研究員を指名しました。

　さらにIAEAは，国家規模での原子力発電計画の

ための調和のとれた人材育成と訓練を指導，援助す

る胴的で，加盟国に対し数多くの視察団を送ってい

ます。

　われわれの経験を通して明らかなことは，今まさ

に原子力発電計画の初期段階にあるような発展途上

国が求めているのは，非常に幅の広い援助だという

ことです。国際的な組織が重要な役割を持ち得るよ

うな援助が可能となるにちがいありません。

　もう一つの重要な点は原子力の安全性，およびそ

の関連面での国際協力です。安全問題は国際的な性

質を帯びているため，すでに国際的な機関が原子力

発電の安全性にとって重要な基礎を発展途上国に

（いくつかの先進国と同様に）提供しています。た

とえば，国際放射線防護委員会（ICRP）の線量限度

システムやIAEAの放射線防護・原：子力安全標準プ

ログラム（NUSS）などです。後者のもとで，原子力

発電を担当する政府機関，立地，建設，運転および

品質管理の分野における原子力発電所運転櫓針およ

び安全基準について，国際的に承認されたものが作

成されました。こうした指針，基準は，安全につい

ての経験を含めた原子力技術を先進国から発展途上

国へと移転する際の基本的要素として，重大な役割

を果たしてきています。

　こうした訓練，規制面での活動に加えて，IAEA

は原子力発電所の建設と運転開始を調査するため，

長年にわたって視察団を編成，派遣してきました。

原子力発電所における緊急時体制の準備を援助する

ために派遣団が組まれたこともありました。

　われわれは，経験を通して，このような活動や援

助のすべてが発展途上国の原子力発電導入にとって

非常に大切であることを知っています。しかしなが

ら，発展途上国が人材確保や必要なインフラストラ

クチャーの発展といった多種多様な問題を解決し，

原子力発電を開始したとしても，長期的な問題の多

くは未解決のまま残ります。

　長期的な課題のうち最も重要なのは，次の事項で

す。

○核燃料，資材および役務の供給保証

○核燃料サイクルのバックエンドに関する諸問題の

　解決（使用済み燃料の長期貯蔵，再処理，廃棄物

　処分）

　ここで忘れてはならない非常に重要なことは，原

子力技術，とりわけ核燃料サイクル技術は二面性を

持っており，人類の発展に必要なエネルギーを生産

＊ユーゴスラビアを含めた計画経済諸国の2，000万～3，000万kWを含む。
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するためだけでなく，人類史上最も破壊的な武器を

製造するためにも利用され得るということです。こ

のため，ある種の原子力技術および核物質の移転は，

本質的に核兵器，核爆弾の拡散問題と結びついてい

ます。

　大半の国々が，核兵器を持たないことが自国の安

全のためであるという結論に達しており，その決意

を核不拡散条約支持によって表明しました。

　核保有国は別として，現在，世界中の原子力施設

の98％が保障措置の下にあります。そして，われわ

れが知る限りでは，保障措置体制に属さない原子力

発電所が運転されているのは，五つの保有国以外で

は4四国だけです。

　核兵器あるいは原子爆弾を保有せず，それぞれの

原子力活動をIAEAの保障措置ドに置く核不拡散

条約に加盟している非核保有国の義務に対して，核

保有国は，核不拡散条約第4条において，原子力平

和利用のための設備，核物質，情報の交換を非核保

有国との問で可能な限り進めていくよう義務付けら

れました。核不拡散条約以外の他の不拡散機構に加

入している国々も，原子力供給と情報提供に対して

同様の期待を持っています。核保有国やいくつかの

原子力供給国が原子力技術や物質の提供をあまりに

も制限的に行なってきたという考えや想いが，供給

保証のための新しい協力体制を困難なものとしてき

ました。

　一部の原子力供給国が核不拡散体制を強化するた

めにいくつかの新しい対策をとった後，この行き詰

まりが特に強くなりました。もう一つの関連要素は，

他に比べて特に核拡散傾向が強い特別な核燃料サイ

クルなどはないことを確認し，核燃料バンクや原子

力供給側の国際的「安全保障網」等の新しい制度，

機構のための構想を検討したINFCEの審議でし

た。これまでは，先進国と発展途上国の間の核物質

および技術移転のための制度上の整備の多くは二国

間政府協定という形で行なわれてきました。こうし

た二国間協定には，それぞれの協力協定，商業契約，

相互保障措置，並びに双方が合意した核不拡散条件

などのための枠組み，体制が必要となります。保障

措置に関する取り決め同様，供給についても，しば

しばIAEAでの協定事項に基づいて決められてき
ました。

　こうした二国間協定は，通常かなり長期的なもの

で，内容や適用事項のどのような変化も受入れ国で

ある発展途上匡1にとって重大な結果をもたらすこと

になります。なぜなら，そうした国々は，その供給

の相当な部分を工業先進国に依存しているからで
す。

　発展途上国への供給に関する国際的な制度上の動

きは，主にIAEAの援助活動およびIAEAが代表を

務める国連開発計画の活動の範囲内に限られてきま

した。前述のように，こうした活動のための資源，

財源は非常に限られているが，これまで原子力発電

導入に必要な入材育成，計画立案，安全性およびそ

の他重要分野において，確実な成果を収めてきまし

た。

　IAEA憲章は核燃料の供給も認めており，これま

で発展途上国の研究炉に対して数回，発電炉に対し

て2回，供給したことがあります。しかし，IAEAは

二国間協定で取り決められるような付加的な供給保

証ができる立場にはありません。

　IAEAは，1980年に相互に納得できるような核不

拡散への配慮をしながら，より確実で長期的に核物

質，設備，技術，核燃料役務の供給を保証できるよ

うな方法および手段を検討し，そこでのIAEAの役

割と責任を話し合うために，供給保証委員会
（CAS）を設立しました。同委員会に期待されてい

るのは，一般的に受け入れられる核不拡散条件を含

めた国際的な原子力通商のための規定に関する合意

を得ることです。すでに，国際的な協定が踏まえる

べき原則の成文化，並びに供給が途絶えた際の援助

体制の考案に従事しています。

　IAEA事務総長ブリックス氏は，ある演説の中で

以下のように述べています。「こうした問題が一方的

で閉鎖的な状態ではなく，世界的規模の会議におい

て自由に討論されているということは，非常に有意

義なことです。CASの存在そのものが，供給政策の

過激かつ唐突な一方的変更に今後歯止めをかけるこ

とになるだろうと期待しています。」

　結論として，私は次のことを繰り返し申し上げた

いと思います。つまり原子力に関する協力，特に原

子力発電に重点を置きつつある発展途上国との協力

は，徐々に変化してきており，そのような協力協定

のための体制もそれに合わせて変化する必要がある

ということです。

　もっとも，こうした変化の速度は非常に遅く，「原

子力発電グループ」に入ろうとしている新参国の数

は，一番．下から，中間である原子力技術を利用，応

用するグループに入ろうとしている国よりも少ない

という状況です。
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　ですから，二国聞，多国間，さらに国際的な協力

協定の広範囲にわたって，中間グループに属する多

くの発展途上国のために長年大いに役立ってきた現

体制を破壊したり，損つたりすべきではありません。

　現体制の良さを生かしながら，今すべきだと思わ

れることは，原子力発電グループに属する，または

入ろうとしている発展途上国から持ち上っている三

下に応じ得る新しし協力体制を確立することです。

　このためには，各種の協定の構造を考察する際，

その背景として長期的供給保証が求められているこ

とを忘れてはなりませんし，相互に納得できる程度

の核不拡散への配慮も必要です。

　現在，準備段階にある原子力平和利用のための国

際協力促進国連会議は，こうした問題を検討し解決

していく上で，有効な会合となるでしょう。IAEA

としても，その責任が及ぶ範囲内で，同会議の準備，

運営の全段階において適切な役割を果たしていく考

えです。

　今後どのような展開をしていくのか予想してみる

と，原子力輸出国側の方が，保障措置をはじめとし

た輸出のための核不拡散条件を国際的に調和のとれ

たものに改めようとしていくだろうと，私は思いま

す。そして，原子力技術が発達するにつれて，より

多くの供給国がその動きに賛同し，輸出品目も増加

していくと予想されます。

　保障措置を拒否することになるのか，核不拡散義

務を受け入れることになるのか，相反する二つの結

果となることも予想されます。

　供給保証の実情は，燃料サイクルの各段階ごとに，

それぞれ異なります。そして，その実情を改善しよ

うとする努力は，それぞれの変化に応じてなされな

ければなりません。

　次のようなINFCEの検討が，その例を示してい

ます。「濃縮役務の予想され得る需要に関しては，

種々の国々にそれぞれの供給源を提供するような公

平な競争市場であれば，少なくとも今世紀末までの

濃縮役務は確保されるでしょう。」INFCE後，時の

経過につれて，この説がより確かなものとなってき

たとさえ百えます。

　燃料サイクルのバックエンド面での供給保¶の状

況は，先進国にとってさえ，今までのところあまり

確実なものではなく，現在，国際的な再処理役務の

通商が可能な再処理工場は二つしかありません。使

用済み燃料の貯蔵設備および再処理役務に関するあ

る種の国際協力が，経済的な利点をもたらすと同時
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に，核不拡散のためにも役立つだろうと思います。

こうした考えを発展させるため，IAEAは使用済み

燃料の管理のための国際協力の可能性の調査，検討

をすでに始めています。

　燃料サイクルのバック・エンドの問題解決の良い

もう一つの実例として，ソ連が実施している燃料契

約があり豪す。これは，国外にあるソ三三のすべて

の原子炉の燃料は，使用後，再処理と廃棄物処分の

ためにソ連に返還されるという条件で契約されるも

のです。

　総合的な結論を述べると，次のようになります。

まず，情報交換，国際的基準の設定，国際的条約の

義務の検証等の領域においては，三際協力は基本的

ものでしたし，現在もそうです。次に，国際協力は，

技術援助や共同研究等を通して，技術や知識の移転

に重要な役割を果たしてきたし，今も未だしている

ということです。そして，原子力発電に着手する国々

にとって，核不拡散要求に沿った核物質，設備およ

び技術の供給保証という新しい問題を扱う唯一の方

法は，国際協力なのです。その課題は容易ではなく

困難でさえあるが，漸次，解決していかなければな

らない事項です。

》
㍉
嚇

　プリ｝ドマン　この年次

大会は原子力の発展と利用

をどのように進めていけば

よいかについて意見を交換

する有意義な機会であると

同時に，このような発展に

付随する重要な問題を見直

す機会でもあります。たと

えば，原子爆弾の拡散を防ぐための制度，門門規

則の枠組みを整える必要性が，その一つです。

　ご存知のように，アメリカは長い間，世界的な原

子力の平和利用に貢献するよう努めています。アイ

ゼンハワー大統領が主張した「平和のための原子力

計画」のもと，アメリカは多くの国々に対し，原子

力の平和利用のための援助，核燃料，機器などの提

供を開始しました。オークリッジ，ブルックへ一プ

ン，アルゴンヌの各国立研究所に国際訓練施設を開

設しました。自主的な原子力開発を始めようとして

いる多くの匡1々に対して，研究炉を提供するという

供与計画を開始しました。こうした国々と他の多く

の国々のすべては，わが国と同じように他の諸国も

平和的な原・子力の利益を受けられるよう，わが国が

簡単に資源や専門的知識を提供するだろうと信じて



いました。

　しかし，われわれは核物質が誤用される危険性に

も気がつきました。核物質の供給には，その物質が

査察の対象となることを取り決めた協定をアメリカ

と受入れ匡iが締結することが，条件として最初から

求められました。こうした保障措置は，その後IAEA

にゆだねられ，国際的な原子力通商にとって，合理

的で必要な条件として世界中で認められました。核

不拡散条約（NRT）が発効した時に，この条約に加

盟した非核保有国は核兵器の開発をしないことを誓

い，原子力平和利用に関するすべての活動に対して

IAEAの保障措置を受けることになりました。その

代りに，こうした国々は，自国の原子力平和利用に

対する技術援助を求める権利を獲得しました。

　アメリカは，以前私が述べた二つのゴールの存在

を今も信じています。この二つのゴールに到達する

ための最善の道については，ときどき国内に意見の

相違があります。しかし基本的な政策については一

致しています。このことはアメリカの立場を理解す

る上で重要なことです。

　レーガン大統領は原子力政策について，国内外で

の原子力利用の促進を支持するつもりであることを

明らかにしましたが，これは，核兵器拡散の危険を

助長することのないように行なわれなければならな

い，と強調しました。核不拡散は基本的な外交政策

であり，アメリカの国家安全園標であると大統領は

信じています。

　アメリカの政策の基本的な部分は，地域的，世界

的安定の向上のために努力することによって諸国が

核兵器を所有しなければならなくなるような動機を

なくしていくことに向けられています。この努力の

一つとして，われわれはゴールへ向けて，安全保障

同盟や協力を維持，強化していく必要があります。

　1968年発効のNPTに対する不断の支持も重要
なことです。われわれは，この条約が世界的なもの

となることを望んでおり，他の国々がこの条約を支

持するよう促しています。ラテンアメリカでトラテ

ロルコ条約が成立することを期待しています。こう

した条約を遵守することは，それぞれの国が平和を

目指していることを明示する一つの方法です。大統

領は世界に向けて次のように言いました。「アメリカ

は，こうした条約や国際保障措置協定の実質的不履

行を国際秩序にとって深い意味を持つものと見なす

だろう。非核保有国によるいかなる核爆発をも憂う

べきことと見なすだろう。」

　核拡散の心配のない進んだ原子力発電計画を持つ

国々におけるプルトニウムの燃料利用や民間再処理

に関して，アメリカは禁止を求めようとは思いませ

ん。それと同時に特に核拡散の危険性がある園への

機微な物質や機器，技術の移転を禁止していくこと

はわが国の政策方針です。このやり方が，核拡散の

誘因を減らす努力を助けることになると考えていま

す。

　原子力通商の規則を強化することも必要であり，

核不拡散活動と制度の広い枠組みを支える国際的合

意を追求する必要もあります。この点について，ア

メリカは，新たに重要な原子力供給を行なう時はい

つも，条件として，非核保有国でのすべての原子力

活動にIAEA保障措置を適用するよう求めていま

す。われわれは他の供給国も同様の政策指針を取る

ものと確信しています。

　最終的には，アメリカの政策は，よりよい国際保

障措置体制を築くためにIAEA強化に向けて他の

国とともに努力し続けることです。こうした保障措

置は，原子力の危険性を抑制する一方で，その有効

性を実現しようというわれわれの共通の努力の基本

部分です。保障措置はすべての国のためのものであ

り，すべての国が，IAEAに対して協力的であるこ

とによって，保障措置効果を高めるよう努力すべき

です。

　しかし，ケネディ大使が本年2月ウィーンで述べ

たように，アメリカのIAEAへの係わり合いは「他

の加盟国が，この機関を技術的効力を持った組織と

しての地位に戻すために，どの程度決意しているか

によって変わります」。大使は続いて，以下のように

述べました。「加盟国が，アメリカとともに，この誠

実な努力に参加することを切に願います。われわれ

はともにこのすばらしい国際機関を強化することが

できるし，この機関をその憲章に盛られている基本

方針に従ったものにすることができるのです。」

　私はここでもう一一つのテーマに焦点を当てたいと

思います。現在でも今後でも，原子力の民問貿易が

起これば，核拡散の危険性を抑えるための国際的規

制や制度の必要性は最少となるという考えです。

　原子力機器を輸入する側に，輸入を希望する物質

や機器に対する明確な民聞の需要がなければならな

いのは明らかです。輸出側は，機微なものの輸出に

際して，自制する必要があることを認識しなければ

なりません。原子力に対する正当な民間需要がある

国々に核物質を供給する場合でも，保障措置の効果
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的な実施に関して，いかなる妥協もできません。

　原子力の平和利用がどうしても必要であり，平和

に対する自国の意志を世界に証明することの重要性

に気付いた時には，それらの国々は進んで国際保障

措置と関連の核不拡散制度を受け入れます。供給側

と受け入れ側がこうした枠組みの中で効果的に協力

し，相互に利益を得ることが十分にできることを証．

明する多くの例があります。相互理解，話し合い，

交渉および核不拡散への貢献などを通して，他の

国々と効果的に協力することがいかに可能であるか

は，日本が良い例を示しています。

　さらに，国際原子力通商が安定したものであるた

めには，その基本的要素として，予測可能であるこ

とが必要です。それぞれの国において，貿易の規準

が原子力輸出をしょうとする企業に知らされていな

ければなりません。そして，そうした企業は，ある

輸出企画がその規制に反することになるかどうか迅

速かつ正確に見極められるべきです。

　国々が，将来，機微なエネルギーに関する決定を

計画しており，それが可能だとすれば，予測可能で

あることが国際的にさらに強く求められることにな

ります。原子力通商の規準が確固としたものであり，

合意に基づいたものであることも非常に重要です。

それらの規準が何の協議もなしに，突然あるいはこ

っそりと変えられるのではないかという不安があっ

てはなりません。原子力輸出の規準は，どんな国で

あろうとその一国が一方的に決めるべきものではあ

りません。原子力施設の購入者はもちろん，輸出業

者のすべてがともに動かなければいけません。輸出

国であるアメリカは，商売のために核不拡散という

目標を犠牲にするつもりはありません。他の国も岡

様な姿勢だろうと思います。

　原子力計画のための安定した基盤が求められてい

ることは承知しています。アメリカが信頼できる供

給国としてみられることが大切です。たとえば日本

との協力に関して，われわれはより活性化され，安

定した基盤を求めています。そうすることが，「原子

力協力協定」の下での，今後のアメリカの動きに対

する不安をやわらげることになるでしょう。原子力

協力のためのこのような基盤を敷くことが，両国の

長期的な利益となると信じています。

　世界中の多くの国が深刻なエネルギー事情を抱え

ていることを考えると，エネルギーの安定確保に役

立つのは原子力であり，役立てるべきなのです。多

くの国にとって原子力に代わる経済的で役立つエネ
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ルギーなどありません。残念なことに，ちょうど原

子力施設，技術を供給しようとする国が続々と市場

に登場してきた時に，原子力発電所のための新しい

秩序作りを遅らせるような多くの要素が出てきたの

です。買い手市場では，原子力供給国が輸出を増や

すために核不拡散や保障措置の規準を緩和するよう

なことはない，というのは根本的なことです。すべ

ての原子力供給国が，自国の輸出政策を実施するに

当たり共通の現実的かつ慎重な規準を用いることが

大切です。アメリカに関しては，必要な保障措置や

核不拡散管理を尊重しながら，諸外国における原子

力に対する正当な民間需要を満たしていきたいと考

えています。そのためには供給国，需要国の両方と

の協力を続けていく必要があり，すべての国が従う

ことができるような国際的に合意された規制を作る

必要があります。これこそが，原子力通商のための

堅固な基盤であり，全人類の長期的な安全および福

祉を保障するための基盤なのです。

　　　　　　　　　　　　バドラン　今や生存問題

大問題です。不幸にして自然は，

エネルギーを提供することによって，事態を複雑に

してきました。．急速に枯渇するもの，ゆっくり枯渇

していくもの，再生可能なものなどがあります。す

ぐに利用可能なものもあるが，ほとんどのエネルギ

ー資源は加工処理を必要とします。

　つい最近まで，世界は枯渇型の燃料の使用に集中

してきました。認識不足，無関心，無分別な資源開

発などが重なり，乱用というべき事態も起こってい

ます。

　その間に，諸国間の紛争および切迫した必要の結

果，科学技術のあらゆる分野で，研究開発が刺激さ

れました。これに加えて，今日，諸国間の格差があ

ります。富めるもの，貧しいものがある……技術的

に進んだもの……発展の遅れたものがあります。

　さらに先進国には，エネルギー，とりわけ石油が

安い時期に産業転換を完了したという測り知れない

利点があります。ところが発展途上園は，相対的に

エネルギーの高価格時代に，この経験をしなければ

が問われており，世界資源

の効率的かつ正しい利用を

通じて，初めてすべての

人々の生存が可能になるこ

とを，人々に警告しなけれ

ばなりません。

　エネルギーは，今日の璽

　　　　さまざまの形態の



ならなくなります。

　このような複雑かつ多岐にわたる情勢のなかで，

本日，われわれは当地で，成熟期に達した原子力産

業の現状，未来への見通しを検討し，新しい国際協

力体制について，意見の発表，交換を行なうことに

なりました。

　世界のエネルギー消費傾向と今後の需要を分析す

ると，次のような結論になります。

一1950～80年の世界のエネルギー消費と電力生産

　の伸び率は，それぞれ年問平均で5％，7、5％。

一世界のエネルギー需要は，2000年までに少なくと

　も現在の2倍になる見込み。

一…一气Gネルギーの総消費量に占める電力のシェア

　は，現在約25％で，2000年までに約40％に達する

　見込み。

…現在の原子力発電による電力生産は，世界的にみ

　て，総発電量の約8％。2000年までには，原子力

　のシェアは，20％から25％に達する見込み。

　世界の人口45億人が必要とする石油の需要は，今

後恐らく1995年まで上昇を続け，その消費量は，石

油資源に限界があることからみて，重大な事態に達

するものと思われます。ガスは，輸送上の困難があ

るとしても，エネルギー源として，安定した状態を

続けるでしょう。石炭資源は豊富で，これを利用す

れば，世界のエネルギー需要を大幅に緩和すること

ができます。太陽熱，風力，潮力，地熱，バイオマ

ス等の再生可能なエネルギー源は，まだ工業開発の

緒についたばかりで，総エネルギー供給への貢献度

は，2000年までに5～10％程度と思われます。その

電力生産については，貢献度は，今世紀末までに大

幅に伸びるとは思われません。したがって，世界の

エネルギー需要の拡大は，原子力の大きな貢献がな

ければ達成できないと言えるでしょう。残りの発電

量は，主として石炭と水力で補えばよいでしょう。

原子力は，たとえ石油価格がバーレル当たり29ドル

になっても，石油火力に対してなお競争力があるこ

とが立証されており，さらに高度な安全対策に費用

がかかるとしても，原子力にはなお競争力がありま

すQ　　　　　I

　しかし，原子力の利用には，原子炉の安全性，環

境破壊，廃棄物処理，核兵器の拡散等の問題が立ち

ふさがっています。他方では，今や安全記録が評価

され，環境への影響も最少限に抑えられています。

どう見ても，たとえ原子力計画を持たない国であっ

ても，核爆弾の製造能力を得ようと思えば，得られ

ます。そこで，言うまでもなく，国際管理の価値と

役割が生じるわけです。

　発展途上国は，世界のエネルギー分野において，

ますます重要な地位を占めています。世界人口の四

分の三を擁するこれら諸国は，最大の石油供給国で

ありながら，エネルギー消費量は全体の四分目一で，

しかも世界の石油，ガスの見込み資源の三分目二以

一ヒを持っています。先進国は，現在，世界人口の約

27％を占めているが，世界のエネルギーの75％以上

を消費しています。したがって，工業先進国の一人

当たりの平均消費量は，発展途上国の8倍を超えて

います。このような格差から見て，発展途上国の電

力需要の伸び率が，工業国の伸び率より高くなるこ

とは間違いないと思われます。

　経済成長を求める発展途上世界には，人口増によ

る圧迫，資本の不足，適切な技術の不足，制度的か

つ文化的障害，効果的なエネルギー管理の不足等の

重大な課題があります。したがって，電力の十分な，

かつ低価格での供給が，発展途上国の根本的な要件

になっています。

　1974年以前の低価格時代には，発展途上国は，需

要の60％を，生産国の少ない石油に依存していまし

た。国内需要を賄える国，もしくは輸出国は，わず

か26ヵ国で，第三世界の人口の大部分を占める90

ヵ国が，石油の輸入量を増加させなければならなく

なりました。石油輸入額は，1980年には650億ドル

を超え，資本財の高価格でこれが悪化したため，輸

出がさらに制限され，重大な国際収支の混乱を招く

ことになりましたQ

　この危機の打開策として，発展途上国は，エネル

ギー資源の開発，再生可能資源の技術の利用促進，

とりわけ農村地帯での利用を重点施策とせざるを得

ないと思われます。

　このため，近代的な大型システムを持つ一一部の発

展途上国は，すでに原子力を利用しており，他の多

くの発展途上国も，今世紀宋までには利用するよう

になると思われます。

　これら発展途⊥国の原子力設備容量は，1981年目

400万kWです。2000年までには，発展途上国の原

子力設備容量は，5，150万～7，800万kWに達する

見込みです。

　商業炉の利用は，比較的大容量のものに限られる

ため，バランスの取れた体制で原子力を利用できる

国の数は，これまで限られてきました。

　大多数の発展途上国がエネルギー危機に直面し，
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開発計画のあらゆる分野で，支障が起こっています。

この危機対策には，

　一工ネルギー生産への大幅投資

　一エネルギーを貴重かっ高価な生産物と見たうえ

　　での開発計画の見直し

　一省エネルギー

　一今後20年間に，農村，都市開発の最少需要を満

　　たすための大規模な努力

などが要求されます。

　このため，発展途上国は，エネルギー生産拡大に

要する財政的，技術的支援を求めています。

　エジプトは，大多数の発展途上国と同様に，急速

に増加する人口を抱え，どちらかと言えば限られた

国産エネルギー資源のもとで，社会，経済開発計画

遂行のために，ますますエネルギーを多く必要とし

ています。

　70年代半ばまで，エジプトのエネルギー事業は，

石油省と電気・エネルギー省の二つの省の生産監督

下にありました。70年代半ば以降，エネルギー消費

が急速に進み，ここ数年の世界のエネルギーの問題

もあって，エネルギーの総合的計画化，調整が強く

求められるようになりました。エネルギーに関する

政策および重要問題の計画化の責任機関として，エ

ネルギー最高会議が設置されました。この会議の議

長は，生産担当副首相兼石油相が務め，報告担当官

に，電気・エネルギー相が当てられています。同会

議のメンバーには，工業，灌溜i，運輸・通信，住宅・

復興，財政，計画の各相のほか，科学技術アカデミ

ー総裁，さらに3人の選ばれた科学者が加わってい

ます。

　政府は最近，新しい，再生可能のエネルギー源の

利用，開発のための国家戦略を作成しました。

　エジプトには，原子力関係機関がいくつかありま

す。原子力公社は，1955年に設立された従業員約

3，000人の研究開発機関で，原子力平和利用の分野

で活動を行なっています。同公社は，1960年の法律

によって，原子炉の規制，安全問題の管轄機関にも

なっています。研究開発計画の重点は，主として原

子力計画の実施，全国的な参加の拡大に必要なイン

フラストラクチャー一の強化に置かれています。核燃

料サイクル，原子力機器・管理，規制・保健・安全

措置，その他関連分野に力を入れています。

　原子力計画の実施のため，1977年に原子力発電公

社が設置されました。同じ年に，核物質，特にウラ

ンの探査，採掘に対処するため，核物質公祉が設立

88

されました。

　エジプトのエネルギー政策は，経済，社会開発目

標の実現に向けられています。このためには，エネ

ルギーの安定供給，あらゆるエネルギー源の有効利

用，効果的な省エネルギーの促進，石油依存度の低

減，水力の最大限の利用，石炭，ガスへの転換，原

子力利用等が要求されます。

　エジプトでは，電力系統は統合され，水力，火力

を問わず，発電所はすべてつながっています。統合

系統により，送電線網を通じて，家庭，農業，工業

用の電力が供給されています。

　現在の総設備容量は約470万kWです。これに

は，アッパーエジプトにある出力244万kWのアス

ワン・ダムのほか，総出力226万kWの石油，ガス

火力発電所が含まれています。しかし，ダムの有効

出力は，年間を通じて変化する灌溜iやナイル川交通

システムの必要によって，制限を受けています。

　エネルギー消費の年間成長率は，この20年間の平

均が12．6％で，かなり高い数値です。ピーーク負荷の

年間成長率は，もっと高く，たとえば1979年から

1980年にかけて，14．5％に達しています。これらの

高成長率の要因は，人口の増加，農村の電化，農工

業計画の推進等の効果が重なったところにありま

す。

　エジプトの重要な国産エネルギー資源には，石油，

天然ガス，水力があります。他に，限られてはいる

が，シナイ半島には石炭鉱床があり，紅海地方とア

ッパーエジプトにウラン鉱床の可能性があります。

エジプトの現在の石油，ガス年間生塵は，石油換算

で3，200万トンです。石油の確認埋蔵量は，約4億

トンと推定され，そのうち90％がスエズ湾にありま

す。

　包蔵水力発電資源は，ナイル川流域のダムとカッ

タラ低地プロジェクトに限られており，これらが完

全に開発されると，水力エネルギーは，2000年まで

に約158億kWhに達するが，そのころの予想され

る需要のわずか15％にしかなりません。利用可能な

非会合，会合ガスを全面的に利用すると，世紀末ま

でにエネルギーの総供給・需要に占める割合は13％

になります。

　各種代替発電手段について，入念な検討，詳細な

評価を行なった結果，原子力が，電力供給に大きな

シェアを占めるという見通しが明らかになりまし

た。原子力計画の規模，範閥は，2000年には発電全

体の38～40％に達する見込みで，これは約800万



kWで，原子炉8基に相当します。

　このような計画の実現には，当然のことながら，

多くの分野に幅広い努力と特別の仕事が要求されま

す。必要な人員の確保，現在のインフラストラクチ

ャーの改善，原子力設備，燃料の供給源を確保する

ために必要なご国間および国際協定の締結，十分野

資金調達，安全確保，パブリック・アクセプタンス

などです。資金調達には大幅な投資が必要で，現在

のところ，世界市場の石油価格は低下しているが，

政府が，石油収入のなかから，これを賄っています。

　原子力計画の職務遂行のため，幅広い人員養成計

画が実施されています。この養成計画には，IAEA

との協力をはじめ，二国間協力協定を結んでいる数

ヵ国との協力が活用されています。

　差し当たって，放射性廃棄物処理は，エジプトに

は大きな問題とはならないし，近い将来にも，その

可能性はありません。しかし，この分野の現在およ

び将来の問題を解決できる有能な要員を養成するこ

とは，必要なことと思われます。全世界の幅広い努

力を通じて，放射性廃棄物の長期処分問題には，最

終的には満足のいく解決策が見つかり，経済，国内

および国際政策に合わせて，それを選択できるよう

になるものと確信しています。数千年を経た古代エ

ジプト人の墓に見られる優れた保存状態は，適切な

地層を選べば，最後には，長期貯蔵が実現可能にな

るという歴史的メッセージかもしれません。

　エジプトは，1955年に早くも原子力平和利用計画

をスタートさせ，それ以来，平和利用の分野で多く

の二国間協力協定を結んできました。ソ連，ノルウ

ェー Cインド，ユーゴスラビア，イタリアの各国と

の二国間協力協定を結んでいます。IAEAとの協力

は，多くの分野で，必要な役務および技術援助の提

供に，非常に役立っことが分かりました。

　誠意を示し，原子力利用の平和的意図を世界に確

約するために，エジプトは1981年2月，核不拡散条

約を批准しました。これをきっかけに，フランス，

アメリカ，漸ドイツ，カナダの各原子力輸出国が，

エジプトとの原子力協力協定に調印するようにな

り，原子力技術の移転，設備，資材の調達に道が開

けてきました。イギリス，スウェーデンとの問でも，

原子力分野，特に安全性と訓練に関する協力につい

て，了解の覚書が調印されました。さらに，オース

トラリアとの問で，核物質移転協定が調印されまし

た。

　政府は，以上の措置をすべて取っているが，…方

では，麟内エネルギー価格に，多くの補助金が支出

されています。現在，政府の計画に基づいて，消費

者の利益を最大限に追求すると同時に，国民経済へ

の利益も最大限に考える努力，取り決めが行なわれ

ています。

　初めに認識しておくべきことは，現実的に豊かな

国と貧しい国，先進国と発展途上瞬，第一，第二，

第三世界に分類されているが，世界各国は，それぞ

れの経済構造とは係わりなく，一つの共通の目標，

すなわち社会・経済発展を追求しているということ

です。今日，人間の生存は，人間，情報，エネルギ

ーの問の相互作用によるバランスのとれた三脚に立

脚しています。この三つの軸のうち，一つまたはそ

れ以一ヒが崩れると，間違いなく経済に異常をきたし，

その結果，開発事業は失敗します。したがって，今

や団結して，原子力分野の国際協力のための新体制

を考えるべき時です。一国，一地域，一経済機構だ

けでは，長期経済成長に必要な支えをすべて備える

ことはできないと思われます。

　今日，原子力に関する限り，エジプトの見方によ

れば，また，恐らく他の発展途上国からみても，国

際協力の秩序のためには，必然的に次の点が焦点と

なります。

　平和利用のための原子力の価値と必要性につい

て，分かり易い訴えを起こし，世界的な意識を高め

る必要があ．ります。特に，本日のこの大会のような

さまざまの討論会を通じて，国内および国際機関が

組織的な運動を起こし，今なお多くの人々の頭のな

かに残る芳しくない考えの排除を図ることが賢明で

あり，しかも肝要なことでしょう。

　原子力発電所の建設には多額の投資が必要なた

め，世界の融資機関，先進諸国，各種の援助計画，

豊かな発展途上の産油国などが一致団結して，これ

らのプロジェクトに融資する「世界信託基金」もし

くは「原子力基金」を設けるのが有益でしょう。も

ちろん，一定の合意された機構に従って，すべて人

類の利益のため，引き出し権を設定することとしま

す。

　原子力技術は，極めて専門的なものなので，三七

から集まり，各国のために働くよう訓練され，熟練

した科学者，技師，技術者の確保が必要になります。

このため，世界各地に「原子力科学技術訓練所」を

設ける必要があるでしょう。確かな技術を持つ各国

の資格ある指導員を集め，各種の必要な訓練計画を

実施し，常時必要な点検，管理の指導に当たるべき
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でしょう。

　上述の努力と並行して，次の点に重点を置いて，

研究開発を続けるべきでしょう。

　一核燃料サイクル向けの技術改良

　…商用原子力発電所の最少経済規模の縮小のため

　　の技術改良

　一国内の送電網，財源，インフラストラクチュア

　　の最少規模の実現，維持ができない近隣小国の

　　統合送電網の研究

　一その他の平和用途，たとえば脱塩，プロセス・

　　ヒーティングなどの開発

　一廃棄物処理研究

　原子力技術の一般化には反対の態度を取っている

とはいえ，この問題は，いかなる行動も，人道的観

点から計算された危険であるという角度から対処さ

れるべきです。供給国と受入れ国との問には，交渉

段階にある場合でも，燃料供給および原子力役務の

段階にある場合でも，困難が生じざるを得ません。

これらの困難を克服ないし回避するためには，国際

連合のような世界組織が作成，提唱，保護する「行

動規準」に各国が従うべきです。

　われわれは，この大会に代表を送った各国政府に

対して，国連総会に共同提案して，供給の保証，核

不拡散の保障，さらに違反者に対する経済制裁など

に関し，あらゆる問題を取り上げた決議を採択する

ことを提案します。IAEAのような専門機関を強化

し，その権限を拡大して，ここに提案した任務の一

部を遂行させるべきです。

　結論として，そのような国際規準のない世界は，

勝利者のいない……したがって，生存者のいない状

態に陥るかもしれないことを銘記すべきです。

　　　　　　　　　　　ガザリ　まず，コーラン

にいう原則を述べておきた

いと思います。これは，人

問に対する神の声であり，

人類に向けられたもので，

次のようにまとめられてい

ます。

　　「人類よ！われは男女

　　を創造し，それぞれの民族，種族を生み出した。

　　アラーの見た最も高貴なものこそ，行ないの最

　　善のものである」

　この原則に従うイスラム信者には，古くから現代

に至っても見られるような，権利，威信によって，

民族の優劣を問う傾向はありません。したがって，
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人間には生まれながらにして，生活，自由，独立の

権利があるとされています。マホメットは，その最

も神聖な巡礼の際に，次のように述べています。

　　「アラブ人の地位は，非アラブ人より高くはな

　　く，また白人と黒人も，信仰がなければそうで

　　はない」

これこそ公共の平和であり，これが，友愛を基礎に，

友愛を妨げる社会的，人種的，民族的制約を抑えて，

イスラム世界に制定されています。イスラム世界の

「平和」原則は，不可解な精神世界に係わるだけで

なく，あらゆる生活分野にも明確な基礎を置いてい

ます。

　IAEAの発端は，1953年10月，アイゼンハワー大

統領が「アトムズ・フォー・ピース」を提案し，国

際連合に提起したことに始まります。この演説への

反応は，さまざまでした。これは，勇気ある提案で

あり，同大統領は確かに人類の優れた裁判官でした。

イスラムは，人間を地上の神の代理と見るのですか

ら，これは，本質的にイスラムの基本原理です。人

間は，地上の神の代表として創られ，物事の性質を

知る能力を授けられています。一般的に科学，特に

原子力科学を通じて，全能の神が造り出した不思議

な事象を，初めは不可解に思えるものも，最後には

理解することができます。あらゆる技術的手段，あ

らゆる技術的成果を利用しなければなりません。世

界を改善し，研究の成果を享受する義務があります。

このためには，神への信仰を守り，差別なく人間に

威信，正義，平等，自由，平和を保障する方法を取

らなければなりません。神の法則に従うのが，人間

の行動です。

　周知の通り，原子力科学の進歩にはめざましいも

のがあります。戦前は，一般に科学の財源は極めて

不十分だったが，今日の状況は異なっています一

特に原子力科学，一般に科学に対しては，どちらか

と準えば，大規模な支出を考えなければなりません。

このため，科学（原子力科学）の計画化の是非，方

法をめぐる問題が避けられません。この問題一一経

済，科学，政治一一は，全体として，計画的事業の

問題と見なければなりません。

　不幸にして，原子力科学技術は，本質的にほかの

行政と変わりません。エリート，下働き，結託，ボ

ス，愛憎，既得権などが存在します。すでに公式に

重要な役割を演じており，もはや後戻りはできませ

ん。ただ，適切な行政の方武については，意見の一

致を見ない部分があります。原子力科学を除外して



は，人類の進歩はないでしょう。世界的に，善悪を

問わず，原子力科学の利用が支配的要因になりつつ

あります。ところが，われわれには力の感覚はなく，

今日の弱叡無益さばかりを思い知らされています。

無知と欲の力が，原子力科学をゆがめ，逸脱させて

います。

　「アトムズ・フォー・ピース」の国連演説に続い

て，規約会議が開催されました。この会議は二分さ

れました。原子力を平和目的に幅広く利用すること

を提唱するものと，利用拡大は核兵器の製造につな

がると恐れるものとが対立しました。さまざまな意

見を考慮して，同会議は，世界的に平和目的のため

の原子力利用を促進，拡大し，同時にそれが核兵器

の製造につながらないようにすることを決定しまし

た。

　原子力の拡大利用への反対派が，終始主導権をと

っていたようでした。その主張は，もはや無視でき

ませんでした。制限方法の検討の結氣核兵器の拡

散を禁止する核拡散防止条約（NPT）とトラテロル

コ条約の調印となりました。これは，吉兆とも，あ

まり吉兆ではないとも解釈されました。

　多数によるNPTとトラテロルコ条約の調印が，

IAEAの保障措置制度の強力な基礎となっていま

す。これに基づいて，IAEAは各国，各国際機関と

双務，多角協定を結び，保障措置の適用を促進して

います。しかし，実状は見たほど簡単ではありませ

ん。

　NPTとトラテロルコ条約は，本来，平和目的のた

めの原子力技術を入手する代わりに，核兵器を決し

て製造しないという非核保有国の約束です。これら

の国は，いわば物乞いの立場にあり，しかも格言に

言うように，物乞いには選択が許されません。他方，

核保有国の約束は，条約加盟国への原子力技術の移

転を図るというものです。NPTはさらに，核保有国

が核兵器の削減，ひいては保有核兵器の処分に向け

て，交渉を開始することを規定しています。

　ここで，IAEAの保障措置の動機と意図を探って

みましょう。その意図は，策略と疑惑に包まれてい

るように思われます。IAEAの財政は，大部分が保

障措置に当てられていますが，ほかに当てれば，も

っと有効に活用できたと思われます。IAEA保障措

置は，実際には検証制度ですが，誰のためなのでし

ょうか。条約加盟の非核保有国が核兵器を製造しな

いという条約を遵守しているかどうかを，検証する

だけです。IAEA保障措置は，これまでのところ，

援助を軍事目的に転用した非核保有国はないとの結

論に達しています。この保障措置がなくても，その

ような国は現われなかっただろうと思われます。核

保有国が思うより，これらの国にはもっと常識と善

意があります。これに対して，核保有国の意図には，

疑問があります。周知の通り，核保有国は条約に基

づく義務を怠っています。IAEAには，平和の名に

おいて，二重の規準が押しつけられていますが，戦

争の脅威は，依然として迫っています。

　NPTなどの条約の調印で，原子力の平和利用は

妨げられないと考えられました。ところが，現実は

そう簡単にはいきませんでした。非加盟国のインド

が，1974年，独自の理由で核実験を行ないました。

インドの実験に伴う懸念の他，パキスタン，イスラ

エル，南アフリカなどの他の非加盟国も実験を行な

うのではないかという恐れが，原子力拡大利用の反

対派を新たに勢いづかせました。反対派は，再び，

原子力政治の上手を取りました。しかし知識は無限

で，常識と理性のあるところで，彼らにどういう権

利があって命令できるでしょう。これら諸国の横暴

は，極限に達しています。インドにも，平和的核爆

弾（PNE）と言えば，そうする理由があるのかもし

れません。

　1974年のインドの実験後，一連の事態が発生しま

した。先進諸国は，原子力技術の移転反対派の影響

を受けて，既存の国際条約では不十分で，もはや拡

散を制限できないと考えるようになりました。この

考えの結果，原子力輸出国による「原子力カルテル」

の結成に至りました。

　先進諸国のあいだにも，差別があります。たとえ

ば，カーター政権の「プルトニウム経済」反対決定

には，ヨーロッパ，日本，ソ連のほか，発展途上世

界の大部分から強い反対が起こりました。これは，

極めで一方的な政治措置で，他の諸国には有害であ

り，アメリカの横暴を示すものとなりました。

　アメリカの一方的な政治行動が原因で，今や諸国

間に技術の拒否，格差，差別的扱いが見られ，厳し

い原子力輸出規制，特に筋の通らない原子力政策が

取られているようですが，これはアメリカはもとよ

り，他の国の原子力開発を阻害するものになるかも

しれません。このような相互不信，不満，それに伴

う信頼の欠如は，明らかに危険をはらんでおり，こ

のような感情的底流は，アメリカを他の諸国から疎

外し，その結果，国際的原子力体制全体を弱めるこ

とにしかなりません。先進諸国がこれを痛感しても，
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原子力時代の戸口にある発展途上諸国はどうでしょ

うか。ロンドン供給国クラブの政策と，一部の先進

国の技術移転制限措置を考え合わせれば，世界の将

来は，理解と信頼の欠如のため危険になります。事

前の警戒は事前の武装です。これは，…つの保護主

義，すなわち知識保護主義で，犯罪であり，人間の

尊厳に対する侮辱です。

　このような状況から，多くの原子力輸出国は「カ

ルテル」による条件の他に，独自の条件を設けて，

核物質および設備の輸出，専門家の派遣を進めよう

としたため，各市民の権利であるべき原子力技術の

自由な交流に影響が出ています。最も良い例は，1978

年のアメリカの核拡散防止法で，これによると，ア

メリカとの原子力通商を行なうためには，厳しい条

件が要求されます。

　原子力利用を促進するより，むしろ制限する法律

が，現在，世界中で支配的になってい旧す。このた

め先進国は，人類の向上のための原子力利用の拡大

の必要性を考えるより，むしろ制限する目的のため

に，IAEAを利用する傾向にあります。これが
IAEAの予算に反映され，前述のように，科学技術援

助を犠牲にして，大部分が保障措置に向けられてい

ます。IAEAの判断と役割は，まるで疑惑の上に立

ち，全世界が有罪判決を受けたような状態にありま

す。原子力は，広く開発されて，正当な要求を満た

してくれるものであり，したがって内外の不安や戦

争にまで至る経済的，社会的絶望を中和するもので

す。したがって，国際的疑惑の雰：囲気のなかでの開

発は，戦争の危険を高めることになります。IAEA

のいわゆる「政治問題化」の結果としてのアメリカ

のボイコットが，これを物語っています。どうやら，

アメリカは再び，技術移転，援助，知識の普及を拒

否しようとしていますが，なによりも政治問題化と

いうことで，またも横暴さが目につきます。行為の

ないことは，意思のないことの結果であり，これが

一部の先進国の直面するジレンマになっています。

　原子力は社会概念になっており，それ自体では，

なにが非政治的で，なにが政治的かを断言すること

はできません。ある国が間違いを犯せば，糾弾され，

どういうことをしても，罪と責任はぬぐい去れませ

ん。これはモラルの問題であり，不幸にして，この

モラルの喪失は，今後の世代を危険にし，とくに精

神の疎外，欠陥，信頼の欠如，暴力，不正へとつな

がっていきます。それでも，IAEAの活動は続きま

す。加盟諸国は，控え目ながら，まだ援助を受け，
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専門家を受け入れています。IAEAには，信頼，善

意，開放性が備わっていなければなりません。加盟

國は，モラルの武器の優越性を実証し，無知の勢力

を追い払わなければなりません。

　このような制約，疑惑，恐怖があっては，原子力

技術移転をめぐる国際環境が，非常に不確実なのも

不思議ではありません。供給保証委員会（CAS）で

は，なおも原子力技術貿易に関する国際的コンセン

サスが追求されています。現在の行き詰まりの打開

策が見つかれば，国際社会への奉仕も改善されます。

小規模な原子力計画しか持たない国は，実際に，廃

棄物処理を含め，全面的に核燃料サイクル・サービ

スの利用の保証を求めています。したがって，これ

もモラルの問題です。不幸にして，今日，いわゆる

「新しいモラル」，「新しい倫理」が台頭しています。

民主的方式への信頼，確信の浸食も見られます。こ

れまでに人間が直面したことのない道徳的価値の崩

壊が見られます。したがって，各人が積極的に議論

に参加し，この高貴な事業を妨げる障害を取り除か

なければなりません。人間の性質は善であり，人間

には，悪を排除し，善に結びつく能力があるという

理念を採用すべきです。不幸にして，一部には，驚

いたカメのように乱暴な，急激な反応の傾向があり

ます。今や，西側はNPTの加盟国の要求に注目し，

人類を信頼すべき時です。われわれは，逸脱したも

のよりも，必要に迫られたものの要求を考慮すべき

でしょう。

　この他，原子力の平和利用に関する第2圓国連会

議が開催されますが，ここでも参加国は，同様な行

動の法則を遵守すべきです。あまり経費のかからな

い化石燃料を未開発のまま抱えた国もありますが，

技術的にはエネルギー不足を緩和できる可能性もあ

り，それに伴って国際緊張と不公平を少なくする可

能性も出てきます。したがって，西側は，そのよう

に行動すべきです。これは，無理な注文でしょうか。

開発途上国は，西側が思うほど野蛮ではないのです

が，一般にその知性を過小評価するきらいがありま

す。核兵器の製造能力のある国は，ほとんどがその

ような見方をしていないことも分かっており，その

ために，平和利用の原子力開発に必要な国際協力は

損われていません。急速に発展するだろうという当

初の予想は，原子炉を持つ諸等には，それを実現す

る能力があるにもかかわらず，実現していません。

アジア・太平洋地域では，原子力利用の地域協定は

まだ実現していません。ただ，最初のものとして，



1964年に，インド，フィリピン，IAEAの間で結ば

れた5力説協定（IPA）があり，これに基づき，　IAEA

のもとで，加盟国が原子力科学技術の開発に協力す

ることになっていました。これは，RCAに引き継が

れました。この成り行きは，まだ分からないが，見

通しは非常に明るいと言えます。これには，協力と

理解が必要です。加盟各国の原子力に関する技術水

準は，まちまちであり，財政的にも格差があります。

放射性廃棄物の海洋投棄問題は，厳しい試練となる

でしょう。最近，非常に重要な国際協定ができ，そ

の普遍性をはじめ将来の全般的な海洋汚染防止に対

する決定的な影響が注目されています。それは，1982

年4月に，賛成130，反対4，棄権17で採択された

1982年の国連海洋法条約で，これには1982年12月

に，119ヵ国の代表が調印し，その普遍性を保証しま

した。

　現在，すでに多くの国際原子力協力が実施され，

IAEAのように世界各国にまたがるものから，　RCA

や双務協定のように地域的なものに及んでいます。

まず，何らかの行き詰まりが生ずるまでは，これら

を最大限に活用すべきです。行き詰まりは，諸国間

の疑惑，政治的対立の営巣として起こり，共同歩調

を取れなくなるかもしれないし，また馴れ合いから

侮蔑が生じることもあります。かつては，いわゆる

提供国に高圧的な態度がみられ，「おまえたちは時期

を待て」というような経緯もありました。相互の対

話と，神聖な「信頼」という言葉の：再確立が必要で

す。どんな国も，利用されたり，だまされたりした

くありません。協定を結ぶなら，動機を隠さず，対

等な立場に立たなければなりません。提供者と被提

供者という概念は，特にエネルギー問題については

人間の尊厳にかかってきます。エネルギーの要求は，

万人の権利であって，特に核分裂，ひいては核融合

によって得られるエネルギーについては，コーラン

に述べられている通り，万物の起源は神の秩序とし

ての融合にあるのだから，なおさらです。ほかに国

際協力があって，真にそれを必要とするならば，こ

の精神に基づくものでなければなりません。最善の

対応は，NPT体制の国をはじめ，同様な信念を持つ

一・曹ﾈいし多数の国と協力し，差し当たり，原子力

の輸出に対して国際保障措置を実施することです。

ただし，真の善意の増進を望むなら，これは好まし

いやり方とは言え象せん。二重の科学技術努力を省

いて人，年数を減らし，開発費を節約し，相手国の

経験を利用することができます。

　もちろん，数々の克服すべき微妙な問題もありま

す。原子力は社会的概念であるから，何らかの協定

に達する以前に，相互の規準，機密，価値を十分に

理解し，認識しなければなりません。これは政治で

あり，約束と危険のパラドックスでもあります。社

会的概念であり，社会的概念は，どんな社会でも論

議をかもすものであるから，議論の対象として捉え

なければなりません。原子力科学の領域が完全に理

解できれば，原子力科学は，創造の過程をのぞき込

むものであるから，人間の人格の発達に新しいペー

ジを加えることになります。

　アジア・太平洋地域は，原子力の技術水準の異な

る諸国から成り立っているので，特にそのことが言

えます。非原子力国から原子力先進国まであります。

日本は原子力先進国の一例ですが，太平洋諸国は非

原子力国であり，また核保有国による核実験の影響

をまともに受けてきたという立場にあり，その結果，

原子力，特に放射性廃棄物との係わりを望んでいま

せん。核といえば，なんでも疑惑を生じます。

　これら諸国のエネルギーの必要性と選択は，さま

ざまです。RCAの「提供」国の一つであるオースト

ラリアは，潜在的可能性があるにもかかわらず，エ

ネルギー需要を原子力に依存していません。したが

って，一方にはエネルギーの必要に迫られながら，

生産手段を持たない国があり，他方には，工業化と

技術開発によって，ほとんどあらゆる種類のエネル

ギーを確保する手段を持つ国があります。これらは，

いずれも社会問題であり，議論の対象であり，西側

に比べて，当然，対応は異なってきます。これらの

国のほとんどが，現在原子力を持っておらず，最終

的にはそれを求め，開発，特に工業化に必要な安価

なエネルギーの長期供給を確保することになるでし

ょう。

　最後に，原子力科学が政治であるばかりでなく，

社会的，知的プロセスでもあることを，改めて強調

しておかねばなりません。人間の発達という観点か

らすれば，これは，いわゆる「生命の喚起」に一致

します。これは，イスラムの基本概念です。これは

真理であり，真理は永遠です。それに対する理解は，

時の経過とともに変わっても，それは変わりません。

　これまで，われわれは，この科学とその技術を別

個のものとみてきたが，現代人は，すでに原子力科

学と他の社会との関係に係わっています。われわれ

の社会的責任が，いっそう痛感されます。

　社会は，福祉と調和の追求を考え，苦痛，緊張，
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悲しみ，いたるところにある無知の災いを排除する

ぽかりでなく，祉会自体の存続をも保障しなければ

なりません。不幸にして，これを達成する「現代的」

方法は，武器の拡散に求められています。しかし，

それでもなお世界には，何百万もの飢えに苦しむ，

満たされない人々が残るでしょう。飢えと欠乏から

の救済が約束されなければ，混乱はなお避けられな

いでしょう。

　不幸にして，われわれの体制の性格は，われわれ

が生産を行なうのは，まずそれを必要とする需要を

生み出すからだというだけのことのように思えま

す。これでは余力を持つことはできません。

　最後に，次のような原則を基礎とすることを，す

べての人々に’訴えたいと思います。

　（a）神が人間に与えた尊厳

　（b）各国民にとっての世界平和の必要性とあらゆ

　　る侵略，抑圧の排除

　（c）科学，社会，経済の各分野で，人間の福利を

　　目指す方向への呼びかけ

　（d）善行によって，人間の生活条件を改善し，救

　　済を保障する訴え

　（e）人問の生活を腐敗させ，安全を脅かす悪行の

　　禁止

　（f）　「私は無知の時代一一イスラム以前の時代

　　　　に，協定への加入を求められた（それは弱

　　者を抑圧と侵略から守るためだった）。今，その

　　ような協定へ参加を求められたら，私は参加す

　　るだろう」というマホメットの教えの実行

　（9）万事が，善の概念，理性の基準，科学の事実，

　　精神の観念，人間の論理に従っていること

　原子力分野の問題は，核兵器の縦横の拡散に対す

る恐れという観点から，すべて考えられてきました。

主流を占める推進者は，横の拡散よりは「安全」だ

ろうというわけで，縦の拡散を望んでいます。この

裏には，恐怖があります。原子力が，武器の拡散を

引き起こすという恐怖です。幸いにして，これは間

違いだったことが判明しています。

　IAEAの問題は，すべて規則を実行するものに不

利となる保障措置にあります。これは，ある意味で

は効果がありましたが，疑惑と恐怖が世界平和維持

の基礎になっているのでは，どれほどの効果と言え

ましょうか。いわゆる、「新しいモラル」，「新しい倫

理の法則」の進展もあります。

　今後の協力は，すべて断片的なものではなく，原

子力科学の全領域を含むものでなければなりませ
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ん。アジア・太平洋地域は，決して太平洋諸国のこ

の舞いになるべきではありません。これら諸国は，

原子力による人間破壊まではいかないまでも，自然

破壊に至る寸前の，最悪の搾取状態に置かれました。

一種の「原子力植民地化」によって，これら諸国が

先進諸国の裏庭として搾取されることがあってはな

りません。民族自決の主権は，尊重されなければな

りません。これは，南北の政治的観点から，非常に

重要です。

　今後の協力は，信頼，善意，開放【生を基礎とした

ものでなければなりません。

　フェルチン　いくつかの

国においては原子力がすで

に産業段階に完全に達して

いることが，最近，国際原

子力機関σAEA）が取りま

とめた原子力開発バランス

によって，明らかになりま

した。それによると，1億

7，300万kWの設備容量に相当する294基の原子力

発電所が稼働している一方，1億9，000万kWに相

当する215基が，1982年末現在，建設中です。

　しかし，やはりIAEAの分析によると，原子力開

発を推進しているのは限られた一部の国々だけで

す。その数は27ヵ国であり，主として高度な工業先

進国で，原子力開発に最初から携わってきた国々で

す。

　将来に関して言えば，主として発展途上国の需要

急増のために，世界のエネルギー消費は増加する一

方なのに対して，世界中の化石燃料資源（石油およ

びガス）は少なくなっていくのみであることが明ら

かです。この意味で，中・長期においては，原子力

は広大な規模で化石燃料資源の有効な代替，または

補完資源となります。この役割を完全に果たし，世

界経済の安定に貢献するためには，原子力は世界中

に広がらなければなりません。これを達成するには，

先進国と発展途上国が相互に依存するような国際協

力が不可欠です。

…この新しいエネルギーの開発に参入し，必要な経

　験を徐々に積み上げる機会がなかった発展途上国

　は，…定の原子力成熟度に至るためには，経験豊

　富なパートナーを必要としています。

一一禔C原子力技術を開発した先進諸国も，部分的

　に原子力発電に依存している安定したエネルギ・一

　市場を確立するためにも，発展途上国の同意と参



　加とを必要としています。

　この国際相互依存は，政治の面においても技術の

面においても，各パートナー間の相互信頼がなけれ

ば成り立ちません。

…政治的に各国は，核拡散を防止する目的で作られ

　た国際ルールを明確に遵守するよう合意しなけれ

　ばなりません。核不拡散の約束がなされている限

　り，経験のある国々は，国内：事情を理由に，発展

　途⊥国のパーートナーたちに対し，その輸出政策を

　変えるべきではありません。

一技術的に，原子力開発に要求される長い期問を考

　えれば，輸入罵は，必要がある限り，先進諸国を

　頼りにできるという確信が持てなければなりませ

　ん。このためには，先進諸国が国内政治事情によ

　って，その原子力政策を変えないことが必要です。

一道義的にも，発展途上国が援助を必要とする限り，

　先進諸国はこれを援助しなければなりません。

　技術的な面から見て，エネルギー自立は原子力開

発を通じて目指すものであるので，各国はある程度

の原子力成熟度を達成しなければなりません。この

ような成熟度には，

一一 ｴ子力関係諸分野における十分な科学技術知識

一安全および規制の諸問題に対処し得る国家行政体

　制の確立

という二つの条件が不可欠ですQ

　この二つの条件を満たすためには，資格のある専

門家が，まず海外の先進諸国で，それから可能な限

り自国において，訓練を受けていなければなりませ

ん。そして，この他，

一原子力発電所の設計，運転および保守において・卜

　分に貢献し得る原子力産業をも，徐々に設立しな

　ければなりません。

大体において，発展途上国の原子力成熟度は二国間

または多国間の協定あるいは，OECDや正AEAの

ような國際機関を通じた困臥協力によって，短期間

に，しかも無理のない費用で，得られるのです。こ

の協力は，訓練および研究開発から工業生産までの

広範囲の活動を含むものですが，その具体的アプロ

ーチとして，次のような方法を挙げることができま

す。

一原子力発電所，または燃料サイクル工場のターン

　キー契約までも含む製晶または役務の輸出

一受け入れ国の原子力計画の進展とともに増えて行

　く技術移転（ライセンス移転のような形で）で，

　原子力発電所の建設への受け入れ国の参加をも含

　むもの

一専門家の養成に続いて，場合によっては，先進國

　と途上国との共同研究開発

　フランスの原子力事情は，国際協力のパートナー

としての立場を補強し得るいくつかの特徴を備えて

います。

一国内資源に乏しいため，フランスは日本と同様，

　エネルギー自立を確保するため，原子力分野全体

　にわたる活動を推進せざるを得なくなっていま

　す。そしてこの方針は歴代の政府に堅持されてい

　ます。

一原子力開発の過程で，フランスは諸外国のパート

　ナーに対し，ライセンスの受恵国としての立場と

　ライセンス提供国としての立場を交互に持ったこ

　とがあるので，原子力国際協力については広範な

　経験があります。

一中規模国家のフランスとしては，財政能力も限ら

　れているので，主として工業開発する原子炉型の

　限定と建設される設備の標準化を通じて，その原

　子力計画のコストを可能な限り抑える必要があり

　ました。

一原子力以外の分野においても発展途上国とかなり

　国際協力を行なってきたフランスとしては，これ

　らの途上国が徐々にエネルギー向立を達成できる

　ように，自国の原子力経験を提供する用意があり

　ます。

　1970年代初頭に始まったフランスの加圧水型原

子炉（PWR）計画はその第一一段階，すなわち1972年

から1981年までの期間において，原子炉建設および

燃料製造のために，フラマトム社とFBFC社（フラ

ンス・ベルギー燃料製造会社）が，それぞれアメリ

カのウエスチングハウス（wH）社から提供されたラ

イセンスに基づいていました。

　この期問中，原子力庁（CEA），フランス電力公社

（EDF）およびフラマトム社は，次に掲げる二つの

目標を目指して，いくつかの研究開発計画を推進し

ました。

一ライセンスの内容を吸収し，ライセンス提供側の

　技術的選択を・…層把握すること

一フランスの技術の独自性に合致する新たな技術の

　開発

　これらの研究開発活動のうち，特に論及すべきも

のは，WH社，フラマトム社，　EDFの3者が1976

年置調印した協定に基づいた六ヵ年計画です。この

計画の目標は，

95



一運転中，または建設中の原子炉の諸系統および構

　成部品の性能の確認と改善

一改良された，または完全に新しい材料，系統およ

　び部品の開発と品質検査を通じた，運転性能，信

　頼性，安全性，保守と経済性の三下

　この協定の枠内で，4者が1976年から1982年ま

での問に支出した費用の総額は，9億フランス・フ

ランに達しており，その割合は次の通りです。

⑬燃料

◎熱学体力学的安全性

⑫機械・材料の面から見た安全性

⑬蒸気発生器

⑫計測・制御

⑬その他

％
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％
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1　フラマトム祉の原子炉が建設および運転段階で示

した満足すべき状況，並びに共同研究開発計画を通

じて得られた優秀な成果は，ライセンス受恵者とし

ての同社がフランスの原子力計画実施において，い

かに実力をつけたかを証明するものです。このため，

フラマトム社とWH三間の関係を，ラ、イセンス提供

者と受恵者との関係から対等なパートナー同士の協

力に変えるべく新たな交渉が行なわれました。その

結果，1981年に締結された新しい協定には，フラン

ス独自の加圧水型原子炉技術の存在が認められてい

ます。

　安全性に関しては，安全性試験の複雑さと費用の

ために，フランスは諸外国と同様，二国間または多

門下協定，あるいは国際機関などを通じて，他のパ

ートナーとともに共同試験計画に参加しています。

一二下聞’協力としては，CEAとアメリカ原子力規

　制委員会（NRC）との間のものがあります。この

　協定では，対等の条件に基づいて，それぞれのパ

　ートナーが相手の試験成果を入手できるようにな

　っています。これによって，CEAは相手のLOFT

　（冷却材喪失事故実験）計画の成果を入手してい

　ます。

一多国間プログラムとしては，ヨーロッパ共同体

　（EC）がISPRA（LOCA関係研究）に設けた
　LOBI計画へのフランスの参加があります。

　原子力設備の標準化はフランスのPWR開発計画

の特徴の一つであり，それによって，フランスのパ

ートナーになる国々にさまざまな利点を提供できま

す。実際，標準化には次のような利点があります。

一原子力メーカーが外国メーカーから受けたライセ

　ンスを吸収する一一方，国家的研究開発を特定の技
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　術的問題に集中させることが可能になること

一全国的な原子力産業の育成を促進し，最良の組織

　と生産方法の選択が可能になること

一費用および建設期間の低減

一あらゆる建設段階の信頼1生を向一ヒさせること

一安全特性の向上に役立つこと

一最初の設備の建設および運転で得られた経験を，

　次の設備の設計に取り入れることができること。

　しかし，フランスの原子力計画の経験によると，

原子力設備の標準化による利点をすべて享受するた

めには，いくつかの条件が満たされなければなりま

せん。

一建設期間も考慮に入れて，原子力計画は必然的に

　長期（約20年）にわたって計画しなければなりま

　せん。しかもその実施旧聞中に見直しを行なわな

　ければなりません。

一設立される工業組織は，簡素で，かつ一貫してい

　なければなりません。すなわち，可能な限り，設

　備の顧客（使用者），原子炉製造，原子力計画関連

　研究開発の主要部分の担当者，燃料サイクルの各

　段階の担当者などをそれぞれ一．・社，または…つの

　機構に限定すること。

一技術選択や安全面を担当する企業のレベルにおい

　ても，また建設，運転に携わっている技術者のレ

　ベルにおいても，原子力開発に係わるあらゆる分

　野の専門家に対して予備訓練を行なうこと。

一二の経験あるメ…カーから移転したノウハウを自

　国メーカーや部品メーカーが段階的に吸収するこ

　と。

　効果的な技術移転に特に必要なものは，

一その国の既存の産業特性（方法，能力）に関する

　予備分析，

一自国で供給できる材料や役務，並びにその関連製

　造に係わる費用および時間などを明らかにする研

　究，

一原子力計画の各段階を実現するための費用および

　時間の明確化

一人員訓練あるいは特に原子力発電所の運転開始の

　ような原子力計画二段階の推進に必要な技術的支

　援の決定。

　フランスが原子力計画の実施によって得た技術的

ノウハウは，次のような二国間協定および国際機関

を通じて，自国の原子力計画に着手するパートナー

国に提供できます。

一主にフラマトム社製原子炉を発注する諸外国との



　間に締結されている二国間協定は，産業および商

　業契約を補完するものとして，相手国が適切な科

　学技術礫境を確立するのを援助することを目指し

　ています。その例として，エジプトや韓国との間

　に締結された協定があります。

一一 tランスが積極的な役割を演じているIAEAや

　OECDのような国際組織（技術者養成コース，国

　際会議，専門家会議など）

　まず高速増殖炉に関する国際協力は，今日のこの

タイプの原子炉を取り巻く世界情勢を反映した特徴

を示しています。

一高速増殖炉は加圧水型原子炉のような工業レベル

　にはまだ達しておらず，2000年までに商業規模

　（約100万kW）の増殖炉建設を計画している国

　もわずかであること

一経済的にも魅力を持っためには，増殖炉はまだ相

　当の研究開発努力を必要としていること

一増殖炉技術は，原子力に関する相当の経験，なら

　びに進んだ産業環境が前提であること

　これらの特徴のために，これまで，増殖炉開発に

必要な大規模研究開発は，高度先進諸国に限られて

きました。そして，多くの場合，このような先進国

のいくつかが，二魑間，または多国間協定の枠内で，

その努力を共同して推進してきました。1950年代の

終り頃に高速増殖炉関連作業を開始したフランス

も，欧州諸国間の協力というアプローチによって，

その高速増殖炉計画を進めてきました。

　高速増殖炉開発のため，ヨーロッパのパートナー

は，二段階の協力．協定を結びました。

一フランスとイタリアの間，並びに西ドイツ，ベル

　ギー，オランダの問に，それぞれ締結された特殊

　協定

一フランス，イタリアと西ドイツ，ベルギー，オラ

　ンダの三等連合であるDEBENEとの間の一般協

　定

　フェニックスの運転開始後の王974年に調印され

たフランス・イタリア間の諸協定は，両国の高速増

殖炉開発の完全な連結を目指すものです。

一研究開発に関しては，CEAとCNEN（ENEAの
　前身）とが締結した15年間協定は，両機関それぞ

　れの研究開発計画の調整と共同研究の実施を目的

　としています。このうち特にナトリウム火災の研

　究に向けられたESMERALDA計画があります。

一フランスの高速増殖炉概念のライセンス所有者で

　あるCEAは，イタリアのメーカーであるNIRA

　社とライセンス協定を結んでいます。

一CEAおよびイタリアのAGH）一NUCLEARE社
　との燃料製造協定により，高速増殖炉燃料の製造

　および製造工場の建設と運転などに関するノウハ

　ウが後者に提供されています。

　第一段階において，スーパーフェニックス建設を

目指すため，1977年に締結されたフランス，イタリ

アとDEBENEとの諸協定は，次のような分野での

協力を規定したものです。

一研究開発：ノウハウの完全交換，研究開発計画の

　調整，そして共同行動の実施です。この本格協力

　の典型的な例は，フランス，イタリアー一DEBENE

　協力の枠内で，カダラシュで行なわれている’商業

　規模炉心の中性子研究のためのRACINE計画で

　す。

一特定の過程に従って行なわれるシステム・ノウハ

　ウのプール。このプールされたノウハウを商業化

　するため，特別の会社が設立されています。

一産業協力：フランスのノバトム社は，イタリアの

　NIRA社，西ドイツのINB社との間に，高速増殖

　炉設計研究，エンジニアリングおよび建設につい

　て，協力契約を結んでいます。

　この欧州協力の成功例は，ヨーロッパ電力各社が

設立したNERSA社（EDFが51％，イタリアの
ENELが33％，　DEBENEのSBKが16％，それぞ
れ出資）が1977年に発注し，クレイ・マルビルで建

設が完成しっっあるスーパー・フェニックスです。

この発電炉は，1984年未には運転開始できる見通し

です。

　ヨーロッパのパートナー諸国と始めたこのような

高速増殖炉開発の緊密な協力関係の他にも，フラン

スは，アメリカ，ソ連，イギリスのように，この開

発に携わっている他のいくつかの国々とも協定を結

び，情報の交換を進め，いずれは研究開発の共同実

験をも促進しようとしています。このうち，CEA，

「BMFT，日本の動力炉・核燃料開発事業団（PNC）

問の協定によって，最近，CEAとPNCとの間に実

り多い情報交換が可能になりましたが，特に日本で

もかなり研究されている耐震問題および構造材料の

研究と認定という二つの重要テーマを指摘すること

ができます。この協定は，日本やフランスで共同実

験を行なうことによって，さらに発展させることが

できます。

　フランスとヨーロッパ諸国と締結した各種の協定

の主な部分は，安全対策研究に占められています。
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　前記の各種協定に従って，イタリアとDEBENE

参加の3ヵ国と共同で行なわれている研究は，

一高速増殖炉運転の安全面（たとえばピン・クラッ

　ド故障，パワー過渡など）

一事故状況（たとえば設計上の事故，サブアセンブ

　リー事故，ナトリウム火災など）

に関連したものです。

　より大規模な国際協力の一環として，フランスは，

燃料サブアセンブリーのパワー・エクスカションの

影響を調査するための，CABRI炉を使用して，大規

模な実験計画を開始しています。フランスの協力相

手国は西ドイツ，日本，イギリス，アメリカです。

　原子力に関して完全な独立を実現するため，フラ

ンスは燃料サイクルの諸段階に関連する工業技術を

開発してきました。国家的レベルで開発されたガス

拡散法によるウラン濃縮技術と燃料再処理技術は，

それぞれユーーロディフの濃縮工場の建設，運転（全

出力；1982年に1，080万SWUを達成）のため国際

諸取り決め，並びにコジェマ社が諸外国の電力会社

と結んだ再処理契約に発展しました。いくつかの場

合，相手国が核不拡散に関する国際的ルールを守る

という条件のもとで，これらの技術および関連エン

ジニアリングのノウハウを外国のパートナーにも提

供できます。

一ウラン濃縮については，フランスは小規模工業プ

　ラントでテスト済みの化学濃縮法を開発しまし

　た。1990年代までに，フランスあるいは外国で25

　万SWUクラスの工場を建設できるよう作業を進

　めているところです。

一燃料サイクルのバックエンド部分に関して，CEA

　はBNFLと研究開発の協力協定を結んでいます。

　1981年末に，再処理方針が国会討論を通して確認

　されたことを受けて，フランス政府は，ラ・アー

　グにおける再処理の現状を検討し，将来の再処理

　工場の望ましい改良を提言する特別委員会を設立

　しました。これが一一般に「カスタン委員会」

　　（Commission　CASTAING）と呼ばれるもので

　す。同委員会の主な結論は，以下の通り要約でき

　ます。

OCEAグループは，満足すべき稼働率と安全性の

　もとで，酸化物燃料の再処理を工業レベルで完全

　にマスターしています。年間約250tというラ・

　アーグ工場の現在の再処理能力は，1980年代末に

　UP2800とUP3の新工場が稼働すれば，大きな問

　題もなく年間2×800tにまで高めることができ
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　ます。

○しかし，これらの新しい工場には，特に作業員の

　被曝低減および放射性放出物の影響の低減のた

　め，かなりの改良の余地があります。

○やり直しのきかない処分が行なわれるまえに，ア

　ルファ汚染物管理（汚染物の特定，地’下処分の環

　境への影響など）の改良のための研究開発を，ま

　だかなり実施しなければなりません。

○より長期的観点に立てば，再：処理技術は，マイナ

　一・アクチニドの分離を含めることによって，改

　縛することが可能です。

○使用済み燃料の管理に関する選択に必要なすべて

　の情報を得るため，CEAは，その研究開発の…部

　を長期冷却（約40年間）後の再処理，燃料貯蔵，

　新廃棄物技術など他の技術にも向けるべきです。

一高レベル廃棄物に関しては，CEAが開発し，マル

　クールのAVM工場で工業レベルのテストを済
　ませたガラス固化技術は，西ドイツ，ベルギー，

　イギリスなどの外国パートナ…に移転されていま

　す。

　原子力計画を開始する国にとって，次のような問

題が起こります。

一どのような原子力専門家が必要か。

一優秀な専門家を養成するためには，どのような訓

　学力㍉Z・要力、。

一そのような訓練は，どこで，どのようにして，得

　られるか。

　どのような専門家が必要かを考慮する際，原子力

　分野のいくつかの特殊な様相を考慮に入れなけれ

　ばなりません。

一原子力計画の実施に関連する分野は相当広く，原

　子力発電所の設計，建設および運転に直接係わる

　当然の分野の他にも，エネルギー計画，核燃料の

　運搬，放射線防護など無視できない部門がありま

　す。

一原子力産業の特徴は，プラント許容度，晶質保証

　などについては，一一般地業よりも大体の場合にお

　いて厳しい水準を要求されています。

一他のいかなる産業においてもそうですが，原子力

　産業では，問題の分析や装置の設計を担当するエ

　ンジニアや科学者の理論的知識のみならず，各種

　の作業を行なう技術者や作業員の実際的知識も必

　要です。

　エンジニア，技術者，作業員などのあらゆるレベ

ルの原子力専門家の養成には，明確に区別しなけれ



ばならない三つのステップがあります。

一高校，大学，理工系学校や専門校などで実施して

　いる各責任レベルに適した一般的技術教育

一専門機関が実施する基本的原子力教育

一部門製造，原子炉運転，安全分析，健康診断など

　特定の作叢に特に適した専門訓練で，それぞれの

　作業を担当している産業が実施するもの

　これに関して，フランスは毎年約LOOO名の外国

人訓練生を各研究所，または原子力産業の全般の分

野を教えている「国立原子力科学技術学院」に受け

入れています。

　専門的原子力訓練は，大体において，二国間協定

の枠内で提供されています。フランスは，そのよう

な訓練をCEA，またはCEAの産業外郭機関のよう

な国置機関，あるいは，特に原子力発電所の運転に

1劉しては，EDFを通じて行なっています。このよう

な訓練は，原子力発電所の建鹸，運転，安全性，保

守などを中心に，原子力産業のすべての専門分野を

網羅している一一・方，原子力の生産と関連の燃料サイ

クルに関する全技術を獲得した国の経験をも利用で

きるのです。

　最後に，原子力専門家の養成に要求される次の諸

項目に注意しなければなりません。

一一ﾊ的技術のレベルから最も特定な原子力関係問

　題まで，あらゆる需要を明確に定めること

…これらのニーズを企画する際には，完全な養成は，

　上記の三つのステップも含めて，時間がかかるし，

　あるステップから次のステップに進むたびに，人

　数が必然的に減ることを考慮に入れなければなら

　ないこと

一訓練の効果を確かにするため，あらゆるステップ

　の訓練，養成を十分に把握すること

一養成された原子力専門家を専門的訓練に任命する

　際，前もって当人の最終ポストを知っておくこと

　これらは実際，効果的な訓練，養成を実現するた

めに必要な計画的かつ慎重な管理を条件としていま

すが，残念ながら，この条件は往々にして，訓練す

る側にも訓練される側にも無視されがちです。

　必ず訪れる世界的な化石燃料資源の不足の中で，

逆に増える一方の世界のエネルギー需要に対処する

ため，原子力は，21世紀において，世界中の主要な

エネルギー源にならなければなりません。

　この目標を達成するためには，最も経験の豊かな

国々と発展途．ヒ国との緊密な国際協力を通じて，後

者に原子力を開発するのに必要なあらゆる科学技術

ノウハウを提供しなければなりません。

　このような完全な相互信頼に三つく三際的な相互

依存は，専門家養成，研究開発，産業協力など，あ

らゆるレベルで行なわれなければなりません。

　フランスは，歴史的理由，または政治的理念に基

づいて，さまざまな分野において発展途上国との国

際協力に深く係わってきました。これらの園々が自

国の原・子力計画に着手したければ，フランスとして

も，その原子力に関する経験を提供する用意があり

ます。

　原子力開発に関する特殊な立場によって，フラン

スは，諸外国のパートナーに提供できるような，す

べての原子力分野やあらゆる形の国際協力につい

て，特に豊富な経験を持っているのです。

　セトナ　発展途上国の多

くは，ここ30～40年の問に

独立を獲i得してきました。

産業革命も，その後の進歩

も経験していません。こう

した国々の多くは農業国

で，その生産方式のほとん

どは原始的です。エネルギ

ー生産および消費のための基盤は非常に小規模で，

その天然資源は，まだすべて確認されたわけではあ

りません。ひと握りの先進国が世界経済を動かして

いる戦後社会で，独立国として登場した発展途上国

は，石油危機の衝撃および原子力開発の技術面，経

済面，政治面に対する大國の影響を免れることはで

きません。石油危機の際，既存のエネルギー源が頼

りにならないことが明白になりました。そして，代

替エネルギーとして原子力発電を採用しようという

試みは，インフラストラクチャーの欠如という自ら

の限界に突き当たるのです。先進諸国からの協力は，

しばしば受け入れ難い条件への服従を伴います。

　先進国での原子力開発のための技術的な需要は，

それまでの産業経験および専門知識の強化，応用に

よって，満たすことができました。発展途上国には，

そのようなインフラストラクチャーが存在しませ

ん。インドでは，製鉄所と原子力発電所の建設に着

手した時期が10年と離れていません。最初の三つの

製鉄所はそれぞれ，ソ連，西ドイツ，イギリスの援

助により建設されました。この経験によって，次に

続く製鉄所の設計，建設の際には，より多くの部分

を自国で担当することができました。設備の多くは

自国製ですが，まだいくつかのものは輸入しなけれ
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ばなりません。これらは貿易という形で入手できる

わけですが，設計や技術の向上のための先進国から

の協力によって，より効率的な資源利用が可能にな

るのです。

　既存の技術や物資に加えて，原子力開発は，より

厳密な設計書と新しい物資を必要としてきました。

核物質を原子力産業で利用するには，これまでにな

い厳密さが必要とされました。品質管理・保証が求

めるものは，必要であるとか，実用的であるという

考えを超えたレベルに達しました。こうした領域で

の先進国および発展途上国における発展は，先進国

の方がより速いことは確かですが，現在，進行中の

ものです。インドにおける原子力産業用のウラン，

ジルカロイの生産は，製鉄部門が西洋に／世紀以上

遅れているのに比べて，たった10年遅れているだけ

です。政治的配慮にまどわされなければ，こうした

領域での国際協力は，東西両派にとって等しく有意

義な形で行なわれるはずです。たとえば，インドで

は，質的に世界の最高レベルに匹敵するPHWRと

BWRの装置の中で，冷却系，およびその他ハードウ

ェア機器と同じく，燃料被覆用のジルカロイ管を製

造しています。

　より大きな装置を製造するに当たっては，不自由

だけれど越え難いインフラストラクチャーの限界が

あります。技術，経済に対する十分な配慮に基づい

た国内の努力と輸入とがうまく溶け合えば，原子力

発電の発展は，より迅速であったでしょう。

　国際協力や通商がないと，発展途上国は経済的に

苦しい状態になります。なぜなら，最初から運転量

に限りがある上に，財源が限られた場合，特に規模

を大きくして経済性を高めるということができなく

なるからです。一方，協力を行なうことは，関係国

の得意な点を最高に活かすことになり，経済面でも

非常に助かります。世界的な石油危機と，それに続

くインフレが，すべての国々が経済的に依存し合っ

ていることを明らかにしました。その世界経済の弱

点を協力というもの，特にエネルギー面での協力で，

緩和することができるのです。

　原子力発電所の設計，建設に関する国際協力は，

現在，先進国間にしか存在しないような協力に限ら

れてきました。そのことは，ここ30年間，発展途上

国のエネルギー事清に非常に不利な影響を与えてき

たと同時に，先進国も国内市場での原子力の経済性

を結果的に高めることになる輸幽の機会を逃してき

たわけです。
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　核燃料供給の協力に躊躇する態度は，ある程度理

解できますが，原子炉機器の供給および技術協力に

対する消極的な態度は，自滅的行為です。核拡散の

懸念および原子力反対運動は別として，自由な国際

協力や通商が行なわれないことが，有効で経済的な

代替エネルギー源としての原子力発竃の発達を妨げ

てきました。

　この点について，インドの経験から教訓を引き出

すことができます。インドにとって，原子力の分野

での最初の国際協力は，フランスとの間のものでし

た。モナズ石（monazite）からの希土類とトリウム

の生産を行なう工場を始まりとした健全な関係が，

インド初の高速増殖実験炉の建設において，非常に

実りの多い協力へと発展したのです。インド・アメ

リカ間，インド・カナダ間での原子力発電所建設の

ための技術協力は，原子力という高度技術に関して，

どのように協力すればうまくいくかの良い例でし

た。この精神が世界中で十分に理解されていたなら，

原子力の歴史は変わっていたでしょう。こうした協

力協定の運命の歴史は，協定参加国の一・部の営々の

考え方の変化によって，作られてきました。

　幸いにして，インドは，独自の原子力開発を急速

な勢いで進めることに伴って起こる諸問題に対し

て，備えができていました。それは，確かにインド

の発展の現段階ではある種の負担でした。まるで自

動車を再発明するように，他国では十分に開発済み

の技術を発展させるために，インドは貴重な資源を

回さなければなりませんでした。

　インドとの協力は，…方通行にはならなかったで

しょう。原子力に関してインドが必要としているも

のは，多くの発展途上国にとって共通のものです。

こうした照々はエネルギー分野での基盤が小さく，

それだけでは小規模の原子力発電所や関連施設しか

維持することができません。この方面でのインドの

努力は，他の発展途上国にとって良い参考になると

思います。原子力産業の市場を拡大し，コストを下

げ，世界的な産業の発展を促進するような多国間国

際協力が，先進国と発展途．ヒ国の間に存在し得るの

です。

　慎重な技術評価よりも，むしろ狭い政治イデオロ

ギーに基づいた核拡散への見当違いの懸念が，国際

的な原子力協力の主な障害なのです。こうした状況

が，発展途一ヒ国に住む多くの人々の向上にとって，

どうしても必要な有効な代替エネルギー源である原

子力発電の将来を脅かしているのです。



駕甘

　レーア　原子力の持つ非

常に大きな経済的可能性か

ら得られる利益を発展途上

国に対して分かち与えるた

めには，国際協力の入念な

ネットワークの確立が必要

ですが，国際協力ネットワ

ークは数十二二上前から展

開され，現在のような世界的体制にまで発展してき

ました。

　原子力開発の第一一段階では，原子力技術を持つ国

は少数に限られていましたが，その後，情報交換と，

この新しいエネルギー源の輸送と蓄積が盛んに行な

われる時期を経て，エネルギー供給システムの中に

原子力を持つ国が着実に増えてきました。原子力の

経済的，財政的，および政治的影響を反映した数多

くの匡際協力協定も結ばれています。これらの協力

は科学的，通商的，および政治的要素を総括する必

要から生じたもので，科学者，産業界，および政府

からの多くの協力者が参加してきました。

　原子力関係の新しい国際問題に直面するに当たっ

ては，これらの過去の協力の結果を軽視してはなり

ませんし，また，協力を失なうような危険を冒して

もならないと思います。原子力の平和利用と研究の

分野における現在の国際協力体制は，他の技術分野

におけるそれと比較して，はなはだ顕著です。

　西ドイツの場合，20ヵ国と40件以上の協定を結

んでいますが，こうした二国間協定の他に，IAEA

は原子力平和利用技術，特に保障措置の分野の促進

で中心的役割を果たしています。

　1970年代の後半には，核拡散問題が表面に現われ

るとともに，国内的レベルと国際的レベルの両方で

原子力に対する公衆の関心が高まってきて，これが

大きな問題となってきました。

　このように公衆の警戒心の高まりにもかかわら

ず，自国のエネルギー供給を確保する手段としての

原子力の利用を自発的にやめようとする国は，皆無

です。また，国際協力の入念なネットワークが，原

子力発電によるエネルギー供給および核不拡散など

の問題の解釈の違い，あるいは解釈の不一致のため

に，弱体化するような動向もみられません。

　多くの発展途上国が原子力発電所だけを核燃料サ

イクルの他の部分から切り離して輸入することを望

んでいないのは，明らかです。発展途上国は原子力

発電所を核燃料サイクル全体の中の…部分とみなし

ているのです。これらの國が核燃料サイクルのすべ

ての構成部分を入手したいと願っているのは確かで

す。それに対しては，このような機微な施設の悪用

を断念させるための保証や保障措置が必要です。こ

の問題を深く考えなければ，ここで私が「国際原子

力協力の新しい体制」について．述べる必要はないか

もしれません。しかし，私は国際協力体制をさらに

発展させていくことが大切であると考えます。それ

は国際原子力関係の基盤を確固としてこそ，われわ

れは前進できるからです。

　西ドイツの原子力技術開発は比較的遅く，1956年

に開始されましたが，その後，外国の原子力技術の

進歩に早く追いつくことができました。

　これによって得た経験は，諸外国，特に第三世界

の諸国が原子力開発を進めるに当たって，助言を行

なうのに十分役立つものでした。通常，技術的ノウ

ハウは専有されるので，民問企業の手で通常の商業

経路を経て移転されるのですが，原子力技術の移転

は，通常の商取引と異なり，多くの理由から両国政

府の積極的な支援が必要です。

　まず第一に，被供給国のエネルギー供給システム

の中で，将来，重要となる原子力の役割は，可能な

限りのオプションを検討した後，長期エネルギー計

画の中で明らかにし，定めていかなければなりませ

ん。開発途上国にとって原子力が重要な役割を果た

すであろうことに疑いはありませんが，しかしなが

ら，その経済的可能性とエネルギー需要については，

十分研究するべきです。長期エネルギー計画とその

政策決定の過程においては，被供給国政府は，多く

の点で供給国の援助と助言に助けられるでしょう。

特に，国家のエネルギー供給システムへ原子力発電

を取り入れること，および核燃料サイクルのさまざ

まな問題の取り扱いは，政府の深い関心事であり，

かつまた政府の責任において行なうことであります

が，それに当たっては，緊密な協力関係や経験によ

る情報の交換が，多くの問題を克服するのに役立つ

とメぶいます。

　第「に，人材，経済的および財政的問題に関して

は，供給国だけでなく被供給国側においても，長期

契約を考慮するべきです。このような．長期契約によ

ってのみ，政府間の健全な長期的相互理解の基盤が

築かれるのだと考えます。契約に当たる政府間の決

定に至る前提条件として，政府間の安定かつ信頼で

きる関係が戊ウ1しなければなりません。

　第三に，原子力技術は，資格を与えられた民間の
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研究，開発および技術訓練の環境の中で進められる

べきです。民間レベルでは，特に共臼事業を行なう

ことが技術的知険，熟練，能力などの移転を成功さ

せる方法であると考えられます。

　適切な産業構造の確立に対する政府の支援は，民

間投資と共同事業に都合の良い条件を作り出すだけ

に限定されますが，研究開発および訓練機関は，主

として公共資全と積極的な政府の援助とに依存して

います。ですから，この分野での助言と援助は，政

府問協力の主要項目に入れなければなりません。

　さらに過去の怒験から，研究開発における協力は，

相互理解を深めるのに非常に効果的な手段であると

言えます。ですから，政府は，このような’協力を，

科学的および工業的な努力に刺激を与え合うことか

らくる利益のためだけでなく，柔軟かつ効果的な信

頼関係を確立する手段としても，育てていくべきで

す。このようにして西ドイツは，他の工業先進国と

緊密な関係を保ちながら，この分野での国家計画の

開発に成功する条件を整えた発展途．上国の12ヵ国

ほどと，好結果の原子力研究開発協定を結びました。

この協力体制の中で，毎鴛数百人の原子力科学者や

技術者の交流が行なわれています。さらに協力国の

中の何ヵ国かには，高度に複雑な研究開発機器や施

設を供給することによって，援助を行なってきまし

た。

　最後に，といっても最も小さい問題というわけで

はありませんが，政府は安全性および核物質防護の

ための効果的システムを確保しなければなりませ

ん。規制と監督のF段のため，また非常に復秀な人

材の訓練のために，首尾一貫した法律と体制を創り

上げ，管理するには，政府間の矯接な協力が要求さ

れます。

　憲法と行政の機構には，それぞれ国によって違い

があるので，協力への努力を始める方法やその実施

の仕方もそれぞれに異なり，世界に共通な唯…のモ

デルというものはあり得ません。多くの場合，両国

のそれぞれの側に多くの異なった民間，政府，およ

び半丁ソ半民の諸団体が参加し，そのために協定ぺ相

互連絡のネットワークも複雑になります。ですが，

指摘した問題のすべてに対処するためには，このネ

ットワークに次の三つの主要な契約上の連繋が必要

です。

1．機器およびノウハウの移転を伴い，塁壁の権益，

　民間投資，および財政的負担を含む問題のすべて

　を処理するような民間レベルでの商業協定
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2。原子力の平和利用および核不拡散の保証に関す

　るすべての権利と義務を規定し，この協定下にお

　いて移転する項目については，供給国が輸出ライ

　センスを与えることを明。己した政府間の協定

3．従来の協定の範囲を越えるような政府間協力の

　実施を必要とします。実際的な目的から，通常，

　政府レベルで一般傘協定（general　umbrella

　agreement）が結ばれるが，これは，大学，研究機

　関，行政機聞などの間で結ばれる多くの特殊な双

　務協定の開始と進行を処理する取決めです。

　明らかに，大規模な原子力技術の移転を実施，推

進するには，二国間協定が主要な手段となります。

しかし，このような技術移転は，多国間的考えに基

づく原則や方法および実施手段に依らなければなら

ないし，また，それによって支援されることになり

ます。この問題にbdして，　IAEAの亜要性について

は，改めて言うまでもありませんが，NPT，　IN－

FCE，およびロンドン供給国ガイドラインなども重

要です。さらに，多国間協定は，研筑開発や実証の

ために必要な，コストの高い施設の建設および運転

に対する負担を分散させるのに有効な手段であると

する考えが広まりつつあります。

　1970年代後半には，原子力輸出，特に機微な技術

の拡散に厳しい制限を加える核不拡散政策の時代に

入りました。

　やがて，原子力の商取引や協定は，供給国が被供

給国の原子力の必要性と，その保打能力を信頼しな

い限り，成立し得ないことが世界的に認められるよ

うになったと私は考えます。供給国政府’の干渉が原

因で消費国のエネルギー供給に不確実さが生じるこ

とはジ最低限に止める必要があります。ここで申し

上げておかなければなりませんが，西ドイツ政府の

見解としては，効果的な核不拡散政策については疑

うべきではないと考えています。核不拡散政東は，

地域的および全世界的な安全保障の維持には必要で

す。

　INFCE以来，国際的な原子力協力の拡大におけ

る現実の課越は，核不拡散および供給似証の両方を

満足させる方法の発見にあることが一般に認められ

ています。明らかに核拡散に対する保「1軌1直と供給

保証は補完的で，いわば一枚の貨幣の裏表のような

関係だと言えます。

　この円題についての論争は，IAEAの供給保証平

貝会（CAS）によって現在も続けられていますが，

西ドイツ政府としてはCASが信頼関係の確立とい



う重要な性格を持っていることを認め，この委員会

の活動を積極的に支援していく考えです。われわれ

は根気よい交渉によって，各国に受け入れられて，

かつ有効な結論に到達できると信じています。

　自明のことですが，現在は以下の主題のもとに，

多くのモデルについての論議が続けられています。

すなわち，

…国際プルトニウム期廠

一使用済み燃料の国際管理

一ウラン緊急供給メカニズム

です。

　どの場合にも種々のモデルが考えられます。もち

ろん，もし具体的モデルを設計しなければならない

とすれば，多くの主要問題の妥協点を見つけるのは

容易なことではありません。さらに，そのようなモ

デルができて実施するとしても，今後に発生するこ

とが予想される新たな要求に備えて，段階的に行な

うことが望ましいと考えます。

　受け入れられるような解決策は綿密に作り上げる

ことができ，それによって供給保証が改善さオ／、ると

ともに，核拡散の危険も減少するであろうと私は楽

観していますが，この考えは，国際協力形態に存在

する制度，機構が持つ有利な点に基礎を胃くもので

す。小規模の原子力計画を持つ国々にとっては，特

にこのような国際協力機構は有利でありましょう。

核燃料サイクルの施設の建設および運転に必要な資

金は，新しい施設ほど巨額となってきているので，

先進工業国の同でも国際的共同施設を増やそうとす

る傾向があるので，この種の施設は多くなるものと

考えられます。

　ここで，最後に技術的および行政的手段のみが核

エネルギーの悪用を防ぐことができるのではないこ

とを申レヒげたいと思います。その他に，国際的不

一一vの分野を減らし，国際緊張関係を緩和するよう

な，広く国際的コンセンサスの得られる政策が必要

です。保障されたエネルギー供給は，経済的および

社会的発展のための重要な因子であるだけに，国民

の関心の的となってきています。原子力は国家のエ

ネルギー供給に大きく貢献することができます。こ

の点からみて，原’」く力技術の輸出制限から，どのよ

うなリスクが生まれるかは明自です。また他方，供

給国側としては，原子力には危険な面が非常に多い

ので，機微な技術の供給に当たって，無条件で渡す

ということは期待できません。これを被供給国の主

権の侵害であるとは言えないでしょう。

　国際原子力通商と困際協力は，細かい法律上の問

題は別として，すべての国が相互理解と相互信頼の

環境作りに努力することによってのみ，将来の展望

が開けるのだということを申し上げたいと思いま
す。

　　　　　　　　　　　　キム　十分過理解しても

　　　　　　　　　　　らうために，韓国の原子力

　　　　　　　　　　　需要をはじめ，原子力計画

　　　　’翠　’　　　　推進の全責任を負う韓国電

　　　　　中　　　　力公社（KEPCO）の国際協

　　　　勲　、　．　　力活動の状況について簡単

　　　　』騨　　　　　に紹介した後，発展途上国
　　　　囎7　　、先進国の離協力のあ，

方について，私見を述べてみたいと思います。

　世界的な長期不況のため，原子力産業は低迷して

います。しかし，韓国は，積極的に原子力開発を続

ける諸国のなかに数えられています。その主な理由

は，韓国には，国内需要を賄うだけの国産エネルギ

ー資源がないことにあります。

　現在，石油価格は下降気味ですが，この傾向は一・

時的現象と考えられます。韓国のようにエネルギー

資源に恵まれない国としては，原子力利用を今後さ

らに進め，安定したエネルギーの供給源を確保して

いくべきだと思います。

　1978年以来，出力58万7，000kWの韓国原子力発

電所第1号機の運転は順調で，設備利用率は徐々に

向上しています。他に2基が，近い将来，商業運転

に入る予定で，現在，各種の連開テスト段階にあり

ます。

　それぞれ出力95万kWの発電炉6基が，現在，建

設中です。総原子力出直容量は，940万kWに達し，

1991年には，総発電設備容量の39．7％を占めること

になります。

　これまで，われわは，原子力平和利用を基本に，

外国機関との協力関係の強化に努めてきました。こ

の努力の結果，韓国の原子力計画の実施中に起こっ

た多くの問題を解決することができました。

　KEPCOの国際協力活動は，5ヵ国との技術情報

交流計画，2ヵ国との技術者派遣計画，2ヵ国との

海外機関参加の三つに大別できます。

1。技術情報交換計画の相手は，

　a。カナダのオンタリオ・ハイド自社

　b。中華民匡1の台湾電力会社

　c。アルゼンチン原子力委員会（CNEA）

　d。ベルギーの電力会社
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　e．日本の電源開発株式会社

2。技術者派遣計画の相手は，

　a．中華民国の台湾電力会社

　b、日本の九州竜力株式会社

　c．日本の海外竃力調査会

3。海外機関参加の相手は，

　a．アメリカの原子力産業会議（AIF）

　b．アメリカの原イ力事業協会／原∫力安全分析

　　センター

　c．アメリカのウエスチングハウス・オーナ～ズ・

　　グループ（WOG）

　d。アメリカの原子力基準情報センター

　e。カナダ原子力協会（CNA）

となっています。

　以上の協力取り決めの結果，大きな利益があった

とはいえ，迅速な連絡の難しさ，地理的な距離の大

きさ，相手国との文化的差異による考え方の相違な

どのために，実際の経験，技術の交換に一定の制約

があることも否疋できません。

　国際協力活動に関する韓国の経験からみれば，日

本と台湾はいずれも隣國なので，この両国との聞で

は，最も効果的な協力が可能だったと言えます。

　上述の通り，世界の経済不況と省エネルギー政策

のため，石油価格は下落気味になっています。しか

し，これは長くは続かないでしょう。

　今後，原子力産業の開発に向かうアジア諸国は，

さらに増えるものと思われます。しかも，アジア地

域では，習慣，文化，哲学が非常に似ており，諸国

間の地理的な近親感もあるので，この地域に参加国

の便宜を図る国際機関を設けることは，静めて容易

でしょう。

　原子力塵業の先進国のアメリカでは，建設計画の

遅れ，複雑な許認可手続き，両金利などのため，こ

のごろでは原子力プロジェクトの経済的メリットが

失われています。アメリカの規制ヨ月には，許認可

の改善措置を取る動きが見られますが，改善の実現

までには，かなりの時間と努力を要するでしょう。

　これに対して，地球のこちら側にあるもう一つの

先進国日本は，原子力産業に20年以上の経験を持

ち，アジア地域の協力活動を進める財政的，技術的

能力は，成熟の域に達しているものと思われます。

　このことから見て，アジア地域の諸国間の協力関

係促進が，非常に埋まれています。そこで，各国の

原子力産業会議ないし竜力会社のような片業恨織を

集めて，一種の地域協力機関を設けることを提案し
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たいと思います。

　この地域原子力機関は，参加国の同意のもとに命

名され，次の各分野に対処するものとします。

　一廃棄物処理

　一プラント情報の交換

　一燃料サイクルのフロントおよびバックエンド

　一放射線緊急対策

　一その他各国の関心分野

　さらに，．卜泥各団体の定期会議の開催も提案した

いと思います。

　新関　過去四半世紀にお

いて，日本の∫r力開発利

用計画は着電な進展ぶりを

示し，｝目在稼働中の原子力

発竜所は全部で24基，総出

力で1，717万kWとなり
ました。世界中で現在連転

中の原子力発電所は合計

281基，総出力は1億8，096万kWですから，日本は

その1割近くを占め，アメリカ，フランスに次いで

世界第3位となっています。さらに高速増殖炉，新

型転換炉（ATR）など新型炉の開発や，濃縮，階上，

再処世といった核燃料サイクル閣連事業も発展しつ

つあります。

　このような状況のもとで，わが国の内外において，

原子力分野における日本の先導的役割に期待する声

が高まってきたのは当然と言えるでしょう。

　原子力基本法は，わが国における原∫力の研究，

開発および利用が平和目的に限られ，その成果を公

開し，進んで国際協力に役ゴてることをもって，基

本方針としています。これまで日本は主として先進

諸国とのi肋力に重点を置いてきましたが，自国の原

子力開発のための安全保障という観点に立つ先進諸

国との国際協力のみならず，今後は開発途ヒ国の原

子力開発利用にも積極的に協力する必要がありま

すQ

　原子力委員会は，目下，開発途上国との国際協力

をどのように進めるべきかについて，冒民の関係者

を集めて検討中ですが，以一．ドにこの問題に関する私

の個人的な見解を述べたいと思います。

　日本はこれまでも，IAEAの鵬子力科学技術に

関する研究，開発および訓練のための地域協力協定

（RCA）」の枠内でアジア・太平洋地域（13ヵ国が

参加）を対象として，主としてラジオアイソトープ，

放射線利用の分野において，技術，財政の両面にわ



たり各種の協力を行なってきました。RI，放射線利

用は，開発途上国においても，農業（食品照射，品

種改良など），工業（非破壊検査，各種計測，滅菌な

ど），医学（各種診断，治療など）等の分野で，極め

て有益であり，RCAプロジェクトに対する日本の

協力は，一般に高く評価されています。

　しかしながら，最近になり，これらの諸国におい

ても，原子力発電に対する関心が高まり，研究炉を

利用しての基礎研究から原子炉の安全性，原子力発

電所の運転，保守，訓練，緊急時対策，廃棄物処理

などに至るまで，わが国の技術協力が期待されるに

至っています。

　わが国としては，こうした開発途上国の要請に応

え，原子力先進国としての国際的責務を果たす必要

があるが，その場合，特に次の諸点について考慮を

払うべきでしょう。

　まず第一に，開発途上国における原子力開発利用

には種々の段階的な相違（レベルおよびテンポにお

いて）があることに注目しなければなりません。國

によっては，発電用原子炉の運転をすでに開始して

いるし，また原子力開発が基礎研究とか，RI，放射

線利用の分野に限られている国もあります。しかし，

なかには原子力の導入それ自体が時期尚早とみられ

る国もあり，この最後のグループが開発途上国の大

部分を占めています。したがって，開発途上国に対

する原子力協力は，それぞれの国の開発の程度に応

じて，行なわれなければなりません。

　そのためには，何よりもまず，相手国の要望を知

るとともに，インフラストラクチャーの問題を含め，

原子力に対するニーズの妥当性を客観的に評価し，

必要と思われる協力を行なうことが適当と思われま

す。

　元来，原子力は極めて複雑，かつ高度な技術であ

り，特に原子力発電の場合，その開発には基礎研究

から実用段階に至るまで長期のリードタイムを要

し，それだけに慎重な対策が必要であり，このプロ

セスを省略し先進国から既製品を導入して一気に原

子力発電を行なうとすれば，不本意な結果を招く恐

れなしとしません。臼本も，過去において外国の原

子力機器の導入に当たり，幾多の苦い経験を持って

います。すでに原子力発電に着手している途上国の

場合，共通の悩みは，自国の原子力開発に必要な人

材の不足，インフラストラクチャ…の不備，資金不

足といった基本的な問題を抱えています。もとより，

人材不足やインフラストラクチャーの不備は，何も

原子力に限ったことではなく，多くの開発途上国に

とって，社会経済開発のほとんどすべての局面に見

られる現象であるが，とりわけ原子力のように，そ

の取り扱いを誤れば，人体および環境に危険を及ぼ

す恐れのある技術の場合，事態は一層深刻と言わね

ばなりません。万一不測の事態が発生すれば，その

国ばかりでなく，原子力を開発利用している世界各

国，特に近隣諸国に大きな影響を及ぼすことになり

ます。

　相手国の実情を見極め，現実のニーズに対応した

協力を行なうべきであり，先進国が自国製品の売り

込みに急で，相手国のエネルギー事情や科学技術水

準に対する十分な配慮を欠くような場合には，折角

の協力が逆効果を生むこととなりかねません。

　次に重要な問題として，核拡散防止に対する配慮

があります。原子力協力がRI，放射線利用に限られ

ている場合は，技術移転も核不拡散．．ヒまったく問題

にならないが，国際協力が研究炉，発電用機材から

濃縮，再処理などの核燃料サイクルの分野に近づく

につれて，核不拡散政策との園連で十分慎重な考慮

を払う必要が生じてきます。

　ただし，何が核拡散につながり，伺がつながらな

いかの判断は，国際的に広く受容できる基準による

べきであって，一部の供給国のように国内法または

政策によって一方的に国際墓門を明らかに上回る厳

しい規制を課すことは，原子力平和利用と核不拡散

の両立を図るというIAEAの基本理念にもとるも

のです。

　開発途上国への協力の場合，その国が核不拡散条

約（NPT）に参加しているかどうか，あ、るいはIAEA

のフルスコープ保障措置を受けているかどうかは，

重要な判断の基準となるでしょう。日本としては，

特に密接な関係にあり，しかもNPTに加盟してい

るアジアの近隣諸国に重点を置いて，原子力協力を

進めていくのが適当と考えています。

　原子力協力の国際的枠組みとしては，言うまでも

なくIAEAの役割が重，要です。「新しい秩序」を論ず

るに当たって，現在有効に機能している国際協力の

「古い秩序」のもとに「新しい秩序」を確立するこ

とが適当であるというセミョーノブ氏の指摘は正し

いと思います。国際協力は，．過去の実績の積み上げ

のうえに，ステップ・バイ・ステップで行なわれな

ければなりません。過去のすぐれた実績を持つ機関

を疎外して，一．挙に新しい国際的枠組みを作ろうと

することは，砂上に楼閣を築くに等しいことです。
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　IAEAの重要な任務は，国際保障措置制度により

NPTを実施することと並んで，加戸者国，特に開発

途上国における原子力開発利用計画を援助すること

にあります。現在110ヵ国に及ぶIAEAの加盟國

は，核保有国と非核保有国，原料供給国と原料消費

国，先進国と開発途上国が入り交じっており，加盟

国の利害関係は複雑であり，必ずしも一致しないこ

とは事実です。しかしながら技術的専門機関である

IAEAに無関係な国際政治上の対立を持ち込むこと

は適当ではありません。核不拡散と原子力の平和利

用の調和を図るというIAEAの．、癌な使命の達成

のため，加日哩諸図は妥協の精神をもって一層目努力

を払うべきです。その意味において，アメリカが2

月の理事会より，IAEAに復帰したことを歓迎しま

す。またソ連が，アメリカ，イギリス，フランスに

次いで自国の平和利用施設に対する国際査察を認め

る方針を打ち出したことを一評価します。

　日本はIAEAの保障措置を受け入れた最初の国

であり，現在，日本は西ドイツと並んで国際査察の

主たる対象となっています。のみならず，日本は核

不拡散上重要な保障措置技術の改良に関する研究開

発，特に大型再処理工場に対する保障措置の研究開

発において，JASPAS（対IAEA保障措置技術支援

’協力計画）を通じ積極的に協力しています。

　原子力の国際的枠組みに関連して，46力国5国際

機関の参加のもとに1977年10月から2年4カ月に

わたって行なわれた国際核燃料サイクル評価（IN－

FCE＞は，極めて有意義な作業でした。その重要な

結論の一つとして，「再処理，移転などの事前同意権

は供給国の恣意によって行使されると，消費国に重

大な支障をきたす恐れがあるので，従来のようなケ

ース・バイ・ケースではなく，長期にわたる予見可

能な，つまり信頼陸のある方法で行使されなければ

ならない」とされたことです。この結論に基づく新

しい包括同意方式を目指して，日本とオーストラリ

ア，およびカナダとの問に，新しい取り決めが作ら

れ，現在，アメリカとの間に雑題埋等に関する中期

取扱について，協議が行なわれています。

　INFCEのもう一…っ0）重要な糸．r論は，制度的方法

が核拡散リスクの最小化と供給保証の両方に彼立つ

が，これは漸進的発展によって行なわれるべきであ

るとされたことです。たとえば，大規模な原子力発

電計画を持つ国は，一国単位の核燃料施設を建設す

ることができるが，このような国は原弾力開発の初

期の段階にある匡1に対し，発展を遂げるまでの問，
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核燃料サービスを提供することができる，としてい

ることです。要するに，原子力開発利用計画の「成

熟度」に応じて，段階的に国際協力を行なうという

考え方がここにも示されています。

　INFCEによって必要性が強調された国際プルト

ニウム貯蔵（IPS）も核拡故防止上重要です。　IPSは

IAEA憲章に基づくものであるばかりでなく，すで

に分離されたプルトニウムが世界のなかに存在し，

また日本を含むいくつかの国は，再処理の導入を続

けるという明確な計画を持っているので，本体制の

実現は核不拡散政策上，曙要な意義を有するものと

考えられます。今のところIPSに関するIAEAの作

業は雌航しているが，［本としては，可能な限り早

期に関係国の合意によりIPS体制が実現すること

を希望しています。

　いわゆるポストINFCEのもう一一つの工要な課遺

は，供給保証です。エネルギ…の供給保証は複雑な

問題であり，特に日本のように自国の資源がほとん

どない国にとっては，一図だけが孤立した状態では

原子力の開発利用が達成できないことを痛切に感じ

ています。供給保障に関するIAEAの作業（CAS）

も，残念ながら順調に進んでいないが，供給保証は，

エネルギーの女全保障ばかりでなく，核不拡散の観

点からも，非常に重要です。特に先進国から開発途

上国への技術移転に際して，開発途上国の強い要求

と機微な技術の移転に伴う核不拡散上の聖徳をいか

に調和させるかが問題であり，いわゆるコモン・ア

．ブローチによって原子力通商における信頼を回復す

ることは，今後，原子力国際協力の面で解決すべき

最大の課題と言えましょう。

　議長　これまで約2目寸間半にわたり，各パネリス

トから，それぞれの立場で示唆に幽む提案が発表さ

れました。議長としては，その中から二，三のトピ

ックスを捉え，さらに討論を続けていただきたいと

思いますが，その前に一応議長としての取りまとめ

を試みたいと存じます。ただ，これまでの提案が質

量ともに膨大で，一言で取りまとめることは非常に

難しいことだと思います。したがって，皆様のご意

見を踏まえた上での私の感想の一端を述べるに留め

ておきたいと思います。

　現在，発展途上国の国鼠の年間石油消費量は1人

当たり0．3トンですが，先進国のそれは発展途上国

に比べ，10倍以上の消費甲：となっております。また

匿界・の総人口40億人のうち，30億人以上は自国に

何らの石油資源を持たない発展途上国に住んでいる



と言われております。これらの国々が今後発展して

いくためには，エネルギー開発は必須の条件となっ

ておりますが，過去に先進国が犯した石油への過度

の依存は許されない状況にあり，再生可能なエネル

ギー開発と発展途上国内でのエネルギー自給度を高

めることは，先進国としても協力していかなければ

ならないことです。

　一方，発展途上国が将来の代替エネルギー源とし

て原子力にかける期待は大きいものがありますが，

原子力は平和利用以外の目的に使用される可能性も

秘めているため，先進国も途上国への原子力協力を

進める上で，ある種のためらいを感ずるのも無理か

らぬことです。しかし，原子力平和利用の歴史は国

際協力によって始まると言っても．過言ではなく，ま

た現実に原子力平和利用に着手，あるいは志向する

発展途上国が増えている事実を考えると，そのよう

な国々のニーズおよびレベルに応じて．適切な協力を

行なうことは，わが国も含めて先進国に位置付けら

れる国々にとって，一つの国際的責務とも言えます。

　…方，現実の状況を見ると，果たして原子力開発

に対する途上国の真のニーズに合致した協力が行な

われているかどうか先進国としても反省する必要が

あるのではないでしょうか？原子力は巨大な技術開

発と資金投資を要し，また各国の政治，経済，社会

情勢と密接な関連を有するものであるだけに，原子

力開発に当たっては各国が相互に協力し，緊密な国

際協力体制の下で推進することが望まれます。

　具体的な提案としては，世界の原子力先進国の知．

恵を国際原子力機関αAEA）のような所に集めて，

発展途上国が原子力開発で困った時には，そのよう

な所で対応していくようなことが必要になると思い

ます。

　それでは，これからパネル討論に入りますが，そ

の前にこれまで皆様が発表されました提案を踏まえ

て，次の3点に焦点を絞って討論を進めていきたい

と存じます。

　第1点目としては，現在の協力体制のもとで機能

している国際協力の「旧い秩序」をベースに，それ

を充実していく形の「新しい秩序．」の構築が望まし

いとのご意見もあり，今後の国際協力を円滑に進め

るためのIAEAの役割がどのようなものであるべ

きか？すなわち先進国と発展途．上国の協力を進める、

には，IAEAの役割は如何なるものであるべきかと

いったような観点から，ご討論いただきたいと思い

ます。問題点およびその解決策も含めて，いろいろ

なご意見を賜われば幸いです。

　第2点國としては，世界の各地域における協力の

あり方について，議論を掘り下げてみたいと存じま

す。例えば，わが国はアジア地域における原子力の

国際協力に積極的に参加する責務があると思います

が，アメリカ，西ドイツはそれぞれの地域における

固有の責務があると思います。わが国はIAEA，国連

開発計画（UNDP）が実施しているアジア地域の「原

子力技術に関する研究，開発および訓練のための地

域協力’協定」（RCA）と呼ばれているプロジェクト活

動に参加しております。このRCA活動を世界各地

域で充実させていくことも肝要であると存じます。

　第3点は，…口に国際協力と言うことで先進国が

どの国に対しても一一様な対1忘をするのでなく，発展

途上国の国情，例えば政治，経済，社会，エネルギ

ー等の情況をよく勘案し，その国にとって最もプラ

スとなる協力の仕方を行ない，各国それぞれ個別の

対応をすることが最も重要であると考えます。この

ためには，発展途上国の産業インフラストラクチャ

ーの構築とか，人材の訓練の必要性も出てくること

になると存じます。

　わが国を例にとってみると，約25・年前に原子力の

導入に着手したわけですが，原子炉の一括購入とい

う形で導入したことによる問題点も多々経験し，信

頼性，経済性の高い原子力発電技術を自分のものに

するまで長年月を要しました。このような事実を顧

ると，原子力の研究開発はステップ・バイ・ステッ

プで進めるべきもので，またその国の需要にみあっ

た原子力政策が必要であると考えます。このような

手順を踏んで原子力開発を進める発展途上国にこ

そ，先進国は手を貸していくべきであると考えます。

　これらの3点に討論の焦点を絞って，議論してい

ただきたいと存じます。

　セミョーノフ　IAEAは，その加盟国により原子

カ　　一原子力発電だけでなく，原子力利用一般一

一を促進し，平和目的にのみ使用することを保証す

るために設立されたことを思い起こしていただきた

いと思います。したがって，設立目的からしても，

原子力国1際協力の確立と促進がIAEAの重要な役

割であることは明らかです。

　また，原子力国際協力におけるIAEAの役割は多

種多様であることを，私は強調したいと思います。

まず第一に，先ほどの発表で述べた私の意見を繰り

返すかもしれないことをお断りしておきます。もち

ろん，ここではその概要を述べるだけですが。
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　皆さんもご存じのように，IAEAは原子力技術移

転に積極的な役割を演じています。これは先に私が

述べた通りです。私の言う原子力技術とは，原子力

発電技術だけでなく，あらゆる種類の原子力技術で

す。そして，これは各種の形態や方法を用いて利月ゴ

されています。その第一段階として，IAEAの技術

援助計画があります。また技術協力計画もあり，こ

れには先に述べた地域協力協定が含まれます。懸子

力協力におけるIAEA活動の重要な一難索が，

IAEA訓練計画です。先の発表で，私はいくつかの懸

念を述べました。発展途上国における原子力発電開

発および原子力発電導入に関するIAEAの活動も，

また多種多様です。これは主にマンパワー開発であ

り，これには各種情報のマニュアルや文書の作成な

らびに特別ミッションや特別訓練コースなどが含ま

れます。またIAEAは途上国の要請に応じて随時，

原子力発電導入に必要なインフラストラクチャーの

準備にも手を貸します。さらに，極めて重要なのが

IAEAの援助を求める加盟国での石油エネルギー計

画におけるIAEAの活動です。ある国のエネルギー

状況と電力需要を評価し，この枠組におけるその国

の原子力発電の可能性を評価するために，極めて効

率的な手段や方法，コンピュータープログラムなど

が開発されています。そして発展途上国の加盟国の

要望に応じて，これらのサービスが提供されます。

またIAEAは小型，中型原子炉の分野においても積

極的で，最近，この分野における新たなフィージビ
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リティ調査を開始しました。これら原子炉の規模は

20～60万kWで，主として途上国に適しています。

　言うまでもなく，IAEAの極めて重要な活動は，

原子力の安全性に関するものですが，この分野にお

ける広範な活動について繰り返し申し上げるのは止

めておきます。しかし，すでに述べたように，新計

画がすでに7年前から進行中で，あと1年半で完了

することになっています。これらの活動の結果，国

際的に受け入れ可能な総括的安全コード・マニュア

ルが設定され，原子力発電を開始する途上国にとっ

て優れた安全基準となるでしょう。またIAEAの枠

組の中にINISシステム一一国際原子力情報シス

テムー一一と呼ばれるものがあります。これは加盟国

が原子力情報をオンラインで収集し，かつ容易に検

索できるコンピューター・システムです。この情報

システムにインプットするのは主として先進国であ

り，またIAEA加盟国はすべてこの情報を利用する

ことができるので，これは原子力技術移転の良い例

であると言えましょう。ほかにも類似した活動もい

ろいろ挙げることができますが，INISシステムは

その…つであるわけです。

　もう…つの活動は，原子力協力促進における重要

な機関的活動です。その…つが，この場でも何度か

討論された保証措置活動です。核不拡散は原子力通

商にとって不可欠な要素なので，加盟国に対して原

子力技術，サービスを販売，提供する際に，国際保

証措置を強化し，原子力技術，サービスを要望する
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国の施設を保証措置管理下に置くというIAEAの

活動は，原子力通商を容易にするものであると考え

ます。

　また加盟国が国際規模の事業を開始する際に，

互AEAが技術・管理援助を与えるという活動もいく

つかあります。そのうちのいくつかについては，す

でにここで言及されました。たとえばIAEAが支援

したINFCE調査，使用済み核燃料管理プロジェク

ト，最近話題となっている国際プルトニウム貯蔵プ

ロジェクトなどです。もちろん，このプロジェクト

固有の問題もいくつかあります。これはいずれ地域

センター，恐らく地域核燃料サイクルセンターの分

野に発展していくかもしれません。これは地域協力

の分野に相当するもので，これはまた保障措置に関

する取決めやその実施を容易にするでしょう。

　また，現在，IAEA内で進行中のCAS（供給保障

委員会）があります。さらに，来たる国連の原子力

平和利用会議の準備において果たすべき役割もあり

ます。またまた時間を取ってしまいましたが，これ

は原子力協力におけるIAEAの広範な活動を如実

に物語るものです。

　フリードマンIAEAに関して，私もいくつかコ

メン｝・を付け加えたいと思います。IAEAは原子力

国際協力の発達と拡張を可能にする主要機関の一つ

であると，私は思います。セミョーノブ氏も指摘さ

れた通り，IAEAはその設立時より，この分野での

明確な責任を付与された極めてユニークな組織で

す。セミョーノブ氏はIAEAの活動計画を多数列挙

されましたが，私はここでそれをもう一度繰り返す

つもりはありません。

　私が指摘したいのは，原子力通商および原子力技

術・施設の非平和利用の防止において，IAEAは極

めて重要な役割を果たしているということです。

IAEAが果たす保障措置の役割は，よく知られてい

ます。保障措置は原子力の利用における必要な条件

ですが，これだけでは十分ではありません。これは

IAEAも認めていることだと私は思います。　IAEA

は原子力援助および原子力安全，保障措置だけでな

く，緊急時援助においても効果的な役割を果たして

います。そして原子力安全対策計画は，極めて重要

かつ必要な役割であると思います。IAEAは核物質

防護に関する匡i際協定を作成していますが，これに

より核物質輸出国は核物質が適．切に取り扱われると

安心するようになるでしょう。またIAEAは，効率

的な国際プルトニウム貯蔵計画の交渉においても重

要な役割を演じています。セミョーノブ氏はまた，

供給保障委員会の任務についても述べられました。

iAEAがこれらの分野で成功したのは，有能な技術

機関として定評があるからです。そして今後とも技

術機関としての任務をまっとうすれば，これまでに

述べられた協力計画はさらに効率的なものとなるで

しょう。

　われわれは，IAEAその他の技術機関が政治問題

に注意を向けないように配慮する必要があります。

IAEAが，高く評価されている技術計画を今後も続

けるという状態に戻ったことを，私はうれしく思い

ます。

　ガザリ　まず第一に，われわれは大局を正しく掌

握すべきだと思います。IAEAの重要性に関して

は，私も二人のパネリストと同意見です。過去にお

いて，われわれは各種の徴候を個別のものと見てい

たように思います。現代人は，原子力科学と社会と

の関係に深い関心を持っています。われわれは，事

一故の責任を自覚しています。この責任を社会的に自

覚するようになると，それは社．会的概念となります。

そして社会的概念になると，論争の的となります。

そして残念ながら，原子力科学の世界は，希望と危

険に満ちた矛盾の世界なのです。

　もう一つは地域協力に関する問題です。原子力開

発の程度にかなりの格差があるので，これは私たち

の世界では大きな問題となっています。たとえば〔

本は，原子力時代の原子力地域で最も発展した国と

言えます。次にア・ジア太平洋地域があります。さら

に「核の搾取」にさらされた外太平洋諸島の島民が

います。自分たちの島が，ある一時期，核実験の場

になった人たちです。彼らは原子力という言葉を聞

くだけで，恐れおののき，猜疑心を見せます。さら

にまた，日本に続く韓国や台湾があります。またフ

ィリピンでは原子力発電所が近く完成するでしょ

う。第3回忌ープとしては，マレーシア，タイ，イ

ンドネシアがあります。これらの国には研究用原子

炉しかありませんが，残りの国々には発電用原子炉

があります。したがって，われわれのゲームは，各

国が同水準にある西側世界とはかなり違うのです。

われわれは，この地域にもっと目を向けねばなりま

せんQ

　最後に私が敢えて強調したいのは，原子力問題全

体が核兵器拡散一一垂直拡散であるか水平拡散で

あるかを問わず　　の恐怖という見地から語られ

ているということです。主要な提唱者たちは垂直拡
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散のほうを好みます。垂直拡散のほうが水平拡’散よ

り安全だからです。原子力発電が核兵器に発展する

という懸念があるようですが，幸い，まだそのよう

な事態は発生していません。私が間違っているのか

もしれませんが，われわれ人間は悪を排除し，善を

選ぶことができると信じてみてはどうでしょうか。

　新関　先ほど議長が指摘された三つのポイントに

ついて，簡単に私の考えるところを申し上げます。

　第一のポイントは，国際協力の問題について，旧

い秩序と新しい秩序の枠組みの問題ですが，この問、

題については，私は先ほどIAEAの中心的な役割に

ついて，私の考えを述べました。それからまた，セ

ミョーノブ氏，フリードマン氏から詳しいお話があ

りました。これに付け加えることはないと思います。

ただ，アメリカが昨年9月の総会以来IAEAに対す

る’協力を中止していたわけですが，この2月の理事

会から再びIAEAの活動に復帰したということは，

大変喜ばしいことと考えます。

　次は，地域協力の問題です。これは韓国のキムさ

んからもお話がありました。キムさんのお話では，

アジア地域に原子力協力グループというものを作る

べきだというご提案がありました。この国際協力が

IAEAのような非常にユニバーサルな世界的組
織，それから地域的な協力というものをどの程度す

すめるべきかという，これは一つの問題ですけれど

も，ただ，その地域協力が何をなすべきかというこ

とがあるわけです。

　アジア地域については　　キムさんはアジアの

関係を提起されたわけですが…一やはりRCAと

いうものが，現在，多角的な組織としてあります。

これは先ほど申し述べたように，放射線とかアイソ

トープの利用に限られています。この分野も若干，

今後広がっていくとみられますが，ただ，それだけ

では確かに十分ではありません。だんだんと原子力

発電所を建設し，運転する国がアジア地域でも出て

きました。そういった国々との協力をどうするか，

［ヨ本としても真剣に考えなければならない点だと思

います。

　ただ，それを直ちにアジア地域の協力グループと

いうものに持っていくかが問題です。やはり先ほど

ガザリさんも指摘したように，アジアとヨーロッパ

は少々違います。ヨーロッパは極めて同質的な国々

が同質的な構成になっていますが，アジアには，も

ちろん風俗習慣において共通なものもありまが，社

会的，経済的，政治的な体制の点でも，また，発展
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の段階という点においても，種々別々であると言え

ます。したがって，ヨーロッパにユーラトムという

ものがありますが，アジアでアジアトムというもの

ができるかというと，私は一気にはそれはとてもで

きないと思います。で’すから，そういうことで，現

存のRCAというものの活動を強化していくと同時

に，それぞれの国情，ニーズに合った形でのこ国間

の協力を，今後，行なっていくべきではないだろう

かと考えます。ですから，いろいろ人材の訓練の面，

あるいは原子力発電所を運転するという場合に，や

はり安全設計の問題，安全規制の問題等のいろいろ

な問題があると思います。そういった問題について，

二国間の協力を今後強化していくべきではないか

と，RCAに並行して，　RCAの枠からはみ出る分に

ついては。ですから，そういう二国間の協力は，今

後，次第に発展するに従って，そういう二国間の協

力ネットワークができた段階で，アジア憎体の地域

的な協力を考えていくという順序がよろしいのでは

ないかと考えています。

　それからもう一つ，国際協力の点について松井議

長は触れられたわけですが，私も松井議長が言われ

たことにまったく同感で，やはりそれぞれのニーズ，

レベルに応じた適・切な協力というものが何といって

も必要であると考えます。また，そういう協力を行

なうことが，先進国としての国際的な責務であると

思っています。

　昨年，この原産の年次大会にハンス・ブリックス

IAEA事務総長が出席されました。その際に，「発展

途上国に対する’協力は，テーラーメイドでなければ

ならない」ということを言われました。つまり，レ

ディメイドじゃなくて，オーダーメイドでいかなけ

ればならないと。その国々の事情に合ったような開

発に協力するという姿勢が望ましい，ということを

ブリックス事務総長が指摘しました。私は，その通

りだと思います。

　ですから，原子力発電所にしても，その発電所を

直ちに導入し，運転するということが必ずしも適す

るとは言えない場合もあるのではないだろうかと考

えます。やはり基礎研究から実用の段階まで，相当

に長いリードタイムを必要とするというのが，原子

力の特色であると思います。

　そういうことで，やはリスチップ・バイ・ステッ

プに，時間をかけて段階的に開発を行ない，これに

対して先進諸國としても協力していくということが

必要だと思います。ことに原子力発電所の場合，万



一事故が起きた際には，これは人体，環境に対して

大変な影響を及ぼすわけですし，その国ばかりでは

なく，近隣の諸国にも影響を及ぼすということは，

TMIの教訓が教えているところです。

　それからまた，先進国としても，あまり商売のこ

とばかり考えて，すぐ売り込みということではなく，

やはり相手の国の科学技術水準，原子力の必要性を

十分考えて，それに合った形で協力を進めることが

必要であろうと考えています。

　バドラン　IAEAの役割に関しては，国際的なカ

サのもとで，政策策定，企画，管理，運営，情報などの

ソフト技術の開発が行なわれています。一一方，ハード

技術の交換は，二国間開発計画または地域開発計画
　　　　　　
に任されるべきです。核物質供給は，核のカサのも

とで行なわれていますが，本来は二国間協定で決め

られるべきものです。機械設備の供給および保安対

策は地域レベルで行なわれるべきです。特定の国に

固有な能力は，世界的義務として，教育的メカニズ

ムとして考えるべきです。このアプローチのデメリ

ットは，国内開発が伴なわずに原子力技術が与えら

れると，それが悪用される可能性が高いことです。し

たがって三つの活動段階は，計画開発のソフト科学

の助言者として，IAEAのカサという枠組の中で，

技術面では二国間協力計画または地域協力計画とし

て考えられるべきだと思います。また各国固有の能

力は地域的，教育的演習として扱われるべきです。

　ガザリ　私は，iヨ本政府に対して，われわれの感

謝の念を表明したいと思います。なぜなら，われわ

れはある意味で二国間協定を結んだわけで，日本は，

われわれの研究センターの職員6名が訓練を受ける

ことを許可してくれたのですから。これもまたこ国

間関係の一例と言えましょう。わが周はオーストラ

リアとこ困問関係を持ち，オーストラリアはエンジ

ニアリングの分野および石油使用の面で，わが国に

援助を提供します。もちろん，ここでパキスタンと

インドに対しても感謝の意を表明したいと思いま

す。このように，われわれはIAEAに参加するだけ

でなく，南の国々との二＝咽問取決めにも参加してい

るのです。南の諸国では，これは相互理解と親善で

す。

　議長　それではここで，フロアから，アメリカの

コーネル大学教授であるローレンス・シャインマン

さんに，ご発言いただきたいと思います。

　シャインマン　これまで討論されたことに関する

私の考察を二，三，述べたいと思います。今日の午

後の討論は，ほとんどの国が国際的な原子力の体制

を維持することの重要性を明白に表明したものであ

ると思います。この体制とは，原子力分野における

国際協力を容易にすると同時に，核拡散の危険を回

避するための国際的保障措置の効率性を保証するた

めの規則，規定，手続き，組織などを指します。

　議長はIAEA，地域主義および国際協力という三

つの問題に関するコメントを求められました。時間

がないので，今日多くの参加者が指摘した点を一つ

だけ強調したいと思います。それは，IAEAが設立

時から二つの体制から成り立っていたということで

す。一つは原子力の平和利用を促進し，容易にするこ

と。もう一つは，提供される援助が，当初に意図され

た平和目的にのみ使用されることを保証することで

す。IAEAの未来は，ひとえ・にこの二つの体制の均

衡をうまく保つことにかかっていると私は思いま

す。どちらか一つの体制のほうが強くなければ，

IAEAに寄せる国際社会の信頼が損なわれるでしょ

う。この体制のバランスを維持するための最も効果

的な方法は，任意拠出金およ．び賦課拠出金を通して

だけでなく，先にフリードマン博士が述べたように，

IAEAが設立時に意図された形態に沿って機能し，

IAEAに付与された権能と関係のない政治問題に介

入するための手段とならないよう守ることにあると

思います。IAEAは国際機関の中でも極めて成功し

た運の良い組織であり，すべての加盟国に今後とも

この立場が維持されるよう守っていく義務が課され

ていると思います。

　私のコメントはこの基本的考察だけにとどめたい

と思いますが，あと一つ細かな点を付け加えさせて

いただきます。IAEAの将来は，構造的相互依存と

でも呼ぶべきものにかかっています。今日聞いたい

くつかの意見では，離散　　　核分野における地域主
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義が強化されているようで，この点が少々気がかり

です。もちろん地域主義も必要です。しかし究極的

には，国際原子カシステムの安定性は構造的相互依

存の強化，すなわちすべての加盟国が互いのニーズ

と責任に対して相互に鋭敏になることにあると思う

のです。

　議長　ここで議論の総括をすべきだと思います

が。私がここで総括をすることは誠におこがましい

ことではないかと存じます。ただ国際協力の基礎は

何といっても相互信頼に基づくものでなくてはなら

ないと考えます。また相互信頼の基礎は何かといえ

ば，対話，すなわちお互いに話し含うということで

なければならないと思います。

　本日は，皆様のお陰で，その第一歩を築いたので

はないかという感じを持っております。今後とも，

この種の対話を続けていくことによって，国際協力

をより実効1生のあるものに持っていきたいというの

が，私の結論です。
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　内田議長　このパネルの

議長を務めさせていただく

ことは大変光栄であると存

じます。このパネルを効果

的なものにしたく，皆さん

のご協力をお願いします。

また私は原子力安全委員会

の委員を務めていますが，

本日は個人としての資格で出席していますので，私

の意見はまったく佃人的な私見であることをお断り

申し上げ，ご理解いただきたいと思います。

　原子力発電は約25年の研究開発によって成熟さ

れた技術となり，第一の石油代替エネルギーとして，

その安全性と経済性が認められています。口本にお

ける24基の原子力発竜所の平均稼働率は約67％を

示すようになり，通常運転時における安全性と安定

性については一一般社会からも高い評価を受けていま魂

　しかし原子力特有の潜在的危険性については，い

まだ論議の終わる所がありません。安全性はどこま

で高めるべきか，それをどう表わすべきかなどは，

原F力発電の開発の初期から論議の的となっていま

す。安全の目標（Safety　Goa1），最小限達成すべき

安全レベル，容認されるべき残留リスクなどについ

て，特にTMI事故後，それらの詳細な検討と国際的

なコンセンスを得る努力が望まれています。

　本日は，それらの問題について，世界的権威の専

門家であるデントンさんとビルクホーファーさんか

らお話を伺い，日本側から村主さんと中村さんに加

わっていただき，パネル討論をすることが，このセ

ッションの目的です。

　それではまずデントンさんとビルクホーファーさ

んよりそれぞれ，「NRC安全目標の評価期間の役

割」，「西ドイツにおける安全性の考え方」と題して

ご発表をいただきます。

NRC安全唱標の評価期間の役割

アメリカ原子力規制委員会

原子炉規制局長

H。デ　ン　　ト　ン

ダ燕

焼

　この年次大会では，国際

協力の必要性が何度も強調

されました。安全基準の分

野での国際協力は，非常に

重要だと思います。われわ

れは，たとえ必ずしも一致

しなくても，相互の見解を

理解しなければなりませ

ん。アメリカでは，原子力規制委員会（NRC）が，

すべての発電，試験，研究用の原子炉の規制を担当

しています。（スライド1）

　アメリカの原子力発電所の運転に関する予備的安

全目標が，NRCから発表されました。この女方目標

と，それに伴う数値設計指針は，予備的なもので，

2年間の試験的評価期間を経て，変更されることに

なっています。この評価期間中に，この目標が，

NRCの規制に取って代わることはないことを，私

は強調しておきたいと思います。しかし，この目標

が「How　safe　is　safe　enough」という問題につい

て，NRCの見解を表わしていることに変わりはあ

りません。（スライド2）

　TMI事故以来，安全目標が検討されてきました。

大統領の諮問に応えて，NRCは，安全理念，および

安全性とコストのトレードオフの問題の役割につい

て，明確な政策声明を発表すると言明しました。産

業界，公益事業団，大学など幅広い層の知識人との

会合が開かれました。（スライド3）

　NRCは，現行規制と手順で，公衆の保護が十分達

成されると信じています。しかし，現行の，および

提案された規制要件の検討手段を改善するために

は，安全目標が必要とされています。安全目標があ

れば，規制方法の一貫性を高め，公衆の理解を深め，

運転中の原子力発電所の安全性に対する…般の信頼

を得ることができるでしょう。（スライド4）

　安全目標の主眼は，プラント運転に伴う危険に置

かれています。事故および正常運転に伴う放射性物

質の環境への放出からくる危険を，対象としていま

す。また核燃料サイクルからの危険は，含められて
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いません。破壊活動の影響の恐れや核物質の運転も，

含められていません。このような危険を現在の低水

準に抑えていこうというのが，NRCの意図です。

（スライド5）

　2年の評価期間中に，貴重な経験が得られ，デー

タが集められるものと期待されます。この予備的な

目標は，現在の規制要求の代用として利用されてい

ることはないでしょう。（スライド6）

　NRCの政策は，数値設計目標に支えられた定量

的安全目標として表わされます。（スライド7）

　第…の安全目標は，原子力発電所の運転に伴う危

険が，事故による個人の死傷の危険に大きく貢献す

るものになってはならない，ということです。これ

は，原子力発電所の周辺住民が，特別な心配なしに，

日常生活を営めるようにすべきだとの意図からで

す。（スライド8）

　個人の保護は，本来，実質的な社会的保護につな

がるものであるが，NRCは，社会的危険に制限を設

ける方針を取りました。原子力発電所の運転に伴う

危険は，これと同等の出力を持った発電所，とりわ

け石炭火力に比べ，それと同じ，もしくはそれ以下

でなけれぼならないというのが，NRCの考え方で

す。（スライド9）

　こういう立場から，できる限り，原子力発電所の

設計者および運転者が達成すべきものとして，定量

的設計目標が設定されました。この目標が達成され

るかどうかを判断する基本要素は，確率論的リスク

評価技術が，適切かどうかにあります。原子炉安全

研究の完了以来，確率論的リスク評価（PRA）は，

方法，データになお不良が残っているとはいえ，著

しく進歩しました。このような制約があるために，

この目標は，現在の工学技術上の手順，手法の代用

にはなりません。（スライド10）

　主要な二つの目標が，スライドにしめされていま

す。（スライド11）

　安全性向上を図るうえで適用すべきものとして，

費用対便益（コスト・ベネフィット）の指針が採用

されています。便益は，マンレム単位による社会的

危険の減少によって計算されます。この便益が，そ

れを実現するための定量化できる費用と対比されま

す。（スライド12）

　指針によると，マンレム当たり1，000ドルの節約

が求められています。（スライド13）

　リスク低減の重要な努力目標として，重大な炉心

損傷の確率の低減化があげられています。（スライド

14）事故防止対策として，NRCは，この制限を大規

模炉心溶融の確率として採用しています。この目標

は，ほかの指針に比べて二次的な、ものであり，厳し

い事故の条件下での炉心性能について，新しい知識

が得られれば，これは修正を要することになるかも

しれません。

　この予備的目標は，2年間の評価期間中に，段々

に適用されることになっています。
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〔H．デントン氏スライド〕
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〔H．デントン氏スライド〕
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西ドイツにおける安全性の考え方

西ドイツ原子炉安全協会

理事長

A。ビルクホ；一：ファー

蟻一

1。はじめに

　本論文では西ドイツにお

ける原子力安全技術の動向

を取扱っています。まず，

原子力安全技術の経験から

始め，プラント設計におけ

る改良について述べます。

続いて，現在のリスク評価

プログラムを論じ，設計基準事故（DBA）解析につ

いて簡単にレビューします。さらに，DBAを超える

シナリオについての現状を紹介し，最後に安全目標

の進展動向を概説いたします。

2。原子力安金技術の経験

　しばしば言われることですが，火力発電所と比較

した場合，商用原子力発電所の稼働率は低いという

のが一般の人々の意見です。この点については，平

均負荷率は約60％であると言えます。

　図1は，西ドイツのPWR商用原子力発電所の負

荷率を全世界の平均値と比較したものです。（スライ

ド1）西側世界のすべての商用原子力発電所の平均

負荷率は約61％ですが，この数値はプラントの形

式，国，供給者によってかなり異なります。

　1983年春現在で，西ドイツでは15の原子力発電

所が運転されています。ごく最近の原子力発電所は

130万kWPWRのグラフェンラインフェルト発電
所で，1982年に運転を開始しましたので，平均値の

中には考慮されていません。設置済みの正味発電能

力は全部で約1，000万kWで，これは西ドイツにお

ける総発電竃力量の18％が原子力発電により賄わ

れたことを意味しています。1982年における西ドイ

ツのPWR商用原：子力発電所の平均負荷率は，約81

％です。

　供給者であるクラフトベルクウニオン（KWU）

は，ニュークリアエンジニアリング誌が，西ドイツ

のPWRが世界の軽水炉のうち最も高い負荷率を有

していると報じたことを大変，誇りにしています。

　しかしながら，他の幾つかの国々においても，原

子力発電所の稼働率について，同様の結果が得られ

ていることを述べておくべきでしょう。

　西ドイツの二二済み原子力発三所の70％以上は

PWRであり，残りは主としてBWRです。こういう

比率なので，以下に述べる見解はPWRに焦点を合

わせたものです。他の形式の原子炉，即ちナトリウ

ム冷却高速炉や高温ガス炉は，研究炉としてのみ運

転されており，出力も5万kW以下です。

　1982年，西ドイツにおけるBWRの負荷率は，主

蒸気系と給水系の配管系を改良形と交換するための

停止期間があったため，PWRの負荷率より相当に

低かったことを付け加えるべきでしょう。

　現在，12基の原子力発電所が建設中であり，その

正味の出力は1，300万kW以上になります。このう

ち7基はPWRです。最近発注された3基の130万

kWPWR型原子力発電所は，サイトに特有な2～3

の要素を除けば，同一の標準化設計を採用していま

す。建設の遅延を避け，許認可十続きをスムースに

するため，メーカーと電力会社はコンボイ計画を発

足させました。

　これらのコンボイ発電所の設計は，西ドイツにお

けるPWR概念構想の実態を反映しています。その

概念は，最近数年間の許認可手続きを通じて得られ

た，原子炉安全委員会による概念の評価，および独

立した専門家機関によるユニ学的安全設備の詳細検討

を含むすべての経験に基づいています。そのなかに

は，運転開始および運転中の経験も含まれています。

さらに，広範囲かつ強力なR＆D活動の成果，および

西ドイツのリスク研究の中で行なわれたPWR発電

所の；羊細検討の結果が，実際の設計に反映されてい

ます。

　このようにして得られたすべての結果が，西ドイ

ツにおけるPWRの基本的安全性に対する概念およ

び設計を確かなものにしています。この理由で，ご

く最近のコンボイ発暗所の大部分の智計には，それ

以前の発電所の設トにあったほどの大きな違いはあ
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りません。

3．プラント設計の改良

　原子力安全技術の進歩の結果，既存の工学的安全

設備の改良が行なわれています。これらの改良は，

「深層防護」安全概念を確かなものにすることを第

一目標にしています。この概念の中では，事故を回

避したり，コントロールしたりする予防手段の方が，

防ぐことができない仮想事故から生ずる結果を制限

する設計的手段よりも，常に優先しています。この

意味から，より厳しい要求事項が，発電所の1次系

および2次系の両方の機器と系統に対して設定され

ました。

　次に，比較的最近の概念のいくつかについて述べ

ます。

3．1　基本的安全概念

　圧力保持バウンダリーおよび他の安全関連系統の

機器の健全性を考えるために，基本的安全概念が導

入されました。この概念の原理を図に示します。（ス

ライド2）

　一　高品質材の特性

　　　微量元素混入の制限に関連した適切な材料の

　　選択および最適設計技術が，強靱性，高均質性

　　および低損傷頻度をもたらしています。

　一　最少溶接継手数および応力の高い部分を避け

　　た溶接継手位置が要求されます。

　一　材料強度設計の最適化が達成されなければな

　　りません。

　一　運転負荷の制限および運転条件の管理が確認

　　されなければなりません。

　一　さらに，異常漏洩および再検査のための運転

　　管理が実施されなければなりません。

　これらの要求事項が達成されれば，各機器の破局

的な損傷は避けられるし，もはや想定する必要もあ

りません。基本的安全概念は，原子炉1次系とそれ

に接続された冷却材配管だけでなく，安全上重要な

他の系統の配管，継手，バルブ，加圧器およびポン

プの耐圧壁にも適用されます。蒸気発生器と関連バ

ルブ区域間の主蒸気系および給水系の機器にも，こ

の概念が適用されます。

　基本的安全概念を満足する設計の例として，130

万kWPWRの原子炉圧力容器（RPV）を図3に示し

ます。可能な限り高品質を確保するために，RPVは

継目無しの鍛造円筒シェルにより組み立てられてい

ます。底部には鍛造鏡板が用いられます。上部の，

ノズル付き厚板鍛造リングはRPVの上部蓋に対す

るフランジとしての役目を果たしています。溶接に

よりクロージャーヘッドフランジと一体化された上

部鏡板は，上部蓋を形成しています。上部鏡板は，

計装ラインおよび制御棒用のノズルを有していま

す。このRPVには長手継手がなく，また底部には貫

通部がありません。（スライド3）

　さらに，RPVの安全に関する考え：方については，

西ドイツのごく最近のPWRは，高温酉己管にのみ高

圧注入を可能にする設備を有しており，いかなる場

合でも原子炉圧力容器壁に熱衝撃を与えることを避

けています。

3。2　しQCAの：考え方

　圧力保持バウンダリーの設計の改良は，LOCAの

考え方に変更をもたらしました。主冷却配管断面の

10％（0，1A）が最大破損サイズとして，配管，機器，

機器の内装物および壁に対する反作用やジェットフ

ォースの設計解析のために，定められました。一方，

この破損サイズは，主な再循環系に接続された最も

大きな配管の断面にほぼ相当しています。もう一方

では，その大きさは，圧力保持バウンダリー関係で

考えられるすべての亜音速流を充分にカバーしてい

ます。

　発電所の全寿命期間を通じて健全性を確保するた

めに，理に適つたいろいろな検査プログラムが必要

です。このためには，停止期間中の充分な供用期間

中検査と同様，機器の振動をモニターする充分な検

査システムや，1次二二のゆるんだ部品の検査が必

要です。この検査システムの成果が，いくつかの発

電所で実証されました。

　しかしながら，基本的な安全に対する考慮から，

ギロチン破断は，格納容器バリアーと，その内部構

造物および大型機器の安定性を検討するために，想

定しなければなりません。ECCSの有効1生について

も同様です。

　修正されたLOCA概念の結果，配管に生ずる反作

用を抑えるための，不必要なパイプホイップ拘束構

造は，すでに取り除かれました。そのため，保守点

検が極めて容易になり，保守点検要員の放射線被曝

をかなりの程度減少させることになりました。

　基本的安全概念に関する要求事項は詳細に記述さ

れ，西ドイツ原子炉安全委員会のガイドラインとし

て，公表されています。

3。3　蒸気発生器伝熱管の破損

　もう一つの改良は，蒸気発生器伝熱管の破損の結
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梨に関するものです。PWRの1次系と2次系は物

理的に分離されてはいますが，三熱管が破損した場

合には，放射能汚染した蒸気が，逃し弁を通して，

環境へ放出されます。

　この放出を制限するための処置が定められ，ごく

最近の西ドイツのPWRにはいくつかの設備が設置

されました。たとえば，最も重大な事故シーケンス

ーオフサイト電力の喪失と高圧注入ポンプ（HPI）の

起動が組合わされた場合の蒸気発生器伝熱管の破損

一に対しては，蒸気発生器が隔離されます。この処

置は，主蒸気安全弁のセットポイントをHPIポンプ

の最高ポンプヘッドよりも高いレベルに設定させる

ことによって，行なわれます。

　この手順がないと，運転員はこのタイプの事故を

管理するために，大変注意深く，系統の挙動をモニ

ターせざるを得ないでしょう。

　上述の設備は予防処置として考えられています。

現に蒸気発生器が運転されているという経験がある

ので，西ドイツにおいては，伝熱管破損の安全性に

関する現行の考え方については，大きな議論はあり

ません。

3．4　限定系

　かつての方法では，もし決められた運転制限値を

超えた場合，必ず原子炉保護系が作動します。起動

や運転に関する経験が蓄積された結果，外乱を修正

する闘的を持った計装制御（1＆C）系（限定系）が，

追加して設置されました。この手段は発電所にかか

る負担や停止期間の総計を減少させ，その結果とし

て稼働率が向上します。このシステムは運転中の小

さい外乱を制御するために有効な手段です。

　図4に，この方法の階層構造を，三つの独立した

自動作勤部分系統に分けて示します。（スライド4）

　一　運転制御系

　一　限定系

　一　原子炉保護系

　自動運転制御系は，システムを運転限界値内に保

ち，小さな外乱に対応し，プラントの運転を最適化

するよう設計されています。

　深層防護概念の次のレベルは，限定系です。これ

には二つの異なったタイプがあります。…つは条件

限定で，関連系統のプロセス値が安全解析で決めら

れた制限値を超えないようにするものです。もう一

つは保護限定であり，ある事象に対する保護対策と

なるよう設計されています。

　たとえば，原子炉冷却用ポンプが破損した場合，
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限定系は数秒間で「制御棒を落下」させて炉出力を

低下させ，原子炉保護系が応答するための制限値を

超えないようにして，プラントを運転状態に保ちま

す。

　深層防護概念の最も高いレベルは原子炉保護系で

す。この系は原子炉をトリップさせ，プラントを安

全停止状態にするために，工学的安全設備を作動さ

せます。原子炉保護系は，今までに述べた他の手段

では対応できない事象や事故の場合にのみ作動しま

す。

　この深層防護概念によって，外乱や事象に対する

適当な応答が可能になります。

3。5　2次系による熱除蓋

　崩壊熱を確実に除去することは，原子力発電所に

おける安全の考え方のうちで，主要な目的の一つで

す。この目的を満足させるために，いくつかの可能

な手段があります。西ドイツにおいては，熱除去の

点から最も信頼性の高い，蒸気発生器への給水に，

重点が置かれてきました。この系統は，崩壊熱の除

去の他に，1次系の圧力を，合理的な時間の範囲内

で十分低い圧力レベルにまで減少させることも可能

にしています。その場合，崩壊熱の除去は残留熱除

去系（RHRS）によって，引き続き行なわれます。

　最近のPWRプラントで実施された改良では，図

5に示すように，蒸気発生器への給水と主蒸気除去

に関する冗長性および能力を増加させることによ

り，2次系経由で熱除去を行なうことの重要性が強

調されています。（スうイド5）

　蒸気発生器への給水は3系統の自動起動系により

行なわれます。主給水系の他に，非常用電源によっ

ても作動可能な補助給水系が設置されました。この

補助給水系は，本来，起動および停止運転を行なう

ために設計されています。さらに，完全に独立した

非常用給水系が特定の事象に対して，また冗長系と

して設置されています。

　西ドイツ原子炉安全委員会のガイドラインに従

い，非常用給水系は4系統から成り，各系統は独立

した給水および電源を持っています。本系統は外部

からのインパクトに対抗するために，他の系統によ

る熱除去や給水がなくても，少なくとも10時聞は運

転可能なように設計されました。各系統は，物理的

にも機能的にもはっきりと分離され，それぞれは別

の蒸気発生器へと接続されています。タービントリ

ップ後の蒸気の放出はタービンバイパス・ステーシ

ョンにより行なわれます。もし，そのステーション



が利用できなければ，4基の主蒸気放出ステーショ

ンが自動的に作動します。各ステーションは100％

の停止容量を有し，それぞれ1基の蒸気発生器に接

続されています。

　事故時のプラントの停止は，これらの高度に冗長

化された系統の助けを借りて，100K／hの割合で，2

次系を通じて行なわれ，かつ自動的に起動し，制御

されます。

4・。リスク解析

　本論文では，近年における原子力安全の主要な発

展を考えます。「西ドイツのリスク研究」（German

Risk　Study）として知られている原子力発電所に関

する最初の広範なリスク評価は，それらの一つを代

表しています。この研究のフェーズAは1979年に公

表されました。研究を行なう際に，原子炉安全研究

WASH1400を参考にしています。研究の成果とし

て，系統の信頼性および事故の管理を改良する目的

で，PWRのチェックが行なわれました。「西ドイツ

のリスク研究」では，許認可における保守的な仮定

を考慮して，被覆管温度が1，2000C以上になるとの

計算結果が得られると，いかなる事故シーケンスで

も炉心溶融が起こると仮定しました。この保守的な

仮定によると，炉心溶融の確率は約10叫／炉・年で

あると予測されました。

　最適な予測範囲で系統の非利用性と炉心溶融結果

を解析するために，1982年に「西ドイツのリスク研

究」のフェーズBが開始されました。この問題に加

えて，フェーズAでは大まかにしか考慮されなかっ

たいくつかの特別な問題についても，詳細に検討さ

れる予定です。現行のR＆D作業を基礎としたフェ

ーズBの結論は，2年以内に取りまとめられると期

待されていますが，フェーズAで発表された結論が

控え目であることを示すことになるでしょう。

5。ECCSの有効性に関する最良予測計算

　DBAの熱水力学的解析のための最も重要な物理

現象については，すでに認識され，理解されていま

す。最良予測計算を基礎として，特に次の点を考慮

して，DBAをコントロールする系統の能力を検討

しました。

　一　系統の利用度

　一　計算の際の境界条件（すなわち，出力ピーキ

　　ングおよびホットスポットファクター）

　一　物理現象のモデル化（すなわち，高温ドでの

　　炉心の冷却性）

　…　最大限界の定義（すなわち，1，200℃）

　解析結果の代表例を図6に示します。これは，主

冷却系のコールドレグにおけるギロチン破断後のホ

ットスポット被覆管温度対時間の関係を示していま

す。許認可の際には，5基の蓄圧器（ACC）と3系

統の1／2容量低圧炉心冷却系注入ラインにより冷却

されるものとし，約1，000DCの最高被覆管温度が最

初のピークのところに現われます。7基のACCお

よび，それと回数の低圧冷却系が作動すると考える

のが現実的であり，このケースを許認可の場合と比

較すると，2基のACCを追加したことによって，温

度のピークは大きく低下し，その低下幅は約300．K

です。ACCが作動せず，1系統の低圧冷却系のみが

作動するという極端なケースが，利用できる安全マ

ージンを示すために解析されました。この場合，最

良予測仮定を考えています。その結果，炉心溶融ま

でには，かなりのマージンがあることが分かり，許

認可手続きの際の保守性を証明することになりまし

た。この結果を，初期事象として小リークや過渡状

態を取り上げた場合に，置き換えてみることもでき

ます。（スライド6）

　結局，最良予測タイプの解析は，許認可の際の仮

定に基づいたものに比較して，高い安全余裕度を示

します。

6．DBAを上回る事象に関する影響解析

　1970年代の初期から，DBAを上回る事故シーケ

ンスに関する物理現象を研究するためのR＆Dが行

なわれてきました。主たる目的の中には，できるだ

け実験によって裏付けされた物理的モデルの開発r

や，これらのモデルをコンピューター・コードの中

に組み込むことなどがありました。コードは，最良

予測ベースで仮想事故の影響を解析するために作成

されています。計算の信頼性レベルを向上させるた

めに，さらにR＆Dを実施中です。

　厳しい事故の影響を制限するために，現在の

PWRの設計機能を研究する解析が行なわれていま
す。

　プラントの安全性を改良するための最も効果のあ

るアプローチは，事故発生の確率とその後の可能な

シーケンスを減少させることです。炉心溶融シーケ

ンスの影響解析では，格納容器関係の熱力学的な計

算が行なわれ，過圧により格納容器が破損するまで

の時間が決定されます。現実的な仮定による最近の
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計算は，このタイプの破損は格納容器からなんらの

熱除去がないとしても，西ドイツのリスク研究で計

算されたケースよりも，おくれて起こることを示し

てい求す。

　核分裂生成物の挙動解析にも重点が置かれまし

た。解析および実験の結果は，格納容器雰囲気内の

エアゾル粒子の減少は，西ドイツのリスク研究およ

びWASH－1400で計算されたものよりも，ずっと急

激であることを示しています。

　大規模LOCAおよび，それに続くすべての再循環

系の完全破損の場合に，さらに格納容器隔離失敗

（RC2）と成功（RC6）の二つの異なったケースが加

わった場合についての格納容器内の圧力／時間履歴

を図7に示します。格納容器が隔離されれば，長期

の圧力増加は，溶融炉心表面へのサンプ水の侵入に

よって影響されます。他の設計と比較して，西ドイ

ツの設計はドライな原子炉キャビティを有していま

す。溶融物とサンプ水を隔てている原子炉キャビテ

ィ内の遮蔽は，この場合は溶融物とコンクリートと

の相互作用により，放出後数時間で貫通されます。

約8．5バーールの圧力で起こると計算された，過圧力

による格納容器シェルの破損は，水の蒸発の割合か

ら考えると，4日以内では起こらないと考えられて

います。この間に，格納容器雰囲気中のエアゾル状

の放射能は数桁減少します。（スライド7）

　格納容器換気系の隔離失敗を仮定した圧力／時聞

履歴も図7に示されています。この場合，アニュラ

スまたは補助建屋内での核分裂生成物の減衰および

凝着によって，環境へ放出される核分裂生成物量は

減少します。この炉心溶融シーケンスの場合，溶融

燃料から格納容器雰囲気中に核分裂生成物が移行す

る間に生ずる格納容器と周囲の間の圧力差は極めて

微かなものです。小さいドライビングカしかないの

で，漏洩率は小さく，このことも環境への放射能放

出を減少するのにあずかっています。

　現在までに解析されたすべての仮想事故を通じ

て，可燃性成分である水素や一酸化炭素を含んだ大

量の非凝縮性ガスが格納容器雰囲気中に放出される

ことが分かりました。たとえば，ジルコニウム炉心

インベントリーの50％が酸化されると仮定すると，

大型ドライPWR格納容器内の水素量は，容積比で

約10％に達します。

　格納容器シェルの気密性に与えるインパクトとい

う点から，水素爆発の重要性がいくつかの場合につ

いて議論されました。図8は，急激な水素燃焼の聞
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に生ずる格納容器内のピーク圧力を予測するために

行なわれた，簡単なエネルギーおよびマスバランス

についてのパラメーターサーベイの結果です。三つ

の場合すべてについて，水素は格納容器内に放出さ

れ，水素濃度が容積で5，10ないしは15％に達する

と直ちに爆発します。燃焼過程で生ずる最大エネル

ギーが格納容器シェルの設計圧力レベルに等しい圧

力ピークを生じます。この結果は，ドライ状の，均

一に混合された格納容器雰囲気の場合にのみ，正し

いのです。炉心溶融事故が起こるとほとんどの場合，

格納容器は大量の水蒸気で満たされ，その蒸気は，

熱容量や分圧によって，燃焼過程の圧力や温度のピ

ークに影響を与えます。水諏酸素および水蒸気の不

均質分布の影響を解析するために，R＆Dが行なわ

れています。（スライド8）

　加熱や溶融過程がさらに継続されると，溶融被覆

管およびコンクリートの金属部分によって水蒸気が

還元されて，もっと大量の水素が発生します。さら

に，コンクリート骨材の加熱により放出された二酸

化炭素が部分的に一酸化炭素に還元されます。それ

故，溶融：事故の間，可燃性ガスは長期にわたって発

生すると考えられます。可燃性混合物の燃焼を仮定

して，格納容器の健全性に対する影響が，ワン・コ

ンパートメントモデルに基づいた格納容器コードを

使用して，解析されました。この簡略化された仮定

を考慮に入れると，得られたピーク圧力は常に格納

容器の破損圧力以下であることが分かりました。

　それにもかかわらず，燃焼過程に関するもっと詳

細なモデルが，局部的な燃焼影響が格納容器シェル

に危険の大きい負荷をかける結果を生ずるかどうか

を解析するために，作成されました。この詳細な燃

焼過程の解析には，異なった組成の混合気体や雰囲

気の状態についての知識が必要です。過圧状態での

最も現実的な格納容器破損モードを得るためには，

実際の鋼製シェルとその貫通部のより詳細な解析が

実施されなければなりま章ん。

　いろいろな事故シーケンスに対する安全設計およ

び最良予測計算における改良は，炉心溶融頻度が，

そのような厳しい事故の影響と同様，以前予測され

たよりも低いことを示しています。防護設備が最も

高い優先度を有していることは事実ですが，事故影

響を緩和する設備に関する研究およびシーケンス解

析も行なわれています。現在までの結果は，特別な

緩和設備は必要でないことを示しています。しかし

ながら，最終結論を下す前に，厳しい事故に関連し



た特定の問題について，現在進行中の研究が完成さ

れなければなりません。この研究には，特に次の点

が含まれています。

　一　高い系統圧力と溶融シナリオの関係

　一　水素の分布および爆発現象

　一　全ての核分裂生成物の保持機構を考えた核分

　　裂生成物挙動に関する最良予測モデル

　一　長期間にわたる溶融物／コンクリート挙動の

　　デモンストレーションと検証

　一　エアロゾルの沈着に関するデモンストレーシ

　　ョン

　上述のR＆D作業の全ては既に着手され，1985年

までには完成するものと期待されています。その時

には，溶融影響が以前予測されていたものよりも低

いという期待通りの傾向を確かめるために，実験に

より裏付けされた解析手法が利用可能な状態になら

なければなりません。

7。安全目標

　発生しうる厳しい事故に関する一一層正確な説明が

現在の研究計画から得られつつあります。過去にお

いて，確率論的リスク評価（PRA），特に主要事故シ

ーケンスに関する方法や解析に関係していたものに

ついての経験が得られました。確率論的リスククラ

イテリアの研究は，主としてこの経験に基づいてい

ます。確率論的リスク解析には，よく知られている

限界がありますが，それにもかかわらず原子炉安全

を評価する際の有力な手段であることが実証されま

した。

　原子力発電所が公衆に及ぼすリスクは，公衆がさ

らされる他のリスクとの関係から検討されなければ

なりません。従って，リスク概念に基づいた安全団

標を決めようという動きは合理的です。安全目標を

規定した最初の許認可機関は，U．　S．　NRCでした。

これらの安全目標が，クライテリアや規則に組み込

まれている現行の決定論的考え方に置き換えること

が出来ないことは全く明白です。そして確率論的ク

ライテリアは現在の許認可の考え方を補うものと言

えるでしょう。

　U．S．　NRCの安全目標の目的と範囲は，1983年

1月中NRCの政策声明書中に定められています。

　決定論的クライテリアの枠内で，確率論的クライ

テリアを適用する場合，どんな利点があるのでしょ

うか？

　将来においても，決定論的規則がプラントのレイ

アウトを決める場合に適用されるべきです。関係す

る全ての要求事項を取り入れてプラント設計が行な

われた場合，プラントは安全に運転されることが出

来ます。その時，確率論的方法を，プラント設計が

安全の見地から充分バランスのとれたものであるか

どうかをチェックする補助的手段として，使用する

ことが出来ます。決定論的クライテリアの長所は，

建設者に対して明確な指示を与えている点にありま

す。

　しかしながら，これらのクライテリアは全ての関

連機器に対して，ある機器がどの位の頻度で使用さ

れるか，それがどの位の信頼i生を有しているか，な

どに無関係です。一方PRAでは各機器の安全上の

重要性が非常に詳細に考慮されます。

　西ドイツにおける安全研究は確率論的リスククラ

イテリアの規定化にも努力を払っています。アメリ

カの場合と同様，現行の決定論的クライテリアや規

則を一般的な確率論的なもので置き換える意図はあ

りません。目的は，決定論的クライテリアをさらに

発展させる場合に使用出来るクライテリアを規定

し，バランスのとれた安全概念を強めることにあり

ます。考えていることは，放射線防護規則に定めら

れた，通常運転時における年間全身被曝線量30ミリ

レムによって表わされた偶人のリスクをクライテリ

アと関係づけることです。被曝頻度対線量の関係を

示した蓄積頻度分布曲線は図9の通りで，これはリ

スクの合計に対応するカーブの積分値が30ミリレ

ム／年に等しくなるように作成されています。（スラ

イド9）

　このようなアプローチは，事故の結果生ずる放射

線被曝が単に累積的な，あるいは晩発的な影響の原

因となりうるような場合には，特に適しています。

　この原理を急性の影響を無視出来ない放射線被曝

にまで拡張すべきかどうかについても議論されてい

ます。この被曝範囲では，前述の考え方の代りに，

NRCの考え方と同様，生命や健康に関係した個人

のリスクをクライテリアと関係づけることです。い

ずれにしてもリスク嫌悪（aversion）係数が採用され

ようとしています。個人のリスクの他に，社会リス

ククライテリアの規定化も議論されています。

　ケースバイケースで，直接適用することは，特に

許認可手続きの場合には，極めて困難な問題を発生

させます。困難な問題の主要なものはエラーの限界

を完全に決めたり，評価したりすることです。計算

手順を詳細に述べることは，』 ?る程度，助けとなる
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でしょう。

　確率論的リスククライテリアは，設備のバックフ

ィットの必要性を決めたり，運転経験や許認可上の

要求から生ずる一一般的な議論を解決する場合に補助

的な役目を果たすかもしれません。

126



〔A． ビルクホーファー氏スrライド）

欝

蒸さ硲冷鈴掘職激嬢

轡一二欝癒清く婁｝晦

癬廷田沼ミ鑓

雛，臥、

《蜘戦嚢異麟拷騨鈴

芸鮨澱鱒簸渥飛曄　　　　　　　　・

蓼瞬毎

　　　　　　嘉　　　　　■
餐｛汐療耀一身矧甜　　．　　　　　　　．

恭㈹二

一餓幽騨－ ?講
　　　　　　　　も　ウ　タ
き欝穂灘　　擁

　　　　　　　　　蹄

　　　　　　Q熱渉’

　　　、軒掌～

穫　　　　警奪
　　　　　　　　な　ぐ
醤　　　　穐

　’ド即　w　　　　田　　　㌔　軌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

｝早　㍉　　㍉　亨　　り　田　冒　b　榊　’門￥mw貞判、

㌦　　　　　　　　　　　　　　b　㌔b、岬　門　　　　　　岬　㍉㍉㌔い　　”

　、bb　L「粘粘　m嚇…～「馬粘

　F卍ド　　「　　　　「’｛　b　姫　～…　

　心　　　　　　」㍉　、　　、　　　ン　　　　　　　　　」ビ　b　サ　　「’

篤　　　　　　　　　　　　丁　　　　　　　　－　　　’

醗嵐無恥醸

ミ　　二三臓穂
縄、

罪・　　鴛勘臨騰鍛総

毒
口　　　軸鞠鰹
…～二、、　き2輪伽憐

　　　務舞豊夢魁四二§

　　　梅湾騨

　ド　ド　　　シ

　騨展蜘蝿醐，麟

脚i縢議酵磁温海輝……鰍哩　｝…ξ聡警麟響　　　　：

謙灘炉欝蜘　　　　　　｛擁響町轡

墜恥編醗掌骨　　　縛　　　｝

難撚…一　i雛霧灘
醜　　　　　　　　　ミ欝窯口写

漉�f1　…　酬くマ購

難　　　　　　　　　　　　鱒

慧嚢一一蟻紛餓i毎顧きき雑奪糞

w　　ハ、…㍉w　㍉サρh戦瓶　一脚閏甘A　胤覧　　　一＿

ヘ　　　　　　　　サ　　　　　　　　　や　　　　　ハ　　ドハ

1・1　　　購
一　　沁瀬輪部群 瞥

　錘・グ蜂蜜道芝憲

㍗

　斗島新霊《す鈴鰍毎

　寒卜齢i導売口ご蹄

　寒¢1憶蘇》蟄箒¢　㌧榔き

　奪鮮鰹簡肩首β費疑◇序爆

良㈱怨蹴恥繍鴉轡梅ゑ離｝等灘雰齢轡麟

鰯寧轟播導燃麟億鱗雛鍵，　矯繍峯蹴無F

l難繍1鱒鞄僻饗轍凝糧鞘箋碧瀬磯溝

スライド1 スライド3

藩漁嚢詠・・欝図嚢念　齢轄購鎌　　江総畿繊鍵麟麟i懸

灘擁臨論叢輪蝋　が　塗醗惣蜘豊ぎ鍵轡総憩欝欝哉麟＄

麟ξ）懲悪窯漁緻麟脅紺罫難論離＄隻欝欝旗　難趨澤灘

籔軽蹴薄舞嶽轟　憾　贈辮糧繋鰍雛l　l麟醜穣麟瓠霧鐘轍鋤雲

鍛乱無識轡　書憩鍵蝋　謀議　懸鴬纒難絃　鯖欝欝獅魏

想望》　田舞懸無心1糊し鉦き　｛罫　　τ韓駐

肇騨　溺愛綜　　難識鮮霧「罫享

溝難罵薮鯵

ス撃イド黛

轡

　
浴
・
ノ
・
　
　
　
、

　
　
ヒ
宅
一
こ
」
ご
ζ
売

　　　　　　　りへ　　へ　ゆ　

／欝欝転
　　　　　　脚甥曝触輻

　　　／（
　　　　　　　繍　ド
　　　　　　襯編

　　　　　　　蜘
　　　　　　　蜘

、匁　一・〆
　、。’

　　、、㌦＿＿．謎避〆

》をグ

　
㍉
儒
㍉
一

、
き
▽

＼
㌔
．

＼
・
、

、
鰯
・
、
＼
、

～
∂
～
一
…
」
、

亨
、ノノ

ぎ）ミ翻r無い購愚察轡ミをギ鷺魑韓ζヌモ

騒〉ザiギ戯話≒．獣令嶺；茎撮戦鋤（妖海競裁き1｛i毒（）ジ〉夢瀬物雛

スライド嬉

127



〔A． ビルクホ・一ファー氏スライド〕

　　　　　　　　隷鎌簸　1
　　　　凹κ＿．．．∴．、、紅．　　　　　　　　　　　　　　　　塞

　　　　　　　　　　　　　、薯　・壽

嫌弥・難叡　　”　　　　、

／編綴撫伽幽撫繍醐．』蜘
　　　絵

壕
…
，
、
、
r
手
、
・
，
噌

毒
　
言
容

影㈱繍醐

　
　
　
噌

　
　
　
マ
患

一
；
添
養

㈱
繍

恥
着

丁
譜

晒
、跡

　
　
　
ツ
薯

騰
轟

≒
・
〉
｝
爵

脚轍

礎蜘r

ぐ、鵜§魎鱒脚繍1

激盤雛稜蜘睾繍轍｝

　　
♪
　
　
　
　
　
ア

ノ
へ
　
い

　
　
…　

簿
噛…琉 @「……ρ「’窒㍉艦’、覧㍉’物、牲㍉「嚇粘℃　　　mM躍F

　　　　　　餐　　　騨　　　　禽
　　「b’㌣ザ

　　　　撃

脚辱　隔

スライド5

鞍㈱勲飾γ勲麟織興細触騰鰍騨馨轍鷺物蔭慈

スライド7

誓輔夢麟滋醜

φ雲霧

㈱

騰

，　　　瀕x締高り鞘噂啄
　ロ　　　ぢ

㍉置　　　　’，

＼
参
し

　　

u、、
，
㌻
t

＼

…………唖㎝榊一

／
’

藁
舞

＝
一
…
…
…
…
：
：
軸

”茎　” bい㍉ ﾊ’　　㌔’b

徽燃舜矯鱗
終鵬等磯　　　　　　｝

識篶騰　　　、
　　・　‘　・　　　　　　　　’　　　　　　｝

・繊繍夢繊護織襯

f演鯉………帰…鰐照…　…欝…　猟『輪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　命嘗鰍

搬徳操襲舜

汁
　轍一・

寡・ξ

奪母

9・・

1丁田麟誤飾一肩醐、
7漫㈱噸鍼喚擁酬葦4鱒　　　　、
＾葺尊餅a‘ミ輪一律言う腕幸田蚤娘沸

き

い
酔

導

労 ㍉
5

欝 壽 ヒ
摯

i鯉　　　字　　零　　＄

　　　　一Ψ鴫　　碁服費

麟麗囎1獄嚇㎎τ疹糊鱒賦魏糊

窺瀬ぎ櫨纏瞳磁轟鱒無繕繍撃曜日轟

スライド6

触嬢脱竜晦蕪鴇海a負稠心1恥鰯辮鐘勲愈蕊姦

譲伽糾醜¢㈱輩鋤贈醍伽揮㎎》電磁聾幽野獅繍鰯幽

スライド8

騨脳髄

蝉勲螂遡聖廟癌ト・

鵜

擁 蹴蹴難群醗燃《蹴難罵簿藩難『鰹心灘聡蹴 轡

スライド9

128



パネル討論

　議長　パネル討論を始めます。パネル討論の進め

方としては，まず始めに私より問題提起としての所

見を述べさせていただき，続いて村主さんと中村さ

んよりご意見の発表をいただきます。さらにデント

ンさんとビルクホーファーさんより補足意見をいた

だき，自由討論に移ります。

　さて，ただ今はデントンさん，ビルクホーファー

さんから，原子炉安全の理念と今後の傾向とについ

て，』それぞれアメリカの事情と西ドイツの事情をお

話しいただきました。大変興味深い有益なお話でし

たが，’私なりに両氏のお話の要点をまとめてみます。

　NRCは最近，原子力発電所の運転に対するセー

フティゴールについて，NRC政策案を発表しまし

た。デントンさんは，それを中心にして，アメリカ

における安全性の哲学および安全性とコストのトレ

ード・オフの役割について説明されました。この政

策案は，2年間の評価期間をおいて十分に検討され

ますが，その間は許認可プロセスでは使われること

はなく，現在の規制条件の検討，研究の優先順位の

決定，その他一般的な共通問題の解決などの検討の

ために用いられるものだということです。

　セーフティゴールの要点は五つあります。

　まず第一一に，基本的に個人と社会が原子力発電所

によって，有為なリスクを受けないということ。

　第二は，原子力発電所・近傍（／マイル以内）の個

人が受ける原子力発電所から生ずる急性死亡のリス

クは，アメリカ人が一般にさらされている他の事故

による急性死亡のリスクの合計の0．1％を超えない

ことQ

　第三は，原子力発電所近くの地域内（50マイル）

の公衆に対する原子力発電所から生ずるガン死亡の

リスクは，他のすべての原因から生じるガン死亡の

リスクの合計の0ユ％を超えないこと。

　第四は，1，000ドル以下の安全対策で社会のリス

クを1マンレム減少させることができれば，その安

全対策は採用の価値があること。

　第五に，大規模炉心溶融による原子炉事故の可能

性は，10－4／三年より小さいこと。

　以上の五点に集約．されると思います。また，

WASH－1400が発表されてから10年を経た今「1，

PRAの方法とデータ，信頼性が高くなり，安全性に

関する規制をよりシステマチックに，バランスよく

行なうためにセーフティゴール，PRAは優れた方

法であることを強調されました。

　ビルクホーファーさんは，西ドイツにおける原子

力発電所の安全の基本と最近の事情について，次の

点をお話しになりました。

　まず第…一に，事故の拡大を防止する対策よりも事

故の発生を防ぎ，コントロールする防御の方法を重

視すべきである。この点から高品質の材料の使用と

高い水準の品質保証が必要であること。

　第二は二次系が一次系と同様に重要であること。

LOCAの思想と設計との関係について再検討され，

圧力バウンダリーの設計は，0．1A，要するに10％

のブレークに対して行ない，そしてパイプのリアク

ション，機器の設計を行なうこと。ダブル・エンデ

ィド・ラプチャーはECCと格納容器に対する設計

の要求としたこと。これは大変な飛躍と日本では考

えられますQ

　第三は，蒸気発生器のチューブ・ブレークへの対

応として，セーフティバルブのセットポイントを上

げること。

　第四は，深層防護の考えから，原子炉をコントロ

ール，リミテーション，プロテクションの三つの独

立したシステムとし，これを重視したこと。特に残

留熱除去系，RHRの役割りを・重視して，メインと補

助の系統を独立に置くこと。

　第五は，DBAの評価は，ベスト・エスティメー

ト・カルキュレーションにより評価を行なうこと。

その結果，許認可の場合の従来の評価に比べて，大

きなマージンがあることが分かったこと。

　第六は，炉心溶融の確率とその結果が，従来の評

価より，ずっと小さいものであること。

　次に，炉心溶融事故に続く格納容器内の水素燃焼
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によるオーバープレッシャー，あるいは核分裂生成

物低減の問題等の研究結果について，アウトライン

をお話しになりました。

　西ドイツにおけるPRAは，ウェル・バランスド・

セーフティ・コンセプトの考えに沿う手法として，

従来の決定論的手法とともに補足的に用いられなけ

ればならない。その方面の研究が進められており，

セーフティゴールの概念について，お話しになりま

した。すなわち，事故の確率と被曝線量との関係を

30ミリレム／年とするという目標というように，私

は理解しました。

　TMI事故後，原子力発電の安全性についてPRA

とセーーフティゴールの論議が各国で盛んに行なわれ

るようになりましたが，ただ今お話しのNRCの政

策表明案と西ドイツにおける考え方を中心として，

国際的な討議が今後とも続くものと思いますし，ま

たそれを期待しております。日本でも専門家の間で

原子炉安全の確率論的評価が進められていますが，

多少，両国に比べて遅いように思います。

　私はPRAは安全評価の大切かつ有効な手法であ

り，WASH－1400等を中心とした評価の手法はほぼ

国際的にも共通なものとして確立しつつあると思い

ます。したがって，その枠の中でPRAは検討される

べきであって，PRAは定量的問題には，まだまだ不

確実な部分が多く，PRAの本質についての理解と

取扱いには十分な注意が必要であると思います。

　わが国では，リスクあるいは確率論的評価は，パ

ブリックアタセプタンスを得るために，安全規制の

中でどの程度導入することが可能かということが，

常に問題となっております。これは，わが国の国民

性の特色のためもありましょう。このことは，この

パネルの一つの大きな論点であると思います。

　さて，ここで私見ではありますが，私から討議の

問題として，二，三，提言をすることを了承してい

ただきたいと思います。内容がいささか批判めいた

ことになりますが，討議を盛んにするための提言と，

ご了承いただきたいと思います。

　第一は，アメリカの基本の1／1，000，つまり0，1

％についてですが，個人が社会から受けている一般

の事故，あるいは発ガンリスクの1／1，000，0．1％と

いう目標は，コストとベネフィットのトレ～ドオフ

の見地からは，多くの社会によって容認できると思

います。だいたい，全ガンのリスクは10－3であるか

ら，その0．1％は100万分の1のリスクということ

で，まず受け入れられると思います。
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　第二は，原子力発電所の事故による公衆に対する

放射線影響のうち，ストカスティックな影響は，一

口で言えば，ソースタームに比例するものとして潜

在的ガン死亡数，あるいはそのリスクが推定されま

す。また，ノン・ストカスティックな影響，非確率

論的な影響にはしきい値があり，レムと身体的影響

との関係には明確な直接関係がありません。したが

って，潜在的な早期死亡数，あるいはそのリスクの

推定は，ソースタームが直接にきいてきます。ソー

スタームが従来の予想より極めて少ないことは，

TMI事故あるいは西ドイツ，アメリカの研究から指

摘されており，またこれについてはお二人から後ほ

どお話しがあると思います。

　一方，このソースタームは炉心損傷の程度と，そ

れに続く格納容器破損の様相と発生確率とによっ

て，非常に大きく変わってきます。そして，この範

囲については，まだ未知の問題が非常に多いと考え

られます。したがって，事故結果の評価を死亡者数，

あるいはそのリスクで表わすことは，誤解を招くこ

とになりかねないと思います。

　セーフティゴールは，リスクを論じることであっ

て，死亡者数を論じるためではないとアメリカでも

注意されていますが，その間の説明はセーフティゴ

ールを進めるに当たって十分に配慮されなければな

らないと思います。事故の結果はソースターム，

Ci，あるいは被曝量：レム，パ～ソン・レムで表わし，

自然のバックグランド等と比較する等の方法がよい

と思います。

　次に1，000ドルの問題ですが1これを基にした計

算によっては，人の生命の価値が金によって評価さ

れることになりますが，日本ではなかなか取り入れ

られにくいと思われます。また，たとえば，1万人

レムである場合と10万人レムである場合とについ

て，リスク低回のコス憾に対し得られるベネフィッ

トとパーソン・レムとの関係は同一であってよいの

か，ということも疑問です。

　次に，炉心溶融の確率，10－4／炉年の問題について

ですが，大規模炉心溶融と申しましても，炉心損傷

の状況と，それに続く格納容器の健全性，あるいは

破損の状態と，それらの確率とについては，現在の

知見はまだまだ十分とは思えません。したがって，

10－4／炉年の炉心溶融と，それに対するソースター

ムの意味付けは非常に難しく，またこれが最終結果

のリスク，特に早期死亡の係わるリスクに大きく影

響するので，これが問題ではないかと思います。



　ビルクホーファーさんのお話しでは，リスクある

いは事故の影響が，現実的な評価に変わりつつある

こと，また設計思想がかなり違ったことになるとい

うことは，非常に参考になります。

　いったい機器のDBAとして，0．1Aを考慮する

ことにされていますが，PRAの見地からダブル・エ

ンデイド・ラプチャーとの差はどの様に変わったの

でしょうか？たとえば従来のWASH－1400や西ド

イツのリスク研究では，私の理解では，大規模パイ

プ破断を10－4／三年としていましたが，これが大幅

に変わったことになるのでしょうか？以上が私のコ

メントです。

　さて討論に入りたいと思います。最初に村主さん，

中村さんから意見を開陳していただきます。特に，

お話し願いたい問題は，1．　日本における原子力発

電の安全確保の方針と現状，2．デントンさん，ビ

ルクホーファーさんのお話に対するコメント，3．

日本の社会に対して，PRA，セーフティゴールはど

の様に受け入れられるか，あるいはPRA，セーフテ

ィゴールの見地から火力発電所など他の工業施設と

の安全の対比が可能であるか，等です。

　それでは，村主さんから「わが国における原子力

安全の方向と目標」と題して，ご意見を伺います。

　村鼠　私は，「わが国にお

ける原子力安全の方向と目

標」について，お話したい

と思います。

　皆さんご存じの通り，軽

水型原子力発電所は，すで

に世界で約1，000原子炉・

年の経験を積んでおり，設

計，運転について技術は定着していると考えられる

わけです。この技術が定着しているというのは，

1，000原子炉・年の軽水炉の歴史において，周辺住民

の健康と安全に支障を及ぼしたような事故は起こっ

ていないし，また平常運転についても，そうである

と言えるからです。わが国においては，昭和57年末

で約i60原子炉・年程度になるわけです。

　しかし，そのように定着したと言っても，原子力

発電所の事故がなかったわけではありません。皆さ

んご存じの通り，ブランズ・フェリーの火災事故や

TMIの事故とか，そのような事故がかなりあるわけ

です。

　その事故以外にも，事故に至らないとしても，異

常事象というようなものもあるわけです。わが国に

おいては，TMIとかブランズ・フェリーのような事

故はないわけですが，事故の前兆となる異常事象が，

かなりあったことは事実です。

　たとえば，ステンレス鋼の応力腐蝕割れとか，

PWR燃料のボ…イング，燃料集合体のトエンピン

の応力割れ，蒸気発生器細管の漏洩といったものが

起こっているわけです。

　このような異常事象の発生の確率を少なくすると

いうことが，事故の発生の確率を少なくするという

ことであり，そのために信頼性の研究，安全性の研

究，運転経験のフィードバックというものが必要で

あり，また，行なわれているわけです。

　信頼性の向上については，ビルクホーファーさん

が言われたような圧力容器の溶接線を減少させるこ

とは，わが国においても行なわれており，鍛造技術

の発達によって，二三接線というのは圧力容器にお

いては，もうなくなったということも聞いておりま

す。

　わが国で非常に特徴的なことは，破損燃料を非常

に少なくしたことです。この破損燃料，燃料の製造

技術，品質保証というのが非常によく行なわれてい

て，わが国における燃料の破損率というのは，世界

各国に比べて非常に少ないということも言えるので

はないかと思います。

　その他，わが国においても，このような信頼性の

研究をベースにして，プラントの標準化も行なわれ

ているわけです。

　さらに，国としては，原子力工学試験センターで

実証試験，確証試験を行ない，信頼性の向一ヒを図っ

ているわけです。そのようなものが，原子炉プラン

トに反映されているわけです。

　それから，安全性研究については，主として日本

原子力研究所で行なわれています。皆さんご存じの

ように，大型排冠水実験，LOCA時の燃料挙動，

NSRRのような研究が行なわれており，その研究の

成果が発三所の設計に大いに活用されているわけで

す。

　そのように最近では，設計ベース・アクシデント

を超えたような事象についても研究が開始されてお

り，たとえば水素問題というものは，最近，原研で

研究テーマとして取り上げてきたものです。

　次に，運転経験のフィードバックについては，こ

れは非常に活発に行なわれています。たとえば設計

においては，いま言いました応力腐蝕割れ，SG細管

の漏洩は，もちろんフィードバックされて，応力腐
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蝕割れはなくなっているし，SGの漏洩も非常に少

なくなっているわけです。

　その他TMIの事故に関して，レビューを行ない，

それを非常に多く設計に反映させているわけです。

　建設のフィードバックとしては，運転経験が品質

保証の拡充強化に使われています。

　また，運転のフィードバックとしては，特にTMI

の事故をレビューした結果，たとえば運転員の長期

養成計画の作成，運転員の誤操作や誤判断防止のた

めの教育訓練，事故時の運転i要領の充実などを行な

っています。

　わが国において従来からの特色である原子炉主任

技術者制度の権限，責任をTMI以降明確にすると

か，それから運転員の資格制度を作るとか，また，

これもわが国の特色ですが，通産省職員が発電所の

サイトに常駐する常駐管理専門官制度が，運転経験

のフィードバックから，取り入れられているわけで
す。

　その他制御式においては，運転員の誤判断をなく

すために，プラント・パラメーターの表示をカソウ

ドレイ・ディスプレーで行なうことが行なわれてい

ます。

　このような信頼性向上の研究，安全性研究，運転

経験のフィードバック．により，最初にお話した

1，000原子炉・年の運転実績によって，周辺の公衆の

健康と安全に著しい障害を及ぼしたことはないとい

う実績は，このような研究成果，フィードバックの

成果を入れると，恐らく一桁は向上するだろうと考

えられます。ですから現在では，今後1万原子炉・

年の運転に対して，現状の程度以上のものは起こら

ないと予測されます。

　次に，確率論的リスク評価について，わが国の現

状をお話したいと思います。ただ，わが国における

安全確保の方向は，どちらかと言うと，機器の信頼

性を確保するということによって，安全性を確立す

るという方向に進んでいると思います。

　たとえば，原子力発電所における緊急時用ジーゼ

ル発電機について，最近の統計結果を聞くと，大体

1，000回起動して2回の起動失敗というのが実績で

す。すなわち，起動失敗率は2×10－3です。しかも，

これは起動しようと思って起動ボタンを押して，起

動ができなかったものではありません。ジーゼル発

電機のいろいろな保護系が作動して動かなかった場

合は，人間が操作して動かすことができるわけです。

そこで人間が操作して動くということを考慮に入れ
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ると，さらに起動失敗率が少なくなるわけです。こ

の値は，私が諸外国の例をレポートで見た限りでは，

非常に信頼性が高いのではないだろうかと思ってい

ます。

　また，送電線については，超高圧送電線が使用さ

れていますが，18万7，000V以上の送電線につい

て，2回線とも30分以上，送電が不可能であったよ

うな事故は，だいたい100krn・年当たり0．0143件く

らいです。すなわち0．0143件／100km・年です。これ

も，わが国では電源の信頼性が非常に高いという値

を示しているものと思います。

　このように例を，電源の信頼【生についてお話しま

したが，まず信頼【生を高めるということに重点を置

いているわけです。

　もう一つは，わが国においては，一次系の漏洩が

少しでもあったらプラントの運転を止めるという考

え方に基づいており，SG細管の漏洩が多少でもあ

ると，すぐ止めているわけです。これは結局，まず

漏洩があり，その次に，それを放っておくと亀裂が

どんどん拡大して，ラプチャーが起こる、，リーケー

ジ・ビロール・ラプチャーというのを実験でいろい

ろ確かめております。そのうプチャーの配管の破断

を許さないのは，確率を下げるのは，まず漏洩があ

ったら，直ちに補修をするということであろうと思

います。そういう点で，わが国においては多少稼働

率が犠牲になっていますが，結局，信頼性というか，

事故の確率は非常に低くなっているわけです。

　そういうことで，わが国においては信頼性の確保

に重点を置いているわけですが，今，お話したよう

に，現在程度のリスクは大体1万年にはないという

ことが予測されます。原子炉の場合は，106年という

程度におけるリスクの評価をしなければならないわ

けです。そのため，各国ともPRAが盛んに研究さ

れ，活用されているわけです。

　わが国においても，数年前から日本原子力研究所

において，このPRAの使用の開発が行なわれてい

ます。今年度末に一応，第一段階の開発が終わると

聞いています。従来の使用は，時間の因子や人間の

関与というものを取り扱いませんが，それを少しで

も取り扱えるように，努力をしているわけです。

　一一方，このPRAの応用ですが，通産省で原子力発

電高度化の作業が行なわれており，恐らく4月ころ

には結論に至ると思っています。現在討論されてい

る内容は，技術の高度化に関しては，確率論的リス

ク評価を使用して設計の合理化を図るべきであると



か，定期検査のインターバルの合理化を図るべきで

あるとか，もしくは行政の高度化については，安全

審査の合理化を図ることができるであろうとか，そ

ういうことが論議されており，そういう意味でも

PRAをわが国で実際に使うという気運が盛り上が

っていると思っています。

　PRAを行なって，次に安全目標になるわけです

が，安全目標については，本日，デントンさんとビ

ルクホーファーさんがお話しになりましたように，

二つの行き方があると思います。

　一つは，アメリカの行き方であり，事故死の0．1％

や癌死の0．1％をベースにするやり方です。それか

ら西ドイツの行き方は，放射線の被曝線量をベース

にするやり方で，この二つがあると思います。

　わが国においても，リスクの考え方はなかったわ

けではなく，古くからあったわけです。たとえば，

軽水型原子炉施設の安全評価指針において，異常の

過渡変化というのは燃料が壊れないから問題がない

わけですが，各種事故一各種事故というのは，プラ

ントの寿命期間中に1回程度起こるのが異常の過渡

変化ですが，それよりももっと起こらないようなも

のです。すなわち，プラントの寿命期間中には起こ

らないとすると，3×10－3年以上のようなものです

が，そのような事故で燃料が破損することがあるわ

けです。その時に，そういう事故において，被曝に

おいて0，5レムを超えなければ，リスクは著しいリ

スクではないという考え方を示しているわけです。

　そういうことから考えると，安全目標については，

安全審査を担当する学者や，安全基準の作成を担当

している学者の中で，いろいろ安全目標について，

個人的にはいろいろ討論をしているのが現実です

が，国としては，安全目標は，これから討論するこ

とになると思います。

　その安全目標をわが国で採用するならば，どちら

が良いかということなりますと，今申し上げたよう

に，わが国では早くから，放射線被曝をベースにし

たリスクの考え方があるので，放射線被曝をベース

にした安全目標ということになる可能性が高いので

はないかと思っています。私の個人的な見解に過ぎ

ませんけれども。

　しかし，放射線の被曝線量をベースにする場合で

も，わが国においては，ALARAの線量目標として

は年間5ミリレムを使用しているので，西ドイツの

ように年間30ミリレムをベースにするよりも，日本

では年間5ミリレムをベースにすることの方が，無

理がないように思っています。

　いずれにしても，こういう安全目標に関しては，

パブリック・アクセプタンスを確保するとともに，

一国が独走することは非常にまずいので，各国と協

議をした上で自分の国の基準を定めるということが

必要であろうと思います。

　そういうことで，わが国においても，そういう原

案が出ると，アメリカ，西ドイツ，その他の欧米各

国，その他の国ともいろいろ協議をすることになる

だろうと思います。

　　　　　　　ボ　ヒ　中村　私は新聞記者です

から，一般の人たちがセー

フティゴールをどのように

感じるかについて，意見を

申し上げたいと思います。

　原子力の安全性は，絶対

に安全でなければならな

い，危険性はゼロでなけれ

ばならないと主張する方がおります。しかし，危険

率ゼロというのは実際にあり得な・いことで，非常に

困難なことだと思いますので，かえってそういう表

現は抽象的だと思います。ですから，具体的に数字

を挙げて表現することは，非常に良いことではない

かと思います。

　放射線の危険というのは目に見えない危険であ

り，この目に見えないということが非常に一般の人

を不安にしております。現実に，他にもっと危険の

大きいものがあっても，たとえば石油タンクは目に

見えるものですから，危険が大きくても小さい，あ

るいは許容できると一般の人が考えわけです。です

から安全目標というのは，目に見えない不安を，見

える不安に変え得るものではないかと思うわけで
す。

　ところで，「安全目標が発表されると，一般にはか

えって不安を招く可能性がある。だから逆効果にな

る。専門家が安全の証拠として出したような数字が，

かえって一般の人の不安をかきたてるもとになるか

ら，そういう表現方法はまずい」という意見もある

ようですが，私は，表現方法を．工夫すれば，そうい

う不安は消せるのではないかと考えます。

　もう20年以上前になりますが，ソ連の大気圏核実

験が盛んに行なわれていた頃のことです。フォール

アウトがやってまいりまして，その影響がどのぐら

いあるかということについて，ある大学の有名な教

授が，「危険性は，ちょうど侮人死ぬ確率になる」と
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確率で言われたことがあります。そうしたところ，

ある新聞社のデスクが，「おい，今度の核実験で何人

死ぬそうじやないか。どこのだれが死んだか調べて

こい」と言って，雷われた人が大変困ったことがあ

りました。それは確率論でありまして，実際には死

者が出るわけもないのですが，そういうふうに説明

をしても，その時のデスクは，「いや，とにかく死人

がいるはずなんだから，調べてこ：い」というふうに

言ったわけです。これは笑いごとではなくて，本当

の話です。

　つまり，一般の人は確率ということに馴染んでい

ませんので，そのように受け取る可能性があります。

非常に確率論というのは，理解しにくい表現方法で

あると思います。

　TMIの事故があった時に，周辺住民が受ける危険

性について，ICRPの委員であるイギリスのポーチ

ン博士が東京に来られた際に，「周辺住民216万人に

ついて，あの事故がもたらした危険性というのは，

2年間にたばこを1本吸った時にガンになる危険性

に等しい」と言われました。こういう表現方法は非

常に理解し易いわけです。たばこを吸わない人も世

の中にはたくさんおりますが，しかし，隣の人の煙

の影響を受けますので，吸わない人でも2年間に1

本以上のたばこの煙による危険性を受けているわけ

です。この程度のものであれば大丈夫だな，という

実感があると思います。

　この安全目標というのは，やはり国民が納得する

ものでなければならないと思います。納得しなけれ

ば，もっと厳しいターゲットを要求するということ

になると思います。つまり，理解できないというこ

とが，そこにはもっとなにかあるのではないかとい

う不安を呼ぶわけです。

　原子力は，ご承知のように，専門家が分かればよ

いというものではなく，一般の人の理解を得るとい

うことが非常に重要な技術です。つまり，作る技術，

動かす技術の他に，私は，一般の人に対する説得の

技術，説得の論理というものが，原子力の場合，特

に必要ではないかと考えます。

　日本ではまだ安全目標を明示しない方がよい，と

いう意見があるように，私は感じるわけです。その

理由は，常に実質的な安全目標をクリアーしている

ので，わざわざ発表すると，寝た子を起こすことに

なるという見方です。私は，そうは思いません。安

全闘標を設定して，公表する方が良いと思います。

ただ，日本人は欧米人に比べて，非常に情緒的です。
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たとえば，欧米人は，スピリットは頭にあると考え

るわけですが，日本人はハ～トにあると考えるので，

なかなか脳死の段階で生きた心臓を他人に移植する

ということが，いまだに実現できないわけです。確

率論にも慣れていませんので，表現方法にひとつ工

夫していただきたいと思います。

　こういう安全目標ができると，それはやはり国際

的なもので，そのまま日本にも適用ということにな

るかと思います。

　2年前でしたか，NRCがセーフティゴールを発

表した時に，数字は忘れましたが，何人か死ぬとい

う数字が大きな見出しになって，日本の新聞に出た

のを覚えております。つまり，確率的にそのくらい

になるのだという表現方法なのですが，やはりその

記事を読む人は，つまり何人死ぬほど危険なんだな

と受け取るわけです。20年前のフォールアウトの時

のことを先ほど申し上げましたが，いまだに確率論

的な表現方法には，日本人は慣れていないと思いま

す。

　この安全性を論じた際に，リスクの比較を石油火

力発電や石炭火力発電と比べた数字が，これまで発

表されています。そういう場合には，ウランの採掘

段階から最終的なところまで含めて，原子力の方が

このように安全だという数字が発表されています

が，石炭は非常に採掘段階が危険ですし，石油は輸

送や貯蔵の段階に危険があります。もちろん，石油

を堀る段階にも危険があります。そういうトータル

な比較ではなく，発電所の運転についてだけの安全

性を比較した方が，厳しい数字にはなるかもしれま

せんが，国民の理解は得やすいと私は考えます。

　以上，一般の人がこういう問題をどう受け取るか，

受け取り易いかということについて，お話し申し上

げました。

　ビルクホーファー　今日の討論および昨日の討論

を聞いて頭に浮かんだことを二，三，述べてみたい

と思います。

　昨臼の討論で，FBRに対して基本的安全基準を

設定する運営委員会を持つべきではないかという意

見が出ましたが，昨年，高速パルス炉の研究を行な

った私自身の経験に照らすと，炉心破壊事故の具体

的側面および停止システム達成の信頼性に関して，

世界的コンセンサスを得るのは極めて難しいことと

言えます。しかしこれは，われわれが達成できる目

標に関してのコンセンサスを得るよう努力すべき分

野であると思います。なぜなら，これは大型FBRを



決定する際の決定的要因の一つだからです。

　次に強調したい点は，大破断思想およびPRAと

の関係です。数年前にわれわれが提出したリスク分

析によると，大規模PRA要因が頻度総需要に占め

る割合は極めてわずかでした。このため，われわれ

は過渡現象と小破断に注意を向けるようになりまし

た。これらの方が支配的リスクだったからです。先

ほど，私が述べようとしたのは，この種の事故が起

こる可能性をどのように低減させるかということで

す。PRAは一　今後この分野をもっと研究したい

と私は思っているのですが……許認可手続きにお

いて，ある種の事件や事故のどの部分を詳細に分析

すればよいかという手掛りを与えてくれます。たと

えば発生する可能性の極めて低い事故を調査する場

合，厳しい許認可規則に依存せずに，卜分な解析評

価に依存するという立場を容易に擁護できます。

　もう…つのポイントは，早発性影響に対する防護

措置に関するものです。大規模事故による早発性影

響がどのように生じるかを考えると，炉心曲折また

は炉心溶融と格納容器自体の初期破断との組合せが

存在せねばならないことが分かります。格納容器が

破断するには三つの形態が考えられます。一つは蒸

気爆発による初期破断，二つ目は大規模な，極めて

初期の大規模な漏洩，そして三つ目は格納容器内の

オーバープレッシャーです。最後の二つ，大規模漏

洩とオーバープレッシャーについては先ほど私が述

べた通りですが，特に格納容器の導入時間のエアロ

蔚 魁釦

ゾル挙動に関しては，格納容器内との間の微少な圧

力差によるエアロゾル挙動の低下があります。大規

模な漏洩では，大量の核分裂生成物が保持されます。

したがって，早発性影響を発生させ得る唯一の要因

は蒸気爆発ということになります。この分野では過

去2，3年間に多大な知識が集積されたと思います。

これは極めて可能性の低い影響で，これが生じる可

能性はまずないと国際的に結論づけてよいと思いま

す。この結論づけが可能なら，最大級の事故の後で

も，早発性影響の可能性は極めて少ないことが立証

できると思います。

　最後のポイントは30ミリレムの思想です。わが国

の放射線防護法令のに規定された30ミリレムは，原

子力発電所周辺に住む最も被曝の多い個人に対する

限界です。そして計算によると，これほどの線量を

なぜ被曝できるか，極めて控え目な計算です。実際

には原子力発電所周辺で受ける線量は1ミリレムで

す。

　デントン　まず第一に申し圭げたいのは，セーフ

ティゴールやRRAを，私は単なる知的遊戯とは考

えないということです。ある原子力発帽所に対して

PRAを行なったら，そのPRAを実現させることが

大切だと思います。金をかけて，事故リスクの最大

要因が何であるかを突き止めたら，その施設の訓練

プログラムを点検し，施設を運転する人たちがこれ

らのシナリオを識別できるよう訓練されているかど

うかを，確かめることが肝心です。そして保守手順
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を点検し，施設が適切なリスク要因に焦点を当てて

いるかを確かめなければなりません。

　また監視体制も見直さなければなりません。時に

は監視の対象を変更することにもなるでしょう。し

たがって，適切な数値はいくらかという点で公衆の

論議が続いたとしても，PRAはこのような意味で

極めて貴重であると思います。

　同時に，われわれは標準プラントの申請を受ける

でしょう。将来の標準プラントの一つは，ウエスチ

ングハウスの設計と三菱の設計とを組合わせたもの

になると思います。そして，この設計の審査には，

PRAを行なうに十分な完全な設計が必要です。この

PRAは単なる評価ではなく，設計プロセスの不可欠

な部分となり，リスクの主要要因を設計段階で排除

できるようになると私は考えます。このようにアメ

リカでは，われわれは安全目標を，より広範なこの

プロセスの一部であると考え，単に設計の結果を評

価するだけでなく，新設計ができるだけ完全なもの

であり，かつ既存の原子力発電所が真のリスク要因

に焦点を合わせて運転することを保障すべきものと

考えています。

　最後に，1，2日前の日本の新聞で，最近，鉄道

事故が増加したという記事を目にしました。その記

事によると，事故の原因は鉄道会社における要員の

配置転換および要員の訓練不足ということでした。

アメリカにおいても，かなりの規模の事故が発生し

た場合一一たとえばブランズ・フェリー原子力発電

所の事故，TMI事故，最近のセーラム原子力発電所

事故などですが　　事故が起こる前に，これらのプ

ラント運転中に事故の前兆が認められたのです。そ

して，もし適切な注意を払い，過去の運転経験に照

らし合わせていれば，これら3件の大事故さえ防ぐ

ことができたかもしれないのです。しかも，この三

つはハードウェアの故障ではなく，主として人間の

過失が原因だったのです。

　中村　放射線の基準で規定をして，先ほど村主さ

んは年間5ミリレム，ビルクホーファーさんは30ミ

リレムとおっしゃいました。これは人口密度の違い

によるものかと思います。何か他に根拠があるのか

どうか知りませんが，まず，どういうふうにそうい

う数字の違いが出てくるのかなと思います。こうい

う数字が，国のおかれた条件によって違うと，それ

に10－4を掛けて何人死ぬというふうに数字が異な

ってまいりますが，そういう計算の仕方で良いのか

どうかということが，一つあるかと思います。
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　それからもう一一つ，マンレム当たり1，000ドルと

いう数字が，どういう根拠で出されたのかというこ

とについても，一般の人が納得できる根拠をひとつ

示していただきたいと思います。

　ビルクホーファー　30ミリレムがバックグラン

ド放射線評価に相等すると言われています。わが国

でみると，これは医療目的のために公衆が受ける照

射の70％に当たります。したがって，これは極めて

低い数値であり，先に述べたように，計算方法もひ

どく控え目です。原子力施設の通常運転で，この数

値が達成されたことはありません。実際的な体験に

基づいて言うなら，1ミリレム／年が妥当なところで

しょう。

　デントン　原子炉からの通常の放出の限界が5ミ

リレムで，これは原子力発電所の通常運転により個

人が1年間に受ける照射の最大許容限度です。しか

し数年前に通常運転による最大許容限度をいくらに

すべきかを検討したNRCは，放出を5ミリレム以

下に抑えるのがより経済的であるならば，そうすべ

きだと考えました。そして，NRCは何人かの専門家

の意見を聞き，その中には先にあなたが述べられた

ホプキンス博士もいました。そして，彼らの意見に

基づき，1，000ドルは1マンレムに基づく一般公衆

の保険影響を表わすのに控え目な数値であると考え

ました。原子力産業関係者のほとんどは，マンレム

当たり100ドルがより適切な数値だと主張しまし

た。このようにNRCは確固たる基準を持っている

わけではなく，医学界の専門家の勧告より厳しい数

字を選んだだけなのです。そしてこれは，放射性廃

棄物除染システムが5ミリレム許容限度を満たした

ならば，より効率的であるかどうかを見極めるため

に用いられました。

　中村　その根拠は，まだ検討する必要があります

ね。

　デントン　1，000ドルという数字は真のコストの

代表的なものの一一つで，NRCはこれを控え目な数

字と考えました。公衆に対する真のコストはさらに

これより少なかったのです。NRCは正確な数字を

生み出そうとはせず，1，000ドルという数値を使う

ことにしたのです。

　村主　補足的なコメントというよりも，デントン

さんに質問したいと思います。アメリカにおける安

全目標は，事故死もしくは癌死を根拠にしています

が，日本とアメリカとの死亡率というのを調べてみ

ると，かなり違います



　たとえば，事故死亡率については，アメリカでは

2億人の人口に対して10万人，日本では1億2千万

人の人口に対して1万3千入と，日本の方が事故死

が約5分の1，低いわけです。癌死については，ア

メリカでは2億人の人口に対して43万人，日本では

1億2千万入の人口に対して17万4千人と，癌の死

亡も日本の方が50％くらい低いわけです。

　こういうふうな事故死，二死をもとにすると，セ

ーフティゴールの絶対値が，日本の方が厳しい結果

になってきます。そういう時に，今度はアメリカの

国民が文句を言うようなことにならないだろうか，

というのが一点です。

　もう一つは，このように各国で事故死や癌死亡が

違うということは，別の見方をすれば，交通規制を

厳工にやるとか，医療が発達するとかいうことによ

って，死亡5が減少するということが考えられるわ

けです。

　その場合，一一度設定したセーフティゴールに合格

していたプラントが，何年かたって　　たとえば

20年後に医療が非常に発達したということになっ

たら，20年後に今度はセーフティゴールに不合格に

なるというような問題も起こるのではないかと思い

ます。その点については，アメリカでどのような考

えであるかお聞きしたいと思います。

　デントン　この数値の差異が2年の問に解決でき

ることを私は願っています。アメリカで原子力発霜

所を安全に建設，運転でき，また日本も同様に建設，

運転でき，非常に異なった基準になってしまわない

ことを望んでいます。事故率と癌死率の違いですが，

アメリカと日本がこれらの統計を同じ方法で数えて

いるかどうかを確かめる必要があると思います。ア

メリカでは日本製の車を運転する人が多いので，事

故＼r≦は同じであり，また癌死率も世界中でさほど変

わらないと思います。実際の差異よりも，勧告方法

の相違のほうが大きいと思います。

　村主　二番目の質問で，一一度セーフティゴールに

合格したプラントで，医療と交通事故対策が発達し

た際，セーフティゴールに不合格ということになる

可能性があると思いますが，その点についてはいか

がでしょうか。

　デントン　われわれが点検した原子力発電所，総

括的なpRAを行なったプラントの数をもとにする

と，適切な分析を行なってみれば，今日の原子力発

電所でも安全目標を下回っています。ですから先に

述べたように，安全目標を車の運転制限速度のよう

に扱うべきではないと思います。したがって，医療

分野において前進があり，根底となる率にも変化が

生じるだろうと思います。しかし安全目標に関して，

いくつかのプラントを比較してみると，10…4／隔年

まで確率を満たし，堅固な格納容器を持つプラント

なら，一般に社会目標をはるかに下回り，個人目標

をも十分に満たすものであると雷えます。したがっ

て，プラントの設計に影響を及ぼさずに保健統計を

変更する余地があるわけです。

　議長　それではここで，フロアから，山田太三郎

さんにご発言いただきます。山田さんは元原子力委

員でいらっしゃいまして，確率論的安全評価の草分

け的な存在です。1960年代に，すでに国際的な場で

確辱論的リスク評価を提案された方です。

　このセッションでの討論を踏まえて，コメントを

していただきたいと思います。

　山田　内田先生が，私がしょうと思った質問をさ

れまして，その答が十分に出ていない状態で，また

質問を出すことはどうかと思いますが，少し古いお

話から申し上げたいと思います。

　原子力論争の中で，しばしば原子力賛成側は，も

う原子力発電所は十分安全であるという言い方をし

ます。反対派は，それとまた違う言い方をするわけ

ですが，その場合にアメリカにおける論争では，先

ほどから話の出ているラスムッセン報告が，原子力

賛成側にとっては非常に良い武器になったわけで

す。その答は，原子炉ほど世の中に安全なものはな

いという御託宣であり，これは非常に良いことだと

思ったのですが，しかし，「どうも怪しい」という晋

葉が反対派からも出てまいりました。そこで，本当

にこのラスムッセン報告の内容は正しいのか，とい

うことを検討するグループがその後できまして，そ

の結果をNRCに報告したわけです。

137



　それによると，ラスムッセン報告に書かれている

絶対値あるいは誤差範囲というものは，ラスムッセ

ッ報告が主張するよりもはるかに大きいものであ

り，したがって，しばしば原子力論争に使われた「原

子力は安全だというカーブ」は，大部分は怪しいも

のである。しかしながら，これに使われたPRAとい

う技術は非常に有効なものであるから，今後，原子

炉安全審査だけでなく，研究その他全部に使ってい

きなさい，という答申が出されたわけです。

　これに対してNRCの反応は若干消極的であり，

ラスムッセン報告におけるエグゼグティブサマリー

という部分を，これは非常に具合の悪いものである

として，撤回することにしました。そして小さな声

で，PRAの研究をすることはよろしい，という言い

方をしたわけです。

　それが1979年1月でありまして，それからわずか

2ヵ月後にTMI事故が起こったわけです。　TMI事

故は，原子力界にとって非常な災難であったわけで

すが，万事，表と裏がありまして，TMI事故の与え

た良い点は，実はこのラスムッセン報告が，すでに

TMI事故の起こることを予見していたということ

が一つです。

　それからもう一つは，先ほど議長が指摘したいわ

ゆる放射線のソースタームが，実際に事故のときに

出てくるものは，今まで言われているよりもはるか

に少ないのではないか，ということです6

　もう一つは，TMIそのものであり，われわれは安

全性の問題を論ずる時には，炉心が溶けるか溶けな

いかという二者択一であったわけですが，TMI事

故はその中間の領域が存在して，それが今は非常に

広い幅を持つものであるということを教えたわけで

す。

　アメリカのNRCは，．このTMI対策のうち短期対

策について即座に実行しましたが，その後，長期対

策としていろいろなものを打ち出したのは，1979年

の秋のことでした。その一つは，日本にも大きな影

響を与えて，論議を醸した立地問題です。これはア

メリカでなければ得られないと思われるような，非

常に人口密度の低い所に原子力発電所を置かなけれ

ばならないということが，一つ出てまいりました。

　それから，TMI事故で出てきた実際問題として

待避の問題がありますが，この待避計画に関する問

題。それからもう一つは，今申し上げた炉心溶融で

はなくて炉心損傷という段階において，原子炉が冷

却できるかどうかという問題が出てまいりました。
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と同時に，本日の主題であるセーフティゴールが出

てきたわけです。

　このセーフティゴールの問題は，囲うは易すくな

かなか難しいことが，今までのお話で十分わかった

と思います。NRCはこのセーフティゴールの問題

について，世界で初めて困難な分野に突入したわけ

で，大いに敬意を表する次第です。

　しかし，われわれは，最初は定量的安全閤標とい

うものが出てくると予想したわけです。ところが，

実際に出てまいりましたものは，ニューメディカ

ル・ガイドラインという名前であり，大分権威が落

ちてきました。それで最後に，本年の1月に出され

たものにおいては，デザイン・オブジェクティブと

いう名前であり，だんだんと格が落ちてきたのでは

ないかという心配がします。

　これは何が原因であるかと言うと，PRAという

ものが持っている不確定性，不安定性でありまして，

これがなかなか，ちょっとやそっとでは取り切れま

せん。これはルイスグループの報告で，ラスムッセ

ン報告が非常に騒ぎがひどいというお話が，依然と

して続いているわけです。

　したがって，アメリカの原子力反対派，当時から

の憂慮する科学者「司盟（UCS）あたりは，　PRAは，

答えはどんなものでも作ろうと思えばできる魔法の

ものであって，これは信用できないと主張しました

が，依然としてその主張が今まで及んでいるわけで

す。しかし，私は，これからPRAがどんどん進展し

ていくことになるだろうと考えます。

　話を少し変えて，最近，二，三の原子力界の専門

家といえる人，たとえばアルビン・ラインベルグ，

あるいはTVAの前理事長で，現在理事であるデビ

ッド・フリーマンというような人が，それぞれ違っ

た理由ですが，スーパー・セーフ・リアクターとい

うものが必要だ，という想い方をしているわけです。

　ラインベルグ氏の場合には，将来，原子炉の数が

1，000基という大きなものになってくると，いまの

炉心溶融確率では足りないということを言っており

ます。

　それから，フリーマン氏の方はよく分かりません

が，アメリカで原子炉の建設に十数年かかるという

理由は，今の軽水炉がまだ未成熟であるわけです。

そういうことで両者の主張しているところは，結局

はスウェーデンで売っているピュースという非常に

小型の原子炉ですが，ともかく安全を目標とした原

子炉，あるいは高温ガス冷却炉（HTGR）を使うべ



きであって，軽水炉はどうも安全性が十分ではない

と，こういう発言をしています。

　これを額’面通り受け止めるべきかについては分か

りませんが，現在のところ，先ほどデントンさんも

言われましたが，現在の設計のアメリカの原子炉で

は，NRCが作ったセーフティゴールに合格すると

いうことになるわけです。そういうことから考える

と，何と余計なことを言ってくれるのだろう，とい

うことになるわけです。

　その話の付け足しとしては，アメリカの「サイエ

ンス」誌では，将来，そんな高温ガス炉とかピュー

スなんていうものをやるのではなくて，日本がやっ

ているA－PWR，　A－BWRというのが，将来の良い

原子炉の姿であるということを，向こうでちゃんと

宣言をしているので，本日の午後のセッションに関

係があるかと思います。

　しかし，このセーフティゴールによって，われわ

れは物指を得ることができるわけですから，先ほど

から一般公衆に対してセーフティゴールが考えられ

ているということが言われていますが，実際はアメ

リカの場合には，電力会社に対してバックフィット

を行なうための基準ということの方が，ずっと実際

的な価値が大きいわけです。そういう意味で，アメ

リカのセーフティゴールについては，国民に納得さ

せようとする意思，方向はまで出ていません。です

から，セーフティゴールが実際に役に立つものにな

るためには，単に技術的問題ではなく，心理的ある

いは社会的問題が含まれたセーフティゴールが作ら

れてくるのだろうと予想しまして，感想を終わらせ

ていただきます。

　ビルクホーファー　各種原子炉システムの安全性

の側面について，コメントしたいと思います。それ

ぞれの国でこの種の論争がしばしば行なわれ，特に

HTGRと軽水炉とが比較されているようです。しか

し各種の側面を比べるだけで，あるシステムと他の

システムとを比較することはできません。たとえば

熱吸収材の損失に対して，FBRは外部．熱吸収逆な

しで数日間で崩壊熱を除去することができます。一．一

方，同じ規模のHTGRは10～12時間，軽水炉は数

時間しか耐えられません。スクラムに至る故障の場

合も同じです。したがって，FBRが存続するのが最

も難しいわけです。つまり各システムについて異な

った側面を考慮せねばならないわけで，あるシステ

ムが他システムより優れているかどうかを断定する

のはひどく難しいのです。原子炉が小さいほど，大

きな事故の後で放出される放射性物質が少ないこと

は明白です。これはHTGRについても軽水炉につ

いても言えます。軽水炉は十分に安全ではないとい

うことが言われますが，必ずしもそうは思いません。

炉心溶融頻度をより低くすべきであるというワイン

バーグ博士の意見には賛成できません。なぜなら最

近の傾向として，どっちみち数年前よりは低くなっ

ているからです。

　デントン　異なった設計の比較に関するビルクホ

ーファーさんのご意見に私も賛成です。アメリカに

はガス冷却炉は1基しかありませんが，その出力密

度は極めて低く，この原子炉が事故を起こすという

ことはまずありません。しかし各種の経済的理由に

より，電力会社はこの炉を選ぼうとしません。大局

的には山田さんのコメントから私が受ける印象は，

われわれアメリカ人よりも日本の方が先にこれらの

問題に直詳しなければならないかもしれない，とい

うことです。ご存知のように，アメリカでは長年に

わたって新規の原子力発電所の発注がありました。

毎年6～9基の運転開始が許可されますが，これら

は何年も前に開始されたプラントです。したがって

新しい原子炉への移行は改良型軽水炉設計の形を取

り，しかもアメリカ以外の国で最初に実現されるか

もしれません。

　議長　まとめに入る前に，私の個人的な提案をさ

せていただきたいと思います。わが国でもPRAや

セーフティゴールについて検討が必要だと思うの

で，その際のたたき台というように解釈していただ

きたいと思います。

　これはまったく私が個人的に利用しているセーフ

ティゴールのカーブですが，次に示します（スライ

ド）。事故の結果を最大個人線量レムで表わし，それ

に対する発生確率を縦軸に示してあります。図の．．．ヒ

にプロットしてある点は，いろいろな文献によるも

ので，

　fを通る線は，AIFのヨシモビックの点

　」は10CFR－100の点、

　iはイギリスのファーーマー博士の点

　Pはイギリスの基準

　9は，私の理解での，西ドイツでの目標

　q，s，　tは，カナダの基準であり，　tは早期死

　亡を引き起こす200～400レム

　kはTMI，と考えてよいと思います。

　これらを参考にして，日本のカーブとして・一応書

いてみたもののキーポイントは何かと言うと，日本
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では通常運転時が5ミリレム／サイト年となってい

ます。それがa点です。また，日本の一般公衆に対

する最大許容被曝線量は，法律で0．5レムと決めら

れているので，それを目安にしています。さらに目

安線量（リファレンス・バリュー）と言っています

が，設計の一つの目標として25レム，あるいは緊急

時の目安として25レムが日本でも用いられている

ので，それを一つのしきい値として表わしたわけで

す。ですから，直線がf，eを延長すれば，そのま

まであるが，緊急時対策の防災努力によって，それ

を下げて，カーブのようにして25レムをしきい値と

したらどうかと考える次第です。以上，何かご参考

になれば，ありがたいと考えます。

　それでは，まとめに入りたいと思います。

　本日はデントンさんとビルクホーファーさんから

直接，アメリカと西ドイツにおける安全基準あるい

はセーフティゴールについてお話を聞く機会が得ら’

れたことは，日本にとっては大変，有意義なことで

あったと確信しています。厚くお礼申し上げます。

　この安全理念は，原子力開発が進むのと並行して，

果てることのない論議を呼ぶものであるが，「原子力

発電は絶対安全なものではない。リスクはあるので

ある」と先ほど中村さんが言われたような簡単なこ

とが，日本ではようやく一般社会，特に新聞紙上で

は認められてきていると思われます。そこで原子力

発電には最大これだけの潜在的リスクがあるかもし

れないと考えられるが，それを踏まえて原子力発電

の開発を行なうことについて，一般社会の了承を得

たいということを表わすために，その残留リスクを

表わし，それを逆にセーフティゴールと言うのでは

ないか，と私は理解しています。

　それらの定量的な値そのものを立証することはで

きないのであり，この点が交通事故のリスクや火力

発電のリスクのように過去の記録に基づく評価とは

大変性格の違ったものです。

　ただ今，お話しのように，ウェル・バランスド・
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セーフティ・コンセプト，安全の比較とバランスを

取るための確率のそれを確保するために，PRAは

非常に価値があり，また必要であると思っています。

　原子力発電の通常運転時の安全性が十分に確保さ

れていることは，世界的に認められています。現在，

あるいはこれから問題となっているのは，ありそう

にない事故が仮にあったらということについて，一・

般社会から疑問を投げかけられていることです。帰

する所の要点は，推定される結果を招く事故の発生

確率，あるいは危険率というもの，それからソース

ターム，特にヨウ素放出に対するより現実的な評価

の二点です。確率とソースタームです。特にTMI事

故後，問題となっていることは，大規模炉心損傷に

係わる問題，クーラブル・リミット・イン・ベッセ

ルとは何か，事故の場合の格納容器の機能の評価な

どについての知見の蓄積が今後，要望されます。こ

れらの研究と評価には，国際的なコンセンサスが得

られることが特に望ましいと思われます。

　PRAあるいはセーフティゴールには多くの不確

実性が含まれており，その取り扱いは注’期しなけれ

ばなりません。しかし，お二人が示されたセーフテ

ィゴールが十分に．達成されていることは，世界各国

の約1，000炉年の原子力発電所運転の経験によっ

て，大方の認める所であることを私は信じています。

それほど安全が高いだけに，リスクの表現には注意

して欲しい，というのが中村さんのご意見でした。

原子力発電の安全性が高いという実績は，設計，製

作，建設，運転を通じる高いレベルの品質保証と運

転管理によって，達成されているのです。一口に言

えば，常日頃の安全運転に細心の注意を払い，それ

によって安全性を実際に立証していくことが，セー

フティゴールの証明であり，一般社会の理解と協力

を得る最善の方法ではないかと思われます。

　本日のこのパネルを機会に，PRA，セーフティゴ

ールについての研究と討議が，わが国でもますます

活発になることを期待して終わりたいと思います。



〔内田議長スライド〕
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パネル討論

・
膨

　　　　瀞

他のエネルギーへの代替が進み，

が浸透した結果であることも否めない事実でありま

す。

　当面の石油需給の緩和にもかかわらず，長期的に

はエネルギー代替を着実に進めていく必要性は，い

ささかも変わっていないと考えます。その中心的な

地位にあるのは，原子力であると考えます。

　原子力発電の状況をみると，1982年末で，原産会

議の調べでは世界全体で281基，1億8千万kW余

が運転しています。日本においても25基，1，730万

kWが運転中です。各国とも，ほぼ順調に運転されて

いる状況であります。

　来世紀に向かって原子力発電は，OECD諸国はも

とより開発途上国においても，その利用が普及して

いくことは，いわば歴史的な必然であると考えられ

ます。軽水炉による発電技術は，多くの経験を経て

成熟段階にあると考えられますし，わが国の状況を

みても，来世紀の第一一四半期に向かって50基，100

基の運転時代を迎えるであろうという予測がなされ

ます。

　日本政府は，この100基時代に向かって，技術の

改良によって安全性，信頼性を…一層高め，また経済

性を向■ヒして，さらに運転，保守技術の安全性に万

全を期するべく，産業界と協力して，現在，長期の

方針を検討しつつあります。近くその報告がまとめ

られる予定になっています。

　このセッションでは，こうした情勢を踏まえて，

軽水炉技術の成熟と大量利用の時代に向かって，核

燃料サイクルを含めて軽水炉産業が，従来にも増し

　　向坂議長　最近のエネル

　ギーをめぐる情勢をみる

　と，石油が不足から過剰に

　変わるなど，大きな変化を

　遂げています。これには世

．．界的なエネルギー需要の低

　迷という…時的な要因も作

　回していますが，石油から

　　　　　また省エネルギー

て原子力発電の安全性を維持しながら，他のエネル

ギー供給に対して常に経済的な優位性を保っていく

には，産業界は今，何をしなければならないか。行

政上の施策はどうあるべきか。また，国際的な協力

をどのような点にポイントを置いて進めたらいい

か，といったことなどについて議論して，いわば活

力のある軽水炉産業として発展していくための方策

いかん，こういつた問題を，このパネルで内外の専

門家とともに考えてみたいと思います。

　　在の軽水炉の状況，継　　　、

　松田　わが国の軽水炉は

成熟時代を迎えようとして

いる，あるいはすでに入っ

ていると言われますが，現

　　　　　　　　　あるい

はエネルギー供給における

その役割などについては，

議長がすでに触れられたの

で，私はそれを繰り返すことは省略します。

　ただ，一言申し述べますと，ご存じのように，昨

年4月に策定された政府のエネルギー需給見通しに

よると，1990年に原子力発電所は4，600万kWを開

発することになっていますが，最近のエネルギー需

要のスローダウン，石油価格の下落といった状況を

反映して，現在，資源エネルギー庁でも計画の見直

し作業に入ろうとしています。

　また近くは，電力会社の電力施設計画がまとめら

れ，間もなく発表されることと思いますが，いずれ

にしても原子力の計画は従来の計画に比べて，その

開発テンポがやや遅くなることは間違いないと思い

ます。それにしてもエネルギーの中で最も有望な石

濾代替エネルギー源，あるいは最も経済的なエネル

ギー源として，原子力をできるだけ開発していこう

という姿勢に変わりはありません。

　さらに，従来考えられていた以上に軽水炉のウェ

ート，あるいは寿命，役割の続く時期が長くなるの

ではないかということは，だいたい言えるであろう

と思っています。
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　このような日本の軽水炉の現状を振り返ってみる

と，そが一朝一肌に到達できたわけではありません。

最初はガス炉を導入したわけですが，軽水炉は商業

用として，昭和45年（1970年）にBWRの敦賀1号，

pWRとして美浜1号を，アメリカの技術を導入し

て建設したのをきっかけとして，その後，軽水炉の

開発が続いたわけです。

　国際的にもそうであったように，たとえばPWR

における蒸気発生器の腐食の事故，あるいはBWR

における応力腐食割れの問題等によって，わが国に

おける軽水炉の稼働率も相当低下した時期がありま

した。その稼働率は，昭和50年（1975年）ζろは42

％，昭和52年（1977年）には41．8％という数字が

出ており，いろいろな方々から原子力の将来性につ

いて疑問を投げかけられたような時代があったわけ

です。

　しかし，わが国の電気事業者およびメーカ～の皆

さんの努力により，そういったトラブルが一つ一一つ

解消され，たとえば昭和57年（1982年）の暦年でみ

ると，その稼働率は70％を超えているところまで向

上していますし，そういった小さなトラブルも非常

に減少して，世界的にも非常に成績の良い軽水炉の

運転ということが認められるようになってきたわけ

です。

　わが国においては，すでにそのような経験を踏ま

え，幾つかの設計を改良する計画が進んでいます。

保守を容易にする構造，被曝を少なくする構造，あ

るいは定期検査の期間を短くするような構造等の改

良計画が進行しているわけですが，今後さらにこう

いった点を含めて，たくさんの軽水炉が運転を迎え

る時代に当たり，どういうところに問題があるか，

あるいは，どういうところに意を尽くして臨まなく

てはいけないのかということをめぐり，先ほど議長

から紹介がありましたように，通産省では高度化委

員会という検討組織を設けています。

　そこでの検討結果は近くまとまると思いますが，

どういうところに皆さんの関心が集まっているか，

あるいはどういう問題意’識を持っているかというこ

とを紹介します。

　まず，今後の原子力の供給を非常に安定したもの

にするためには，大きく三つの分野が考えられます。

その一つは情報の分野です。たくさんの炉があると，

大きな事故は別として，幾つかの小さいトラブルが

かなりの確率で起こる可能性を秘めているわけで

す。そういったものを事前に，いろいろな情報から
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予防する手段を早く見つけなくてはなりません。そ

のためには，日ごろの運転情報を早く有効に活用で

きる体制を考えておかなくてはならない，というこ

とがまず考えられます。

　最近のいろいろな情報伝達，あるいは情報処理の

進んだ技術を採用して，そういった情報の収集，分

析，利用の技術および体制をもう少し質の高いもの

にしていかなくてはなりません。それには具体的に

はどうしたらいいであろうかというのが，一つの大

きな検討の分野になっているわけです。

　第二番目には，この原子力発電所の運転，検査，

・保々のためには，たくさんの人力を必要とするわけ

です。特に炉が増えてくると，作業労働者，運転員

というような技能労働者が，この原子力の技術をい

かに正確に理解し，十分な作業をするかということ

について，その教育，訓練といったものを充実させ

ていかなくてはなりません。それにはどういう仕組

みで，あるいは誰がそういう人たちに対する訓練と

か質の向上をやったらいいかということが，大変重

要な問題になるわけです。

　それから第三番目としては，技術開発はいつの世

でもあるわけですが，軽水炉の運転性能の着実性の

増大，信頼度の増大といった面での技術開発を，今

後さらに続けていかなくてはなりません。この場合，

従来の開発過程にとられた技術の延長のものもあり

ましょうが，もう少し新しい観点から信頼度の向上，

あるいは被曝の低減といった面から，技術開発の問

題を取り上げていかなくてはならないと考えます。

特に日本の場合には，従来にも増して日本独自の，

日本みずからの経験でそういった技術開発のデータ

や技術力の蓄積を，これからはやっていかなくては

ならないと考えるわけです。

　もちろん，このことは国際的な協力を否定するも

のでは毛頭ありません。ますます国際的な協力を従

来どおりにやるためにも，そのことが必要になって

きていると考えるわけです。

　以上のような三つの側面が考えられるわけです

が，そういうものを引っ細めて，特に原子力発電の

経済「生という問題が非常にクローズアップされてい

ます。これからはエネルギー需要そのものが従来よ

りは鈍化しているという中において，石油依存度を

さらに減少させ，石油代替エネルギーとして，天然

ガス，石炭，あるいは新しい太陽エネルギーといっ

た新エネルギー，あるいは国産エネルギーといわれ

る水力，地熱，そういったもろもろのエネルギー間



の競合の問題が当然起こるわけです。そういう側面

からみても，この原子力の経済性が果たして他のも

のと比べてどうであるかということ，あるいは，原

子力発電を実際に供給する主体である電気事業にと

って，電力コストの安定化，高騰を防ぐためには，

特に原子力の場合，その資本費を引き上げないよう

な努力が望まれるわけですが，そういった問題に対

してどう取り組んだらいいかというようなことが，

いまのような三つの分野を含めて，別の面から総括

的に考えた場合の問題として上がってくるわけで
す。

　以上のような側面あるいは観点から，今後の原子

力の成熟時代には問題を掘り下げていかなくてはな

りません。それで新しい体制なり技術の基礎を作り

上げていかなくてはならないと考えますが，その内

容等については，パネリストの方から，それぞれの

立場で提雷があると思います。私はまず，以上のよ

うな分野の問題を指摘して，最初の発言を終りたい

と思います。

　ライアンズ　アメリカの

原子力利用は，将来性に富

むと同時に，また多くの問

題にも直面しています。私

は，皆さんにこれらの問題

の解決のため何をなし得る

かということをお話しする

前に，アメリカにおける原

子力の将来性について，簡単に触れてみたいと思い

ます。

　アメリカでは現在，78基の原子力発電所が稼働し

ており，総発電電力容量は6，200万kW以上に上り

ます。これは全世界の運転中の原子力発電容量の40

％以上に当たります。

　原子力発電は中心的な電力生産の中でも，とりわ

け急速に発達しているものです。運転中のものに加

え，64基，合計7，000万kWの原子力発電所が建設

中あるいは発注済みの状態です。1990年までに原子

力発電はアメリカの総発電電力量の25％を占める

と見込まれ，またアメリカの原子力発電容量は全世

界の原子力発電容量の3分の1以上を占めるでしょ
う。

　しかし，アメリカの原子力発電は，このような明

るい将来がある一方で，いくつかの重大な問題に直

面しています。すなわち原子力の規制手続きが複雑

になって許認可に非常に時間がかかり，見通しが不

明確なことや，公衆が原子力を受け入れるかどうか

で意見が対立していることなどです。これらの要因

が州政府による近視眼的な電力会社への規制と結び

ついて，新規発電所の建設コストを引き上げる結果

となっています。

　これに対して，原子力発電を1990年忌の発電源と

して価値あるものとするために，しなければならな

いことが以下のように四つあります。

　　　原子力発電の規制を合理化し，建設ユニ期の短

　　　縮化と建設コストの正確な見積もりができ

　　　るようにすること。

　　　原子力にたいするパブリック・アクセプタン

　　　スの推進を図ること。

　．一一経済状態の改善および適切な電力供給と健

　　　全な経済との関係の増進を図ること。

　　　既存の原子力発電所の性能（いわゆる稼働

　　　率）の改善を継続していくこと。

　アメリカの原子力産業の回復には規制手続きの安

定ということが非常に重要です。最近の10年間は，

許認可事項の変更によって，原子力発電コストが急

激に上昇しましたが，それは公衆の不安を轄減させ

たと言うよりも，むしろ安全防護施設を過剰なもの

としただけです。規制制度の合理化は，このような

傾向に歯止めをかけるために，ぜひとも必要です。

　まずその第一歩は，「バックフィッティング」すな

わち以前認められていた設計に対し，さらに追加要

求を課すといったことの改善です。原子力発電所に

対しては現実的，定量的な安全目標が確立されるべ

きです。さらには，安全上の価値がそれに要する費

用を上廻る場合には，安全上の改善も制限されるべ

きですQ

　原子力規制委員会（NRC）は，原子力発電所の安

全目標を定める方針案を作成しました。この方針案

では，原子炉事故で放出されると仮定した放射線量

を基にリスクの限界値を設定し，安全施設の改造に

より防ぐことができる放射線被曝量に対しコスト・

ベネフィットのガイドラインを設定しています。こ

れでは極端に保守的なものとなりますが，適．切な方

向へ向かう一歩であり，将来のバックフィット要件

の評価の際に有益なガイドラインとすべきです。

　もう一つの必要な規制手続きの変更は，一括（ワ

ン・ステップ）許認可です。NRCは今年の末，最初

の標準化原子力蒸気供給システム（NSSS）に最終設

計認可を与えるとみられています。基準作りが終わ

れば，一括許認可が効率的になり，新規発電所の建
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設や運転開始の遅延や不明確さも少なくなると思い

ます。

　アメリカエネルギー省（DOE）とNRCは，許認

可制度を合理化する必要があることを認めていま

す。NRCでは，いくつかの許認可手続きの変更を現

在検討中です。またDOEとNRCから独立に作成さ

れた法案が議会に提案されています。AIFではこれ

らの法案が数年以内に議会を通過する可能性がかな

りあると期待してい貢す。

　ところで，今年アメリカで運転開始予定の原子力

発電所のうち，数ヵ所に明るい話題があります。そ

れは，フロリダ州のセントルーシー2号機が6年で

建設を終える予定であることや，アリゾナ州のパロ

ベルデ1号機が着工後7年ほどで運転を開始すると

いうことです。これらの建設工期は，日本の皆さん

にとっては驚くほどのことではないと思われるでし

ょうが，建設期間が平均で10年以上かかるアメリカ

の現状からすれば，大変なことなのです。アメリカ

の原子力産業界は，今後このような短期間の建設工

事を標準的なものとするよう努力しなければなりま

せん。

　原子力産業界の2番目の目標は原子力発電に対す

るパブリック・アクセプタンスの推進です。これに

は政府の強力な原子力支持政策こそが成功の鍵であ

ると思います。

　昨年の放射性廃棄物政策法の成立は，政府の支持

が果たす役割を如実に示したものです。この法律は

廃棄物の永久処分の方針を示したもので，今年末ま

でに試験と施設評価のためのサイト選定を行ない，

1985年中頃までに監視付き回収可能な貯蔵施設の

必要性について勧告を行なうことを規定していま

す。さらに大統領は1987年3月までに最初の永久地

層処分サイトを選定することとしています。

　この法律ではまた，電力会社がサイト内の使用済

み燃料プールのスペースがなくなった場合には，連

邦政府が暫定的な緊急使用済み燃料貯蔵施設を準備

することになっており，その経費は発電電力量に対

しkWh当たり1ミルとして回収されることになっ

ています。

　その他，アメリカの原子力産業界は原子力の安全

性や信頼性，経済性といった面に公衆の関心が向か

うよう，広範囲な宣伝活動を展開してきました。

　原子力産業の回復には，健全な経済状態であるこ

とが重要な要素です。インフレーションの抑制と低

い長期金利および財，サービスへの需要の拡大とが
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結びつけば，アメリカの原子力発電に二つの大きな

効果を与えることになります。それは電力会社の資

金能力の強化と電力需要の増大です。

　アメリカ経済には回復の徴候が多く認められま

す。インフレーションは1982年に大きく低下し，

1983年も低下したままと見られています。長期金利

は，現在のインフレ…ション率から見れば，依然と

して予想よりも高めですが，下がってきています。

一方，ここ数ヵ月の電力需要は，僅かながらではあ

りますが，はっきりと増加しています。この傾向が

今年の残り10ヵ月続いてくれることが，アメリカの

原子力圓復の鍵です。

　長期的に見て，原子力産業の将来性はそれ肉身に

かかっています。すなわち，運転のすべての面で優

秀な記録を打ち立てることが，原・子力の回復を助け

ることになるのです。このために結成された主要産

業グルーープである原子力発電所運転協会（INPO）

は，この面での改善を行なっています。アメリカで

は原子力発電の安全性を引き続き高める…一方で，稼

働率の向上，すなわち経済性の向上に新たな力を入

れています。

　経済的な観点から，中小型原子炉という優れた代

替案が提案されてきました。小型炉は従来から原子

力産業界で検討されていましたが，アメリカでは90

万kW以上が経済的であろうというのが大方の見

方です。利用可能な化石燃料がアメリカより少ない

ような発展途上国では，小型炉の方が経済的です。

アメリカの原子力メーカーは，現在の設計をスケ～

ルダウンして，小型炉の条件に合わせることができ

ます。

　アメリカでは1980年代末までは発電所の新規受

注はあまり望めそうにありませんが，それまでに原

子力規制の合理化，原子力発電に対するパブリッ

ク・アクセプタンスの推進，運転中の原子力発電所

の性能改善の継続を着実に進めているでしょう。健

全な経済と，これらの努力の推進によって，原子力

発電所の新規受注が回復するものと思います。

　　　　　、　　　　　　林　わが国では実用規模

　　　．繍、露潔隅晶鼻
のエネルギー事情は幾多の

変遷を経てきました。すな

わち軽水炉の登場，初期に

おいては，その発電コスト

は他の電源に比べて必ずし



も経済的とは言えませんでした。

　ところが，第一一次，第二次オイルショックによっ

て石油価格は15倍に跳ね上り，原子力発電はその安

定性，価格低廉さと相まって，脱石油エネルギーの

本命に躍り出たのです。ことに日本のような無資源

国においては，資源のセキュリティを考え合せると，

原子力発電は救世主と言っても過言ではないかと思

います。

　ところが昨今の状態は原子力発電にとって，正に

正念場にさしかかったと書えると思います。…一つは

オイルショックによる建設費の高騰に伴う原子力発

電コストの上昇であり，二つ自は世界的な脱石油エ

ネルギーの努力の結果，石油価格が緩和され，石油

火力の発電コストが低下したことです。安定性と価

格を無視したエネルギーは考えられません。私ども

電気事業者は，安定かつ適正な価格で電力を供給す

る義務を持っております。もしも，このままの状態

が続くとすれば，石油火力に比較して圧倒的に安価

であるという原子力の優位性は崩れることになりか

ねません。このためわれわれは官民一体となって全

力を挙げて，原子力発電のコスト低減に取り組むべ

きFI寺期がきたと思うのです。もちろん，その為にい

ささかも安全性が損なわれることがあってはなりま

せん。

　本日は，このような環境下にある電気事業者の立

場から，はじめに電源のエネルギー別の状況と展望

について，お話したいと思います。

　今のかたちの電力会社が設立されて以来30余年，

電気事業者は常に先見性を持って，その時点，時点

における最適なエネルギー源を選択し，電力供給の

使命を果たしてきました。すなわち，戦後の復興期

には水力の開発と石炭火力の導入により，供給力の

増強に主眼を置いて経済復興を支え，1960年忌から

は当時の安い石油を効率的に利用する新鋭火力を導

入することにより，高度経済成長を支えてきました。

この石油火力の隆盛期にあっても，石油情勢の行先

きを見越し，軽水炉を主体とした原子力発電の技術

導入を図ってきました。この選択の正しさは二度に

わたるオイルショックに見舞われても，原子力発電

をはじめとする脱石油エネルギー構造を推進し，世

界中で最も混乱の少ない日本経済を実現した基盤に

なったと確信しています。

　この間，安全性の確保，環境保全等の社会的要請

に応えながら，一般的なコストーL昇基調の中にあっ

て電力コストの抑制に努力してまいりました。また，

この間，原子力発電については軽水炉がいくつかの

技術的トラブル，たとえば，原子炉配管の応力腐食

問題，蒸気発生器細管の漏洩問題等に遭遇し，醒，

産業界が心血を注いで，その解決に当たってきまし

た。その結果，現在これらの問題を克服して，供給

信頼度は向上し，近年は高い設備利用率を達成して

おり，わが国の軽水炉の技術はかなりの成熟レベル

に達しているものと考えます。この間わが国の原子

力発電の全発電電力量に占める割合は，1973年，す

なわち第一次オイルショック前の約3％から，1981

年の約18％へと増加し，一一方，火力発電の割合は，

1973年の約81％から1981年の約66％へと減少し

ております。

　さて，現在の電気事業をめぐる経営環境は経済の

低成長に起因する電力需要の低迷，エネルギーコス

トの上昇基調と，相変わらず厳しいものがあります。

こうした状況のもとで，将来への長期的で厳密な予

測はなかなか困難でありますが，いずれにせよ電源

を構成する各エネルギーの量的な側面に加え，経済

性ならびにロードフォロー等の技術的な側面を考慮

し，これまで以上に電源の多様化を推進する必要が

あります。すなわち，エネルギーセキュリティの観

点から海外依存度の低下を図り，発電コストの低減

化のために経済性を追求し，パブリックアクセプタ

ンスの観点から環境保全に留意して，各電源を眺め

てみると次のようになります。水力はすでに開発限

界に達しており．火力は最近の石油価格の緩和傾向

は見られるものの，長期的には不確定要素が多く，

また石油，石炭，LNGはいずれも海外依存が大き

く，またLNGは別として，環境保全の課題が伴いま

す。さらに太陽熱や燃料電池等の新しい電源は，量

的な面でもすぐには期待できません。

　また，昨今の石油価格の動向に関連して，OPEC

が今月（3月）14日に定めた新価格のバーレル当た

り29ドルといたしますと，石油火力発電コストは，

中部電力の場合で，およそ1円50銭程度下がりま

す。さらに25ドルに．ド落すると，約3円下がること

になります。この場合でも，現在の軽水炉の発電コ

ストの優位性は依然として保たれます。

　電源エネルギー別のシェアについては，国や研究

機関のいろいろな予測があ．り，これらもまた流動的

な状況ですが，今後の電源多様化を目指して，21世

紀に向けてできる限り原子力発電のシェアを増すこ

とが国や私ども電気事業者の責務と考えています。

　次に，軽水炉も成熟時代に入ったとされています
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が，本当に成熟するためには電力供給の信頼性がさ

らに向上し，その経済性が長期にわたって維持され，

軽水炉による発電量のシェアが増加することと，軽

水炉としての核燃料サイクルがわが国として自立す

ることにあると思います。この時代に向けての課題

と，その解決の方向性については，通産省の原子力

発電の高度化懇談会においても検討されてきたとこ

ろです。

　冒頭に申し上げたとおり，オイルショック以降の

建設費の高騰に伴う軽水炉の発電コストの上昇と昨

今の石油価格の緩和による石油火力の発電コストの

低下により，今後の軽水炉の経済的な優位性が問わ

れ始めた現在，本検討会で検討されてきたプラント

建設費の低減は，今や国家的な課題と考えています

が，その内容については本日，他のパネリストから

紹介されますので，ここでは軽水炉の経済性につい

て核燃料サイクルの面での課題ならびに軽水炉の成

熟化に不可欠とみられる国際協力について，日頃感

じているところを申し上げたいと思います。

　日本の核燃料サイクルの現状は天然ウランの供

給，ウラン濃縮ならびに再処理役務の大部分を海外

に依存しており，今後できるだけ早期に自主的な核

燃料サイクルの確立が待たれるところですが，特に，

ウラン濃縮における商業プラントや再処理における

第二工場の推進は，日本のエネルギーセキュリティ

の確保のために官民挙げて努力しているところで
す。

　一方，軽水炉の「経済性の向上」という…大命題

からみると，ウラン濃縮プラントや第二再処理工場

の推進，特にその事業化に当たっては，それぞれの

研究開発，技術計画，建設工程について「濃縮，再

処理のコストミニマム」ということを常に優先して

推進されることが必要であると考えます。「核燃料サ

イクルの自立性」と「経済性」の両方が達成される

ことが，ぜひとも必要だと思うからです。

　なお，再処理に関連して，プルトニウムの利用に

ついて付け加えると，私ども電気事業者はプルトニ

ウムの軽水炉による利用，すなわちプルサーマルの

実用化についても，その必要性を十分認識し「電力

共同研究」等で研究開発に取り組んでいます。

　核燃料サイクルのもう一一つの課題として，軽水炉

の成熟化のためにその確立が望まれているものに，

放射性廃棄物処分と原子炉の廃止措置があります。

低レベル放射性廃棄物処分は技術的にはすでに実施

可能な段階に達しており，また原子炉の廃止措置の

148

技術は現在の技術水準で対応できるものと考えます

が，私どもとしては，廃棄物処分および原子炉の廃

止措置の具体的な実施方策をできる限り早急に確立

し，その上で費用の分担方法について，国民の同意

を早急に得る必要があると考えます。これらの費用

分担については，世代間の不公平さを避けること，

ならびに原子力に対する国民の一層の理解を得るた

めにも，電気料金無価への織り込みが検討されるべ

きものと考えるからです。

　次に，国際協力について述べたいと思います。原

子力の開発は，たとえば核燃料サイクルーつを取り

上げてみても，本来が国際的なものであると思いま

す。また，日本は初期において，技術の大半を海外

に依存して原子力を開発してきました。現在，各種

の経験と技術の蓄積により，原子力先進国にまで成

長し，成熟時代を迎えつつありますが，ウラン濃縮

や再処理の例からも明らかなように，ますます海外

諸国との’協調が原子力の推進にとって必要なものに

なっています。今後とも国際的な協力が有益な分野

については，できる限りその促進に努めたいと考え

ます。電気事業者としては，原子力発電所の運用に

関する情報交換の国際協力等で…翼を担っています

が，このような協力関係の維持，拡大を今後とも図

りたいと考えます。

　発展途上国に対しては，放射線利用などの基礎的

な原子力平和利用に関する協力が，第一歩として考

えられます。原子力発電の開発に関しては，すでに

関係者によって情報の提供や技術者の養成等の努力

がなされているところですが，これらの広範かっ長

期的な協力関係を樹立していくことが，原子力先進

国としての責務であると考えます。なお，この場合，

核不拡散に慎重な配慮を払わなければならないこと

は，言うまでもありません。

　また，先月いわゆるロンドン会議において，固体

廃棄物の海洋投棄を2年間にわたって一時停止する

決議が採択されましたが，これは関係諸国の理解を

得て，その実施の準備を進めてきたわが国にとって

は，将来に大きな影響を受けるものです。このよう

な問題は各国それぞれに事情を異にするものであ

り，感情論に流されることなく，相互の立場を理解

し合うことが，より…層求められます。今後は，こ

の会議で採択された海洋投棄の安全性についての科

学的検討にわが国も積極的に参画し，海洋投棄に対

する国際的合意が早期に得られることを期待するも

のです。



　終りに当たり，今日石油価格が緩和されつつある

ことは，私どもにとって歓迎すべきことですが，本

目申しあげた三子力発電の推進については，手を緩

めることなく，今まで通りの地道な努力を続けるこ

とが肝，安であることを申しあげて，私の話を終りま

す。

　　　　　　　　　　　浜口　冒頭，松田審議h

　　　　　　　　　　　から，わ力国の軽水炉の導

　　　　　　　　　　入期から今［に至るまでの

譲 欝

、

状況および将来計画につい

て概要の説明があり，さら

にこの様な過程を踏まえ

て，今後二丁期に向かって

何をなすべきか，いわゆる

高度化の必要性の背賦について話がありました。高

度化懇談会でいろいろとゴ目論致しました中で，私ど

も電メ㌔事業老として考えている主な課題について，

少し詳しく話したいと思います。すなわち軽水炉技

術の確立のためには，相互に関連はありますが，大

きく分けて五つの課題があります。第一は情報の有

効的な活用，第二は原子力発電に従事する人材の確

保および育成，第三は技術基盤の確立，いわゆる技

術の高度化です。

　まず情報の有効的な活用について述べます。

　原子力発五のより高い信頼性を確立していくため

には，事故，故障等の貴重な運転経験を如何に運転，

保守等の面へ早くフィードバックしていくかに掛っ

ています。

　そこで，各種情報を積極的に活用するために，電

気事業者等，情報の利用主体が自らの情報の処理体

制を整備するとともに，国内外の情報の収集，分析，

評価を総合的に行なうためには，㈱電力中央研究所

などの第三者機関を主体にした共通基盤的な二三処

理体制を確立していくことが必要であると思いま
す。

　最初に電力中央研究所で考えている情報処理部門

の独立強化について，少し説明します。アメリカで

はTMI事故以後設置された原子力発電所運転協会

（INPO）がかなりの成果を挙げているのを参考と

して，わが国でも国内外の原子力発雷所の言伝，三

三に係わる各種情報の総合的な収集，分析，評価を

行なうとともに，安全運転および信頼性の向．しに必

要な情報の迅速かっ適切な伝達を行なうことを目的

に，電力中央研究所の情報部門の独立，強化を考え

ております。すなわち今まで委員会的な運用をして

いたこの部門へ電力からも運転，保守などの経験老

を派遣して，拡大，強化することを考えています。

　この他，第三者機関のそれぞれの木務に応じて，

次の様な情報の収集，分析を分担していただくこと

を併せて行ないたいと考えています。すなわち火

力・原子力発竜技術協会には，運転員の資格認定に

係わる教育内容，訓練プログラムおよび某準の整備

に必要な情報の収集，分析，また，発三三熱機関協

会には検査の効率化，検査技術の向上，保修技術の

向上等に資する情報の収集，分析，評価，さらに原

子力工学試験センターには，設計の合理化，番：査の

効率化に役立つ実正試験，確証試験，安全解析寺の

回報の収集，分析，評価および安全に係わる機器の

故障データ等に基づく確宰論的評価の分野を分担す

ることをお願いしたいと考えています。

　さらにメーカーにも，電気二巴者のこのような情

報を設。卜，改雪面に活用して貰いたいと思います。

　次に人材の確保およひ育成について，述べます。

　今後，原子力発電が三三供給の主力を担うにふさ

わしい信頼性ロヒと安定的かっ計画的蓮転を達成す

るためには，運転員および保修員等の確保とその質

的向⊥を如何に図っていくかが，電気事業者にとっ

て，最も重要な課題であると思います。

　まず人材の確保については，技術の進歩に対応し

た連転体制の整備を図り，長期的展望に立った㍊画

的な要員確保対策を講じていくことが必要です。運

転貝については，自動化システムの開発に伴うディ

スプレイ装置（CRT）による情報の整珂，集約化等

のマン・マシン・インターフェイスの改善，異常診

断システムの導入等により，自動化，省力化の進ん

だ運転監視制御衣阻を駆使し得るまでに養成するた

めには，相当の期間が必要となります。一一方，保修

員については，技術革新によるロボット等の採用，

今後の経ヰ劣化対策の増加等を考慮し，さらにメー

カー，請負業者の体制整備も含めて，適切な対応が

必要であると考えます。

　次に人材の育成については，運転員および保修員

の資質向ヒを図るためには，今まで以上にそれぞれ

の役割分担を明確にし，幅広い教育と実地訓練が必

要です。

　まず逆転員の教育，訓練について説明します。技

術進歩に伴う原子炉制御の自動化，省力化に対応す

る運転技能の維持向⊥のための教育，情報の有効的

活用により待られる新しい知見を，的確に運転操作

マニュアル等に反映させ，人的ミスによる事故，．故
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障の防止を図るためのシミュレーター訓練を行なっ

て，資質のより一層の向上を図る必要があります。

そのため，運転訓練センターでの訓練体制，特に再

訓練を中心にして体系的な整備充実を図るととも

に，訓練センターのより効率的運用を図る観点から，

多目的利用や地域別設置に至るまで，訓練センター

のあり方について総合的に検討したいと思います。

さらに，運転員の質の確保を図るため，原子炉制御

員の資格認定のため運転訓練センターの訓練を義務

づけるのも一つの方策であると考えます。

　さらに保修員については，従来，社内の教育体系

の中で順次能力段階別に，メーカー派遣教育も加味

しながら各種教育を行なうとともに，日常点検，保

修作業に従事しながら，オン・ザ・ジョブ・トレー

ニング（OJT）で技能取得と向上を図ってきました。

今後，より一層の安全性，信頼性の確保に当たって

は，品質保証の観点から，的確な保修が強く要求さ

れます。保修員の教育と訓練，技能維持を体系的に

実施するためには，保健訓練を図るとともに，具体

的な訓練カリキュラムの整備，充実を図り，設備の

改良，保修検査技術，特に自動検査装置を含めて，

その進歩に伴う設備の充実強化も行ない，資質向上

に役立てたいと考えます。さらに保修員の職種に応

じて，能力を確保する自主認定制を導入する等によ

り，技能レベルの確保および資質向上を図る必要が

あります。その他，保母事業者の技術基盤の強化を

図るため，教育訓練を側面的に支援する体制の整備

を図っていく必要もあります。

　第3番目に技術基盤の確立について，述べます。

　技術開発の重点項目と開発スケジュール，責任体

制等を明確にした総合的な長期技術開発戦略を策定

し，定期的に見直しながら，今後の信頼［生および運

転性について電気事業者が進めるべき課題は次の二

つです。一つは信頼性の向上の問題であり，これに

は三つの項Elがありますが，一つはプラントの予防

保全に関する技術の確立です。内外のプラントの運

転，保修に係わる情報を保修作業に反映させるため

のシステム，実証試験結果等からの機器寿命推定手

法および信頼性の評価手法の開発を推進します。こ

れにより点検取替基準，効率的な予備品運用等保守

管理の合理化を図りたいと考えます。二つ目は事故，

トラブルの末然防止技術の確立です。これはメーカ

ーに負う部分がかなりありますが，情報の活用など

により，機器，部品の劣化等の異常徴候を早期に把

握する予防診断，異常診断技術を開発したいと考え
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ます。さらに品質管理の適正化については，機器部

品の重要度に応じた品質管理手法を確立したいと考

えます。

　もう一つの大きな課題は，運転性，革具性の向上

です。これにも三つの項目が考えられますが，一つ

は運転性，保修性の向上であり，運転支援システム

の開発，保修，検査の自動化を推進したいと考えて

います。二つ目は被曝低減技術の確立であり，点検，

馬路の自営化のための技術開発，主としてロボット

ですが，それから除染作業を効率化するための技術

開発も考えています。三つ目は負荷追従性の向上で

あり，差し当たり日単位の負荷追従に対応できる燃

料，主要機器の開発を進める必要があると考えま

す。．これらの開発課題を推進するに当たっては，今

までに蓄積された運転，国王の経験を十分に活用す

るとともに，わが国の最先端技術であるロボット技

術や光ファイバー技術等を積極的に応用していくこ

とも必要です。

　最後に原子力発電の成熟期を迎え，より一層高度

な信頼性を図るための電気事業者としての課題は多

いが，これを達成する上で最も重要なことは，各分

野で相互に共通する基盤の整備を図り，かつ国，電

気事業者，メーカーが一一致団結して当たることだと

思います。また情報の収集については，国際的な協

力が大切なことは言うまでもありません。

　　　　　　　　　　　　ブラウン西ドイツにお

ける軽水炉の建設および運

転は，1975年になり，初め

て成熟に達したとみなされ

るようになりました。ビブ

リスA発電所の後，最初の

120万kWのPWRが続い
て稼働しました。その時点

では，運転中の4基のKWU製PWR発電所は，わ
ずかに約10原子炉年を経たに過ぎませんでしたが，

実にすばらしい稼働信頼陸を達成しました。ビブリ

スA発電所の運転結果，並びにこれに続くビブリス

B発電所の急速な建設の進展状況を見た後，西ドイ

ツの電力会社は，1975年，1976年の両年に，KWU

製70万kWPWR標準化プラントを8基以上，発注
しました。これらの契約はすべて，KWUのターン

キー方式による契約，すなわち原子力発電所の設計，

建設および運転開始までの一式を含めたものでし

た。これらの受注の他にも，ブラジルおよびイラン

から，この標準クラスのプラント4基の輸出注文を



受けました。こういつた輸出注文は，ほとんどが広

範な技術移転プログラムの一環でした。われわれは，

原子力発電所の将来の安全かつ信頼のおける運転に

とって，これらプラントを輸入した国々が，必要な

インフラストラクチャーの確立のために，その設計

と建設に積極的に参加することが，最も重要である

と考えます。

　これらKWU製標準化PWRプラントは，ビブリ

ス型の設計を厳密に継続したものであるだけでな

く，一一層の開発を象徴したものです。PWRの技術

が開発された最初の時期から，われわれは材料の選

択，品質管理，自動安全システムの重要性について，

また原子力発電所の安全かつ信頼できる運転のため

の蒸気および給水回路の重要性について，強調して

きました。これらの｝982年までに受注した合計12

基の70万kW標準化PWRのうち，第一一番目のグ

ラーベンラインフェルド発電所は運転を開始し，別

の4基が建設中，5件の契約が延期され，2件の輸

出注文はキャンセルされました。しかし1982年に

は，1975年と同様に，現在運転中のプラントの信頼

性と安全性が再び評価され，西ドイツの電力会社は，

いわゆるコンボイ発電所と呼ばれる130万
kWPWRシリーズの建設を決定しました。ことに

KWUにより建設されたPWRおよびPHWR発電
所の利用率は，十分に設計され，運転された原子力

発電所が依然として経済的に魅力あるものであり，

基底負荷需要を満たすうえで必要であることを，実

証しました。

　二一1は，1982年の利用率を示したもので，これ

らはすべて優に80回目超えています。これらの利用

率は，西ドイツの石油，石炭燃焼の火力発電所の平

均負荷率と比較しても，十分に良好な数字であるし，

またその平均は，カナダのCANDIJ発電所の負荷率

と，ほぼ同じです。

　溝じく二一2は，最近5ヵ年の運転停止の内分け

を示したものです。年ごとの燃料交換および検査期

間は，西ドイツ内で通常極めて頻繁に行なわれる社

内検査にもかかわらず，1，000時間以下という低さ

になっていることが，分かるでしょう。また蒸気発

生器の漏洩，…次冷却材ポンプのシール故障，燃料

要素の欠陥および乱流発生装置の故障などによる予

定外の機能停止は，大幅に減少しています。

　表一3は，800本の細管を持つKWU製蒸気発生

器の非常に満足すべき結果を要約したものです。交

換したか，あるいは管壁の腐食の発見された蒸気発

生器細管が約20％という比率は，非常に小さなもの

ですが，これは，より注意深い給水管理が導入され，

蒸気発生器が毎年掃除されれば，さらに滅少すると

予想されます。表一4はまた，残りの燃料交換およ

び点検のための運転停止期間が，より進んだ検査技

術やサービス手段の導入によって，どれほど短縮で

きるかについての好例を示しています。蒸気発生器

細管の検査は毎年，5％から7％と急速に頻度が高

まっているにもかかわらず，細管のテストは，これ

までよりもさらに短かい検査期間内に行なわれるこ

とが可能になりました。これは，もちろん自動エッ

ジ・カレント・テスト，テスト評価およびテスト記

録作成が改善された結果，達成されたものです。

　また同様に，原子炉圧力容器および…・次圧力界面

の超音波テストは改善され，自動化されています。

さらにまた，高圧水ジェットによるリモート・コン

トロールでの蒸気発生装置の負荷は，日常の操作と

なっています。検査，メンテナンスおよび万一の修

理の迅速かつ効果的な遂行は，そのために必要な手

法や工具が入手できるかどうかに，また，経験を積

んだ作業員の技術にかかっていると言えるでしょ

う。そのように．口分に開発された原子力発電に関す

るサービスの能力があれば，検査期間を短縮するの

みでなく，松田氏がすでに指摘したように，必要な

人員の数を削減することになるでしょう。したがっ

て，原子力サービス能力が，原子力発電の成熟の一

つの重要な側面であると強調しても，過言ではない

でしょう。浜口氏もまた，このことを指摘されてい

ます。

　KWUのコンボイ計画は技術的設計および安全性

の原則を厳密に継続していることを，ここで強調す

べきでしょう。標準化PWRのわずかな修正は，主

として燃料の燃焼効率の向上，メンテナンスの改善，

要員の作業の軽減，また人と機械とのインタフェイ

スの改善のために行なわれたものです。また，コン

ボイ計画の負荷サイクル能力に対しても，特別な検

討が加えられました。リミット・コントロール・シ

ステムが改善され，また必要な計装が導入されれば，

電力密度分布を管理し，将来，負荷サイクル能力を

提供することになるでしょう。林氏はすでに，将来

の運転におけるその重要性について，強調しておら

れます。

　しかしながら，KWUのコンボイ計画の中心思想

は，西ドイツの電力会社によれば，一連の同型の70

万kWPWR発電所を設計，建設し，それによって極
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めて高い信頼性と安全性を得るため，運転により証

明された基準技術を利用することです。5件の契約

済みコンボイ計画のうち3件は，すでに建設許可を

受けており，すでに土木建設工事が開始されていま

す。6基までの同型発電所を似通った時期に建設す

ることによって，かなりの額のコストが削減できる

とともに，同…一の許認可書類を繰り返し利用でき，

これは許認’可取得や発注の際の遅延を避ける助けに

もなります。

　ここで申し上げたいのは，KWUのコンボイ計画

の技術はまた，日立，東芝，富士電気，KWUによ

・る，いわゆる「JK　PWR」と呼ばれる合同フィージ

ビリティ・スタディ　（’可能性調査）のための基盤と

なるものです。日本における必要性や東京電力の希

望に従い，プラント配置およびプラント設計は，こ

とに耐震性に関する部分がわずかに変更されていま

す。その…方で，システムおよびコンポーネントの

設計は，日本の規準が許可する部分についてはすべ

て，そのままです。なぜならば，原子力発電所の安

全性と経済面での利点は，主として技術の継続性と，

運転により実証された原則の適用によって獲得でき

るものであると，強く確信しているからです。

　アブダラム　図1に示さ

れている1982年末現在の

世界各国（東側陣営および

その衛星国を除く23ヵ国）

のPWRの細分は，以下の
通りです。

一あらゆる方式の原子炉シ

　ステムを持つ総計234基

　の原子力発電炉のうち，47％，すなわち110基が

稼働中のPWRでした。これら110基のPWRは，

約9，000万kWの純発電能力を有しており，これ

　は世界の全発電能力の60％に当たります。また，

　累積稼働年数は，750原子翌年です（図2）。

一現在建設中，あるいは受注されているプラントの

数に基づけば，PWRはユ990年越ら1995年の間

　に226基に増加すると見込まれています。これは，

現在稼働中の全期電炉の52％増となります。これ

　らの226基のPWR発電炉の純電気出力は，2億

1，000万kW，すなわち稼働中の全原子炉システ

　ムの総電気出力の63％を提供することになりま

　す。

　これらの数字は，PWRシステムが過半数を占め

ることを示しています。そこで問題となるのは，こ
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れらの数字をもとに，PWRが完成段階に達してい

ると考えられるべきかどうかということです。

　フランスの計画経験に基づく以下の分析は，

PWRが工業的完成に達している分野を正確に指摘

し，またある程度のPWRの発展がまだ見込まれる

のはどのような分野であるかを見極めることを試み

ています。

　各国のPWR機器のさまざまな製造業者は，主要

な設計オプションの選択に当たり，同時にかなりの

程度統一一性を持たせる方針を採用するようになりま

した。

　このため，以下のような主要なPWR機器ならび

にシステムについては，次第に統一のとれた設計が

行なわれています。

一ほぼ同サイズの17×17平方の列に配列され，同一

　の直径を持ち，原子炉の運転停止の際に再装填さ

　れる円筒型燃料捧。

一鋼製圧力容器に垂直に設置される部品を持つ，ル

　ープ型原子炉冷却システム。

一ドライ，および飽和水蒸気を発生し，U型チュー

　ブが取り付けられた，ほとんどが再循環型の蒸気

　発生器。

一制御漏れ密封型原子炉冷却ポンプ。

一主要機能を保証する，同一の補助工学的安全シス

　テム。

　PWR機器のために選ばれた設計の有効1生は，最

近，フランスにおいて，EDFならびにCEAの協力

の下に，N－4計画のためにフラマトム社によって実

施されたフィージビリティ・スタディ（可能性調査）

によって，確認されました。これらの研究はまた，

ある種のPWR部品の設計が相対的に単一のもので

あることから生じる利点を強調しています。

　PWR原子力供給システムの種々の製造業者はま

た，性能パラメータと主要部品のサイズの発展につ

いて，ある種の安定性に達しました。

　プラントの性能（原子炉冷却材の温度，ならびに

圧力，蒸気圧）に関する主要なPWR設計パラメー

タは，ほぼ同一・です。ループの能力および現行の

PWRを取り付ける部品のサイズは，現在，技術的に

も経済的にも最高の開発水準に達しており，これは

実質的に現存の工業能力で最高の技術域に近いと考

えられています。

　この傾向は，ここ数年間にわたり，フランスのプ

ログラムであるCPY，　P4－P’4ならびにN－4のため

に製造されたものを含め，さまざまな蒸気発生器の



一一Aのモデルにおけるサイズ，蒸気圧の推移を示す

図3および図4に説明されています。

　PWRの第1シリーズで入手した運転経験，こと

に1967年から1972年の問に実施された運転経験

は，いくつかの問題点を示唆するものであったため，

これを修正する措置が必要でした。

　重要な調査開発プログラムの援助を受けて分析さ

れ，改良が加えられたこれらの措置は，漸次，以下

のような一連の発電炉，特にフランスの原子炉に組

み入れられました。

　とりわけ特記すべき例の一つが，さまざまな形態

の蒸気発生器細管の機能低下で，これについては運

転条件に関する適切な修正（たとえば水化学，系続

的細管，シートの洗浄，その他）や局所的な設計の

修正（たとえば熱・水力，細管0）支持要素，製造技

術に関する改善）が，適用されました。

　その結果，1年から8年にわたって蓄積された，

当初のフランスのループ型ユニット23基について

の蒸気発生器の稼働経験は，極めて満足すべきもの

でした。1982年末の時点で，合計22万本を超える使

用中の蒸気発生器細管のうち，さまざまな理由から

破損が修理されたのは63本，で，破損率は2．4×10一〃

です（図5）。

　一方，燃料負荷の使用性能は，以下の数字に示さ

れている通り，すばらしいものでした。完成済み，

あるいは完成間近の52基の円筒型原子炉のうち，原

子炉冷却システムのヨウ素131の放射能の最高基準

は，これらの20サイクルについて，5×10－4Ciん（燃

料漏れゼロに等しい）でした。さらに，探知された

放射能の最高水準は，5×10－2以下と，原子炉冷却

システムの放射能水準の最大許容設計基準の，わず

か2．5％という低率でした。

　全体的な結果として，90万kWシリーズ（フェス

ネイム1号機からブギイ5号機まで）の最初の6基

のプラント稼働率は，最近建設された石油，石炭火

力発電所と比較して，より優れているとは言えない

までも，相並ぶものです（図6，7）。

　この傾向によって導かれた結果の一つは，研究開

発計画の方針および内容の変更です。

　このような変更の前には，研究開発計画は主とし

て，次のような分野での援助，ならびに支援を提供

することを目的としていました。

一当初経験された問題点を解決し，装置の性能およ

　び信頼1生を改善するとの目標のもとに，設計，製

　造工程，作業過程の条件の設定

一補助分析機器の条件設定

一安全分野に関係する想定，ならびに装置の実証と

　正当化

　現在，研究開発計画は，部品の性能と信頼性を向

上させるとともに，発電所の運転ならびに維持管理

をより容易にすることを目指しています。

　図8は，フランスにおいて1970年代中葉以降，実

施あるいは遂行されてきた主要な研究開発計画の概

略を示したものです。新しい概念が設定されてから

実際に工業的に応用されるまで相当の期間を必要と

するが，PWR技術の分野では，いくつか重要な利

益がすでに生じているか，あるいは入手間近となっ

ています。たとえば，以下のような事項が挙げられ

ます。

一改良型燃料集合体（AFA）用に全長3．7mの条件

　設定。このEDFの90万kW級原子炉への燃料初
　装荷は，1984年末に予定されています。

一原子炉蒸気供給システムのグリッド条件への適用

　性の分野では，制御棒集合体，および制御棒駆動

　機構の摩耗（これらの三三の摩耗抵抗を，800万稼

　働サイクル強にまで改善することが必要とされた

　問題）を解消するための解決法が提供され，また

　日負荷追従のための改良型原子炉起動パッケージ

　（RAMP）の能力が解決されました。

一水力設計の条件設定および原子炉冷却ポンプの耐

　用期間の改善。

一蒸気発生器の二分分離器および乾燥器の設計と性

　能の向上。

　PWRの部品の製造，特に主要な一次系部品の製

造は，最も適切に応用できる生産手段を設計し，装

置の仕様を完成させ，さらに運転モードおよび計算

を成文化，正常化するために，研究室や工場内で，

非常に大きな努力が必要でした。

　たとえば，極めて多様化している溶接技術の分野

（薄いインコネル・チューブの蒸気発生器のチュー

ブ・シートへの溶接から，厚さ150mm以下，あるい

はそれ以上の原子炉容器の溶接まで）では，次のよ

うな工業技術の向一しが適用されました。

一まず最初に，実験研究室での工程および装置の開

　発，次に，さまざまなパラメータを決定，実証す

　るため，またこの工程の反復性を確認するための

　⊥場での実験（これには，12ヵ月以上の期間にわ

　たり，テストを繰り返すことがしばしば必要で
　す）。

一信頼性の高い高精度の部品を専門に製造するメー
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　カーによる工二業開発

　機械操作でしばしば高い精度が要求される（数メ

ートルの大きさの部品に対して100分の数mm以

下）ため，以下のような高精度の機械の選択，ある

いは開発が必要でした。

一600mm以上の厚さを持つチューブシートのため
　α）深音Bドリノレ機械

一蒸気発生器細管支持プレートの釘打ちのための特

　殊機械；これらの機械は，専門メーカ～の参加を

　得て，この特別な応用のためだけに，開発された

　ものです。

　工業化の過程もまた，非破壊検査方法に適用され，

実験研究室，ならびに製造業者の実験室で，上記の

開発段階と同様の手順を踏みました。

　今では，現在開発中の新しい方法における専門技

術（いくつかの工程のための自動装置の使用に関す

るもの）は，すでに入手されているか，または近く

完成する予定であることが広く認識されています。

　このような専門技術の入手は，仕様や方法の修正

を必要とするさまざまな問題や支障を解決するに当

たり，いろいろな経験を積むことにより，可能とな

ったわけです。この専門技術を入手した結果，フラ

ンスでは，表1に示されている原子炉蒸気供給シス

テム，RCCのための機械要素の設計および建設に

関する一連のルーづレが設定されました。

　RCGMは，機械部品の設計，建設および検査につ

いての一一連のルールを規定したもので，フランス原

子力産業の標準慣行について述べています。

　他の火力発電所と比べて，PWRが高い競争力を

持っていることは，最近，フランス政府各省，EDF，

CEAの代表で構成される特別作業部会の研究によ

り，再確認されています。1992年までに商業運転が

予定されている原子力発電所に関する主な結果は，

以下の通りです。

一値上がりを想定した．上での，石炭燃料のコスト

　7．6c／th（1982年のコストは，5c／th）と，石油

　燃料のコスト24．4c／th（1982年のコストは，10．7

　c／th）に基づくkWh当たりの発電コストの見積

　りは，以下の通りです。

　（単位は，1982年1月現在のフランス・フラン）

　PWR：0．20FF，石炭火力：0。33FF，石油火力：

・0．68FF。

　すなわち，各燃料別の比率は次のようになります。

　PWR；100，石炭火力＝170，石油火力＝350。

一1982年から1992年の間，まったく燃料コストの

154

　値上がゆが見られない極端なケースを想定した場

　合，上述の比率はPWR：100，亜炭火力：145，石

　油火力：200となります。

一石炭火力発電所と比較して，PWRは，年間稼働

　時間が2，000時間という部分操業になるまで，競

　争上，有利にとどまることができます。

一PWRと競合するためには，燃料石油のコストは，

　上述の燃料コストの値一ヒがりに関する想定に基づ

　けば，それぞれ7と3の係数で，値下がりが起き

　なければなりません。

　前述の通りのPWR部晶の設計およびサイズの統

一化により，製造業者は標準化された一一連の部品を

生産するようになりました。フランスでは，初期の

火力発電所について同様な政策を実施していた

EDFによって，このような政策が奨励されたが，標

準化がまず最初に主要部品に対して適用され，その

結果，以下の部品が開発されました。

一集合体の両端で，ノズルの長さ，ならびに設計の

　みが異なる2種類の17×17の燃料集合体。

一すでに，使用料の2種類の主要蒸気発生器モデル

　（モデル51，および68／19）と，最近の提案に・

　盛り込まれた二つの改良型モデルb

一すでに市場に出ている2種類の原子炉冷却ポン

　プ・モデル（93D，および100），ならびに最終開

　発段階にある新モデル，N－24。

　PWR部品の標準化は，さらに原子炉蒸気供給シ

ステムに対して適用され，以下のような標準化モデ

ルが製造されています（表2）。

一3ループ型の87万～90万kWCPYモデル。7基
　から成る最初の同型シリーズの完成後，34基の同

　型モデルが，すでに発注済み，または建設中。

一97．5万kW－100万kWの大出力を有する3ルー

　プ型の後続モデル（M30，およびM　31）。

一127万kW－130万kWの出力を持つ4ループ型
　P4－P4’モデル。このモデルの14基が現在建設中。

　また，さらに4基がオプションとなっている。

一EDFと現在交渉段階にある4ループ型モデルの

　N4。

　標準化は，全般的なプラントのレイアウト，およ

び主要な土木構造をカバーする目的で，各種の原子

炉蒸気供給システム，ならびに原子力発電プラント

全体についても，適用が拡大されています。

　この標準化政策は，多数の原子炉の開発と組み合

わされ，広範な工業能力の設定を導く結果となり，

これによって，PWRに関する広範な専門技術が保



証されています。このような能力は，さらに標準製

品に対しても，また施工期間を短縮し，製造段階に

おけるリスクを軽減し得る作業上の技術を確保する

ことに対しても，十分に適用されています。

　原子力発電所の設計，および建設を完全に保証す

るため，大規模な工業能力が，設定されました。

　このような工業能力には，以下のような特別な目

的のために考案された，高性能の分析装置が含まれ

ます。

一原子炉の炉心，および蒸気発生器の分析に使用さ

　れる熱水力設計コード（現在，三次元コードが使

　用されています）。

一応力分析，可変強度分析，破壊機械特性，その他

　の実施のための装置，ならびに手法（その一例と

　しては，現在，フラマトム社機械分析部で使用中

　のTITUSコンピューターコード・システムが挙

　げられます）。

一想定事故の状況下での運転シーケンス，ならびに

　物理現象を分析するための手法。

　生産⊥場では，生産装置を標準化製品に適用でき，

また品質と生産性の向上を促進するオートメ…ショ

ンの拡大から，利益を得ることのできる部品製造を

専門に行なう施設が備えられています。しばしば言

及されるそのような施設の例としては，ペンブフ（フ

ランス）のジルコニウムチューブ工場，ロマンス（フ

ランス），およびデセル（ベルギー）のFBFCの

PWR燃料集合体製造工場，さらには1984年に完成

予定のピエールラット（フランス）のCFC燃料集合

体製造工場や，原子炉容器，蒸気発生器，加圧器が

製造されるフランスのシャロンおよびル・クルゾー

にあるフラマトム社の重機器工場，原子炉冷却ポン

プおよび制御棒駆動機構等を製造するジュモン工場

　（フランス）などがあります。

　さらに，専門分野における作業員の養成に関する

人的要素もまた，無視できない要因であると言えま

す。たとえば，フランスのカダラシュには，発電所

サイトでのテスト，ならびに起動運転に参加する作

業員に対して，訓練を実施するための訓練センター

が設立されています。ここでは1978年の設立以来，

これまでに220名以上のエンジニアが，専門的訓練

を受けています。

　このような多岐にわたる⊥業設備は，不測の事態

に際して，直ちに修正行動を取ることを保証する能

力を備えた，かなりの技術的，工業的潜在力を提供

しています。その最も良く知られた例が，原子炉容

器ならびに蒸気発生器に予期しない問題が生じた場

合で，このようなケースについては，1979年，1980

年に，その分析と処理が成功を収め，現在では完全

に解決済みです。もう一つの最近の事例は，RCC

（制御棒クラスタ制御）のガイド・チューブ結合ピ

ンの故障に関するものでした。この問題は，発電所

サイトでの適切な修理作業によって解決されたの

で，運転停止期間を最小限に食い止めることができ

ました。

　製造技術から得られた専門技術の証明は，90万

kW原子炉の運転開始に関してフランスで記録され

た，リードタイムの短縮によって示唆されています。

　図9は，このようなリードタイムの短縮を示した

ものです。全体の数字は，90万kW原：子炉の建設に

際し，契約の調郎から発電グリッドの接続までの所

要期間が，フェセンハイム発電所およびブゲイ発電

所1号機での最初の90万kW原子炉の建設に要し

た75ヵ月～80ヵ月という工期から，このシリーズ

最後の原子炉の運転開始においては60ヵ月前後に

短縮されたことを示しており，現在稼働中の23基の

平均工期は，65ヵ月となっています。

　しかしながら，これまで述べてきたような部品，

ならびにプラントの設計と標準化の分野の安定化に

よって達成された成熟は，以下の事項のために，今

後ともこれを継続するに当たり，さらに管理された

発展の可能性があることを否定するものではありま

せん。すなわち，

一今後，技術上の制約についての変化が生じるに従

　い，その利益に浴するとともに，現存の技術の新

　しい展開からも利益を得ることQ

一いくつかの点に関して，製品の質の向上を図るこ

　と。

　第一の点については，より大型の部品の鋳造技術

の開発，あるいは原子炉容器をより容易に鋳造する

新しい製造技術，またはそのような技術の向．ヒ（溶

接の減少，基礎金属の晶質の向上）によって生じる

可能性が挙げられます。溶接技術や計装，データ処

理方法の全般的な発達もまた，そのような発展に貢

献することができるでしょう。

　第二の点は，以下の事項を主要な目的としている

現行の研究開発計画の拡大に係わるものです。すな

わち，

一信頼性，ならびに安全性の向上

一メンテナンス要因の放射線被曝の危険性の軽減

　燃料サイクル・コストの削減や，現行設計で使用
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される核分裂性物質の使用量の削減に関する研究開

発もまた，継続中です。このような研究開発は，炉

心の修正にのみ係わるもので，主要な原子炉蒸気供

給システムの部品に家で及ぶものではなく，これに

ついては基本的に不変です。

　以上に述べた分析について，PWRの到細した完

成の度合いに関し，各人がそれぞれどのような結論

を引き出すかは，自由です。

　しかしながら，フランス政府，EDF，ならびにフ

ランス潔業界が，PWRシステムを開発するために

当初採択した決定が，その決定から現在に至るまで，

最善の選択であったことが証明されるならば，それ

は，フランスの原子力計画が，1969年以来，当時こ

の計画の完全な成功を約束する最大の可能性を持っ

た原子炉の種類を基盤に遂行されてきたからであり

ましょう。この可能性は，その後，フランスにおい

て採用された政策によってさらに大規模に展開され

ましたが，この政策は，集中，標準化，継続という

三つのキ…・ワードに要約することができます。す

なわち，フランスの政策は，以下の三つを柱とする

ものであったのです。

一工業，およびエンジニアリング能力の集中

一部品，およびモデルの標準化

一プログラムの継続

　　　　　　　　　　　　西　わが国の軽水炉産業

における技術開発の経緯と

現状について簡単に触れ，

次の多数基プラント時代を

迎えての技術の高度化およ

び産業の高度化について，

私ども原子力機器メーカー

の役割を述べます。

　わが国においては，原子力発電など原子力開発が

始まって四半世紀が経過しております。私ども原子

力機器メーカーは，1950年代後半から各種研究炉に

よる研究開発を進め，1960年代にはアメリカの軽水

炉メーカーであるGE社，　WH社から技術導入を図

るとともに輸入炉である敦賀1号機，美浜1号機，

および福島第一…1号機の建設に参画し，技術の蓄積

に努めました。これらの先行炉の建設経験に基づく

技術を集約し，商業用国産炉の建設が急速なテンポ

で進められ，私ども原子力機器メーカーは，この間

国産化推進体制を確立し，現在では，ほぼ100％の国

産化を達成しています。また最近の5年間は，軽水

炉の十余年の建設運転経験に基づく自主技術によ
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り，軽水炉の改良標準化を官民一体となって推進し

てきました。その成果は川内1号機，福島第二：ン2号

機以降の原子力発電所に採用されています。

　わが国の軽水炉技術は，前述の努力により，稼働

率・信頼性の向上，標準化の定着などの目標に多く

の成果がみられるに至っていますが，さらに今後の

エネルギーを担う電力供給源として原子力発電所に

対して，その運転性，経済性等の面から高度な技術

開発の要求が高裁ってきています。このような観点

から，今後の技術開発についての原子力機器メーカ

ーの役割について，申し上げたいと思います。その

大きな動きとして，わが国のメーカーの軽水炉技術

レベルの向上を背景とした海外軽水炉メーカーとの

技術交流が活発化し，国際協力による日本の国情に

合った次期E体型軽水炉（第3次改良標準化）の開

発が取り上げられ，現在これらA…BWR，　A－PWR

の実現を闘指した基本設計および開発試験が実施さ

れています。A－BWR，　A－PWRは，信頼性・安全

性の向上，被曝低減，運転性の向上，大容量化，経

済性の塗上を目指したものです。

　次に高度化の技術テーマの一つとしての信頼性の

向上について，申し上げたいと思います。

　まず第一一にプラントの予防保全に関する技術を確

立することが重要です。プラントが予定運転期間中，

トラブルを発生することなく安定した運転を継続す

るためには，定期点検時の計画即下作業において機

器の点検，部品の必要な予防的取替等を的確に行な

うことが重要です。このためには内外のプラントの

運転即妙に係わる情報を保修作業に反映させるため

のシステムや実証試験結果等からの機器寿命推定手

法および信頼性評価手法の開発を推進することで

す。また原子力発電所の運転情報を収集，分析する

ことにより，機器部晶の劣化等の異常の徴候を早期

に把握し，その異常が発電所の運転に支障を来たす

事態に至る前に必要な措置が講じられるように，予

防診断技術を開発していくことが重要です。

　次に品質管理の適正化であります。原子力発電所

を構成する機器部品の重要度に応じた品質管理手法

を確立するとともに，バルブ等の標準化設計，製作

が行なわれる機器については，信頼性実証試験デー

タの活用等により合理的な晶質管理手法の確立を図

ることです。

　次に設計，建設の合理化について申し上げます。

原子カプラントの運転実績，故障データなどの分析

および実証試験データなどの結果を評価し，設計余



裕の適正な見直しを実施していく必要があります。

たとえば大川大証テストに基づく⊥学的安全設備

（ECCS）の余裕の適正化，高燃焼度燃料の開発等に

より，燃料資源の有効活用に役立つ炉心設計の検討

などです。

　またモデルエンジニアリングによる設融の集約，

提出図表の標準化など合理的手法により淑計の合理

化を図ることや標準設計の定着化（バルブ等機器標

準化を含む）を回ることによって，設計，製作のリ

ピートによる合理化を図ることが重要です。

　また建築，土木，機器を含めた総合的建朕⊥法の

合理化，たとえば大型建設機械の採用，建設工法の

再検討，大型ブロック工法の採用などにより，また

安全番査の標準化（形式認定），使用前検査の合理化

などによっても，建設期間の短縮を図ることは経済

的メリットにつながると考えられます。

　次に連転性，保修性の向上について申し上げたい

と思います。まずプラントの運転性の向上を図るた

めに，運転員が運転中のプラントの異常事象等に的

確に対応できるよう適切なガイドを与えるための運

転支援システムの開発，プラントの起動時間の矢二縮，

制御棒操作時の出力調整の迅速化，長期連続運転に

適応した信頼1生の高い高性能燃料の開発を進めるこ

とです。

　また保修性の向ヒとしては，三三作業，検査の効

率化を図るため，三二，検査機器の自動化，たとえ

ば燃料自動交換装置．制御棒自動交換装置，自動ISI

山回，炉内点検ロボットの活用等の新装置の開発を

推進していくことが必要です。

　さらに被曝低減技術の確立も工妥な課題です。原

子炉運転基数の増大等により保管作業者の総被曝線

量は増加することになりますが，原子力発電の円滑

な推進のため，この総被曝三景を可能な限り抑える

ことが重要です。このため作業環境の改善に関する

技術の確立を図るとともに，点検，保修作栄の自動

化，たとえば自動ISI二三，炉内点検ロボットなどの

技術開発，除染作業を効率化するための技術開発を

推進していくことです。また作業区域機器の放射線

『低減についても，材料等の双計面や水質管理等の

違転面からも改ギが加え’れるべきです。

　次に原子力発亀所の負荷追従性の同上です。原子

力発竜は，その経済性の面から現況では基底負荷運

転を原則としていますが，将来は給竃からの負荷変

動に応じた負荷追従性が要求されるようになりま

す。このため色行追従性として昼夜間の需要変動に

対応する日単位のものと，時々の変動に対応する，

いわゆるガバナーフリー運転等が考えられますが，

日単位の壮行追従性に対応できる燃料，主麦機器の

開発が当面の目標です。

　次に産業の高度化について述べます。

　今後，わ力学の原子力庄業の高度化を進めるに当

たっては，産業の総合効率化と技術基盤の確立を図

ることが三三です。その内容としては，①丁丁体制

の整備，充実，②三三化設計および標準化の推進，

③製造施工方法の合理化，④生産量および保守f㌃業

量の定常的確保，⑤技術基盤の確立が挙げられます。

　まず第一に管理体制の整備，充実を図ることです。

この一環として生産面および保守面の各々につい

て，原子力産業関連従亨著の数の確保と三三の向上

を図る必要があります。このため牛二面では，溶接，

検査などの公白ゴ超度や，メーカー社内の各種制度に

よる資格取得の奨励，さらにこれら有資格著の活用

等によって全体のレベルアップの…層の推進が図り

れています。保三面では，二二訓練センター等にお

ける保修訓練等により強化が図られています。

　第二に，合理化、収計および標準化の推進を図るこ

とです。安全性，信頼性を損うことなく設計の合理

化を図ることは，経済性向上の観点から必須のこと

です。これまで安全性，信頼1生向上を最直点として

進めて参りましたが，その実績が良好なことを踏ま

えて，今後は引き続き安全性，信頼性の確保を重点

としつつ，合理化設計および標準化を進める必要が

あります。私どもメーカーは，設。卜，建設，運転経

験を通しての実績データを整備し，その活用を図っ

てきています。これまでにもシステムや機器の標準

化等標準プラントの実現を図ってきていますが，国

⊥が狭い等，サイト条件の厳しいわが国においては

プラント全体までは標準化しにくいこともあり，必

ずしも十分に標準化されてきたとは言えません。今

後，さらに標準化の拡大，定着を図ることが経済性

の向上のみならず，信頼性の向上にも寄亭するもの

と確信いたします。また，これに対応した。午認可審

査の面でも体制作りが必要です。

　第．に製造施工方法の△理化を…層推進すること

が大切です。また検査の合理化を図るため，メーカ

ーの自主検査の記蝋を最大限に活用することも必要

であり，立会い試験についても，検査の合理化を図

ることが一昌まれます。

　第四に技術共盤を確立することが貢要です。当初，

アメリカ技術の辱人で始まったわが国の軽水炉技術
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は，その咀囎と十数年の建設，運転経験，また自主

技術の開発により成熟期を迎えていますが，さらに

原子力の高度化の目的に沿い先に述べた一一層の信頼

性，終済性向上等の技術開発およびA－BWR，　A－

PWR等，次世代軽水炉の開発を目指し，官民…体と

なって推進することが重要です。このためには聯想

による必要な研究設備，人員等の研究投資が行なわ

れるとともに，その成果の適切なる実施が望まれま

す。

灘　　響

．
恩
讐
熱

℃
声 　プライス　今後数十年間

にわたって話要に見合った

ウランの供給が可能かどう

かは，三つの要因にかかっ

ています。すなわち資源の

地理的な分布と採掘の難易

度に関する情報，経済上の

有用性を左右する価格や市

場の健全性といった経済的要因，原子力開発計画に

依存する輸入政策の三つです。結論か　言えば，ウ

ラン供給は少なくとも2025年までは大きな問題も

なく，想定需要量を賄うことができます。

　現在のウラン市場の状況は概略以下の通りです。

ウランは供給過剰で，いくつかの鉱山，特にアメリ

カのコス．ト高の鉱山が休山もしくは保守中という状

態に追い込まれています。政府と電力会社が保有す

るウラン在庫量は，年間所要量の6年分にも達して

います。市場が好転して現在閉山中の鉱山のいくつ

かを再開できれば，今世紀末までは供給が需要を下

廻ることはまずありえないと思われます。1982年の

ウランの年間使用量は30，000トンで，今世紀末には

80，000トン程度との見込みですが，景気が良くなれ

ば，もう少し増加すると思われます。

　ストックを減らす程度にも限界があります。原子

炉に燃料として入る前に燃料の準備，転換，濃縮，

成型加工の各段階を経ねばならず，それぞれの段階

でウランがストックされていることになります。供

給に政治的その他の不安がない場合，通常18カ月～

24カ月分の供給量が必要です。供給不安をなくすた

め，電力会社は通常数社と契約を結んでおり，数当

月にまたがる；場合もあります。

　天然ウランの過剰以外にも，濃縮ウランの過剰の

問題があります。これは今まで実際に原子炉で消費

された量以上のウラン供給がなされた結果によるも

のです。今年は濃縮契約を繰り延べたのですが，こ

のような契約の延期が将来どのような影響を与える

かは，まだ問遁ではありません。最近の鉱山におけ

るケ産過剰は，数年前の経済成長を楽観的に見た時

の見通しに基づいて開発した結果，生じたものです。

　経済成長は原子力およびウラン鉱業に大きな影響

を与えます。現在のかなり控え目な経済予想では，

1990年代初めには新規鉱山の開肇は必要ないとさ

れています。いくらか楽観的な見通しの場合には，

現在明らかにされている開発計画のかなりのものを

1990年代中頃までに軌道に乗せる必要があるとし

ています。ウラン鉱業の開発を原子炉燃料の需要の

伸びと合せるには，鉱山と発電所の計画・建設リー

ドタイムを同じオーダー，できれば6年程度にして，

計画段階で技術的な問題や政治的問題で開発を中止

することのないようにしなければなり退せん。しか

し鉱山側の比較的短いリーードタイムは，適切な探査

計画，次の開発試掘段階に着手しうる既存鉱床のプ

ール状況，詳細な鉱山フィージビリティスタディの

準備といった条件に左右されます。

　燃料サイクルでは，たとえば濃縮プラントのテー

ル濃度について，いくぶん楽観的な見通しがありま

す。これは年間必要量に対し±10％程度影響します。

再処理やリサイクルは，原理上は30％程度の節約に

なりますが，1990年代中頃から後半までには需麦・

供給に大きな影響を与えるとは思われません。

　需要と供給の健全な関係を維持していくには，複

雑なウラン市易やウラン生産者，電力会社その他核

燃料サイクルに関係する業種の門題を理解する必要

があります。ウラン協会ではこの目的のため，討論

会を開催しました。会員は何らかの形でウランに係

わっており，半数以上の方々がウランを使用してい

ました。ウラン協会は日本の会員の方々に御支抜頂

いたことを感謝します。

　世界のウランの低価格確認埋蔵量＊と推定資源

（RAR）は，国際原子力機関（IAEA）0）評価では

200万トン＊＊のオーダーとされていますが，正確な

数字は鉱石の採掘コストに依存します。さらに「推

定走加資源（EAR）」が約300万トンあり，その他700

　＊開発コストがU30B　1ポンド当たり50ドル以下のもの。このコストには売り値に含よれる。者々の糸費は含まない。これらの
　経ぎを含めると，Townsenの評価によれば，｝均して1．5倍～2倍となるとされている。
＊＊この論文で使用しているこの数子は豪州のRoxby　Downsで100万トン以上の大鉱床が発見される以前に導かれたものであ
　る。

158



～L500万トンが存在すると言われていますが，こ

れは理論的なものに過ぎません。ここで注意しなけ

ればならないのは，推定資源と推定追加資源を加え

た500万トンという値は，あくまで現在知られてい

る量というだけのことで，以下のような理由から間

違っている可能性もあります。これらの量の多くは

まだ確認されてはおらず，鉱床の存在や地質探査な

どの結果から分布を推定したものです。また，はっ

きりと確認されたものであっても，価格などとの兼

ね合いで金山掘り出すとは限りません。たとえばウ

ランの価格が低い場合には，全量採掘可能であって

も，低品位の鉱床には手をつけないということもあ

ります。また，はっきりと確認された鉱床であって

も，経済的な理由から公表しないでおくこともあり

ます。地球上のかなりの部分が詳細な探査を待って

いるというのが現状です。

　ウランは特別稀な元素ではなく，地殻内の分布や

集中を支配する基本的な原則もかなり良く分かって

います。たとえばウランは地表面の酸化し易い条件

のところによく移動することが知られており，この

ことから鉱床が広く分布していることが説明づけら

れます。このような理論的考察によって「理論」埋

蔵量を評価するわけです。ウランを長期間にわたっ

て鉱床の中に固定し移動しないようにしておくよう

な条件はかなり稀ですが，多くの地域がまだ探査不

十分であるため，もっと多くの有用な品位のものが

発見される可能性があります。

　既知の鉱床が生産開始となるにつれ，新たな可能

性のプールが維持のため必要となります。これには

引き続き探査が必要です。過去の探査活動は，特に

北アメリカでそうですが，ウランの市場価格の周期

と同様の傾向を示しています（図1）。探査をし続け

るニーズは，ウランの価格レベルに影響をもたらし

ます。探査にかかるコストは大きな開きがあり，10

万ドル以下という破格の鉱床もありますが，普通は

鉱石レベルから確認レベルにするまでにU3081ポ

ンド当たり1～3ドルという値がよく引用されてい

ます。つまり大きな鉱床であれば100万ドル以上の

資金がかかるわけです。しかもそのような巨額の資

金をかけたからといって成功の保証はありませんか

ら，運は探りを入れる技術同様に大きな役割を果た

します。したがってジョイント・ベンチャーへ参加

することによってリスクを低減しようとする傾向が

あり，日本の企業もかなりの数が，このようなジョ

イント・ベンチャーに参加しています。

　ウランの探査にこれまでかなりの努力が注がれて

きたところでは，ウランの探索はますます困難でコ

ストがかかるようになってきています。発展途．ヒ国

では一一般にそれほど一卜分探査が行なわれてないの

で，新しい鉱床が地表近くに発見されるチャンスも

高いのですが，これらの国々はインフラストラクチ

ャーが弱いため，探査とそれに引き続く開発の両方

にコストを上乗せすることになります。

　最近はウラン契約のほとんどが長期契約となって

おり，スポット市場を通る割合はほんのわずかとな

っております。長期契約は基本的には原子力産業の

発展を考慮してなされていますから，新しい鉱山の

開発計画の資金調達も行ない易いのです。最近ウラ

ンのストック量が増えた結果，スポット市場の動き

が激しいのですが，この長期的な計画を動かすほど

のことはないようです。少量のスポット購入による

市場があるため，鉱山のタイムリーな開発を促すこ

とはかなり困難な状況です。

　第一次オイルショック以降，すべての鉱産品と同

様，ウランも価格が安定しませんが，かと言ってウ

ランが他の金属と比べて特に大きく価格変動したと

いうわけではありません。ウランのスポット価格は

1973年に7ドルであったのが最高45ドルと約6．5

倍にも上がりましたが，同じ時に錫は5ユ倍，亜鉛

は1971年からig73年にかけて8，4倍にも上昇して

います。ウランのスポット価格は1978隼／79年にピ

ークに達した後，急速に17ドルまで’下がりました

が，これは原発反対派の活動により原子力発電所の

認可がおりず，電力会社がウランを売りに出さざる

を得なくなったためです。この結果，ウラン生産者

が電力会社からウランを貿って，それを供給契約を

結んでいる他の電力会社に売るという異常な事態と

なりました。長期契約価格はスポット価格ほど激し

く変動していませんが，最近は上昇傾向にあります

（図2）。

　アメリカは西欧よりスポット契約のウランを多く

使用していますが，これは近年スポット価格と長期

契約価格に差異があるため，電力会社に対してスポ

ット契約を増やすようにと政治的圧力（たとえばア

メリカの公益電力委員会などから）がかかったから

です。個々のユーザーは有利な方の契約を結ぶこと

ができますが，ユーザー全体に対する長期的な影響

は，探査費，資本費，運転費，閉山．費を含む全体の

採掘コストがどちらの契約でも同じですから，ほと

んど変化はないと思います。
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　鉱山の閉山コストは，その鉱山と採鉱歴で大きく

変わります。過去の生産で1ポンド当たり1ドルと

いう数字が引用されてきたことがありますが，規制

当局で議論されているいくつかの条件が最終的に履

行されるとすれば，かなりの額になると思われます。

　将来の価格傾向の評価というのは，ご存知のよう

にあてにならないものですが，Douglasはウラン供

給者にはユーザーと強く結びついているグループと

開放市場に製品を売る「商人」の二つのタイプがあ

ると指摘しました。商人の方は競争して安く売りま

す。ユーザーは恐らく結びつきの強い供給者から，

たとえ低品位鉱山の割高なウランでも，供給保証を

条件に貿うでしょう。この前提に立ってDouglasは

図3のような「需要一供給曲線」を示しました。こ

こで大事なことは1990年代の初めのように価格が

上昇しても，他の燃料サイクルコストを除くと天然

ウランが全体の発電コストに占める割合は10％以

下であるということです。図4はTowsendによる

全世界平均のウラン価格の長期傾向予測で，IAEA

の資源評価やOECDの需要予想を基に物価を一定

として，評価しています。

　ウラン鉱業の構造は，現在変わりつつあります。

多くの企業が市場に活気がないためウラン生産計画

を放棄しました。この傾向は特にアメリカのエクソ

ン社のような石油会社においてはっきりとしてお

り，ウラン生塵に対してかつて持っていた熱意はか

なり薄らいでいます。これに対し電力会社の多くは，

将来の燃料供給を保証するため，鉱山開発計画の法

的権利を保持しています。

　原子力計画を持つほとんどの国々は核燃料を輸入

に頼っています。しかし，いくつかの核燃料の輸出

国の政府は，国民に対し，輸出によって核拡散が起

こっていないことを示す必要があります。1970年代

になってウラン生産国はその輸入国に対し，核不拡

散条約やIAEAの保障措置に加えて二国間協定を

結ぶことにより，輸入物質を自由にできないような

規制を課しました。しかし，これらの規制は行政管

理上わずらわしく，その効果が不明確で，技術的な

計画を立てる際の障害ともなりました。1978～80年

に行なわれた国際核燃料サイクル評価（INFCE）で

これが見直され，その結果より機能し易い枠組が目

下模索されつつあります。これはすなわち，ウラン

消費国の政府が核不拡散を約束する限り，燃料の供

給を政治的に妨害される心配はないということを保

証する一助となるわけです。
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　しかし，それにもかかわらず消費諸国は，それぞ

れ独自の適切なストックパイルのレベルを設定する

と，燃料の濃縮や成型加工用の個有のニーズだけで

なく，政治的な供給停止（たとえば選挙後に輸出規

制が強化される）や技術的な供給停止（たとえば大

きな鉱山での予想し得ない技術的トラブル）を考慮

に入れる傾向があります。

　いくつかの生産国の政府は様々な理由から，ウラ

ン鉱業の開発計画をその管理下に置こうとしていま

す。これまで，このことがウラン消費国のウラン入

手に対して特に問題を起こすには至っていません。

いくつかのケースでは生産国の政府が天然資源を合

理的な価格以下では売ってはならないと輸出時に最

低価格を設定しようとしましたが，石油の時の経験

からも分かるように国際競争は激しく，この最低価

格は市場の趨勢に押されて早々に撤廃されました。

　高速炉の開発と建設が急速に進むという従来から

の論拠は，燃料効率の劣る熱中性子炉の資源の入手

性に関して疑問を呈しております。この論拠は，数

年前に原子力発電の成長率の楽観的な予測をもとに

強まりました。それ以後期待値は下がって，現在の

将来見通しは，どれも1982年のIAEA「赤本」の低

成長予想の線に近いものとなっています。IAEAの

推定埋蔵量と推定追加埋蔵量の資源だけで考えて

も，2030年以前にウランがなくなることはありえな

いと思います（図5）。実際，高速炉が経済的に必須

のものとなるまでにはまだ相当の期間があるという

意見には，このような強力な根拠があるのです。

　もちろん，FBRの発電コストが軽水炉の発電コ

ストに匹敵することが確実になれば，FBRが十分

に開発され次第，炉型をFBRに移すのが正当な方

策であることは言うまでもありません。しかしFBR

の支持者ですら，このようなことは雷っていません。

天然ウランが現在の市場価格に少なくともとどまる

うちは，FBRの発電コストの方が割高であろうと

いうのが大方の見方です。この発電コストの差は現

在のウラン価格の場合で30％程度と言われており，

資本費の差もほぼ同じオーダーとされています。そ

れ故，恐らく高晶位鉱床が採掘し尽されてウランの

価格．ヒ昇がギャップを埋めるか，あるいはウランの

供給がスムーズにいかない場合を考えて，実際上長

期的に燃料の供給が保証される代償に割高なコスト

を支払うという政策決定でもしない限りは，高速炉

が大々的に導入されることはないと思います。

　このような政策検討はさておき，経済性を重視す



るのであれば，現在の長期契約ウラン価格の見通し

は，少なくとも欧州の場合には天然ウラン燃料は発

電コストの高々5～10％に過ぎないという事実から

始めなくてはなりません。ウランの価格が現在の3

～5倍となっても，熱中性子炉はまだ競合性を残し

ています。

　次の問題は，燃料の入手可能性にコストがどのよ

うな影響を与えるかということです。価格が上がれ

ば，低品位の鉱石でも価値が出てくるので，鉱産物

の入手可能性に価格は大きな影響を与えます。

IAEAのデータによれば，コストが3倍になると経

済的に採算のとれる資源量は2～2．5倍になるとさ

れています。また，かなり大きなファクターで増え

ると述べている論文もあります。IAEAの文献では

経済的に利用可能なウラン量は1200万～2000万日

置U（推定資源と推定追加資源に理論値を加えた量）

以上と述べられています。したがってIAEAの数字

を限界とした場合でも，現在の原子力開発計画なら

ば2030年以降まで，ウラン資源は十分に賄えると思

います。

　燃料コストの一ヒ昇はウラン資源の入手の可能性を

広げるだけでなく，熱中性子炉の燃料経済の改善を

促します。1990年におけるウランの年間購入額は40

億ドルと推定され，2030年には200億ドル（1983年

価格）に達すると予想されます。OECDの1982年

「二本」では，軽水炉を改良することにより，少な

くとも15％の燃料節約が可能と述べています。この

ような研究を行なうのは，資金の有効利用のためで

す。高速炉の開発を進めるべきという経済的な動機

を正当化するのは無理としても，この巨額の燃料費

を他のオプションに振り向ける必要があると思いま

す。

　ここで述べた検討は，決して高速炉の開発を否定

するものではありません。高速炉は将来必ず必要な

ものであり，長期間のエネルギー保証は極めて重要

な問題です。また貯蔵プルトニウムを使用する最も

良い方法です。いずれにしても，もし今後数年，熱

中性子炉計画が加速することになれば，大々的なウ

ラン消費に結びつきます。したがって高速炉は必要

な保険政策となります。政策を守ることも大切です

が，計画の策定中に現在の見通しが好転したり，

FBRの経済性が軽水炉並みにはならないと分かっ

たならば，以一ドのような経過をたどることになると

思います。すなわち今後40年以上（現在発注済みの

原子炉の寿命以上）の期間，軽水炉とFBRの競合が

続き，この間にFBR技術を完成させ，建設計画を策

定することになるでしょう。ただし中長期の開発計

画に適切な量の資源を割り当てるという問題があり

ます。原子炉の経済性には多くの要因が関係します

が，もしFBRの経済性が向上して軽水炉と同等に

なれば，ここで述べたウランの供給を懸念するよう

な議論は必要なくなり，路線は増殖炉へと移行する

でしょう。

　ケイロン　軽水炉へのプ

ルトニウム・リサイクルの

問題は基本的にはある選択

に密接に関係しており，そ

の選択は技術的，経済的，

生態学的側面を持っていま

す。この選択とは，使用済

み燃料を再処理するかしな

いかということです。それ故プルトニウム・リサイ

クルの経済性評価には必ず使用済み燃料の再処理の

経済性評価を含めなければなりません。

　再処理を正しいとする意見や止めるべきであると

いう意見など様々な意見がありますが，ここでこれ

らを簡単に振り返ってみたいと思います。

　なぜ再処理が必要か？

　第一に再処理は使用済み燃料に残っているエネル

ギーを回収するために必要であるということです。

ウランとプルトニウムをリサイクルすると，将来の

ウラン輸入量を30～40％減少できます。増殖炉が運

転されるようになれば，同じ量のウランから60倍も

のエネルギーが取り出せ，核燃料の自給率を大きく

引き上げることになります。これは，日本や西欧の

ようにウランも含めて主要な国産エネルギー資源を

持たない国々にとっては，重要なポイントです。

　第二は再処理することにより短寿命の核分裂生成

物からプルトニウムやアクチノイド核種のような高

レベルの放射性物質を分離することができるため，

長期の最終貯蔵に当たって環境への影響がほとんど

ないという点です。

　なぜ再処理を止めるのか？

　第一に再処理技術はコストがかかるからです。再

処理コストの評価額は，天然ウランの独占と価格続

落のため現在の傾向は歪められていますが，ここ数

年間は回収核分裂性物質の価値に応じて増加してい

ます。ただし，この価値が運転コストに占める割合

は僅かです。

　第二に再処理は必ずしも環境に対し問題がないわ
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けではありません。放射線防護の技術が進み，これ

らのリスクを許容できるレベルまで下げたとして

も，なお被曝の問題は残ります。また一般には核兵

器級ではないにしても，プルトニウム転用のリスク

は再処理しないよりする方がはるかに高く，使用済

み燃料の貯蔵に比較して防護手段を増やす必要があ

ります。

　しかし，再処理に賛成したり反対したりするこれ

らの理由も決定的なものではありません。確固とし

た原子力開発計画を持つ大多数の国々は，以下に述

べるような論理を理由に，はっきりと再処理を行な

うことを示しました。

　原子力を選択したのは元々，ウランが高い潜在的

なエネルギーを持っており，代替エネルギーとして

電源エネルギーの供給不安を取り除いてくれる可能

性があったからです。この潜在的なエネルギーを完

全に利用できるかどうかは，増殖炉を含めた完全な

ウランサイクルが形成できるかどうかにかかってお

り，そのかなめが再処理です。

　再処理をしないことやワンス・スルー・サイクル

といったオプションは，このウランサイクルが経済

上あるいは安全上の理由で完成しない場合の代替案

と考えられています。再処理コストは高額ですが，

かと言って環境安全上の要求をすべて考慮すると，

使用済み燃料の最終処分の方が安いとは現状では言

えません。

　さらに安全性や核不拡散の点からも今日では，使

用済み燃料中に長寿命放射性元素が存在すること

や，核分裂生成物の放射能減衰によりプルトニウム

へ近づき易くなることから，再処理をしないという

論議は時とともに逆転しつつあることが分ります。

　結局のところ，再処理否定論とかワンス・スルー・

サイクルは核不拡散政策の中から生まれたものです

が，その妥当性はカーター大統領のもとに国際規模

でINFCEで行なわれた膨大な作業でも確認されま

せんでした。

　さて，ここからは再処理を行なうことを前提とし

て，軽水炉へのプルトニウム・リサイクルについて

考えてみたいと思います。

　考察を簡単にするため，プルトニウムは軽水炉ヘ

リサイクルするよりも増殖炉で使用するのがベスト

であるとします。また増殖炉とそれに伴うプルトニ

ウムサイクルは20年以内に経済的に確立されるも

のとします。

　これらの前提を認めると以下の三つの方法が選べ
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ます。

　…増殖炉の進展に合わせて新規の再処理施設を建

　　惨します。時間的な余裕は十分ありますが，増

　　殖炉用のプルトニウム量は多すぎるというほど

　　ではありません。

　一増殖炉と再処理の開発を並行して進めますが，

　　施設の建設は独立に行ないます。この結果，新

　　設の一時貯蔵施設に使用済み燃料が溜まること

　　は避けられますが，再処理プラントで取り出さ

　　れたプルトニウムは増殖炉で使用されるまでの

　　間，貯蔵されることになります。

　一再処理プラントの開発は前の二つと同様に行な

　　いますが，再処理で取り出された利用可能なプ

　　ルトニウムは軽水炉で濃縮ウランの代わりに使

　　回します。

　第一の方法は理想的で最も良いのですが，産業レ

ベルでは非現実的です。新しい技術の開発には時間

がかかりますが，再処理と増殖炉についても同じで

す。またサイトの選定，地域住民の合意の取りつけ，

新設の使用済み燃料一時貯蔵施設の建設に伴う問題

などはすべて，近い将来再処理施設を連続して建設

していく場合に制限要因となります。

　さらに現在の再処理プラントでは，やがて他国分

の燃料容量には限界がくるでしょう。このため大規

模な原子力開発計画を持つ国々では，自分で再処理

施設を建設しています。

　第二の方法は再処理プラントで取り出したプルト

ニウムを一時貯蔵する方法です。強力に増殖炉の建

設計画を進めている国々ではこの方法をとっていま

すが，この後で述べるように，そのうちに貯蔵限界

がくると思います。

　…方で全般的な原子力計画の後退，またその一方

で後退によるウランや濃縮役務の価格や利用度への

影響が増殖炉の進展を遅らせ，その経済的利点を薄

れさせています。したがって，プルトニウムは10年

以上の長期にわたって貯蔵されると考えなければな

りませんが，核拡散の危険やそれ自身の持つ毒性を

防ぐため厳重な警戒が必要であることから，貯蔵に

はかなりコストがかかります。さらには軽水炉燃料

（高燃焼した燃料）にできたプルトニウムにはかな

りの劇場で重い核種が含まれますが，このうちプル

トニウム241はアメリシウム241に変換してガンマ

線を出します。

　この核変換は速やかに起こるので，プルトニウム

の組成や作業の仕方によって異なりますが，時間が



たつと人間が扱うのが困難になります。

　現在のMOX燃料製造プラントではまだ人聞が
入って作業を行なう必要があり，プルトニウムの生

産から成型加⊥終了までに3年目いう期間が，成型

加工に先だってプルトニウムの精製を行なうまでの

限界となっています。

　第三の方法は軽水炉へのプルトニウム・リサイク

ルです。これについては電力会社からの質問に答え

る形で考察します。

質問1：　軽水炉で大きな改造，変更なしに大規模

なプルトニウム・リサイクルが可能ですか？また発

電所への影響，特に稼働率に対して影響はあります

か？

　発電所の運転については，炉心のプルトニウム燃

料集合体の割合が30％以内であれば，ウラン燃料を

部分的にプルトニウム燃料と交換するだけで，新プ

ルトニウム燃料の位置に注意すれば，何ら支障なく

運転を行なえます。また燃料の取扱い，貯蔵につい

ては，プルトニウム・リサイクルだからといって大

幅に施設や現行の手続きを手直しする必要はありま

せん。

質問2：　プルトニウム・リサイクルによって運転

員や発電所外の公衆に危険はありませんか？

　西ドイツのように長期の経験を積んだところで

は，電力会社はプルトニウム・リサイクルが防護対

策を大きく変更しなくて済むことを確認していま

す。またサイト内作業の監視のため特別な装置をつ

ける必要もありません。集積被曝線量や放射性の気

体，液体の量もウラン燃料の場合と同じです。

質問3：　使用済み燃料の再処理には問題はありま

せんか？

　再処理プラントは，現在のところ，プルトニウム

燃料の受入れを拒否していますが，これはプラント

が通常のウラン燃料の処理で既に飽和しているた

め，プラントの稼働率が低下するからです。

　プルトニウム燃料の再処理は通常ウラン燃料と同

じ方法で行なえますが，純粋な，あるいは機械的に

混合された二酸化プルトニウムは硝酸に溶けにくい

ということと溶液中のプルトニウム／ウラン比が高

いという二つの固有の問題があります。最初の問題

については，新しい粉末調合プロセスで作ったもの

にはこのようなことはありません。二番日の問題は

プルトニウム燃料をPWRで照射した場合，同じ照

射量のウラン燃料の約3倍のプルトニウムが含まれ

るということからきています。このため現在の再処

理プラントでは処理量を下げる必要があり，余分な

コストがかかることになりますが，種々の方法で下

げることが可能です。

　照射MOX燃料から回収したプルトニウム（二世

代目のプルトニウム）の同位体組成は，熱中性子炉

には適しませんが，増殖炉では十分利用できます。

したがってプルトニウム燃料を再処理してできたプ

ルトニウムは，増殖炉用とし，使用済みのプルトニ

ウム燃料は一時的に貯蔵します。

質問4：　プルトニウム再処理はkWhの価格にど

のくらい響きますか？またその一般的な経済インパ

クトは何ですか？

　この質問に答えるため，一般的な背景のもとで使

用済み燃料を再処理すると仮定し，二通りのシナリ

オについて再処理が与える影響を評価します。

　シナリオ／

　一濃縮ウラン燃料を再処理

　一MOX燃料を製造（天然ウラン＋プルトニウム）

　一これらのMOX燃料を濃縮ウラン燃料の代わ

　　りに使用

　一回収したプルトニウムを増殖炉へ入れるために

　　MOX燃料を再処理（照射燃料を長期問貯蔵後）

　シナリオ2

　一濃縮ウラン燃料を再処理

　一再処琿プラントから回収したプルトニウムを増

　　殖炉に入れるまで貯蔵

　評価は最も有効なコスト推定を基に行ないまし

た。プルトニウム燃料成型加工のコストはプラント

の規模などで異なりますが，ここでは年間30tHM

製造のプラントとし，コストを500ドル／kgHMと

しました。プルトニウムの再処理コストは再処理を

行なっているところがないため，かなり理論的な値

です。前にもお話した通り，プルトニウムの再処理

が行なわれていないのは，運転中のプラントがウラ

ン燃料の処理で手一杯であるためと，これらのプラ

ントがプルトニウム・再処理用に作られていないため

です。既知の情報を拠りどころにすれば，プルトニ

ウムの再処理コストは300ドル／kgHMと見積もら

れます（西ドイツではコスト上乗せなしと評価）。プ

ルトニウムの貯蔵コストは三つの主な要素を含んで

います。すなわち純然たる貯蔵，貯蔵から取り出さ

れる際に必要となるプルトニウムの精製（アメリシ

ウムが生成するため），および時問経過によるプルト

ニウムの劣化の三つの費用です。貯蔵費（最低1ド

ル／grプルトニウム／年）と数年後には必要となる精
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市費（6ドル／grプルトニウム）は，どちらも非常に

高額となります。

　二つのシナリオの経済性を二つの違った方法で比

較します。

一プルトニウムの価値をゼロとして，一方のシナリ

　オがもう一方のシナリオよりどれだけ節約になる

　かを計算するという方法。

一一福ﾌシナリオがもう一方のシナリオに比べて余

　分にかかった経費について，その最後の部分にで

　てきた余剰プルトニウムの価値に相当するという

　方法。

　天然ウラン価格を22ドル～35ドル／ポンドU3

08とし，再処理コストを120ドル～150ドル／
kgSWUとすると，プルトニウム・リサイクルによる

経済的効果はプルトニウム価格をゼロとして100万

kWの発電所で2～6百万ドル／年，0．35～1．1ミル

／kWhです。

　次に二番目の，プルトニウムをリサイクルしない

場合に余分にかかる経費がこの場合の最後にでてく

る余剰プルトニウムの価値とするやり方で評価する

と，プルトニウムの1グラムの価格は30～60ドルと

なり，現在認められている価格の6～30倍にもなり

ます。プルトニウムを長く貯蔵すると，プルトニウ

ム241の崩壊が増えて，コストペナルティが上がり

ます。これらの結果を衷1に示します。

　ここでお話した簡単な検討から次のようなことが

分かりました。すなわち再処理を行なうことを選択

した場合には，再処理プラントから出てくるプルト

ニウムを高速増殖炉で消費するようになるまでの間

は，経済的な理由から軽水炉へのプルトニウムのリ

サイクルを行なうべきであるということです。また

プルトニウムのその後の使用法を考えると，プルト

ニウムの貯蔵には非常にコストがかかり，技術的に

もお勧めできません。

　今後10年から15年ぐらいの再処理計画と増殖炉

開発計画を見ると，今から5年ほどのうちに相当量

のプルトニウムが生産されると予想されます。この

5年間は，産業規模のプルトニウム・リサイクル実

証試験を行なうのにちようど良いと思います。この

間に原子力産業界は様々な技術的問題を習得でき，

また安全関係の官庁はプルトニウムの系統的な使用

を認可できるようになるものと思います。

　松田　行政の立場というと，現在，臨時行政調査

会の答申が出ているように，増大する行政の費用を

削減しようという一般的な傾向があるわけです。原
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子力のプラントが増えてくる場合において，行政の

簡素化，効率化ということにより，その円滑な開発

を進めていかなくてはならないという観点に立っ

て，いろいろ考えているわけです。

　まず，先ほどアメリカの方からお話があったよう

に，許認可手続きを簡略化するという話があるわけ

ですが，日本においても，その大きな手続きの変更

というよりは，具体的な申請書類とか，同じ設計の

プラン1・，つまり標準化されだようなプラントを審

査する場合のやり方とか，というようなものを少し

効率化，簡素化することを検討することが考えられ

ます。

　それから，検査をする場合においても，日本では

法律に基づいて，通産省の検査官が検査を行なうわ

けですが，民間の自主的な検査というものをいろい

ろ活用していくことにより，国自身の検査を重点化

するというようなことも考えられています。

　それから，さらに国に代わり　　国民の信頼がな

くてはならないわけですが　　一そういった検査と

か，いろいろな基準の整備等を行なうような検査機

関というものを育成していきたいと考えています。

あるいは，既存のそういった組織をそういう仕事に

活用していくということも考えているわけです。

　もちろん，先ほど話が出ていました，いろいろな

運転情報の収集，分析等においても，国のそういっ

た仕事にそういう情報を十分活用していくような仕

組みとか，組織というものも考えております。

　また，現在，各発電所には常駐で運転管理の監査

を行なう通産省の現地駐在員がいるわけですが，そ

ういった人たちの仕事のあり方，大きなサイトにど

のように配置したらいいか，ということも検討して

おります。

　以上の他に，技術的な開発に対する国の助成策と

いうのは従来から考えられますが，そういったもの

は，先ほどもありましたようなPWR，　BWRの改良

型に適用していくこととか，あるいは大規模な実験

設備等の活用等を国としても進めていきたい，とい

う希望があります。

　以上の他に，いろいろ話題が出ていましたが，国

際協力も国の立場で大いに推進していきたいと考え

ています。

　それぞれのテーマについて，あまり具体的に申し

上げられませんでしたが，項目だけ申し上げると，

国としては以上のようなことを考えています。

　ラィアンズ　AIFは，アメリカ政府，産業，なら



びに利用者の姿勢に大きな関心を抱くものでありま

すから，ここ数年間，政府に対し，わが国の産業に

とって重要なこれらの事項をより積極的に検討する

よう，要請してきました。AIF理事長のウォルスキ

ー氏は，私が，わが国の原子力産業に関するレーガ

ン大統領の先日の二三について，少なくともここで

触れることを望んでいると思います。

　大統領は放射性廃棄物に関する法案に署名した1

月7日，ワシントンのホワイトハウス内のダイニン

グルームにおいて，次のように申されましたので，

私はここに，その言葉を引用したいと思います。す

なわち，「放射性廃棄物法案は，すべてのグループに

とって良いものである」と。このすべてのグループ

とは，夕食会に出席していた産業界，労働界，環境

保護団体のことを指しております。それは何故かと

申しますと，同法案によって，1982年に着手された

放射性廃棄物政策が，遅ればせながら，放射性廃棄

物問題に対する安全，かつ有効な解決策をわれわれ

がいま持つことを保証する手段を提供するものだか

らです。これは，原子力の平和的利用という，アイ

ゼンハワー大統領により，30数年前に開始されたプ

ログラムを達成するに当たっての，一つの重要なス

テップです。このことは，この大統領の言葉の持つ

重要な意味の一つであると思います。レーガン政権

は，アメリカのエネルギー需要を満たすという大き

な課題のうちの重要な…要素として，原子力利用に

取り組んでいます。アメリカ産業界は，原子力によ

る電力の生産のための強力な技術基盤を開発してお

り，またわれわれは，この技術の開発に当たって，

アメリカ国民のより良い生活のために，この技術の

利用を可能にする上で，わが国民の力に負っていま

す。

　また，大統領の二葉を引用する最後に，私は，パ

ブリックアクセプタンスについて，少しばかり述べ

たいと思います。私の故郷であるコネチカット州ハ

ートフォードにおいて，新聞の日曜版が，この地域

の市民の意識調査を行ないました。それによると，

調査に回答した市民の63％が，原子力発電に賛成し

ております。これは，アメリカの典型的傾向ではあ

りません。たいていの場合，原子力発電の賛成者は，

50％以下です。しかしながら，rf］村さんは今朝の討

議の場で，原子力発電の安全性という問題について

どのように民衆を扱うかということに関して，いく

つかの素晴らしいアドバイスを与えて下さった，と

思うのです。CEA（エネルギー認識委員会）は，1983

年に，プライム・タイム（ゴールデン・タイム＝午

後8時～10時）のTV放映に，一般大衆が理解でき

るような一般的表現で，放射性廃棄物の放射能なら

びに原子力エネルギ…について説明するため，史上

最高の額である3，000万ドル以上をつぎ込むことを

予定しています。この活動のための資金は，電力会

社，電力の主要利用者，そして産業界自体から出資

されるものです。皆様は，これらのうちのいくつか

に，関心を抱かれるのではないかと思います。

　議長は今朝，われわれが経済や技術の重要性につ

いて，また，国際協力について，話すよう示唆され

ました。経済については十分に話されたと考えます

ので，技術の向上について話したいと思います。先

ほど私が述べた標準化は，うまくゆけば，本年，パ

ロベルデ発電所の130万kW　3基の発電ユニット

に最初に実現され，その後，パロベルデ以外のいく

つかの発電所に拡大することが可能です。標準化は，

サプライヤー（設備供給者）がこの標準化を，将来

の商業的観点から他の発電所のライセンスに適用す

ることを望むとすれば，10年間の期間が必要でしょ

う。議長はまた，われわれに，その時間的枠組みに

ついて言及するよう，要請されました。明らかに，

もしも10年という期間内に安全性の問題が取り上

げられるとすれば，またこの問題がそのような重要

な性質のものであるならば，そのライセンス供与の

努力を修正するものとなるでしょう。しかしながら，

もしこの基準の商業的適用が価値を持つとすれば，

利用者と，標準化されたプラントを供給する企業は

ともに，引き続き，その供与されたライセンスを利

用するでしょう。

　また，国際間の協力という点につきましては，

AIFは，その国際会員に対し，アメリカにおける原

子力発電所の設計，建設に関する肯定的経験につい

ての出版物を発行しております。この出版物は，設

備の運転について，またそのような設備の運転開始

についても，触れるものです。このような情報は，

世界中の会員に提供されております。

　次に私は，コストについてお話したいと思います。

AIFが，1981年に，約44の電力会社のコスト記録に

関し実施した調査によれば，原子力発電は，石炭を

燃料とする発電に対しては，15％有利か，同程度の

コスト，また石油に対しては60％有利という結果が

・出ました。この調査は，58の原子力発電所，48の石

炭火力発電所，15の大回石油火力発電所について行

なわれたものです。比較においては，投資に必要な
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額や，運転，維持管理，燃料のコスト，また，核燃

料廃棄規定への適合や運転停止に必要なコストを考

慮に入れました。1970年から1980年のあいだに稼

働し，最低1年以上運転している発電所については，

AIF調査は，原子力発電のための平均コストは，1

kwH当たり，2．7セントであると記しています。一

方，石炭燃料による火力発電のコストは，同3．2セ

ントでした。核燃料自体のコストは，およそ0。5セ

ント，または1kWH当たり5ミル，一一方，石炭は

1．8セント，石油は5．1セントでした。AIFの調査

に基づけば，燃料コストは，原子力発電のためのコ

ストの20％以下でした。しかし，石炭燃料，石油燃

料は，それぞれ，発電コストの56％，74％を占めて

おりました。コモンウェルス・エジソン社のような

竃力会社は，産業全体の平均よりもはるかに良い，

あるいは低い率，すなわち，1kWH当たり2．1セ

ント，全発電コストの22％の率でした。またシカゴ

では，平均よりもはるかに高い比率で電力を供給し

ていました。

　しかし，私は一つだけ，このような良い結果に反

することを申し上げたいと思います。それは，「レー

ト・ショック」と呼ばれていることです。新しい発

電所が運転を開始するに当たって，何らかの状態に

より，稼働が許可されないため，建設中の利子がレ

ート基準に入れられる場合があります。したがって，

いくつかの原子力発電所は，運転が開始された時，

はるかに多額のコストを生じることになり，このよ
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うな発電所は，利用者の一部にとって，低い発電コ

ストを持つとは映らないのです。このことについて

も，公衆に説明する必要があると思います。

　林考えてみると，先ほど申し一しげたように，価

格を考えないエネルギーというのはこの世の中に存

在しないわけでして，1973年の石油ショックという

のは非常にアッパーカットを食らったんじゃないか

と思いますが，日本としては官民一体となって比較

的上手に切り抜けたと思うのです。

　1980年の第累次石油ショックは，ボディブローじ

ゃないかと思います。今，その影響がじわじわと現

われており，建設費の高騰ということにつながって

きたのではないかと思います。

　建設費の低減に寄与するものとしては，先ほど他

のパネリストからもお話がありましたけれども，サ

イト．事情に応じた配置計画，あるいは施工方法等を

採用して，建設費の低減も検討する必要があると思

います。

　さらに，この重要度を考えて，設計ヒの余裕度の

見直しをぜひ図る必要があります。そのことによっ

て，建設費用の低減を図ることができるのではない

かと思います。

　それから，稼働率の向上というのはもちろん大事

ですが，先ほどブラウンさんから1982年で平均稼働

率が87．6％という発表があり，実は驚いているわけ

ですが，また後でブラウンさんからコメントをいた

だきたいと思います。そういう稼働率の向上，信頼
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性の向上も，もちろん言うまでもありません。

　一方，核燃料について考えてみると，もちろんこ

れもコスト・ミニマムということを必ず優先する必

要がありますが，濃縮，再処理のコスト低減，技術

の開発も，結局，発電コストの低減につながるわけ

ですが，特に十分時間をかけてやるべきではないか

と思います。

　特に時間をかけることによって生ずる影響につい

ては，再処理工場での長期貯蔵，あるいは従来行な

ってきた海外依存の延長等の問題も，今後検討する

必要があるのではなかろうかと思います。

　浜口　今，林さんが触れられたことにも関連があ

りますし，先ほどの発表で，話が一部，西さんから

もあったかと思いますが，高度化委員会においても，

建設費が最近の原子力は上がってきているというこ

とが話題になってきておりまして，これをいかに低

減するかといったことについて，先ほど来ご指摘の

ような点が指摘されて検討をいたしておるわけで
す。

　すなわち，標準化の拡大，あるいは設計の合理化，

あるいは建設工期の短縮といったようなことを主と

いたしまして，いろいろ検討をしているわけです。

　この議論の過程で，いろいろと数値の問題が出て

まいりました。そういう点で，フランスの方から経

，験とか何かでお話がいただけるなら，こういつた

個々について幾らというわけにはいかないと思いま

すけれども，標準化の採用とか，工期の短縮とかい

ったようなことを含めて，お国ではたくさん同一の

ものを建設しておられますので，どのぐらいの程度，

建設費の節減ができるものか，実績をお持ちになっ

ていると思いますので，お差し支えなければ教えて

いただきたいと思います。

　それからもう一つ，簡単なことですが，私どもの

軽水炉でプルトニウムのリサイクルをやっていきた

いということで，凹いろいろ計画があるということ

が，先ほど林さんからお話がありました。そして，

こういつたプルトニウムのリサイクルを行なう場合

の難しい点についても先ほどお話がありましたが，

その他に何か技術的に難しいような，何かサゼスチ

ョンをいただくような問題はないのか，お伺いでき

たらと思います。

　アブダラム　このコストに関する質問の答えです

が，あなたがたは，非常に難しい質問をお尋ねにな

ったと言えます。それはなぜかというと，生産コス

トがどの程度かを説明するためには，天稗の両側を

知らなければなりませんが，われわれはそれを知ら

ないからです。

　われわれは天秤の…方，つまり低い方については

知っていますが，高い方は，これまで経験していな

いので，分かりません。したがって，われわれがこ

れまで，標準化によってどの程度コストを削減でき

たかは，残念ながら，お答えできません。そこで，

あらゆる国々が，どのようにわれわれがそのような

低コストを達成できたかについて，知りたいと考え，

そしてことに目本が，この問題に大きな関心を持っ

ていることを知っていますので，それについて少し

言及したいと考えます。

　われわれは，このようなコスト削減が可能となっ

た主な要因は，成功の要因として，すでに発表した

事柄であると思います。すなわち，それは一般的に

言って，企業がそのコスト削減の潜在力，自社の負

荷を増すことによって，コスト削減を可能にする技

術的能力を持つことに努力を集中してきたからで

す。第二に，恐らくは標準化が最も重要な要因の一

つであったといえましょう。なぜならば，それによ

ってわれわれは，数多くのコンポーネントを次々に

製造することができるからで，われわれのシャロン

工場を訪れた外国人の方々は，反応から察しますに，

ワン・フロアーに，それぞれ異なった製造段階にあ

るおよそ50基の蒸気発生器が並んでいるのをご覧

になって，コスト削減を達成できた主な理由の一つ

を，感じ取られたと思います。

　第二番目の観点，コスト削減達成の第二の要因の

影・響は，非常に重要なものです。それは，恐らく，

われわれがあるプラントから次のプラントへ，ある

ユニットから次のユニットへと，完全に標準化を図

ったことによって，リード・タイムを短縮できるこ

とによるものでしょう。われわれは，標準化によっ

て事故発生のリスクを減らし，また事故が起きた場

合の修復のために費やす時間を減らすことができま

す。したがって，リードタイムの短縮は，全体コス

トにかかる利子を削減するという意味で，コストの

削減につながります。

　第三三の要因は，プログラムの継続性ですが，これ

も重要な要因です。なぜならば，これによって，製

造業者や電力会社は，何年も前から，建設の方法，

中心テーマ，またプログラムのための未充足需要な

どを把握，採用できるからです。こういつた事項は，

当然，コスト削減の要因であると私は確信しており

ます。私の答は，量的ではなく質的な面からの回答
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ですが，この場におきましては，皆様方はこれ以上

の詳細な数字の説明は期待しておられないと考えま

す。

　さて，この機会にもう一言付け加えたいと思いま

す。われわれはこれまで，標準化について，多くの

ことを議論してきました。実質的に，発表者の全員

が，二つの異なった方法で標準化について語ってき

たと言えるでしょう。その一つには，何人かの方々

にとって，標準化は一つの目的，つまり将来の目標

として取り上げられてきました。また他の方々にと

っては，標準化は結果として取り上げられました。

しかし，そのいずれにしろ，われわれは標準化を現

在の問題，つまりごく最近の過去か，近い将来，す

なわち，多かれ少なかれ現在の問題として語ってき

たのです。

　さて，もしわれわれが今後の課題として標準化を

議論するならば，私は，これまでの全発表者が実質

的に言及してきた，極めて璽要なもう一つのポイン

トが，ここにあると思うのです。そのいくつかの観

点について，ここで強調したいと思います。それは，

国際間の協力という問題についてです。われわれは，

この国際協力が，原子力の将来に係わるものである

と確信します。すなわち，ひとたび国内での努力が

達成された後，開発していかねばならない今後の課

題であると思います。つまり，先進工業国内でこの

問題が成熟期に達したならば，次に，国際間の協力

分野で二つの大きな困難，あるいは問題点を生じる

ということです。その一つは，資金の問題，すなわ

ち，先進工業国から開発途上国に向けて必要とされ

る融資，あるいは資金の投入です。2番目が，マン

パワーの問題，すなわち，同様に先進国から途上国

への熟練技術考の流入という問題です。実際，私が

考えますに，発展途上国において，原子力の開発が

本格的に開始された場合，そのために必要とされる

人材の問題は，極めて重大なものであると確信しま

す。そして，先進国の人達は，このことを直ちに認

識しておくべきであると思うのです。なぜならば，

これらの国々にとって，いわゆる国際協力のために

必要な，十分に訓練された，熟練した技術者やエン

ジニアを養成するためには，かなりの時間がかかる

からです。

　ブラウン　専門家の方々が，原子炉の非常に多く

の観点について語ってこられたので，私は，いくつ

かのポイントを，補足するにとどめたいと思います。

第一・に，われわれは皆，もちろん加圧水型炉（PWR）
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ばかりでなく，他のあらゆる種類の水冷却型原子炉，

沸騰水型原子炉，またPHWRの加圧重水炉や
CANDU（カナダ型重水炉）の成熟について，合意

しており象す。これらはすべて，将来の電力生産の

担い手となることでしょう。

　第二に，現在の，いくつかの加圧水型炉の技術上

の問題点が近く克服されることは，電力生産の経済

性に対して決定的な要因となるでしょう。ことに，

蒸気発生器の問題点は，できるだけ早期に解決され

なければなりません。残念ながら，改良のための努

力がどれほど急を要するかは，未だ，あらゆる園で

理解されているとは言えません。

　第三のポイソトー一これは，水冷下津炉の成熟に

とって最も重要ですが一は，どの型の原子炉に関

しても，今後いかなる事故の発生も許さないという

ことです。現在，運転中のすべての水冷却型炉が，

一般市民にとって，どのようなリスクをも排除し得

るだけの安全性を持つものであることは，疑いがあ

りません。ビルクホーファー博士はすでに，過去に

おいて，事故による放射能汚染の率が，かなり過大

視されてきたことを証明する十分な証拠があり，こ

のことはパブリックアクセプタンスにとって，最も

重要な発見であろうと述べられました。

　しかし，原子炉を運転している電力会社に課され

る財政上の重大な損失を，絶対的に最小限に食い止

めることも最も重要な事項です。そして最後にまた，

原子力発電所のコストの増大と建設工期の遅延も，

生じることは許されません。ほとんどの国での建設

承認手続きは，短期間に実現されるようになるでし

ょう。それによって建設工期が短縮され，不必要な

努力を減らせることを，切に望んでおります。また，、

広範な改修工事の必要性も，これ以上生じてはなり

ません。しかし，最近のコスト増を招いた他の要因

についても，注意深く分析せねばなりません。たと

えば，原子炉の安全性に関するこれまでの仮定は，

修正が不可能であるか否か，あるいは，品質保証の

度合いが，その必要とされない部分で軽減されない

かどうかについて，分析する必要があります。また，

供給者は，より進んだ建設方法について，研究すべ

きでしょう。

　言うまでもなく，標準化が高度に進めば，コスト

の大幅引き下げの一助となるでしょう。これらの事

項，またその他，多くの適切な施策がすでに講じら

れておりますので，私は，軽水炉の成熟ならびにそ

の経済性が，将来も維持されるかどうかを懸念する



ものではありません。

　プライス　私は，三つの点について述べたいと思

います。その第一は，誤りの訂正についてです。そ

して，第二と第三の点は，二つのことを述べたいと

思います。

　さて，OECD原子力機関事務局次長の元田氏によ

って指摘された誤りについてですが　　ご指摘に

感謝してます一それは，「レッド・ブック（赤本）」

は実際にはOECDから出版されたものでありまし

た。このことは，もちろん私は存じていたのですが，

誤って発言してしまったのです。私が混同してしま

ったのは，この報告書の作成に当たり協力をあおい

だIAEAが，地質学的データを収集し，一方OECD

原子力機関が需要に関するデータを収集したためで

す。したがって，この混同に対し，OECDに陳謝し

たいと思います。

　また私の見解については，二つのことに言及した

いと思います。その一つは，今後開発され得る原子

炉に関してですが，燃料費を削減できる原子炉の開

発に対して，多額の予算が必要となる可能性がある

ことを才旨摘したいと思います。私の論文中に記載さ

れている数字をもとに大まかな計算を行なうと，

2000年までに世界各国は，毎年，核燃料に対し，再

処理ならびに濃縮ウランのための全コストを除いて

も，約100億ドルの資金をかけることが見込まれま

す。これは，天然ウランに対してだけの数字です。

そして，2030年までには，恐らく，200億ドルの資

金が使われるようになるでしょう。これは，年間の

支出としては，かなり多額の費用です。伸び率がも

っと大きければ，年間の支出は，それに応じて，よ

り多くなると思われます。したがって，可能な部分

では，できる限り燃料コストを削減しようという極

めて強力な経済的施策がとられることは，間違いな

いでしょう。この施策が，理論的により効率よくウ

ランを利用することのできる，新しい種類の原子炉

の開発に拡大されるかどうかは分かりませんが，軽

水炉の性能が次第に向上していく限りは，コスト削

減の可能性が大きいことから，その分野に多額の予

算が割り当てられることは確実だと言えるでしょ
う。

　私が申し上げたいもう一つの意見は，そして，皆

様方がそのことを，申し上げる意図のままに受けと

めてくださるよう望むのですが，私は，このところ，

二つの出来事に深い印象を持っております。すなわ

ち，その…一つは，国際協力の重要性が極めて自然に

強調されている一方，人々は，独立性を確立するこ

との重要性を強調する傾向があるという事実です。

私はここに，そしてことに核燃料の分野である種の

矛盾が生じていると思うのです。さらに皆様の注意

をひきたいと考えるのは，タイミングの問題です。

FBRは，核燃料の自給にかなり貢献すると思いま

す。しかし，先日の討議から判断すると，FBRが開

発されるには今後30年ほどの年月が必要と考えら

れ，またそれが実際に設置されるまでには，少なく

ともその後20年，あるいはそれ以．ヒかかると思われ

ます。したがって，われわれは，実際問題として，

どのような場合にも，核燃料の供給のための国際間

の貿易に，およそ50年間は依存しなければならない

という現実を議論しているのです。そこで，これは

．私自身の推量ですが，皆様方は，将来，核燃料の入

手にほとんど困難を生じなくなるのだから，その時

期がくれば，他国への依存からの脱却という問題は，

現在とはいくらか異なったものになる，とお考えに

なっているのではないかと思います。結局，ウラン

は石油のような資源とは違い，極めて容易に備蓄が

可能であるし，また逆説的に，燃料市場を開放して

おくための，ある種の政治的手段としてFBRを実

際に持ち，それゆえにFBRの導入が遅れるという，

奇妙な結果を導くことも考えられます。われわれは

皆，将来を予見するのは非常に難しいと思っており

ますし，私ももちろん，予言者を装うことはしませ

ん。ただ，私は，将来を予測する上で考慮すべき，

このような別の要因があることを，指摘したいと思

います。将来を推測すれば，究極的にはFBRを含

め，他のすべての種類の原子炉導入に当たって，そ

の時期を決定付けるのは，総合的経済性だと思われ

ます。そして，状況がどのように発展するかを眺め

ることは，非常に興味深いと思われます。

　ケイ鵬ン　私は，補足的な説明を行なうとともに，

二件に関し　　その一つは，林さんの発表につい

て，またもう一つはプライスさんの発表について

一一 ｿ問，あるいは発言をしたいと思います。

　まず，プルトニウムのリサイクルについての補足

的説明ですが，私は，軽水炉において，プルトニウ

ムを2度，あるいは3度リサイクル使用することに

ついてお話したのではありません。なぜならば，私

が行なった発表はすべて，もし過剰なプルトニウム

があった場合，それは軽水炉でリサイクルするため

に利用されるということを論証したからでありま

す。しかし，これはもちろん，リサイクルのために
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過剰なプルトニウムを生産することを薦めるもので

はありません。したがって，われわれは，照射の後

リサイクル利用され，酸化物燃料と混ぜ合わされた

燃料は，FBRでの使用のために，できる限り長い期

間，プールしておかなければならないと考えており

ます。そして，第二段階としては，1度リサイクル

された後のプルトニウムは，軽水炉用としてはその

潜在能力の多くを失ないますが，FBR用としては，

そうではありません。これが，私の第一の補足的説

明であります。

　第二の説明は，30％までは，新たな形でプルトニ

ウムをリサイクル利用するに当たり何の困難も生じ

ないとの発雷についてのものですが，これは利用率

をより高めることが不可能ということを意味するも

のではありません。現在，50％にまで利用率を上げ

るという，いくつかの試案があります。これは，別

の2基の原子炉のプルトニウムを1基の原子炉でリ

サイクル用に集中的に利用する利点を持つもので

す。これが，私の発表についての，補足的説明です。

　さて次に，林さんに，日本における今後のウラン

濃縮法の開発に関して，質問したいと思います。こ

のウラン濃縮が，自立性を確保するためのものとす

れば，現時点で，世界には濃縮方法に関して非常に

革新的な能力が生まれているので，もしも世界の需

要を2倍にする必要があるならば，それは思すぐに

も可能なことを保証できます。これが，第1のポイ

ントです。

　第2に，もし，将来，国内での濃縮を一層促進し

て，さらに自給自足度を高めるようにすれば，自国

内にウラン濃縮工場を建設しようと考えているウラ

ン産出国が，濃縮用ウランの提供を何らかの形で妨

げ，代りに，濃縮ウランを輸出する方法を取るかも

しれないことを，懸念しているでしょうか。なぜか

というと，四一立とは，あなた方が，すべての燃料サ

イクルを管理していることを意味するからです。し

かし，もし，あなた方がウラン鉱を管理していなけ

れば，濃縮ウランを管理することは，破壊的な効果

を招くことにもなりかねません。これが，林さんに

対する私の質問です。

　プライスさんに対しては，私はウランの傾向につ

いて，補足説明したいと思います。つまり，実際に

将来，ウラン濃縮能力と濃縮コストが，恐らくはウ

ラン鉱の価格に何らかの影響を及ぼすと言ってよい

と思います。それはなぜかと言うと，濃縮ウランの

コストが，恐らくはウラン鉱のコストと比較して，
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実際原価を下げることになると思われるからです。

したがって，誰もがお分かりのように，濃縮ウラン

のテールを変えることにより，またウラン濃縮プロ

セスの新しい技術を買うことにより天然ウランに換

えて，濃縮ウランを利用できるようになり，天然ウ

ランの消費をかなり減らすことができます。また第

2には，現在開発中の新しい濃縮技術の発見によっ

て，より低コストの濃縮ウランを得ることができる

と思われます。したがって，私は，将来のウラン鉱

の価格の値上がりは，現在予想されているものより，

恐らく小幅となると確信しております。

　プライス　私は，実際何も言及することはありま

せんが，ご指摘の通りに，濃縮技術の進歩により，

ウラン鉱に対する必要性は減少します。しかも，か

なり大幅に減少することになるかもしれないとの意

兇に，同感です。また，こ指摘いただいたことに感

謝します。それは，私が言わんとしていたことを，

強調するものです。すなわち，われわれは極めて長

期にわたり，比較的廉価なウラン鉱を入手できる時

代が来ることを，期待できると思うのです。

　こう申し上げながら，私自身，実際に4～5年前，

このような見解をとった時のことを思い出しており

ます。ご承知のように，このような意見が出された

のは，カーター大統領による研究チームによってで

ありまして，それは同大統領がその職に就く直前の

ことでした。当時，私はこの見解に懐疑的でしたが，

ここ5年間の間に，それを裏付ける証拠が蓄積され

たと思います。そして，私は今，このような見方が

まさに正しい見解であると考えます。不明な点は，

どのようなペースで，原子力発電所が建設されるか

ということです。私が，OECD研究報告の有効な見

積りの低い方のケースとして引用した数字は，かな

り控え目な数字です。私は，このパネルのメンバー

の一人として，この数字が達成されることに疑問を

持つ者はいないと思います。しかし，現在のところ，

この数字をはるかに上まわる率で，それが達成され

ると考えるほどに楽観的見方は取れないと考えま

す。いずれにしろ，子供たちが将来この社会に住み，

事態がどのように進展するかを見るのに，非常に興

味深い世界になりつつあると雷えるでしょう。

　林　非常に難しい問題ですが，実は濃縮について

は，日本としては，1990年あるいは2000年の必要な

ウランの量を想定して，日本の核燃料の自立のため

にも，その3分の1程度を自国で確保する必要があ

るのではないかと考えます。



　それで現在，動力炉・核燃料開発事業団で少量を

濃縮していますが，原型プラントの計画に民間も参

加して，近々電気事業者が中心となり実証プラント

に取りかかる必要があるということで，具体的にそ

の計画を今立てつつある状況です。

　したがって，今ブーメランというお話が噛ました

けれども，やはりこれはわが国の核燃料の自立一

全部の自立ということはとても無理ですが，約3分

の1程度は日本は自前でやる必要があるというの

が，國を初めとするわれわれの方針であり，計画で

す。

　西　軽水炉の成熟時代を迎えて，さらに今後の高

度化という方向に向かっての私どもメーカーの考え

方について触れたわけですが，経済性の向一ヒ，その

中には標準化，あるいは設計の合理化，あるいは建

設の合理化という点が多数あるわけでして，これに

ついては私どもの考え，同時に本日関係の皆様から

いろいろご意見が出たわけですが，触れなかった圏

際協力について，最後に一言申し上げたいと思いま

す。

　特に技術開発に関する国際協力ということについ

て，本日は世界各国からおいでになっておられます

ので，触れたいと思います。

　私ども日本のメーカーにおいては，現在，世界各

国の原子力機器メーカーのみならず，エンジニアリ

ング会祉とも協力体制を固めつつあり，GE社，

wH社，ベクテル社，それから機器メーカーあるい

はエンジニアリングもやっておられますKWU社，

さらにスウェーデンのアセアトム社と，多方面での

技術提携，技術交換協定を結び，開発成果の相互交

換，共同研究開発と積極的に実施してきています。

　先ほど述べた次世代のA－BWR，　A－PWRについ

ても，こういう線に乗って，積極的に開発が現在進

められているという現状です。

　議長　これからも軽水炉，核燃料サイクルを含め

て，原子力産業がいろいろな技術改良を進め，経済

性を改善して，原子力産業が他のエネルギー供給に

比べて優位な立場を持ち続けるため，いろいろな努

力がなされ，工夫が紹介されたわけです。大変限ら

れた時間ではありましたけれども，非常にお互いに

参考になる意見が多く出されたと思います。

　経済性をどのように向上していくか，そのための

技術の改良あるいは標準化，あるいは設計の連続性

といったような問題，あるいは安全基準そのものの

問題，いろいろ関連するところは多く，各国それぞ

れ事情が違っているので，進め方が違うと思います。

　今1二1｛はあまり突っ込んだ議論まではいきませんで

したけれども，改良と標準化といった問題を考えて

みても，日本はこれまで一次，二次改良標準化計画

を進めてきたため，もちろん標準化も進みましたが，

たとえばフランス，西ドイツに比べると，標準化よ

りは改良の方により重点が置かれているように思い

ます。

　フランス，西ドイツはもちろんしっかりした技術

基盤をもとに，かなり早く標準タイプを作って，そ

れを進めていき，量産をしながらコスト低減を図っ

てくるというような方向が出されまして，これは今

後，日本の原子力産業が標準化を進めコスト低減を

図り，もちろん安全性，信頼1生を高めながらそうい

う方向を進めていく上で，今日フランス，西ドイツ，

アメリカから出された，いろいろな過去のこれまで

の経験ないし標準化に対する意見というものは，大

変参考になったと思います。

　それから国際協力について，最後の方で幾つか話

があり，資金協力の問題，あるいは人材の教育訓練

の問題といったことが強調され，また研究開発につ

いても国際協力が必要だということも出されまし
た。

　時明がなかったので，そういう問題までいきませ

んでしたけれども，皆様の頭の中には恐らく軽水炉

の運転のいろいろな故障の経験，改良の経験という

ものを基にし，さらに各国のそういった運転，保修

の経験を豊富に集積し，解析し，それをお互いに伝

えるといったような面での国際協力，それがまた人

材の教育訓練にも結びつくと思います。あるいはま

た，いろいろな故障の事前防止にも役立て得ると思

いますので，国際協力の面についてはそういった情

報の国際的な交流ということが非常に大事であろう

かと思うわけです。

　そういった点について日本からも紹介があり，ア

メリカからも紹介があり，国際的な交流がいよいよ

盛んになって，今後の原子力産業のより安全であり，

より信頼され，より経済的に高いものを作るように

できればということ，その意味での国際協力は非常

に大事なことであり，また，こういつた集積された

国際的な経験データを，今後の開発途上国の原子力

利用にも，そのためのいろいろな人材の教育訓練，

あるいは運転員，保修員の養成，そういった面にも

大いに役立てていく必要があります。これが成熟化

時代の…つの大きな仕事ではないかと思います。
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　その他いろいろ有益な意見が出されましたけれど

も，一々ご紹介する時間もありませんので，私のコ

メントを終わりたいと思います。

172



oo

ﾌ
蝦
⑪
門
仙
』
ω
欝
O
氏
－
属
障
麟
蜘
噂
鯖
σ
　
1
餌
寓
儀
ゆ
野
鼠
　
瞬
O
　
の
Φ
州
細
白
州
州
ρ
の
州
州
而
》
く
噂
義
心
　
の
臼
○
細
Q
鵡
函
跳
腰
州
U
の
鳥
の
Q樋
回
　
①
州
ゑ
⑪
ト

173

め
、
○
◎
0

0
、
頃
⑩

◎o

A
0
の

oo

A
の
◎
o

澤
訟
＼
ゆ

ゆ
⑩
0
囲
＼
N
H

r唖　の
し∩　尊

　め

州
－
而
調
O
野
羽
く

　
　
　
　
餌
陶
N
芝

樋
。
管
餌
隷
霞
鼠

（
卜
、
0
ひ
》

嘲
、
寸
◎
Q

⑩
、
①
◎
o

噂
、
回
合

σ
、
口
笛

噂
、
回
ト

の
茜
◎
o

め
お
◎
Q

回
、
畑
o
o

（
○
、
例
⑩
）

　
　
へ回

　
O
o
o

O
、
讐
◎
Q

め
、
N
◎
o

ゆ
お
o
o

回
、
①
◎
◎

め
み
◎
o

N
、
卜
◎
Q

卜
、
め
◎
◎

N
o
o
ひ
回
＼
ゆ

0
卜
瓢
＼
O
回

0
卜
㊥
回
＼
ひ

⑩
卜
9
＼
N
州

卜
卜
0
円
＼
州

の
ト
①
回
＼
N

め
ト
①
回
＼
○
洞

N
ト
ひ
州
＼
ゆ

0
⑩
ひ
囲
＼
。
り

ひ
N
N
回

O
N
ひ

○
め
創
祠

○
回
◎
Q

◎D

ﾌ
N
回

卜
噂
直
門

○
の
騨

○
め
ゆ

◎o

m
凹

唱
酎
Φ
胴
撰
州
Φ
函
陶
鎧
Φ
馴
的
鈎
ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
煽
Φ
0
の
O
O

　
　
　
　
　
瞬
ω
の
Φ
凄
瞬
Φ
訓
d
門
P

　
回
一
。
ぶ
調
の
Φ
審
勾
⑩
調
O
Φ
露

　
　
　
　
　
ρ
Q
　
一
　
の
屑
酎
ρ
州
ρ
Q

　
　
　
　
　
＜
　
一
　
の
州
酎
ρ
州
ρ
Q

　
　
　
　
　
　
　
ω
門
Φ
の
の
園
O
Q
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ
婿
め
紛
の

　
　
　
　
　
　
蔑
州
Φ
調
ひ
州
鈎
ρ
○

〔W．ブラウン氏表〕

　
　
　
　
　
”
α
◎
0
0
州
＼
N
凶

O
鎧
酎
9
0
H
ω
の
門
毫
O
U

諏
温
州
囲
二
四
σ
瞬
州
⑪
》
の

回
州
“
鑓
つ

の
O
齪
↓
の

η
麟
6
囲
側

　
　
　
騨
（
凝
）
　
N
◎
Q
O
回
　
鰐
州

絢
O
紛
O
の
嘱
　
諏
紛
屑
O
⑩
蜘
邸
O

鱒
噂
①
鵡
O
州
の
o
Q
州
羅
O
O
囲
（
寓
慧
）
　
陶
Φ
凄
O
鳥
細
①
鵡

鱒
紛
麟
⑪
回
側
嘱
○

鱒
の
属
富
島

Φ
箆
の
醐



o◎

ﾏ
鋸
⑩
田
居
　
臼
ω
津
O
仙
－
餌
豊
国
幽
　
噂
鵡
⑩
　
1
餌
寓
儀
　
ゆ
露
鼠
　
旧
O
　
の
Φ
州
剃
周
回
州
ゑ
⑪
州
回
幻
〉
く
　
煽
⑩
Φ
臨

“
N
　
Φ
囲
訟
邸
8

〔W．ブラウン氏表〕

N　　⑩◎o　　、
（ハ　　ト
囲　　◎o

蝉（ハ　　回　　F1囲　　ぐNへ　　も　　　　 も　　　　 ヘ　　へ　　　　 も

へIHOOOQQQO囲　回

回　　稽◎o　　、
（ハ　　回
回　　◎◎

トのNO　 の。う⑩ゆヘ　 へ　 も　 ら　　　　も　 ヘ　 へ　 ん

◎QのQ回QOQOO轡｛囲

○　 囲

◎o　　 、

o　　（ハ
回　　 卜

ひ⑩N㌧◎　　の州　　（ハへ　　も　　も　　ヘ　　　　 ヘ　　へ　　　　 も

。◎oOOOOoOOぐ博 州

。　　の
ト　　 、

o　　卜回　　卜
卜N　　　 ゆトへIQヘ　 ヘ　　　　　　　　 ヘ　　へ　　も　　ゆ

N◎OoOONOO酎（M州

◎◎　　卜
卜　　 、

⑰　　（第
回’　卜

rり○　 回　 卜｛Nぱ｝◎o
ヘ　　ヘ　　　　　へ　　　　　も　　へ　　ら　　へ

Ooり○のOoOOoぐ団 甲→

　
　
　
鱒
調
鵡
⑩
回
画
　
、
り
Φ
の
　
函
諏
　
の
①
ひ
⑩
紛
瀞
O
　
瞬
Φ
調
細
O

　
　
”
・
ゆ
調
O
瞬
州
凄
。
魁
　
、
．
旧
の
鵡
㊨
鈎
覗
　
、
偏
O
調
⑪
臼
Φ
9
ω
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
”
絢
Φ
o
o
鶴
Φ
噴
縄
O
O
　
噂
鶴
σ
　
Φ
9
州
〇
四
瞬
づ
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
の
の
の
鵠
　
函
ρ
　
の
ω
ひ
⑪
細
郎
O
絢
Φ
調
羽
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
ω
Φ
M
切
嗣
耐
⑪
嗣
　
州
Φ
づ
鴨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
の
鳥
薦
鄭
島
紛
鎖
6
囲
O
O
O
　
鵡
州
⑪
島

　
　
　
　
　
　
“
の
Φ
舞
瓢
洲
州
⑪
噛
　
勘
O
調
⑪
鈎
Φ
9
Φ
ゆ
　
田
㊨
Φ
紛
の

鱒
の
絢
州
⑪
倫
Φ
絢
。
噂
Φ
謁
O
ω
、
。
鳥
。
馳
鶴
州
　
、
ひ
一
州
回
Φ
瓢
叫
Φ
勾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簡
門
⑩
ρ
○
細

　
　
　
　
　
　
　
　
（
凝
》
　
o
馳
ω
州
調
州
画
州
ρ
⑪
回
回
⑩
》
＜
一
鶴
O
窺
　
鶴
⑪
Φ
臨

　
　
　
　
　
　
　
㈹
《
訳
》
　
跳
調
州
囲
州
訟
⑪
囲
州
の
刷
く
素
鑓
め
囲
山
g
⑪
Φ
潟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
臼
⑩
Φ
詠

174



uQ

u
O
田
均
翫
Φ
麟
Φ
O
　
繕
の
Φ
ρ
の

コリ
畷
州
〇
四
つ
臼
1
0
0
◎
0

餌
障
価
　
　
P
寓
〉
幽
　
紛
⑪

詞
○
囲
O
Q
償
回
　
ぶ
ρ
州
》

の
鍵
囲
螂
の
Φ
餌
　
寂
ω
Φ
臼

“
6
り
　
Φ
酎
蕊
ゆ
臼

175

　
　
唱
Φ
ゆ
ひ
づ
H
幽
諏
囲
ω
調
心
回
噴
Φ
窪
州
　
、
ぶ
＼
州

噂
○
州
魯
Φ
鳥
　
ゆ
鶴
州
図
Φ
郭
瞬
ω
絢
　
紛
×
Φ
認

　
　
　
　
　
　
　
ひ
麟
州
角
づ
噂
噂
ω
ひ
ひ
瓢
州
鳥
属
＼
州

可
○
、
O
　
　
　
　
　
　
　
N
、
囲

卜
回
、
○
　
　
　
　
　
　
　
卜
、
囚

の
○
、
Q
　
　
　
　
　
　
　
創
、
N

m
O
、
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
崎
、
Q

　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

響
、

頃

噂
、

o N
の

笛
ゆ

9
ゆ

の
へ

○

Φ

の
N
Φ

瀕
而
Φ
H
　
＋
＋
．

謁
心
Φ
H
　
＋

　
　
　
　
　
○

　
　
　
‡
回

　
　
　
　
㌔

　
　
　
　
　
Q

　
　
　
　
　
O

の
の
矧
　
卜
州
囲

州
例
回
　
回
○
州

吋
回
回
　
回
○
回

門
回
囲
．
回
O
H

ひ
○
卜
　
N
卜

α㍉ρ⑩5ρ○州（M（MNの

N
o
o
ひ
回

囲
◎
0
0
州

O
o
Q
α
回

ひ
ト
ひ
回

oo

m
α
州

〔W．ブラウン氏表〕

　
　
　
　
　
（
豊

　
　
　
噂
Φ
び
ひ
誤
州
幽

　
　
の
Φ
ρ
甥
調
　
旧
○

Φ
O
心
調
9
Φ
O
鈎
Φ
鳥 　

　
　
　
　
（
譜
）

ひ
9
州
9
調
屑
調
μ
1
州
州
ゆ
寓

　
　
　
訳
　
O
N
　
Φ
＞
0
6
四
の

　
　
　
　
　
の
Φ
ρ
∬
調
　
嗣
○

　
　
　
Φ
◎
⑪
ρ
鎖
Φ
U
鏑
Φ
画

（
叔
）
　
噂
Φ
細
ω
Φ
調

　
　
の
Φ
訟
づ
μ
　
旧
○

Φ
び
の
細
錫
Φ
O
角
Φ
鳥

　
齪
○
州
細
⑪
瞬
Φ
鳥
O

　
　
　
　
び
鶴
州
勾
鄭
噂

の
閣
邸
Φ
H
　
Φ
ρ
∬
細

　
　
　
　
u
o
ω
ρ
鄭
ρ
　
騙
。

角
Φ
ρ
鑑
∬
d
門
　
H
⑪
細
○
調

　
9
0
州
調
⑪
絢
Φ
側
0
　
9
州

。
◎
。
の
　
瞬
O
　
畠
①
ρ
費
づ
鶴

鏑
⑪
ω
』



〔W．ブラウン氏表〕

3s農聡ヨ

黎
警
虚
誇
誕
8
肇
瓢
韓
灘
簑
慧
藁
蓄
濫
鶴
磐
轟
纒
8

『
一
磯
欝

ー
ー
J
l
－
謹

口
口
口
目
μ
目
目
目
u
噌
H
目
目塵

　
匪
　
一
　
謹
厳
曇
曹

一
噌
三
思

署
驚

聯

胃
㈹
脚

睡
　
⑳

…

可

騨

　
鐵
薦
欄
慧
　
　
灘
㈱
◎
㈱
慧
羅
嗣
灘
認
①
職
綱
藁
薦
賜
　
飼
舳
霧
魎

N
　
嚇
　
　
冒

蕨

嚇

㈹…

織
講
．
嘱
踊

騨

卜

噂

留
胴

騨

⑩
N
　
⑪

瞬
　
　
下
　
　
」

，
鴇
竃
繧
⑪
O
　
　
回
　
》
藻
慧
卵
δ
．
脚
　
　
　
駕
①
陣
豊
蕾
㈱
欝
臨
．
蕊
慮

劇
㈱
⑳
陣
O
魅
認
㈱
⑳
①
b
塩
。
薦
篇
…
綱
暉
麗
⑪
O

鯉

．
轟
蟹
⑳
⇔
鷲
聯
薦

　
　
　
　
　
｝
。
轟
該
編
鵯
樋
あ
　
　
　
　
　
．
駕
嚢
慮
．
轟
。
。
器
Q

鱒
N
　
」
　
騨
に

翫
駿

⑳
霧
騨

＄
難

⑳⑬

ｿ
町

藁
薦

霧
駿

鴇
嚢

噂
霧
騨

鵠
勲

翻
戴

176



〔L．アブダラム氏図表〕
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〔T。プライス氏図〕
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(R. fr4 nv >"xx)

ECONOMY R.ESULTING FROM
                FOR A
               (I982

 TABLE r

 A PU AUTO-RECYCLING
 1 OOO MWe REACTOR  '
$ actual±zed at 9%)

(ONE RECYCL1NG)

'NAT V PRICE

SI,JU PRICE

COST SUPPLe U + PU ASSE)'IBL･ FABRICe

COST SUPPL. U + Pu ASSEMBL. REPROC.

           '
Pu STORAGE TIMZE

ECONO}virY DIL]'E TO Pu RECYCLING

(Pu value =: O)

COST OF SUR?LUS PLUTONIUM AVAILABLE
AT END OF PERIOD IN CASE OF NON
R]ICYCLXNG (actualized cost)

Pu STORAGE TIME

ECONO>fY DUE TO Pu RECYCLING
(Pu value m O)

COST OF SURPLUS PLVTONIUIyl AVAILABLE
BY NON R-ECYCLINC

$

$

$

$

   High
HypothesSs

 35/lb U308

150/k SWU

500!k METAL

300/k ･METAL

15 years

6.2 Mlyear
l milllkWh

1601gr

 5 years

4.8 Mlyear
8S mill/kWh

 75/gr

$

$

$

$

)$
) !･

  $

)

)

$

o.

$

$

o

$

$

o

$

   Low
Hypothesis

 22/lb U308

120!k SWU

7OO!k METAL

3001k META[L

IS vears
   J

3･1 M/year
.55 milllkWh

 811gr

  5 years

 1.9 M/year
.34 mi11/kWh

  301gr
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